
（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 Ⅰ 2 2
国 語 Ⅱ 2 2
国 語 Ⅲ 留学生対象外

留学生対象
社 会 Ⅰ 2 2
社 会 Ⅱ 2 2
数 学 Ⅰ Ａ 2 2
数 学 Ⅰ Ｂ 2 2
数 学 Ⅰ Ｃ 2 2
数 学 Ⅰ Ｄ 2 2
数 学 Ⅱ Ａ 2 2
数 学 Ⅱ Ｂ 2 2
数 学 Ⅱ Ｃ 2 2
数 学 Ⅱ Ｄ 2 2
数 学 Ⅲ Ａ 2 2
数 学 Ⅲ Ｂ 2 2
物 理 学 Ⅰ 2 2
物 理 学 Ⅱ 2 2
化 学 Ⅰ 2 2
化 学 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅰ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅲ 2 2
英 語 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 Ⅲ Ａ 2 2
英 語 Ⅲ Ｂ 2 2

2 2
2 2
2 2
62 24 24 14 0 0
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
1 1
1 1
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
1
37 0 0 (1) 5(27) 5(27)
99 24 24 14(1) 5(27) 5(27)

2 2

2

2

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
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目
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数
学

保
健
・
体
育

外
国
語

化 学 概 論 Ⅰ
化 学 概 論 Ⅱ

表現コミュニケーションⅡ

語 学 特 講 Ⅲ
語 学 特 講 Ⅳ
海 外 英 語 演 習
小 計

英 語 Ⅳ Ａ
英 語 Ⅳ Ｂ
英 語 Ⅴ Ａ
英 語 Ⅴ Ｂ

体 育 Ⅰ
体 育 Ⅱ

芸 術
小 計
文 学 特 論 Ⅰ
人 文 科 学 Ⅰ

人 文 科 学 Ⅲ
社 会 科 学 Ⅰ
社 会 科 学 Ⅱ
社 会 科 学 Ⅲ

表現コミュニケーションⅠ

理
科

別表１　創造基礎工学系　一般科目

　各学科共通

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

日 本 語

資料名　教育課程表

kikai
テキスト ボックス
資料5-1-①-1



（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
機 械 工 学 演 習 Ⅰ 1 1
機 械 工 学 演 習 Ⅱ 1 1
工 業 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
熱 力 学 2 2
水 力 学 2 2
振 動 工 学 2 2
加 工 学 2 2
機 械 要 素 設 計 Ⅰ 1 1
機 械 要 素 設 計 Ⅱ 2 2
材 料 学 2 2
電 気 工 学 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
数 値 計 算 法 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 2 2 ◎
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 2 2 ◎
Ｃ Ａ Ｄ Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅰ 3 3 ◎
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅱ 3 3 ◎
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅲ 2 2 ◎
機 械 工 学 実 験 Ⅰ 3 3 ◎
機 械 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16
応 用 数 学 Ⅲ 2 ※
工 業 力 学 Ⅱ 2 ※
材 料 力 学 Ⅲ 2 2 ※
弾 性 力 学 2 2 ※
伝 熱 工 学 2 ※
流 体 力 学 Ⅰ 2 2 ※
電 子 工 学 2 ※
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 ※
機 構 学 2 ※
計 算 力 学 2 2 ※
Ｃ Ａ Ｄ Ⅱ 4
科 学 技 術 英 語 2 ※
熱 機 関 2 2 ※
制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
流 体 力 学 Ⅱ 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
小 計 52 1 1 5 4(23) 18(23)

116 9 9 23 18(23) 34(23)開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
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別表２　創造基礎工学系　専門科目

　機械工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考



（平成３１年度以降入学者）
　　電気情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
電 気 情 報 基 礎 Ⅰ 4 4
電 気 情 報 基 礎 Ⅱ 4 4
電 気 基 礎 4 4
電 子 工 学 基 礎 4 4
電 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
論 理 回 路 2 2
情 報 処 理 基 礎 4 4
電 子 回 路 Ⅰ 1 1
情 報 数 学 1 1
創 造 工 学 実 験 実 習 Ⅰ 2 2 ◎
創 造 工 学 実 験 実 習 Ⅱ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 実 験 Ⅱ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 応 用 実 験 4 4
卒 業 研 究 8 8
回 路 設 計 2 2
小 計 64 8 8 18 14 16
半 導 体 物 理 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ 2 ※
電 気 回 路 Ⅱ 2 ※
計 測 工 学 2 ※
電 気 電 子 材 料 2 ※
電 子 回 路 Ⅱ 2 ※
電 子 回 路 Ⅲ 2 ※
エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 2 ※
制 御 工 学 2 ※
電 子 デ バ イ ス 2 ※
通 信 工 学 2 ※
情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 2 ※
ア ル ゴ リ ズ ム 2 ※
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 ※
オペレーティングシステム 2 ※
信 号 処 理 2 ※
情 報 ・ 符 号 理 論 2 ※
知 能 情 報 処 理 2 ※
数 値 解 析 2 ※
統 計 デ ー タ 処 理 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア特 別実 習Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア特 別実 習Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア特 別実 習Ⅲ 4 4
小 計 62 1 1 5 4(45) 6(45)

126 9 9 23 18(45) 22(45)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

1
1
1
1
1

開 設 単 位 合 計

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

必
修
科
目

選
択
科
目

2
2
2
2
2
2
2
2

別表２　創造基礎工学系　専門科目

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考



（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
電 磁 気 学 Ⅰ 2 2
加 工 学 基 礎 2 2
工 業 力 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 工 学 2 2
機 械 材 料 学 Ⅰ 2 2
熱 工 学 Ⅰ 1 1
流 体 工 学 Ⅰ 1 1
電 気 電 子 回 路 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 基 礎 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅰ 3 3 図学を含む

メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅱ 3 3
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅲ 3 3
ﾒ ｶ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 設 計 2 2
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅰ 2 2
技 術 科 学 表 現 演 習 1 1
創造機械電子基礎実験実習Ⅰ 3 3 ◎
創造機械電子基礎実験実習Ⅱ 3 3 ◎
創造機械電子基礎実験実習Ⅲ 2 2 ◎
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16
材 料 力 学 基 礎 Ⅱ 2 ※
機 械 材 料 学 Ⅱ 2 2 ※
熱 工 学 Ⅱ 2 2 ※
流 体 工 学 Ⅱ 2 2 ※
電 気 電 子 回 路 Ⅱ 2 ※
情 報 処 理 A 2 ※
情 報 処 理 B 2 ※
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
機 械 力 学 2 2 ※
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2 ※
機 械 計 測 2 ※
統 計 解 析 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ 2 ※
半 導 体 工 学 基 礎 2 ※
電 子 計 測 2 ※
セ ン サ 工 学 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
小 計 54 1 1 5 4(27) 16(27)

118 9 9 23 18(27) 32(27)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
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別表２　創造基礎工学系　専門科目

　　機械電子工学科　
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（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 1 1
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
構 造 力 学 Ⅰ 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 2 2
構 造 力 学 Ⅲ 1 1
建 設 構 造 設 計 学 Ⅰ 2 2
建 設 材 料 学 2 2
土 質 力 学 Ⅰ 1 1
土 質 力 学 Ⅱ 1 1
建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
水 理 学 Ⅰ 1 1
水 理 学 Ⅱ 1 1
河 川 ・ 海 岸 工 学 Ⅰ 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 2 2
環 境 工 学 Ⅱ 1 1
建 設 情 報 処 理 Ⅰ 2 2
建 設 情 報 処 理 Ⅱ 2 2
測 量 学 Ⅰ 2 2
計 画 学 Ⅰ 1 1
計 画 学 Ⅱ 1 1
建 設 設 計 製 図 Ⅰ 1 1
建 設 設 計 製 図 Ⅱ 1 1
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅰ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅱ 2 2 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅲ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅳ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅴ 3 3
土 木 工 学 基 礎 2 2
土 木 工 学 概 論 1 1 ◎
創 成 工 学 1 1 ◎
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16
建 設 構 造 設 計 学 Ⅱ 2 2 ※
土 質 力 学 Ⅲ 2 ※
河 川 ・ 海 岸 工 学 Ⅱ 2 ※
応 用 力 学 2 ※
環 境 工 学 Ⅲ 2 ※
環 境 ア セ ス メ ン ト 2 ※
建 設 情 報 処 理 Ⅲ 2 ※
測 量 学 Ⅱ 2 ※
防 災 工 学 2 ※
応 用 数 学 Ⅲ 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
小 計 42 1 1 5 4(25) 6(25)

106 9 9 23 18(25) 22(25)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

2

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
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別表２　創造基礎工学系　専門科目

　建設環境工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当



別表３　電子情報通信工学系　一般科目
（平成３１年度以降入学者）

各学科共通

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 Ⅰ 2 2
国 語 Ⅱ 2 2
国 語 Ⅲ 2 2 留学生対象外

日 本 語 2 2 留学生対象

社 会 Ⅰ 2 2
社 会 Ⅱ 2 2
数 学 Ⅰ Ａ 2 2
数 学 Ⅰ Ｂ 2 2
数 学 Ⅰ Ｃ 2 2
数 学 Ⅰ Ｄ 2 2
数 学 Ⅱ Ａ 2 2
数 学 Ⅱ Ｂ 2 2
数 学 Ⅱ Ｃ 2 2
数 学 Ⅱ Ｄ 2 2
数 学 Ⅲ Ａ 2 2
数 学 Ⅲ Ｂ 2 2
物 理 学 Ⅰ 2 2
物 理 学 Ⅱ 2 2
化 学 Ⅰ 2 2
化 学 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅰ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅲ 2 2
英 語 Ⅰ A 2 2
英 語 Ⅰ B 2 2
英 語 Ⅱ A 2 2
英 語 Ⅱ B 2 2
英 語 Ⅲ A 2 2
英 語 Ⅲ B 2 2

2 2
2 2

2 2
音楽・美術・書道か
ら選択

62 24 24 14 0 0
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2
2 2
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1
1
32 (1) (1) (2) 14(2) 16(2)
94 24(1) 24(1) 14(2) 14(2) 16(2)

備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

体 育 Ⅰ

教 育 支 援 活 動 1
小　計

開 設 単 位 合 計

英 語 特 論 Ⅰ
英 語 特 論 Ⅱ
中 国 語 Ⅰ
中 国 語 Ⅱ
海 外 英 語 演 習 1

選
　
択
　
科
　
目

体 育 Ⅱ

芸 術

小　計
人 文 科 学 Ⅰ
人 文 科 学 Ⅱ
人 文 科 学 Ⅲ
人 文 科 学 Ⅳ
社 会 科 学 Ⅰ
社 会 科 学 Ⅱ
社 会 科 学 Ⅲ
社 会 科 学 Ⅳ
自 然 特 論

区
分

授業科目 単位数
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表現コミュニケーションⅠ
表現コミュニケーションⅡ



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

通信ネットワーク工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
電 気 回 路 Ａ 2 2 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅰ 2 2
電 子 工 学 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅰ 2 2
通 信 工 学 セ ミ ナ ー 4 4 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
工 学 演 習 2 2
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 2 2 ◎
通 信 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
通 信 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 64 8 8 18 18 12
応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
情 報 処 理 Ⅲ 2 2 ※
電 気 電 子 計 測 Ⅱ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅱ 2 2 ※
電 波 伝 送 学 Ⅰ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅱ 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム B 2 2 ※
通 信 法 Ⅰ 2 2 ※
通 信 法 Ⅱ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅠ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅡ 2 2 ※
情 報 理 論 2 2 ※
無 線 工 学 演 習 2 2
デ ー タ 通 信 2 2 ※
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2 ※
情 報 数 学 2 2 ※
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2 ※
ネットワークプログラミング 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 51 2(4) 2(4) 2(4) 15(5)25(5)
115 10(4)10(4)20(4)33(5)37(5)

選
　
択
　
科
　
目 1

開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の
認定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

1
1
1
1



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
電 子 計 測 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 70 8 8 18 20 16
　　　　  小　計(留学生) 72 8 8 20 20 16
応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
電 気 回 路 Ⅲ 2 2 ※
電 子 物 性 工 学 2 2 ※
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2 ※
電 子 材 料 工 学 2 2 ※
制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2 ※
セ ン サ 工 学 2 2 ※
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2 ※
情 報 シ ス テ ム 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2 ※
情 報 処 理 Ⅲ 2 2 ※
デ ー タ 通 信 2 2 ※
画 像 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム 工 学 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 43 2(4) 2(4) 2(4) 11(5)21(5)
113 10(4)10(4) 20(4)31(5)37(5)
115 10(4)10(4) 22(4)31(5)37(5)

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業
の認定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とす
る。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

開 設 単 位 合 計
開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1
1
1
1



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
通 信 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 2 2 ◎
工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 66 8 8 18 20 12
小　計(留学生) 68 8 8 20 20 12

応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
情 報 数 学 2 2 ※
数 値 解 析 2 2 ※
電 気 磁 気 学 2 2 ※
半 導 体 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2 ※
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2 ※
情 報 シ ス テ ム 2 2 ※
人 工 知 能 Ⅰ 2 2 ※
人 工 知 能 Ⅱ 2 2 ※
画 像 工 学 2 2 ※
デ ー タ ベ ー ス 2 2 ※
コンピュータネットワークⅠ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅡ 2 2 ※
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 45 2(4) 2(4) 2(4) 13(5)21(5)
111 10(4)10(4)20(4)33(5)33(5)
113 10(4)10(4)22(4)33(5)33(5)

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認
定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

備考

選

択

科

目

1

開 設 単 位 合 計
開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

必

修

科

目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1
1
1
1



前期 後期 前期 後期

経 営 論 講義 2 2
実 践 英 語 講義 2 2

選択 文 学 作 品 講 読 講義 2 2
技 術 者 倫 理 講義 2 2
数 学 特 論 Ⅰ 講義 2 2
現 代 物 理 学 講義 2 2
知 的 財 産 権 講義 2 2
工 業 英 語 講義 2 2
数 学 特 論 Ⅱ 講義 2 2
物 理 化 学 講義 2 2
分 析 化 学 講義 2 2
応 用 物 理 学 講義 2 2
海 外 語 学 研 修 実習 1

25 11 10 4 0

工 学 実 験 ・ 実 習 Ⅰ 実験 2 2
工 学 実 験 ・ 実 習 Ⅱ 実験 2 2
工 学 実 験 ・ 実 習 Ａ 実験 1 1 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

工 学 実 験 ・ 実 習 Ｂ 実験 1 1 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

特 別 研 究 Ⅰ 実験 6
特 別 研 究 Ⅱ 実験 10
特 別 研 究 Ａ 実験 8 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

特 別 研 究 Ｂ 実験 2 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

輪 講 Ⅰ 演習 2
輪 講 Ⅱ 演習 2
特 別 講 義 講義 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 実習 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 実習 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅲ 実習 4
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅳ 実習 6
内 燃 機 関 工 学 講義 2 2 機械工学コース科目
計 算 力 学 特 論 講義 2 2 〃
弾 塑 性 力 学 講義 2 2 〃
材 料 強 度 学 特 論 講義 2 2 〃
振 動 工 学 特 論 講義 2 2 〃
信 頼 性 工 学 講義 2 2 〃
数 値 解 析 特 論 講義 2 2 〃
環 境 電 磁 工 学 講義 2 2 電気情報工学コース科目
現 代 制 御 理 論 講義 2 2 〃
エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 講義 2 2 〃
プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 論 講義 2 2 〃
電 子 物 性 講義 2 2 〃
集 積 回 路 講義 2 2 〃
半 導 体 工 学 講義 2 2 〃
パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 講義 2 2 〃
情 報 通 信 工 学 講義 2 2 〃
マ イ ク ロ 波 工 学 講義 2 2 〃
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 講義 2 2 〃
知 識 工 学 講義 2 2 〃
画 像 処 理 工 学 講義 2 2 〃
伝 熱 工 学 特 論 講義 2 2 機械電子工学コース科目
動 力 学 特 論 講義 2 2 〃
最 適 化 論 講義 2 2 〃
先 端 接 合 工 学 講義 2 2 〃
エ ネ ル ギ ー 工 学 特 論 講義 2 2 〃
制 御 工 学 特 論 Ⅰ 講義 2 2 〃
制 御 工 学 特 論 Ⅱ 講義 2 2 〃
生 体 工 学 講義 2 2 〃
光 工 学 講義 2 2 〃
耐 震 設 計 学 講義 2 2 建設環境工学コース科目
維 持 管 理 工 学 講義 2 2 〃
構 造 解 析 学 講義 2 2 〃
交 通 計 画 講義 2 2 〃
都 市 デ ザ イ ン 講義 2 2 〃
環 境 防 災 工 学 Ⅰ 講義 2 2 〃
環 境 防 災 工 学 Ⅱ 講義 2 2 〃
流 体 力 学 特 論 講義 2 2 〃
建 設 数 理 計 画 学 講義 2 2 〃
社 会 基 盤 計 画 学 講義 2 2 〃
情 報 シ ス テ ム 講義 2 2 〃
環 境 倫 理 ・ マ ネ ー ジ メ ン ト 講義 2 2 〃

133 57 32 44 0

158 68 42 48 0
修得単位合計 ６２単位以上

1
2
4
6

2
2

選
　
　
　
択

専門科目修得単位数計 ４６単位以上
教養・工学基礎・専門科目開設単位数合計

教養・工学基礎科目開設単位数計
教養・工学基礎科目修得単位数計 １６単位以上

専門科目開設単位数計

専
門
科
目

必
修

6
10
8
2

備　　考１年 ２年

教科
養目

必
修

2

工
学
基
礎
科
目

必
修

選
　
　
択

1

別表５　創造工学専攻

区　分 授業科目 授業形態
単
位
数

学年別配当



別表６　電子情報通信工学専攻

前期 後期 前期 後期

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅰ 講義 2 2

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅱ 講義 2 2
選
択 文 学 特 論 講義 2 2
必
修 技 術 者 倫 理 講義 2 2

物 理 科 学 特 論 講義 2 2

応 用 数 学 特 論 講義 2 2

知 的 財 産 権 講義 2 2

工 業 英 語 講義 2 2

工 業 数 学 講義 2 2

18 8 8 2 0

特 別 研 究 Ⅰ 実験 6

特 別 研 究 Ⅱ 実験 4

特 別 実 験 ・ 演 習 Ⅰ 実験 4

特 別 実 験 ・ 演 習 Ⅱ 実験 6

量 子 力 学 講義 2 2

情 報 工 学 概 論 講義 2 2

デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 工 学 講義 2 2

応 用 電 磁 気 学 講義 2 2

グ ラ フ 理 論 講義 2 2

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 講義 2 2

電 子 回 路 特 論 講義 2 2

計 測 工 学 特 論 講義 2 2

シ ス テ ム 制 御 工 学 講義 2 2

ア ル ゴ リ ズ ム と デ ー タ 構 造 講義 2 2

マ ル チ メ デ ィ ア 工 学 講義 2 2

画 像 処 理 工 学 講義 2 2

通 信 工 学 講義 2 2

電 磁 波 ・ 光 波 工 学 講義 2 2

光 通 信 工 学 講義 2 2

無 線 工 学 特 論 講義 2 2

応 用 電 子 物 性 工 学 講義 2 2

集 積 回 路 工 学 講義 2 2

デ ィ ジ タ ル 制 御 工 学 講義 2 2

オブジェクト指向プログラミング 講義 2 2

応用ネットワークプログラミング 講義 2 2

デ ー タ ベ ー ス 設 計 講義 2 2

特 別 講 義 講義 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 実習 1

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 実習 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅲ 実習 4

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅳ 実習 6

79 28 15 17 19

97 36 23 19 19

修 得 単 位 数 合 計 必修２６単位を含む６２単位以上

4

1

2

備　　考

必
修

教
養
科
目

  １ 年   ２ 年

学年別配当

工
学
基
礎
科
目

選
択

    授　業　科　目
単
位
数

 区 分 授業形態

修 得 単 位 計

教養・工学基礎・専門科目開設単位数合計

4

6

必修２０単位を含む４８単位以上

4

2

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

必
修

6

選
　
　
　
　
　
択

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計

必修６単位を含む１４単位以上

6

教 養 ・ 工 学 基 礎 科 目 開 設 単 位 数 計

修 得 単 位 計



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
3 3
2 2

留学生対象外
留学生対象

地 理 2 2
歴 史 Ⅰ 2 2
歴 史 Ⅱ 2 2
公 民 Ⅰ 2 2
公 民 Ⅱ 留学生対象外

留学生対象
基 礎 数 学 Ⅰ 3 3
基 礎 数 学 Ⅱ 3 3
微 分 積 分 Ⅰ 4 4
基 礎 数 学 Ⅲ 2 2
微 分 積 分 Ⅱ 3 3
数 学 解 析 3 3
数 理 演 習 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 3 3
化 学 Ⅰ 3 3
化 学 Ⅱ 2 2

3 3
2 2
2 2
2 2

英 語 Ⅰ Ａ 4 4
英 語 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 Ⅱ Ａ 3 3
英 語 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 Ⅲ Ａ 2 2
英 語 Ⅲ Ｂ 2 2
語 学 演 習 2 2

1 1
1 1
1 1 1～3年で履修

75 28 26 19 2 0
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
1 1
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1
36 (1) 24(1) 11(1)
111 28 26 19(1) 26(1) 11(1)

語 学 特 講 Ⅱ

2 2
日 本 事 情

社 会 科 学 Ⅲ

芸 術 Ⅱ

社
会

理
科

文 学 特 論 Ⅰ
英 語 Ⅳ Ａ

1
英 語 Ⅴ Ｂ

数
学

保 健 ・ 体 育 Ⅱ
保 健 ・ 体 育 Ⅲ

物 理 化 学 基 礎

キ ャ リ ア 概 論

芸 術 Ⅰ

英 語 Ⅳ Ｂ

人 文 科 学 Ⅰ

開 設 単 位 合 計

海 外 英 語 演 習
小 計

社 会 科 学 Ⅰ

語 学 特 講 Ⅳ

社 会 科 学 Ⅱ

語 学 特 講 Ⅲ

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

附則別表１－１　創造基礎工学系　一般科目

　　　各学科共通

区
分

授業科目 単位数

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

人 文 科 学 Ⅲ

選
択
科
目

英 語 Ⅴ Ａ

人 文 科 学 Ⅱ

小 計

学年別配当
備考

2 2

語 学 特 講 Ⅰ

保 健 ・ 体 育 Ⅴ

環 境 化 学

必
修
科
目

国 語 Ⅰ

保 健 ・ 体 育 Ⅰ

外
国
語

保 健 ・ 体 育 Ⅳ

日 本 語

国 語 Ⅱ
国 語 Ⅲ



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
工 業 物 理 Ⅰ 2 2
機 械 工 学 入 門 1 1
基 礎 機 械 力 学 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
加 工 学 2 2
機 械 要 素 設 計 Ⅰ 1 1
機 械 要 素 設 計 Ⅱ 2 2
材 料 工 学 Ⅰ 2 2
振 動 工 学 2 2
熱 力 学 2 2
水 力 学 2 2
電 気 工 学 2 2
制 御 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
数 値 計 算 法 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
Ｃ Ａ Ｄ Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅱ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅲ 2 2
機 械 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
機 械 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8
小 計 60 6 8 16 15 15
機 械 数 学 2 2
工 業 物 理 Ⅱ 2 2
材 料 力 学 Ⅲ 1 1
弾 性 力 学 1 1
材 料 工 学 Ⅱ 1 1
伝 熱 工 学 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 1 1
電 子 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 機 構 学 1 1
シ ス テ ム 工 学 Ⅰ 1 1
数 値 計 算 法 Ⅱ 2 2
計 算 力 学 2 2
Ｃ Ａ Ｄ Ⅱ 4 4
技 術 科 学 英 語 I 1 1
技 術 科 学 英 語 Ⅱ 1 1
材 料 強 度 学 1 1
熱 機 関 1 1
シ ス テ ム 工 学 Ⅱ 1 1
流 体 力 学 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 49 1 1 5 16(3) 23(3)

109 7 9 21 31(3) 38(3)

必
修
科
目

開 設 単 位 合 計

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

選
択
科
目

1

1

附則別表２－１　創造基礎工学系　専門科目

　　　機械工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考



（平成３０年度以前入学者）
　電気情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 業 数 学 Ⅰ 2 2
工 業 数 学 Ⅱ 2 2 ※
物 理 学 基 礎 2 2
電 気 基 礎 数 学 2 2
電 気 基 礎 Ⅰ 2 2
電 気 基 礎 Ⅱ 2 2
電 磁 気 学 Ⅰ ･ 同 演 習 3 3 ※
電 気 回 路 Ⅰ ・ 同 演 習 3 3 ※
電 気 物 理 1 1
電 子 工 学 基 礎 2 2
計 測 工 学 基 礎 2 2
情 報 数 学 基 礎 1 1
論 理 回 路 1 1
情 報 処 理 基 礎 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 基 礎 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 基 礎 Ⅲ 2 2
オペレーティングシステム 2 2 ※
情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 2 2 ※
計 算 機 ハ ー ド ウ エ ア 2 2 ※
エ ネ ル ギ ー 環 境 工 学 2 2 ※
電子情報創造工学実験実習Ⅰ 2 2
電子情報創造工学実験実習Ⅱ 2 2
電 子 情 報 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
電 子 情 報 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
電 子 情 報 工 学 応 用 実 験 3 3
卒 業 研 究 6 6
特 別 実 習 1 1 ※４，５年通年科目

回 路 設 計 2 2 ※
小 計 61 6 8 16 17 14
工 業 数 学 Ⅲ 2 2 ※
物 理 学 2 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ ･ 同 演 習 3 3 ※
電 気 回 路 Ⅱ ・ 同 演 習 3 3 ※
電 子 回 路 Ⅰ ・ 同 演 習 4 4 ※
半 導 体 物 理 2 2 ※
ア ル ゴ リ ズ ム 2 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 2 ※
通 信 工 学 2 2 ※
制 御 理 論 2 2 ※
デ ィ ジ タ ル 計 測 制 御 2 2 ※
情 報 ・ 符 号 理 論 2 2 ※
統 計 デ ー タ 処 理 2 2 ※
信 号 処 理 2 2 ※
電 気 電 子 材 料 2 2 ※
イ ン タ ー フ ェ ー ス 2 2 ※
電 子 回 路 Ⅱ ・ 同 演 習 2 2 ※
マ ル チ メ デ ィ ア 工 学 2 2 ※
電 子 デ バ イ ス 2 2 ※
コンピュータシミュレーション 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 ※
特 別 講 義 Ⅱ 1 ※
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 64 1 1 5 22(5) 30(5)

125 7 9 21 39(5) 44(5)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

1

附則別表２－２　創造基礎工学系　専門科目

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

開 設 単 位 合 計

1
1
1

選
択
科
目

必
修
科
目



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
機 械 電 子 数 学 2 2
基 礎 物 理 学 Ⅰ 2 2
基 礎 物 理 学 Ⅱ 2 2
加 工 学 基 礎 2 2
工 業 力 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅰ 2 2
機 械 材 料 学 Ⅰ 2 2
熱 工 学 Ⅰ 1 1
流 体 工 学 Ⅰ 1 1
電 気 回 路 2 2
電 子 回 路 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅰ 3 3 図学を含む

メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅱ 3 3
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅲ 3 3
ﾒ ｶ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 設 計 1 1
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅰ 2 2
技 術 科 学 表 現 演 習 Ⅰ 1 1
技 術 科 学 表 現 演 習 Ⅱ 1 1
創造機械電子基礎実験実習Ⅰ 3 3
創造機械電子基礎実験実習Ⅱ 3 3
創造機械電子基礎実験実習Ⅲ 2 2
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅰ 5 5
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 6 6
小 計 60 6 8 16 19 11
機 械 設 計 工 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅱ 2 2
機 械 材 料 学 Ⅱ 1 1
熱 工 学 Ⅱ 1 1
流 体 工 学 Ⅱ 1 1
半 導 体 工 学 基 礎 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 2 2
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅱ 2 2
機 械 力 学 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
機 械 計 測 1 1
統 計 解 析 2 2
工 業 技 術 英 語 2 2 ※
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 2 2 ※
接 合 工 学 2 2 ※
レ ー ザ 工 学 2 2 ※
電 磁 気 学 2 2 ※
電 子 計 測 2 2 ※
セ ン サ 工 学 2 2 ※
計 画 論 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 58 1 1 5 10(5) 36(5)

118 7 9 21 29(5) 47(5)

附則別表２－３　創造基礎工学系　専門科目　

　機械電子工学科　

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

開 設 単 位 合 計

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

選
択
科
目

1

必
修
科
目

1
1
1
1



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
物 理 学 基 礎 Ⅰ 2 2
建 設 応 用 数 学 Ⅰ 2 2
工 学 基 礎 2 2
図 学 基 礎 1 1
基 礎 力 学 Ⅰ 2 2
基 礎 力 学 Ⅱ 2 2
構 造 力 学 Ⅰ 3 3
建 設 材 料 学 2 2
建 設 構 造 設 計 学 3 3
防 災 工 学 基 礎 2 2
地 域 防 災 学 1 1
環 境 原 論 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 2 2
地 域 環 境 学 1 1
基 礎 情 報 処 理 2 2
応 用 情 報 処 理 2 2
測 量 学 Ⅰ 1 1
測 量 学 Ⅱ 1 1
計 画 学 基 礎 2 2
地 域 整 備 学 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅰ 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅱ 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅲ 1 1
創 成 工 学 2 2
建 設 創 造 基 礎 実 験 実 習 Ⅰ 2 2
建 設 創 造 基 礎 実 験 実 習 Ⅱ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅰ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅱ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅲ 2 2
建 設 環 境 工 学 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
建 設 環 境 工 学 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
卒 業 研 究 6 6
小 計 60 6 8 16 16 14
物 理 学 基 礎 Ⅱ 1 1
建 設 応 用 数 学 Ⅱ 2 2
電 気 工 学 概 論 1 1
構 造 力 学 Ⅱ 2 2
土 の 力 学 2 2
水 理 学 2 2
建 設 工 法 学 2 2
河 川 水 文 学 1 1
海 岸 工 学 1 1
環 境 工 学 Ⅱ 2 2
環 境 ア セ ス メ ン ト 2 2
応 用 デ ー タ 処 理 学 2 2
測 量 学 Ⅲ 2 2
構 造 工 学 2 2 ※
地 盤 工 学 2 2 ※
情 報 処 理 工 学 2 2 ※
建 築 構 造 学 2 2 ※
環 境 工 学 特 論 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 ※
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 52 1 1 5 16(3) 26(3)

112 7 9 21 32(3) 40(3)

必
修
科
目

附則別表２－４　創造基礎工学系　専門科目　

　　　建設環境工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

開 設 単 位 合 計
備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

選
択
科
目

1

1



附則別表３－２　電子情報通信工学系　一般科目
（平成２６～３０年度入学者）

各学科共通

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
3 3
2 2
2 2 留学生対象外

2 2 留学生対象

地 理 2 2
歴 史 Ⅰ 2 2
歴 史 Ⅱ 2 2
公 民 Ⅰ 2 2
公 民 Ⅱ 2 2 留学生対象外

基 礎 数 学 Ⅰ 3 3
基 礎 数 学 Ⅱ 3 3
基 礎 数 学 Ⅲ 2 2
微 分 積 分 学 Ⅰ 4 4
微 分 積 分 学 Ⅱ 3 3
数 学 解 析 3 3
数 理 演 習 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 3 3
化 学 Ⅰ 3 3
化 学 Ⅱ 2 2

3 3
2 2
2 2
2 2

英 語 Ⅰ A 4 4
英 語 Ⅰ B 2 2
英 語 Ⅱ A 3 3
英 語 Ⅱ B 2 2
英 語 Ⅲ A 2 2
英 語 Ⅲ B 2 2
語 学 演 習 2 2

1 1
音楽・美術・書道か
ら選択

1 1
音楽・美術・書道か
ら選択

1 1 1～3年で履修

75 28 26 19 2 0
73 28 26 17 2 0
2 2 ※
1 1 ※
1 1 ※
1 1 ※
1 1 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1 1
1
1
21 (1) (1) (2) 10(2) 9(2)
96 28(1) 26(1) 19(2) 12(2) 9(2)
94 28(1) 26(1) 17(2) 12(2) 9(2)

※印は，学則第１３条第４項により定める，４５時間の学修をもって１単位とする科目である。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

国 語 Ⅱ

選

択

科

目

備考

必

修

科

目

学　年　別　配　当

海 外 英 語 演 習

グローバル・スタディーズ

数 学 概 論 Ⅱ

社 会 特 論
中 国 語 Ⅱ

数 学 概 論 Ⅰ

外
国
語

授業科目 単位数
区
分

国 語 Ⅰ

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

英 語 特 論 Ⅱ
中 国 語 Ⅰ

文 学 特 論 Ⅱ

社
会

保 健 ・ 体 育 Ⅳ

英 語 特 論 Ⅰ

理
科

保 健 ・ 体 育 Ⅰ

数
学

保 健 ・ 体 育 Ⅱ

芸 術 Ⅰ

保 健 ・ 体 育 Ⅴ

キ ャ リ ア 概 論
小　計

開 設 単 位 合 計

1
1教 育 支 援 活 動

国 語 Ⅲ

小　計

数 学 概 論 Ⅲ

自 然 特 論

芸 術 Ⅱ

小　計(留学生)

保 健 ・ 体 育 Ⅲ

日 本 語



附則別表４－５　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２６～２９年度入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 4 4
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 64 6 8 16 18 16
          小　計(留学生) 66 6 8 18 18 16
回 路 理 論 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
電 子 計 測 2 2
電 子 物 性 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
電 子 材 料 工 学 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
セ ン サ 工 学 2 2
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
画 像 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 50 2(4) 2(4) 2(4) 15(6) 23(6)
114 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 39(6)
116 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 39(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

1

開 設 単 位 合 計

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1

1
1
1



附則別表４－６　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２７～２９年度入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 12 12

小　計 61 6 8 16 16 15
小　計(留学生) 63 6 8 18 16 15

情 報 数 学 2 2
数 値 解 析 2 2
通 信 理 論 2 2
電 気 磁 気 学 2 2
半 導 体 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
オ ー ト マ ト ン 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 2 2
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅱ 2 2
人 工 知 能 基 礎 2 2
自 然 言 語 処 理 2 2
画 像 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
情 報 特 論 Ⅰ 1 1
情 報 特 論 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 58 2(4) 2(4) 2(4) 19(6) 27(6)
119 8(4) 10(4) 18(4) 35(6) 42(6)
121 8(4) 10(4) 18(4) 35(6) 42(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計

備考

選

択

科

目

1

1

開 設 単 位 合 計

必

修

科

目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1

1
1
1



附則別表４－７　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２６～３０年度入学者）

通信ネットワーク工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
電 気 回 路 Ａ 2 2 留学生対象
電 気 回 路 Ｂ 2 2 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅰ 2 2
電 子 工 学 2 2
通 信 工 学 セ ミ ナ ー 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
通 信 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
通 信 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 63 6 8 16 17 16
小　計(留学生) 65 6 8 18 17 16

情 報 処 理 Ⅲ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅱ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅰ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅱ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅰ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅱ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム B 2 2
通 信 法 Ⅰ 1 1
通 信 法 Ⅱ 1 1
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 理 論 2 2
無 線 工 学 演 習 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
半 導 体 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
情 報 数 学 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
ネットワークプログラミング 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 52 2(4) 2(4) 2(4) 16(6) 24(6)
115 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 40(6)
117 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 40(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

備考

必

修

科

目

選

択

科

目 1

1

1
1
1
1



附則別表４－８　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３０年度入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
電 子 計 測 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 4 4
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 72 6 8 16 22 20
小　計(留学生) 74 6 8 18 22 20

回 路 理 論 2 2
電 子 物 性 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
電 子 材 料 工 学 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
セ ン サ 工 学 2 2
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
画 像 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 42 2(4) 2(4) 2(4) 11(6) 19(6)
114 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 39(6)
116 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 39(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

1
1
1
1

備考

必

修

科

目

選

択

科

目

1

1



附則別表４－９　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３０年度入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
通 信 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 12 12

小　計 67 6 8 16 20 17
小　計(留学生)　　　69 6 8 18 20 17

情 報 数 学 2 2
数 値 解 析 2 2
電 気 磁 気 学 2 2
半 導 体 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
オ ー ト マ ト ン 理 論 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 2 2
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅱ 2 2
人 工 知 能 基 礎 2 2
自 然 言 語 処 理 2 2
画 像 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
情 報 特 論 Ⅰ 1 1
情 報 特 論 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 52 2(4) 2(4) 2(4) 15(6)25(6)
119 8(4) 10(4)18(4)35(6)42(6)
121 8(4) 10(4)20(4)35(6)42(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修するこ
と。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

1
1
1
1

備考

必

修

科

目

選

択

科

目 1

1

出典「香川高等専門学校学則」



香川高等専門学校学業成績の評価・評定 

並びに進級及び卒業の認定に関する規程 

平成21年10月１日制定 

第１章  総則   

第１条 この規程は，香川高等専門学校（以下「本校」という｡)における授業科目の履修，単 

位の修得，試験，学業成績の評価・評定，進級及び卒業の認定について定める。 

第２章  履修及び修得   

第２条 学則別表１，別表２，別表３及び別表４に定める必修科目は全て修得するものとする。 

２ 履修とは，各科目で実施される授業時間数の３分の２以上に出席することをいう。 

３ 修得とは，第７条第２項，第７条第３項及び第11条に定める「合格」並びに第10条に定 

める評定区分「優」，「良」，「可」をいう。 

第３条 選択科目については，期日までに履修願を提出するものとする。また年度の途中におい

て履修を取りやめる場合は，期日までに履修辞退届を提出しなければならない。 

第４条 特別活動は，第１学年から第３学年まで各学年30単位時間，計90単位時間履修する

ものとする。 

   第３章  試験   

第５条 定期試験は，各学期末に行うものとする。   

２ 担当教員が必要と認めた科目については，中間試験を行うものとする。 

３ 平常の成績で評価し得る授業科目並びに実験，実習等については，試験の全部又は一部を

行わないことがある。 

第６条 次の各号に掲げる事由により，定期試験又は中間試験を受けることができなかった者

については，事由を証明する書類を添えて願い出た場合，追試験を行うものとする。なお，

故意に願い出を怠り，追試験を受けなかった者については，試験を忌避した者とみなすもの

とする。  

一 病気（医師の診断書を要する。）   

二 忌引（学生準則第15条による。）   

三 その他やむをえないと認められる事由   

第４章  評価・評定及び修得   

第７条 学則第13条に規定する授業科目の成績評価は，第２項に掲げる科目を除き，シラバ 

スに表記する評価方法により，100点法で行う。

２ キャリア概論，教育支援活動，研究基礎Ⅰ，研究基礎Ⅱ及び研究基礎Ⅲの成績は，「合格」

又は「不合格」で評定する。 

３ 学則第13条に規定する特別活動の履修成果は，「合格」又は「不合格」で評定する。 

４ 病気・けが等により医師から体育等の実技を禁止された場合には，レポート提出等で成績

評価を行うことができる。 

第８条 学生の成績順位は，第７条第１項において100点法で成績評価を行うとされる授業科 

目の評価に単位数を乗じて得た総得点を，同授業科目の総単位数で除した点数の高得点の順 

とする｡ただし，海外英語演習，校外実習は成績順位算定の対象としない。 

また，第２条第２項の履修の要件を満たさない科目の評価は０点とする。 

第９条 学年総合成績の評価は，各学期の成績を総合して行う。 

第10条 学年総合成績の評価(100点法）と評定及び単位の修得の関連は次のとおりとする。 

資料5-1-①-2

出典：学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に関する規程



成績評価 評定区分 単位の修得 

80点以上 優 修得 

70～79点 良 修得 

60～69点 可 修得 

0～59点 不可 － 

第11条 本校以外の教育施設等における学修に関する規程第１条の学修（以下「特別学修」と

いう｡)について同規程第５条により認定された単位は，本校における当該年度の授業科目を

修得したものとみなす。 

２ 単位認定された特別学修別表に定める科目のうち100点法で提出されるものについてはそ

の点数に応じた第10条における授業科目の評定区分とし，100点法で提出されないものにつ

いては当該教育施設等における評価によるものとする。 

第11条の２ 他の高等専門学校との連携・交流事業に伴う「特別講義」は，教育上有益と認め，

学則第14条を適用する。評価・評定については特別学修と同じ取り扱いとする。 

第12条 試験中に不正行為をした者は，その時以降の当該試験期間中の受験を停止し，当該試

験期間中に実施した全科目の試験の成績を０点とする。 

第５章  進級・卒業及び再履修 

第13条 進級及び卒業の認定は，それぞれ進級認定会議及び卒業認定会議を経て，校長がこれ

を行う。 

第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を全て満たした者について，各学年の課程を修了 

したものとして，進級又は卒業を認めるものとする。 

一 各学年の必修科目を履修していること。 

二 学年毎に各学科が指定する科目の単位を修得していること。 

三 各学年において，下表に示す単位数以上を修得していること。 

表 累計単位数 

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数 ７５ 

専門累計単位数 ８２ 

累計単位総数 ２４ ５２ ８８ １２８ １６７ 

四 第１学年又は第２学年については，特別活動の履修成果が合格であり，成績評価に 

30点未満の科目がないこと。 

五 第３学年については，第１学年及び第２学年の必修科目を全て修得し，特別活動の履 

修成果が合格であること。 

六 第４学年については，第３学年の必修科目を全て修得していること。 

 七 第５学年については，各学年の必修科目を全て修得していること。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる

条件を満たした者については，課程の修了を認める。  

一 第１学年については，24単位以上を修得している者 

二 第２学年については，累計49単位以上を修得している者 

三 第３学年については，累計74単位以上を修得している者 

四 第４学年については，累計107単位以上を修得している者 

第15条 第13条の認定の結果，留年した場合は当該学年に係る必修科目は再履修しなければ

ならない。 



２ 選択科目は再認定することができる。なお，再認定することができる科目を再履修した者

の当該科目の学年成績については，過年度の成績と再履修の場合の成績を比較して，より上

位の成績を以って評価することができるものとする。 

第16条 進級前の学年において履修し「不可」とされた科目について，次の時期に単位追認試

験を行うことができる。ただし，創造基礎工学系の選択科目については，単位追認試験の対

象としない。 

 一 １年次開講科目については，第２学年及び第３学年 

 二 ２年次から４年次開講科目については，当該科目履修学年の直近上位の学年 

２ 前項に定める単位追認試験により，単位の修得を認められた科目の成績の評定は，「可」

とし，成績順位に加味しない。 

３ 単位追認試験の実施に関し，必要な事項は，別に定める。 

第17条 留学生，編入学生及び転入学生については，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 本校に入学した学年より前の学年の単位数は，本校の定められた教育課程の全単位数を

修得したものとみなす。 

 二 留学生の「日本語」及び「日本事情」の単位は，全て一般科目の単位とする。 

   附 則 

１ この規程は，平成21年10月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日に高松工業高等専門学校（以下「旧高松高専」という｡)又は詫間

電波工業高等専門学校（以下「旧詫間電波高専」という｡)に在学する者（以下「在学者」と

いう｡)及び在学者の属する年次に編入学等する者については，独立行政法人に係る改革を推

進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律（平成21年法律第18号）の附則第

10条の規定により，旧高松高専又は旧詫間電波高専を卒業するため及び旧高松高専の専攻科

又は旧詫間電波高専の専攻科の課程を修了するために必要とされる教育課程の履修，その他

教育上必要な事項は，旧高松高専又は旧詫間電波高専の学則及びその他の規程等の定めると

ころによる。  

   附 則 

 この規程は，平成22年10月21日から施行し，平成22年10月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

   附 則 

この規程は，平成25年11月21日から施行し，平成25年4月1日から適用する。 

   附 則 

この規程は，平成26年6月26日から施行し，平成26年4月1日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成28年1月28日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成30年11月29日から施行し，平成30年4月1日から適用する。 

 附 則 

１ この規程は，平成31年4月1日から施行する。 

２ 平成30年度以前の入学者にあっては，第14条の規定にかかわらず，従前の例による。 

３ 平成30年度以前の入学者にあっては，第16条第１項の規定にかかわらず，創造基礎工学

系の選択科目を単位追認試験の対象とする。 

 

（参考）平成30年度以前入学者の進級及び卒業基準 



第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を満たした者について，各学年の課程を修了したもの

として，進級又は卒業を認めるものとする。 

 一 学則別表に定める各学科の教育課程において，各学年の必修科目を履修していること。 

 二 第２学年，又は第３学年への進級基準は，各科で指定する科目の単位を修得し，特別活

動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数

以上であること。                            

 三 第４学年への進級基準は，第１学年，第２学年までの必修科目，各科で指定する科目の

単位を全て修得し，特別活動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単

位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 四 第５学年への進級基準は，第３学年の必修科目と各科で指定する科目の単位を全て修得

し，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 五 卒業基準は，各学年の必修科目を全て修得し，かつ第１学年からの累計修得単位数が，

下表に示す単位数以上であること。 

                        表１ 累計単位数                             

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数          ６５    ７４    ７５ 

専門累計単位数   ３    ８  ２３   ５０【48】    ８２ 

累計単位総数  ２７  ６１  ９５  １３１【129】  １６７ 

      【 】内の数値は機械電子工学科学生に適用する。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる条件

を満たした者については，課程の修了を認める。  

 一 第１学年については，22単位以上を修得している者 

 二 第２学年については，累計54単位以上を修得している者 

 三 第３学年については，累計80単位以上を修得している者 

 四 第４学年については，累計120単位以上を修得している者 

 

 附 則 

 この規程は，令和5年4月1日から施行する。 

 

 



1, 2, ..○：授業・登校日

日 曜 共通 曜 共通 曜 共通 日 曜 共通 曜 共通 曜 共通 日

1 金 春季休業(4日まで) 日 水 前期中間試験 8 前期中間試験 8 1 金 12 12 月 前期末試験 ○ 前期末試験 ○ 木 1

2 土 月 4 【水曜日授業】 4 木 前期中間試験 8 前期中間試験 8 2 土 四国高専大会 火 前期末試験 ○ 前期末試験 ○ 金
全国高専大会

（野球担当校） 2

3 日 火 憲法記念日 金 前期中間試験 8 前期中間試験 8 3 日 四国高専大会 水 前期末試験 ○ 前期末試験 ○ 土
全国高専大会(野球・

バドミントン担当校) 3

4 月 水 みどりの日 土 高校総体(未定) 4 月 12 12 木
前期末試験

試験返却日
○

前期末試験

試験返却日
○ 日

全国高専大会（野球・

バドミントン担当校） 4

5 火
入学式

開寮・入寮式
木 こどもの日 日 高校総体(未定) 5 火 13 13 金 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 月 入試（編入学） 特別閉寮 5

6 水 始業式・対面式
新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

2～5年HR 教科書販

売
○

新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

2～5年HR 教科書販

売
○ 金 4 4 月 前期中間試験 8 8 6 水 13 13 土

オープンキャン

パス
火 6

7 木
前期授業開始 （第1Q開始）

健康診断①
1 1 土

入試（専攻科推

薦）
火 （第2Q開始） 9 9 7 木 13 13 日

オープンキャン

パス
水 7

8 金 クラブ紹介 1 1 日 水 9 9 8 金
休業

(授業参観分)
月 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 木 FD・SD研修会 8

9 土 月 5 4 木 対話集会 9 9 9 土 四国高専大会 火 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 金 9

10 日 火 4 5 金 大掃除 9 9 10 日 四国高専大会 水 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 土
電気工作物点検

(停電及び断水) 10

11 月 1 身体計測 1 水 4 5 土
入試（専攻科学

力） 11 月 13 13 木
夏季休業

閉寮　山の日 日 11

12 火 尿検査 1 尿検査 1 木 5 4 日 12 火 14 14 金 月 12

13 水 尿検査 1 尿検査 1 金 大掃除 5 5 月 9 9 13 水 14 14 土 火 13

14 木 健康診断② 2 2 土
授業参観日

【火曜日授業】
5 火 10 10 14 木

ロボコン校内審

査会(未定)
14 14 日 水 14

15 金 一斉部会 2 2 日
授業参観日

【木曜日授業】
5 水 10 10 15 金

試験発表

大掃除
13 試験発表 13 月 木 特別開寮 15

16 土 月 6 試験発表 5 木
第１回ブックハン

ティング
10 10 16 土

入試（専攻科学

力追試験）

四国高専大会
火 金 16

17 日 火 試験発表 6 6 金 10 10 17 日 四国高専大会 水 特別開寮 土 17

18 月 2 2 水 5 6 土 18 月 海の日 木 日 18

19 火 2 2 木 ロボコン書類審査(未定) 6 学生総会 6 日 19 火 【月曜日授業】 14 【月曜日授業】 14 金 月 敬老の日 19

20 水 2 2 金 6 6 月 10 10 20 水 15 15 土
全国高専大会

(サッカー担当校)

オープンキャン

パス
火 入試（編入学追試験） 20

21 木 学生総会 3 3 土 火 11 11 21 木 15 15 日
全国高専大会

(サッカー担当校)

オープンキャン

パス
水 21

22 金 大掃除 3 3 日 水 壮行会 11 11 22 金 14 14 月 木 22

23 土 月 【水曜日授業】 6 6 木 11 壮行式 11 23 土 火
全国高専大会

(サッカー担当校) 金 秋分の日 23

24 日 火 7 7 金 11 11 24 日 水
全国高専大会

(サッカー担当校) 土 24

25 月 3 3 水 7 7 土 プロコン予選 保護者懇談会 25 月 15 15 木 日 開寮
特別開寮

保護者懇談会 25

26 火 3 3 木 7 7 日 保護者懇談会 26 火 15 15 金 月
補講日

二輪車安全運転

講習会
○

集中講義

保護者懇談会 26

27 水 3 3 金 7 7 月 11 11 27 水 【金曜日授業】 15 【金曜日授業】 15 土
全国高専大会(ソフト

テニス・柔道担当校) 火 補講日 ○ 集中講義 27

28 木 DCON2022 4 【火曜日授業】 4 土 火 成績通知 12 12 28 木 補講日 ○ 補講日 ○ 日
全国高専大会(ソフト

テニス・柔道担当校) 水 補講日 ○ 集中講義 28

29 金
昭和の日

DCON2022
日 水 12 12 29 金 前期末試験 ○ 前期末試験 ○ 月 木 補講日 ○ 集中講義 29

30 土 月 7 前期中間試験 7 木 12 12 30 土 火 金 補講日 ○ 補講日 30

31 火 前期中間試験 8 前期中間試験 8 31 日 水 成績通知 31

4月 5月 6月 7月 8月 9月

共
通

高松 詫間 高松 詫間 高松 詫間高松 詫間 高松 詫間 高松 詫間

共
通

共
通

高
松

火曜日授業（14日）
水曜日授業（23日）

高
松

高
松

月曜日授業（19日）
金曜日授業（27日）

月曜日授業（19日）
金曜日授業（27日）

詫
間

火曜日授業（28日） 水曜日授業（2日）
木曜日授業（15日）

令和４年度　香川高専行事予定表

詫
間

詫
間
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1, 2, ..○：授業・登校日

日 曜 共通 曜 共通 曜 共通 日 曜 共通 曜 共通 曜 共通 日

1 土 火 4 【金曜日授業】 4 木 後期中間試験 8 後期中間試験 8 1 日 元旦 水 15 15 水 追試等 追試/再試 1

2 日 特別閉寮・開寮 水 5 5 金 後期中間試験 8 後期中間試験 8 2 月 振替休日 木 15 15 木 閉寮 卒研発表 2

3 月 後期授業開始 1 キャンパス集会 1 木 文化の日 土 3 火 金 15 15 金 卒研発表 3

4 火 1 1 金 皆楽祭準備 ○ 電波祭準備 ○ 日 4 水 開寮 土 土 臨時休業 閉寮 4

5 水 1 1 土 皆楽祭 ○ 電波祭 ○ 月 後期中間試験 8 後期中間試験 8 5 木 授業開始 【月曜日授業】 11 12 日 日 5

6 木 1 1 日 皆楽祭 ○ 電波祭 ○ 火 後期中間試験 8 後期中間試験 8 6 金 12 【月曜日授業】 11 月 15 15 月 6

7 金 体育祭 ○ 1 月 振替休日 振替休日 水 9 9 7 土 火 補講日 ○ 15 火 7

8 土 火 5 5 木 9 9 8 日 水 後期末試験 ○ 補講日 ○ 水 8

9 日
ロボコン四国地

区大会
水 【金曜日授業】 4 6 金 大掃除 9 9 9 月 成人の日 木 後期末試験 ○ 後期末試験 ○ 木 9

10 月 スポーツの日 木
第２回ブックハン

ティング
5 学生総会 5 土

デザコン

総合文化祭 10 火 11 11 金
後期末試験

大掃除
○ 後期末試験 ○ 金 10

11 火 2 2 金 大掃除 5 5 日
デザコン

総合文化祭 11 水 12 12 土 建国記念の日 土 11

12 水 2 2 土
入試（専攻科社

会人）
月 9 9 12 木 12 冬季体育大会 ○ 日 入試（本科学力） 日 12

13 木 2 2 日
四国高専大会(ラ

グビーフットボー

ル)
火 9 9 13 金 大掃除 13 12 月 臨時休業 月 13

14 金 体育祭予備日 1 体育祭 ○ 月 5 5 水 10 10 14 土 火 臨時休業 火 14

15 土 プロコン本選 火 6 6 木 学生総会 10 10 15 日 入試（本科推薦） 水 後期末試験 ○ 後期末試験 ○ 水 15

16 日 プロコン本選 水 試験発表 6 試験発表 7 金 10 10 16 月 12 12 木
後期末試験

試験返却日
○ 後期末試験 ○ 木 特別開寮 16

17 月 2 2 木 6 6 土 17 火 12 12 金 試験返却日 ○
後期末試験

試験返却日
○ 金

卒業式

修了式
特別閉寮 17

18 火 3 3 金 6 6 日 18 水 13 13 土 土
学年末休業

（31日まで） 18

19 水 3 3 土 月 10 10 19 木 13 13 日 日 19

20 木 3 3 日 火 10 10 20 金 【火曜日授業】 13 13 月 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 月 20

21 金 大掃除 2 2 月 6 6 水 11 11 21 土 火 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 火 春分の日 21

22 土 火 7 7 木 11 11 22 日 水 試験返却日 ○ 試験返却日 ○ 水 22

23 日 水 勤労感謝の日 金 11 11 23 月 13 13 木 天皇誕生日 木 23

24 月 3 3 木 7 7 土
冬季休業

閉寮 24 火 14 13 金 追試等
試験返却日

追試/再試
○ 金 成績通知 24

25 火
スポーツ大会低

学年【水曜日授

業】
4 4 金 7 7 日 25 水 試験発表 14 14 土 土 25

26 水
スポーツ大会高

学年
4 4 土

入試（専攻科社

会人追試験）
月 成績通知 26 木 14 試験発表 14 日

入試（本科学力

追試験）
日 26

27 木 4 4 日 ロボコン全国大会 火 27 金 14 14 月 追試等
追試/再試

月 27

28 金 3 3 月 7 7 水 28 土 プレコン 火 追試等 追試/再試 火 28

29 土 火 【水曜日授業】 7 補講日 ○ 木 29 日
入試（本科推薦

追試験）

プレコン
水 29

30 日 水 後期中間試験 8 後期中間試験 8 金 30 月 14 14 木 30

31 月 4 4 土 31 火 15 14 金 31

令和４年度　香川高専行事予定表

月曜日授業（6日） 詫
間

金曜日授業（１日） 詫
間

詫
間

月曜日授業（5日）
火曜日授業（20日）

高
松

水曜日授業（25日） 高
松

金曜日授業（9日）
水曜日授業（29日）

高
松

共
通

共
通

共
通

高松 詫間 高松 詫間 高松 詫間高松 詫間 高松 詫間 高松 詫間
10月 11月 12月 1月 2月 3月
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香川高等専門学校校外実習の履修に関する規則 

平成 21 年 10 月１日制定 

  （趣旨） 

第１条 この規則は，香川高等専門学校の校外実習の履修に関し必要な事項を定める。 

（校外実習機関） 

第２条 学生が校外実習を履修する機関（以下「校外実習機関」という｡)は，教務委 

員会の議を経て校長が選定する。 

（校外実習の授業） 

第３条 校外実習の授業は，校外実習機関における実習とする。 

（校外実習願） 

第４条 校外実習を履修しようとする学生は，校外実習願を学級担任を経て，校長に提

出しなければならない。 

（校外実習の申込み） 

第５条 校外実習を履修しようとする学生は，別紙第１号様式による校外実習申込書 

及び別紙第２号様式による誓約書を，校長を経て校外実習機関に提出するとともに， 

別紙第３号様式による承諾書を校長に提出しなければならない。 

２ 前項の校外実習申込書及び誓約書について，校外実習機関所定の様式がある場合 

は，その様式をもつて替えることができる。 

（傷害保険の加入） 

第６条 校外実習を履修する学生は，学校が指定する傷害保険に加入しなければなら 

ない。 

 （校外実習の履修） 

第７条 校外実習を履修する学生は，校外実習機関の定める諸規則及び校外実習機関 

における実習の責任者（以下「校外実習責任者」という｡)の指示に従つて，校外実 

習を行わなければならない。 

（校外実習期間及び校外実習時間） 

第８条 校外実習の期間は，原則として２週間以上とする。ただし，校外実習機関の 

都合でやむを得ない場合でも，実働 30 時間以上とする。 

２ 校外実習の時間は，校外実習機関において定める時間又は校外実習責任者の指示 

する時間とする。 
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 （校外実習報告書） 

第９条 校外実習を履修した学生は，校外実習報告書を校外実習責任者の認印を得て， 

校外実習終了後速やかに，学科長を経て校長に提出しなければならない。 

 （単位の認定） 

第 10 条 校長は，教務委員会の議を経て，校外実習を履修した学生に１単位を認定する。 

 （遵守事項） 

第 11 条 校外実習を履修する学生は，本校の学生であることを十分に自覚し，行動し 

なければならない。 

２ 前項の規定する遵守事項に関し必要な事項は，この規則に定めるものを除いて， 

校外実習機関の定めるところによる。 

 （雑則） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか，校外実習に関し必要な事項は別に定める。 

     附 則                                 

  この規則は，平成 21 年 10 月１日から施行する。 



連絡先：
所在地：
電 　話：

Email：

　　インターンシップについて下記のとおり申込みをいたします。

生年月日

学科・学年

年・月

　　・

　　・

　　・

〒761-8058　香川県高松市勅使町355
087-869-3958

備考（宿泊先等）

現　住　所

帰　省　先

学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴

香川高等専門学校　　　　　　　 　 　　工学科　　入学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 TEL(       　     -       　　 -             )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中学校　　卒業

〒　　　　　　-

携帯番号(      　　　　-            　－　            ）  Email（　　　　　　　　　　　　 　　　 　）

〒　　　　　　-

実習期間中
の住所

〒　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL(          　 -       　　 -             )

学　　　　　校　　　　　名

志望理由

香川高等専門学校　　　　　　　 　 　　工学科　　卒業見込み

令和　　　　年　　　　月　　　　日

顔写真
横30mm×縦

40mm

　平成　　 　年　　　 　月　　　 　日

　　　　　　　　工学科　　　　学年　 

career_support@t.kagawa-nct.ac.jp

イ ン タ ー ン シ ッ プ 申 込 書

御中

ふりがな

実習生
氏名

香川高等専門学校　　キャリアサポートセンター長　　徳永　秀和　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　学級担任　　　　　　　　　　　　　　　印

香川高等専門学校高松キャリアサポートセンター



 

 

 

誓   約   書 

 

 

                御中 

 

 

 この度，貴社（機関）の指示においてインターンシップを履修するに当たり，

貴社（機関）の諸規則及び責任者の指示を守り，貴社（機関）には一切ご迷惑を

かけないことを誓約します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（本人） 

学校名 香川高等専門学校 高松キャンパス 

所 属         工学科    年 

氏 名                印 

 

 

（保証人） 

〒   －    TEL 

住 所 

氏 名                印 

本人との続柄 

 

 

 

 

 

 



 

令和  4 年  月  日  

 

 

保 護 者 各 位 

 

 

香 川 高 等 専 門 学 校 長 

田 中 正 夫 

高松ｷｬﾝﾊﾟｽ ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長 

                           徳 永 秀 和 

 

 平素より本校の学校運営に関しましては，種々ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて，本校におきましては，夏季休業中に選択授業としてインターンシップを実施

しております。インターンシップとは，企業等の協力を得て１週間から２週間程度そ

れぞれの専門分野に応じた工場等におもむき，職場の一員として作業に従事するもの

です。学生は実習内容ばかりでなく，学校では得られない経験と知識を深めることが

できるものと考えております。 

 

本校としては，できるかぎり多くの学生が実習できるよう企業等へ協力をお願いし

ております。 

 つきましては，本年度のインターンシップに御子弟が参加を希望しておりますので，

別紙承諾書（学校宛）をキャリアサポートセンターまで提出してくださるようお願い

します。 

 

 

 



 

 

承   諾   書 

 

 

香川高等専門学校長 殿 

 

 

令和 4 年度インターンシップに参加することを承諾します。 

なお，インターンシップを履修するに当たっては，学校の規則等を守るととも

に，学校に迷惑をかけないことを誓約いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（本人） 

  

 

（保護者等） 

氏 名               印 

本人との続柄 

 

 

所 属         工学科   年 

氏 名               印 



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 校外実習
科目基礎情報
科目番号 3135 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電子システム工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 4
開設期 集中 週時間数
教科書/教材 特になし
担当教員 矢木 正和
到達目標
校外での就業体験を通して，授業で修得した知識および技術を認識すると共に，視野を広げ，今後必要な知識や技術を把握することを目標とす
る。また，社会の一員としてのマナーや責任感，技術者としての倫理観，就労における厳しさを体験することにより，社会人としての自覚や職
業観を養うことを目標とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
情報機器を用いて情報収集ができ
，明確な志望理由書を作成できる
。

情報機器を用いて情報収集ができ
，志望理由書を作成できる。

情報機器を用いて情報収集ができ
，志望理由書を作成できない。

評価項目2 校外実習の目的を十分に理解して
いる。 校外実習の目的を理解している。 校外実習の目的を理解していない

。

評価項目3
情報機器を活用して報告書を作成
し，わかりやすく口頭発表できる
。

情報機器を活用して報告書を作成
し，口頭発表できる。

情報機器を活用して報告書を作成
し，口頭発表できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
校外での就業体験を通して，授業で修得した知識および技術を認識すると共に，視野を広げ，今後必要な知識や技術を
把握することを目標とする。また，社会の一員としてのマナーや責任感，技術者としての倫理観，就労における厳しさ
を体験することにより，社会人としての自覚や職業観を養うことを目標とする。

授業の進め方・方法
実習を希望する会社に関して事前にその情報収集を行い，志望する理由を明らかにする。ガイダンスを通して，実習に
向けての心構えや礼儀等を理解し，必要書類を作成する。実際に，校外の工場，事務所，研究所，大学の研究室等で実
習を行い，実習終了後に報告書の提出および実習報告会で実習内容の発表を行う。

注意点 遅刻・欠席等で実習先に迷惑をかけない。挨拶等の社会ルールを守る。実習先の担当者の指示に従い，事故に注意し
，本校学生として常識のある行動をする。

授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 ☑ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 実習前に希望する会社に関する情報を収集し，志望理
由書を提出する。

情報機器を用いて情報収集ができ，知識を整理し，目
的を文章にできる。C1:1, D1:1, D2:1, D3:1,2,
D4:1, D5:1,2

2週 実習に向けての心構え，報告書の書き方などの事前の
ガイダンスを受ける。必要書類を作成する。

校外実習の目的を理解する。A1:1-3, A2:1,2, A3:1-
3, B1:1, B2:1, B3:1-3, D1:1, D2:1, D3:1,2, D4:1,
D5:1,2, E1:1, E5:1,2, E6:1-3

3週
夏季休業中の時期において，各学生が校外で30 時間以
上の校外実習を行う。実習内容は，生産現場および事
務所での業務，研究室での業務などであり，それを体
験する。(30 以上)

授業の内容が実社会で活かされていることを認識する
。将来必要となる知識や技術の方向性を把握する。職
業観・技術者倫理等を養う。A1:1-3, A2:1,2, A3:1-
3, B1:1, B2:1, B3:1-3, D1:1, D2:1, D3:1,2, D4:1,
D5:1,2, E1:1, E5:1,2, E6:1-3

4週 校外実習終了後，報告書を提出する。 情報機器を活用して報告書や資料を作成できる。
B1:1, B2:1, B3:1-3, C2:1,2, C3:1-3

5週 校外実習報告会で実習内容を発表する。 情報機器を活用して口頭発表ができる。B1:1, B2:1,
B3:1-3, C4:1-7

6週
7週
8週

2ndQ

9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期 3rdQ

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
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8週

4thQ

9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

報告書 発表 合計
総合評価割合 50 50 0 0 0 0 100
基礎的能力 50 50 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0





10週 〃 〃
11週 〃 〃
12週 ミニプロジェクト2(画像認識の実装)、発表 画像認識プロジェクトの成果を発表する。D2:1,3
13週 〃 〃

14週 深層学習(ディープラーニング)の最新動向と今後の展
望 深層学習の最新動向と今後の展望を理解する。D2:1,3

15週 〃 〃
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 レポート 相互評価 態度 最終課題 その他 合計
総合評価割合 0 50 0 0 50 0 100
基礎的能力 0 25 0 0 0 0 25
専門的能力 0 25 0 0 50 0 75
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」





16週 物体検出モデル，画像分類コンペティション終了，結
果発表

画像分類モデルと物体検出モデルの違いを説明できる
。D2:1,3

後期

3rdQ

1週 JetBot入門 JetBotをセットアップできる。
2週 JetBot入門 JetBotをセットアップできる。

3週 分類モデルを使った衝突回避自律走行タスク JetBotが障害物を回避しながら自律走行できるよう画
像分類モデルを実装できる。D2:1,3

4週 分類モデルを使った衝突回避自律走行タスク JetBotが障害物を回避しながら自律走行できるよう画
像分類モデルを実装できる。D2:1,3

5週 JetBot経路追従自律走行 1 画像分類モデルを使用して JetBot に経路追従自律走
行機能を実装できる。D2:1,3

6週 JetBot経路追従自律走行 1 画像分類モデルを使用して JetBot に経路追従自律走
行機能を実装できる。D2:1,3

7週 JetBot経路追従自律走行 2 回帰モデルを使用して JetBot に経路追従自律走行機
能を実装できる。D2:1,3

8週 JetBot経路追従自律走行 2 回帰モデルを使用して JetBot に経路追従自律走行機
能を実装できる。D2:1,3

4thQ

9週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド1 CNN以外の深層学習モデルについて理解する。D2:1,3
10週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド1 CNN以外の深層学習モデルについて理解する。D2:1,3

11週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド1 チームメイトと協力してJetBot自律走行レースコンペ
ティションに取り組むことができる

12週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド２ チームメイトと協力してJetBot自律走行レースコンペ
ティションに取り組むことができる

13週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド２ チームメイトと協力してJetBot自律走行レースコンペ
ティションに取り組むことができる

14週 JetBot自律走行レースコンペティション，ラウンド２ チームメイトと協力してJetBot自律走行レースコンペ
ティションに取り組むことができる

15週 最終プレゼンテーション AIやロボティクス技術を活用した新たな研究開発プロ
ジェクトの提案ができる。D2:1,3

16週 最終プレゼンテーション AIやロボティクス技術を活用した新たな研究開発プロ
ジェクトの提案ができる。D2:1,3

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 レポート 相互評価 態度 最終課題 その他 合計
総合評価割合 0 80 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 40 0 0 0 0 40
専門的能力 0 40 0 0 20 0 60
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」



soumu114
タイプライターテキスト
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円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 2 前3,前4

他者の意見を聞き合意形成することができる。 2 前7,前8
合意形成のために会話を成立させることができる。 2 前7,前8
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 2 前7,前8

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 2 前1,前2

収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 2 前1,前2,前

9
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 2 前1,前2

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 2 前3,前4

あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 2 前5,前6

複数の情報を整理・構造化できる。 2 前5,前6
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 2 前5,前6

グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

2 前5,前6

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 2 前14,前15

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 2 前8,前
14,前15

事実をもとに論理や考察を展開できる。 2 前14,前15
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 2 前14,前15

評価割合
レポート 発表 取組み評価 合計

総合評価割合 50 30 20 100
アカデミック・スキルズ 30 0 0 30
プロジェクト学習 20 30 20 70

出典「Webシラバス」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 221225 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 8
開設学科 電気情報工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 8
教科書/教材 指導教員が必要な図書の指定や文献等の配布をする。それとともに各自が判断して必要な図書等を用いる。
担当教員 崇
到達目標
卒業研究では，これまでに学習したことを基にして，各自に与えられた研究テーマについて，指導教員の指導を受けながら研究を遂行し，その
結果をまとめる。この過程を通して，技術者として必要な倫理や知識の基礎を身に付ける。さらに，与えられた課題に対して計画を立て実行し
，その結果について技術文書としてまとめ発表する能力を身に付ける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

研究内容の背景・意義についての
理解

論文序論などにおいて研究背景や
意義を理解した上で論理的に説明
している。

論文序論などにおいて研究背景や
意義を説明できる。

論文序論などにおいて研究背景や
意義を説明できない。

取り組み姿勢
取り扱う工学技術について積極的
に学習する姿勢を持ち，学習した
内容に関して詳細を説明できる。

取り扱う工学技術について積極的
に学習する姿勢を持ち，学習した
内容に関して説明できる。

取り扱う工学技術について積極的
に学習する姿勢がなく，学習した
内容に関して説明できない。

実験計画の立案と報告 自発的な実験計画の立案や報告書
等を作成することができる。

指導教員と相談しながら実験計画
の立案や報告書等を作成すること
ができる。

指導教員と相談しながら実験計画
の立案や報告書等を作成すること
ができない。

進捗状況，成果や問題点の報告
必要な時点で進捗状況，成果や問
題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

必要な時点で進捗状況，成果や問
題点をまとめることができる。

必要な時点で進捗状況，成果や問
題点をまとめられない。

研究論文の作成
研究論文が技術文書として十分な
体裁が整った定量的記述でまとめ
ることができる。

研究内容を研究論文として第三者
にも理解できるようにまとめるこ
とができる。

研究内容を研究論文として第三者
にも理解できるようにまとめるこ
とができない。

研究発表資料作成と発表姿勢
論旨明瞭な中間発表・卒業研究発
表会のプレゼンテーションの資料
を第三者にも理解できるように作
成できる。

中間発表・卒業研究発表会のプレ
ゼンテーションの資料を第三者に
も理解できるように作成できる。

中間発表・卒業研究発表会のプレ
ゼンテーションの資料を第三者に
も理解できるように作成できない
。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 指導教員の指導を受けながら研究を遂行し，その結果を技術論文としてまとめる。

授業の進め方・方法
4年生後期に卒業研究中間発表の見学や卒業研究説明会を通して，どのような内容の卒業研究が行われているかを良く知
り卒業研究テーマ・分野を選択する。輪講や自学自習により，卒業研究の内容やその周辺分野について学ぶ。卒業研究
指導教員と相談を行い，研究を進める。11月初旬に予定されている中間発表においてこれまでの成果やこれからの方針
について発表する。最後に卒業研究の内容を卒業研究論文にまとめるとともに卒業研究発表会において発表する。

注意点 この科目は指定科目です。この科目の単位修得が卒業要件となりますので，必ず修得して下さい。
授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 □ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 テーマの選択 研究内容の背景・意義について説明ができる。(A-1)

2週 テーマに関連した基礎原理や周辺技術の学習
取り扱う工学技術について積極的に学習する姿勢を持
つ，それと共に学習した内容に関して説明することが
できる。

3週 テーマに関連した基礎原理や周辺技術の学習
取り扱う工学技術について積極的に学習する姿勢を持
つ，それと共に学習した内容に関して説明することが
できる。

4週 テーマに関連した基礎原理や周辺技術の学習
取り扱う工学技術について積極的に学習する姿勢を持
つ，それと共に学習した内容に関して説明することが
できる。

5週 研究を進める計画の立案 実験計画を立案し，報告できる。
6週 研究を進める計画の立案 実験計画を立案し，報告できる。
7週 研究を進める計画の立案 実験計画を立案し，報告できる。

8週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

2ndQ

9週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

10週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

11週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

12週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

13週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

14週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。
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15週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

16週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

後期

3rdQ

1週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

2週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

3週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

4週 発表資料の作成 研究背景を発表資料としてまとめることができる。

5週 中間発表会での発表 研究背景や内容について適切に発表することができる
。

6週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

7週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

8週 研究活動の実行と報告 進捗状況，成果や問題点をまとめ，指導教員に報告で
きる。

4thQ

9週 卒業研究論文の作成 研究内容を研究論文としてまとめることができる。
10週 卒業研究論文の作成 研究内容を研究論文としてまとめることができる。
11週 卒業研究論文の作成 研究内容を研究論文としてまとめることができる。
12週 卒業研究論文の作成 研究内容を研究論文としてまとめることができる。
13週 卒業研究論文の作成 研究内容を研究論文としてまとめることができる。
14週 発表資料の作成 研究内容を発表資料としてまとめることができる。
15週 発表資料の作成 研究内容を発表資料としてまとめることができる。

16週 卒業研究発表会での発表 研究背景や内容について適切に発表することができる
。

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎

技術者倫理
(知的財産、
法令順守、
持続可能性
を含む)およ
び技術史

技術者倫理
(知的財産、
法令順守、
持続可能性
を含む)およ
び技術史

説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動
に関する基本的な責任事項を説明できる。 3 前2,前3,前

4
現代社会の具体的な諸問題を題材に、自ら専門とする工学分野に
関連させ、技術者倫理観に基づいて、取るべきふさわしい行動を
説明できる。

3 前2,前3,前
4

技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を認識している。 3 前2,前3,前
4

社会における技術者の役割と責任を説明できる。 3 前2,前3,前
4

情報技術の進展が社会に及ぼす影響、個人情報保護法、著作権な
どの法律について説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

高度情報通信ネットワーク社会の中核にある情報通信技術と倫理
との関わりを説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

環境問題の現状についての基本的な事項について把握し、科学技
術が地球環境や社会に及ぼす影響を説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

環境問題を考慮して、技術者としてふさわしい行動とは何かを説
明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

国際社会における技術者としてふさわしい行動とは何かを説明で
きる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

過疎化、少子化など地方が抱える問題について認識し、地域社会
に貢献するために科学技術が果たせる役割について説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8



知的財産の社会的意義や重要性の観点から、知的財産に関する基
本的な事項を説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

知的財産の獲得などで必要な新規アイデアを生み出す技法などに
ついて説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

技術者の社会的責任、社会規範や法令を守ること、企業内の法令
順守(コンプライアンス)の重要性について説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、そ
れぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把
握している。

3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

全ての人々が将来にわたって安心して暮らせる持続可能な開発を
実現するために、自らの専門分野から配慮すべきことが何かを説
明できる。

3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

技術者を目指す者として、平和の構築、異文化理解の推進、自然
資源の維持、災害の防止などの課題に力を合わせて取り組んでい
くことの重要性を認識している。

3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

科学技術が社会に与えてきた影響をもとに、技術者の役割や責任
を説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

科学者や技術者が、様々な困難を克服しながら技術の発展に寄与
した姿を通し、技術者の使命・重要性について説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

グローバリ
ゼーション
・異文化多
文化理解

グローバリ
ゼーション
・異文化多
文化理解

それぞれの国の文化や歴史に敬意を払い、その違いを受け入れる
寛容さが必要であることを認識している。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

様々な国の生活習慣や宗教的信条、価値観などの基本的な事項に
ついて説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

異文化の事象を自分たちの文化と関連付けて解釈できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

それぞれの国や地域の経済的・社会的な発展に対して科学技術が
果たすべき役割や技術者の責任ある行動について説明できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8



分野横断的
能力 汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で
正しい文章を記述できる。 3

後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 3 後5,後16
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させ
ることができる。 3 後5,後16

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3
後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
5,後6,後
7,後8,後16

他者の意見を聞き合意形成することができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
5,後6,後
7,後8,後16

合意形成のために会話を成立させることができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
5,後6,後
7,後8,後16

グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 3 後5,後16

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 3 前5,前6,前

7
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 3 前5,前6,前

7
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 3 前5,前6,前

7

情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 3

後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 3

後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 3 後5,後16

あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 3 前5,前6,前

7

複数の情報を整理・構造化できる。 3 前5,前6,前
7

特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析の
ために効果的な図や表を用いることができる。 3

後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 3 前5,前6,前

7
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

3 前5,前6,前
7

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 3

後5,後9,後
10,後11,後
12,後13

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3 前5,前6,前
7

事実をもとに論理や考察を展開できる。 3
後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15



結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 3

後4,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15

態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができ
る。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

目標の実現に向けて計画ができる。 3 前5,前6,前
7

目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる
。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動でき
る。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他
者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができ
る。

3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる
。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8



リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内
での相談が必要であることを知っている 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

法令やルールを遵守した行動をとれる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に
負っている責任を挙げることができる。 3

前8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
6,後7,後8

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 3 前5,前6,前
7

公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点
から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 3 前5,前6,前

7
要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 3 前5,前6,前

7
課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課
題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 3 前5,前6,前

7
提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら
ないことを把握している。 3 前5,前6,前

7
経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持
続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 3 前5,前6,前

7
評価割合

卒業研究実施報告書 卒業論文 発表内容 態度 合計
総合評価割合 35 35 20 10 100
研究内容の背景・意義
についての理解 10 10 0 0 20

取り組み姿勢 5 5 0 10 20
実験計画の立案と報告 10 0 0 0 10
進捗状況，成果や問題
点の報告 10 0 0 0 10

研究論文の作成 0 20 0 0 20
研究発表資料作成と発
表姿勢 0 0 20 0 20

出典「Webシラバス」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 メカトロニクスシステム設計
科目基礎情報
科目番号 221319 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械電子工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材

米田，坪内，大隅「はじめてのロボット創造設計」講談社  ISBN 9784061565234， 武藤「わかりやすい電気電子基
礎」コロナ社 ISBN 9784339008210， 山崎「情報工学のための電子回路」森北出版 ISBN 9784627802001，
後関「電子工作のためのPIC１６F活用ガイドブック」技術評論社 ISBN 9784774121314， 吉澤「新編JIS機械製図

第5版」森北出版 ISBN 9784627661141，  伊藤「基礎からのマシンデザイン」森北出版 ISBN
9784627663817， 青木，木谷「工業力学」森北出版 ISBN 9784627610248， 清水「材料力学・第2版」共立出
版 ISBN 9784320080522， 林，冨坂，平賀「機械設計法 改訂・SI版」森北出版 ISBN 9784627610415， 参
考書：関連科目の教科書

担当教員
到達目標
・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの設計に使用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設計に使用することができる。（電子系）
・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボットの設計に使用することができる。
・プログラミングの基礎知識を組み合わせ，自律ロボットの設計に利用することができる。
・文章表現における段落の要件を知る。
・文章表現における事実と意見の区別を知る。
・仕事文を作成する際，明快な表現や読みやすさへの配慮をするための気遣いができる。
・文章表現に関する知識を1000文字程度の技術作文に適用できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価基準1
機械設計の基礎知識を組合わせ
，自律型ロボットの設計に応用す
ることができる。（機械系）

機械設計の基礎知識を組合わせ
，自律型ロボットの設計に使用す
ることができる。（機械系）

機械設計の基礎知識を組合わせ
，自律型ロボットの設計に使用で
きない。（機械系）

評価基準2
回路設計の基礎知識を組合せ，自
律型ロボットの設計に応用するこ
とができる。（電子系）

回路設計の基礎知識を組合せ，自
律型ロボットの設計に使用するこ
とができる。（電子系）

回路設計の基礎知識を，自律型ロ
ボットの設計に使用できない。
（電子系）

評価基準3
機械，電子の基礎知識を組み合わ
せ，自律ロボットの設計に応用す
ることができる。

機械，電子の基礎知識を組み合わ
せ，自律ロボットの設計に使用す
ることができる。

機械，電子の基礎知識を，自律ロ
ボットの設計に使用できない
。

評価基準4
プログラミングの基礎知識を組み
合わせ，自律ロボットの設計に応
用することができる。

プログラミングの基礎知識を組み
合わせ，自律ロボットの設計に使
用することができる。

プログラミングの基礎知識を，自
律ロボットの設計に使用できない
。

評価基準5 技術文書の基本構成と基本構造を
理解して文章が書ける。

技術文書の基本構成と基本構造を
知っている。

技術文書の基本構成と基本構造を
知らない。

評価基準6 企画書に関するディスカッション
に参加し、発言ができる。

企画書に関するディスカッション
に参加することができる。

企画書に関するディスカッション
に参加することができない。

評価基準7 文章表現における段落の要件を理
解して文章が書ける。

文章表現における段落の要件を知
る。

文章表現における段落の要件を知
らない。

評価基準8 文章表現における事実と意見を区
別できる。

文章表現における事実と意見の区
別を知っている。

文章表現における事実と意見の区
別を知らない。

評価基準9
仕事文を作成する際，明快な表現
や読みやすさへの配慮をするため
の気遣いができる。

仕事文を作成する際の，明快な表
現や読みやすさへの配慮について
知っている。

仕事文を作成する際の，明快な表
現や読みやすさへの配慮について
知らない。

評価基準10 文章表現に関する知識を1000文字
程度の技術作文に適用できる。

1000文字程度の技術作文が書ける
。

1000文字程度の技術作文が書けな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 B-(2) 学習・教育到達度目標 B-(3)
教育方法等

概要
・自らのアイデアで機械システムの一部を設計し，図面で表現する。
・メカトロニクスシステムを構築するために必要な，ある分野のエキスパートとして，その分野のスキルをマスタする
。
・機械システムを製作するために必要な設計書を客観的かつ的確に記述する文章力を身につける。

授業の進め方・方法
・担当分野別に講義を行い，モノづくりに必要な知識の整理と総合演習や設計を行う。
・技術作文に必要な知識に関する講義と演習を行う。
・前期前半に集中して講義を行う。（注意点を参照）

注意点
・４回の定期試験を行い，到達目標に達しているか判定する。
・評価の割合は，定期試験を100％とする。
・CBT試験を実施した場合は、実施した試験期の成績に10％含めて最終成績を算出する。
・本授業は，「機械電子工学実験Ⅰ」と相互乗り入れして実施します。下記授業計画の1週は，90分に対応しています。

授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 □ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期 1stQ

1週 全体ガイダンス

2週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：駆動力，減速の定理，伝達機構
[電子系]：TTLの論理レベル

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

soumu114
タイプライターテキスト
資料名　創造力を育む教育を実践している科目のシラバス（機械電子工学科）

soumu114
タイプライターテキスト
資料5-1-③-3



3週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：静的安定性と動的安定性
[電子系]：PICのI/Oポート

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

4週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：静的安定性と動的安定性
[電子系]：LED点灯回路

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

5週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：機械システムの機能設計と強度設計
[電子系]：センサ回路の設計

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

6週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：機械システムの機能設計と強度設計
[電子系]：モータ駆動回路の設計

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

7週
機械系，電子系の実践的な専門講義
[機械系]：機械部品の加工方法と工作機械
[電子系]：信号の計測

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）

8週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

2ndQ

9週 前期中間試験

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）
・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

10週 前期中間試験の返却と解説

11週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

12週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

13週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

14週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

15週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

16週 前期末試験

・機械設計の基礎知識を組合わせ，自律型ロボットの
設計に利用することができる。（機械系）
・回路設計の基礎知識を組合せ，自律型ロボットの設
計に利用することができる。（電子系）
・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

後期

3rdQ

1週 後期中間試験の返却と解説

2週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

3週 ロボットの設計に関する演習 ・機械，電子の基礎知識を組み合わせ，自律ロボット
の設計に使用することができる。

4週 プログラミング ・プログラミングの基礎知識を組み合わせ，自律ロボ
ットの設計に利用することができる。

5週 プログラミング ・プログラミングの基礎知識を組み合わせ，自律ロボ
ットの設計に利用することができる。

6週 プログラミング ・プログラミングの基礎知識を組み合わせ，自律ロボ
ットの設計に利用することができる。

7週 後期中間試験 ・プログラミングの基礎知識を組み合わせ，自律ロボ
ットの設計に利用することができる。

8週 後期中間試験の返却と解説

4thQ

9週 仕事文 技術文書の基本構成と基本構造を知る。
10週 動機付け 技術文書の基本構成と基本構造を知る。
11週 文章の構造 技術文書の基本構成と基本構造を知る。
12週 段落の要件 文章表現における段落の要件を知る。
13週 事実と意見の区別 文章表現における事実と意見の区別を知る。

14週 明快な表現 仕事文を作成する際，明快な表現や読みやすさへの配
慮をするための気遣いができる。

15週 読みやすさへの配慮 仕事文を作成する際，明快な表現や読みやすさへの配
慮をするための気遣いができる。

16週 後期末試験 文章表現に関する知識を1000文字程度の技術作文に適
用できる。

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

分野横断的
能力 汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能 他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で

正しい文章を記述できる。 4
後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14,後15



書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 4

前2,前3,前
4,前5,前
6,前7,前
8,前11,前
12,前13,前
14,前15,後
2,後3

収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 4

前2,前3,前
4,前5,前
6,前7,前
8,前11,前
12,前13,前
14,前15,後
2,後3

収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 4

前2,前3,前
4,前5,前
6,前7,前
8,前11,前
12,前13,前
14,前15,後
2,後3

評価割合
試験 レポート 合計

総合評価割合 100 0 100
専門的能力 100 0 100

出典「Webシラバス」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 創成工学
科目基礎情報
科目番号 221433 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建設環境工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員
到達目標
学生一人ひとりが，必ずしも解が一つでは無い工学的な課題（設計，実験，調査，解析）に対して，
(1)これまでに学んだ知識や技術を活かして
(2)自主的かつ積極的に取り組み
(3)実現可能な解や結果を導き出したり発見したりする力を養うこと
(4)計画書や得られた結果を図，文章，式，プログラム等で表現し
(5)それらを他人に分かり易く伝えることのできるコミュニケーション力を養う
ことを目標とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

調査方法・考察・図表作成 調査方法・考察・図表作成に関し
て、説明できる。

調査方法・考察・図表作成に関し
て、理解できる。

調査方法・考察・図表作成に関し
て、理解できない。

課題の探索・計画書の作成 課題を自ら探索し、計画書を作成
できる。

課題を探索し、計画書を作成でき
る。

課題を探索し、計画書を作成でき
ない。

課題の取り組み 自主的かつ積極的に課題に取り組
める。 課題に取り組める。 課題に取り組めない。

報告書作成 正確かつ分かり易く報告書を作成
できる。 報告書を作成できる。 報告書を作成できない。

発表 分かり易く，時間を効果的に使用
して発表ができる。

取り組んだ内容について発表がで
きる。

取り組んだ内容について発表がで
きない。

学科の到達目標項目との関係
 学習・教育到達度目標 C-1  学習・教育到達度目標 C-2  学習・教育到達度目標 D-1
教育方法等

概要
学生一人ひとりが，必ずしも解が一つでは無い工学的な課題（設計，実験，調査，解析）に対して，(1)これまでに学ん
だ知識や技術を活かして，(2)自主的かつ積極的に取り組み，(3)実現可能な解や結果を導き出したり発見したりする力
を養うこと，そして(4)計画書や得られた結果を図，文章，式，プログラム等で表現し，(5)それらを他人に分かり易く
伝えることのできるコミュニケーション力を養うことを目的としている。

授業の進め方・方法
まず，建設分野における調査方法，考察，図表作成に関して経験し，スキルアップを行う。課題の決定は，学生自身が
取り組んでみたい課題を調査し，作成した計画書に基づき，指導教員への配属を行う。指導教員は適宜進行状況を確認
する。学期末に報告書を提出すると共に，最終発表会を開催する。これらを通してプレゼンテーション能力や課題の達
成度を評価する。

注意点 この科目は，指定科目であり，この科目の単位修得が進級要件となるため，必ず修得すること。
必要な提出物を提出し，発表会で発表を行うことが，単位取得の必要条件となる。

授業の属性・履修上の区分
☑ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 ☑ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 ガイダンス、成績評価
情報検索の方法

2週 調査、考察、図表作成に関する演習（１） 建設分野における調査方法、考察、図表作成に関して
経験し、スキルアップを行う。

3週 調査、考察、図表作成に関する演習（２） 建設分野における調査方法、考察、図表作成に関して
経験し、スキルアップを行う。

4週 課題の探索と計画書の作成（１） 建設分野における課題の調査ができる。
5週 課題の探索と計画書の作成（２） 建設分野における課題の調査ができる。

6週 研究に関する演習
テーマの決定 研究手法を理解する。

7週 課題の遂行（１） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

8週 課題の遂行（２） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

4thQ

9週 課題の遂行（３） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

10週 課題の遂行（４） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

11週 課題の遂行（５） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

12週 課題の遂行（６） 設定した課題に対して自主的かつ積極的に取り組める
。

13週 最終報告書の作成、最終発表会の準備（１） 最終報告書が正確かつ分かり易く作成できる。
14週 最終報告書の作成、最終発表会の準備（２） 最終報告書が正確かつ分かり易く作成できる。

15週 最終発表会 分かり易く，時間を効果的に使用して発表を行える。
質疑応答が的確に行える。

soumu114
タイプライターテキスト
資料名　創造力を育む教育を実践している科目のシラバス（建設環境工学科）

soumu114
タイプライターテキスト
資料5-1-③-4



16週
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかに
するための実験手法、実験手順について説明できる。 4 後2,後3

実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取
扱を身に付け、安全に実験できる。 4 後2,後3

実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考
察の論理性に配慮して実践できる。 4 後2,後3

実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験デー
タについて論理的な考察ができる。 4 後13,後14

実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実
践できる。 4 後13,後14

実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 4 後13,後14
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 4 後13,後14

実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 4
後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に
取り組むことができる。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 4
後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践で
きる。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

分野横断的
能力

汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 4

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12

あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 4 後4,後5

複数の情報を整理・構造化できる。 4 後4,後5
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析の
ために効果的な図や表を用いることができる。 4 後4,後5

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

事実をもとに論理や考察を展開できる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができ
る。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12



目標の実現に向けて計画ができる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる
。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動でき
る。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 4
後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点
から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 4

後7,後8,後
9,後10,後
11,後12

課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課
題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 4 後13,後

14,後15
提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら
ないことを把握している。 4 後13,後

14,後15
経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持
続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 4 後13,後

14,後15
評価割合

報告書 発表会 実施計画 取組姿勢 完成度・達成度 合計
総合評価割合 20 20 10 30 20 100
基礎的能力 0 10 0 20 0 30
専門的能力 20 10 10 10 20 70
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 通信工学セミナー
科目基礎情報
科目番号 2128 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 4

開設学科 通信ネットワーク工学科（2019年度以降入学
者） 対象学年 4

開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 教科書：中島利勝，塚本真也共著「知的な科学・技術文章の書き方」コロナ社，配布プリント
担当教員
到達目標
１．プレゼンテーション資料を作成できるようになる。
２．文書構成，執筆方法など技術文書の常識を知る。
３．共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価により共同作業の注意点を発見する。
４．卒業研究を効率よく進めるための予備知識を得るとともに，研究に取り組む姿勢を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
プレゼンテーション資料を作成で
きるようになる。

優れたプレゼンテーション資料を
作成できる。

プレゼンテーション資料を作成で
きる。

プレゼンテーション資料が作成で
きない。

文書構成，執筆方法など技術文書
の常識を知る。 正しい技術文書が作成できる。 文書構成，執筆方法など技術文書

の常識を知っている。
文書構成，執筆方法など技術文書
の常識を知らない。

共同作業における注意点を学ぶ。
学生間の相互評価により共同作業
の注意点を発見する。

リーダーとして共同作業が行える
。 共同作業が行える。 共同作業ができない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要

コミュニケーション能力，技術文書作成に必要な基本知識と技術を習得する。プレゼンテーションの基本技術，情報収
集と分析についての基本知識と技術を習得し，プロジェクトを進める能力を養う。
卒業研究に取り組む際の導入教育として，研究分野の専門知識を得る。また，各教員の専門領域に関する講義を受け高
度な関連技術に関する知識を得て，広い視野を持って技術の発展に対応する素養を身につける。また，身近な技術に関
係した知識やスキルを幅広く得ることを目標とする。

授業の進め方・方法
講義と演習，研究の形式による。共同作業を含む。
グループ活動では，プロジェクト管理を行いながら指導教員の下でプロジェクトを進める。
ゼミナールでは， 講義と演習，配属された研究室での研究により学習を進める。

注意点
この科目は指定科目です。この科目の単位修得が進級要件となりますので，必ず修得して下さい。
グループ活動の評価にあっては，学生による相互評価結果を科目成績に反映させる。
各授業内容毎に試験を行うことがある。定期試験でのペーパーテストは実施しない。授業の取組評価は行う。
オフィスアワー：各担当教員に確認してください。

授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 □ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期 1stQ

1週 電気回路補講
電力システムと環境問題

RL直列回路の単エネルギー回路の直流応答を計算でき
る。D2:1,3
三相交流における電圧・電流（相電圧，線間電圧，線
電流）を説明できる。

2週 電気回路補講
電力システムと環境問題

RC直列回路の単エネルギー回路の直流応答を計算でき
る。D2:3
簡単な対称三相交流回路について解析できる。

3週 電気回路補講
電力システムと環境問題

過渡応答の特徴を説明できる。D2:3
水力・火力発電の原理について理解し，主要設備を説
明できる。

4週 電気回路補講
電力システムと環境問題

RLC直列回路の複エネルギー回路の直流応答を計算で
きる。D2:3
水力・火力発電の原理について理解し，主要設備を説
明できる。

5週 電気回路補講
電力システムと環境問題

過渡応答の特徴を説明できる。D2:3
原子力発電の原理について理解し，主要設備を説明で
きる。

6週 理科系文書の作成
電力システムと環境問題

文章構成，執筆方法など技術文書の常識を知る。学会
論文誌掲載の学術論文を読むことで，論文の内容と構
成について学ぶ。グラフ作成，表作成の演習を通じて
，その作成方法を学習する。C2:1,2, C3:1-3
新エネルギー，再生可能エネルギーを用いた発電の概
要を説明できる。

7週 理科系文書の作法
電力システムと環境問題

文章構成，執筆方法など技術文書の常識を知る。学会
論文誌掲載の学術論文を読むことで，論文の内容と構
成について学ぶ。グラフ作成，表作成の演習を通じて
，その作成方法を学習する。C2:1,2, C3:1-3
新エネルギー，再生可能エネルギーを用いた発電の概
要を説明できる。

8週 理科系文書の作法
電力システムと環境問題

学会論文誌掲載の学術論文を読むことで，論文の内容
と構成について学ぶ。グラフ作成，表作成の演習を通
じて，その作成方法を学習する。
電気エネルギーの利用と環境問題との関わりについて
説明できる。
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2ndQ

9週 理科系文書の作法
電力システムと環境問題

学会論文誌掲載の学術論文を読むことで，論文の内容
と構成について学ぶ。グラフ作成，表作成の演習を通
じて，その作成方法を学習する。C2:1,2, C3:1-3
電気回路・電力システムに関する問題演習を行う。

10週 理科系文書の作法
講演会

学会論文誌掲載の学術論文を読むことで，論文の内容
と構成について学ぶ。グラフ作成，表作成の演習を通
じて，その作成方法を学習する。C2:1,2, C3:1-3

11週 校外見学 情報通信分野の職場を見学し，見聞を広める。

12週 グループ活動
情報セキュリティ

興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2
情報セキュリティの3要素（機密性，完全性，可用性
）を理解し，説明できる。D2:1-3

13週 グループ活動
情報セキュリティ

興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2
情報セキュリティ上の脅威と対策を理解し，説明でき
る。D2:1-3

14週 グループ活動
情報セキュリティ

共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本
的な配慮ができる。D2:1-3

15週 グループ活動
情報セキュリティ

共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識
している。D2:1-3

16週

後期

3rdQ

1週 グループ活動
共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3

2週 グループ活動
校外実習報告会

共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3

3週 グループ活動
共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3

4週 グループ活動
卒業研究中間報告会聴講

共同作業における注意点を学ぶ。学生間の相互評価に
より共同作業の注意点を発見する。B1:1,2, B2:1,2,
B3:1-3, C1:1, C3:1-3

5週 グループ活動報告会 プレゼンテーション資料を作成できるようになる。相
互評価を実施する。C4:1-6

6週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

7週 卒業研究ゼミナール
講演会

興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

8週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

4thQ

9週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

10週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

11週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

12週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

13週 卒業研究ゼミナール
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

14週 卒業研究ゼミナール発表会
興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

15週 卒業研究ゼミナール
講演会

興味を持って取り組める研究を見つけ，卒業研究の配
属先を決める。卒業研究を効率よく進めるための予備
知識を得る。D2:1-3, D5:1,2

16週 卒業研究発表会に出席 幅広い知識を得る。技術の変遷について知る。
D3:1,2, D4:1, D5:1,2

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎 情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用で
きる。 3

前12,前
13,前14,前
15

情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 3 前1,前12



個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮が
できる。 3 前1,前13

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威を認識している 3 前1,前14

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 3 前1,前15

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野

電気回路
RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計
算し、過渡応答の特徴を説明できる。 4 前1,前2,前

3
RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応
答の特徴を説明できる。 4 前4,前5

電力

水力発電の原理について理解し、水力発電の主要設備を説明でき
る。 4 前3,前4

火力発電の原理について理解し、火力発電の主要設備を説明でき
る。 4 前3,前4

原子力発電の原理について理解し、原子力発電の主要設備を説明
できる。 4 前5

その他の新エネルギー・再生可能エネルギーを用いた発電の概要
を説明できる。 4 前6,前7

電気エネルギーの発生・輸送・利用と環境問題との関わりについ
て説明できる。 4 前8,前9

分野横断的
能力

汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

他者の意見を聞き合意形成することができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

合意形成のために会話を成立させることができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 3 前6

収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 3 前7

収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 3 前8

情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 3 前8

情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 3 前9

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 3 前10,後

2,後14
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 3 前11

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 3

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12,後13

グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

3
前12,前
13,前14,前
15

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 3 後14

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3 後14
事実をもとに論理や考察を展開できる。 3 後14
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 3 後14

態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができ
る。 4

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 4
前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後4



目標の実現に向けて計画ができる。 3
後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12,後13

目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3
後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12,後13

日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる
。 3

後6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12,後13

社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動でき
る。 3 前11

チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他
者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができ
る。

3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる
。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内
での相談が必要であることを知っている 3

前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5

法令やルールを遵守した行動をとれる。 3 前11,後2
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 3 前11,後2
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に
負っている責任を挙げることができる。 3 前11,後2

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 3
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点
から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 3

要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 3

課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課
題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 3

提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら
ないことを把握している。 3

経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持
続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 3

評価割合
電気回路と電力
システム

理科系文書の作
法 グループ活動 ゼミナール ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 17 8 25 42 8 0 100
基礎的能力 10 5 15 25 8 0 63
専門的能力 7 3 10 17 0 0 37
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」
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13週 研究の実施 同上
14週 研究の実施 同上
15週 研究の実施 同上
16週 研究の実施 同上

後期

3rdQ

1週 研究の実施 同上
2週 研究の実施 同上
3週 研究の実施 同上
4週 研究の実施 同上
5週 研究の実施 同上
6週 研究の実施 同上
7週 研究の実施 同上
8週 研究の実施 同上

4thQ

9週 研究の実施 同上
10週 研究の実施 同上

11週 卒業論文の作成
情報機器を活用して報告書や資料を作成できる。

 C2:1-2 C3:1-3
研究内容を文章で論理的に説明できる B2:2

12週 卒業論文の作成 同上
13週 卒業論文の作成 同上
14週 卒業研究発表の準備 情報機器を活用して報告書や資料を作成できる。
15週 卒業研究発表の準備 同上

16週 卒業研究発表
情報機器を活用して口頭発表ができる。  C4:1-
7
研究内容を口頭で論理的に説明できる

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎 情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 3 前1
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮が
できる。 3 前1

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威を認識している 3 前1

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 3 前1

専門的能力
分野別の工
学実験・実
習能力

電気・電子
系分野【実
験・実習能
力】

電気・電子
系【実験実
習】

電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10



キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

共振について、実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果
を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

論理回路の動作について実験結果を考察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察
できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10



トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考
察できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

ディジタルICの使用方法を習得する。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後10

分野横断的
能力

汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 3
前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で
正しい文章を記述できる。 3

前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 3
前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させ
ることができる。 3

前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3
前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3

前1,前2,前
6,後11,後
14,後16

他者の意見を聞き合意形成することができる。 3 前2,前6
合意形成のために会話を成立させることができる。 3 前2,前6
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 3 前2,前6

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 3 前2,前6,後

11,後14
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 3 前2,前6,後

11,後14
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 3 前2,前6,後

11,後14
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 3 前2,前6,後

11,後14
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 3 前2,前6,後

11,後16
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 3 前2,前6,後

11,後16
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 3 前2,前6

複数の情報を整理・構造化できる。 3 前2,前6
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析の
ために効果的な図や表を用いることができる。 3 前2,前6

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 3

前6,後
11,後14,後
16

グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

3
前6,後
11,後14,後
16

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 3

前6,後
11,後14,後
16

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3
前6,後
11,後14,後
16

事実をもとに論理や考察を展開できる。 3
前6,後
11,後14,後
16

結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 3

前6,後
11,後14,後
16

態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができ
る。 3 前6

自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 3 前6
目標の実現に向けて計画ができる。 3 前2



目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3 前6
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる
。 3 前6

社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動でき
る。 3 前6

チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 3 前6
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他
者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができ
る。

3 前6

当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる
。 3 前6

チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 3 前6
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 3 前6
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 3 前6
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内
での相談が必要であることを知っている 3 前6

法令やルールを遵守した行動をとれる。 3 前6
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 3 前6
技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に
負っている責任を挙げることができる。 3 前6

自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 3 前6
その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かってい
くために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 3 前6

キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認
識している。 3 前6

これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困
難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべ
きことを多面的に判断できるなど)を認識している。

3 前6

高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどの
ように活用・応用されるかを説明できる。 3 前6

企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 3 前6
企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げ
ることができる。 3 前6

企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己
の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 3 前6

企業には社会的責任があることを認識している。 3 前6
企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動してい
るか説明できる。 3 前6

調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界
の抱える課題を説明できる。 3 前6

企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要である
ことを認識している。 3 前6

社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識
している。 3 前6

技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要
とされることを認識している。 3 前6

技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動
を行った事例を挙げることができる。 3 前6

高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように
活用・応用されているかを認識できる。 3 前6

企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることがで
きる。 3 前6

コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき
能力」の必要性を認識している。 3 前6

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 3 前6
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点
から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 3 前6

要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 3 前6

課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課
題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 3

前6,後
11,後14,後
16

提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら
ないことを把握している。 3

前6,後
11,後14,後
16

経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持
続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 3

前6,後
11,後14,後
16

評価割合

研究発表 報告書
取組内容（指導
教員による評価
）

姿勢・態度 その他 合計

総合評価割合 20 20 40 20 0 0 100
基礎的能力 0 0 20 20 0 0 40
専門的能力 20 20 20 0 0 0 60



分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 情報工学セミナー
科目基礎情報
科目番号 4127 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 6
開設学科 情報工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 6
教科書/教材 指導教員が個別に用意する。
担当教員
到達目標
1.適切な研究テーマが設定できる。
2.研究の背景や問題点の整理・分析ができる。
3.問題解決のアイデアを考案し，評価できる。
4.アイデアに基づき，問題を解決するための活動を行える。
5.研究の成果・経過を，論理的・具体的に，ドキュメントとして文書にまとめることができる。
6.IT機器を使用した，口頭発表に備えた準備(パワーポイント・動画などの作成)ができる。
7.IT機器を使用した，口頭発表により，研究成果・経過を論理的・具体的に説明でき，質疑・応答・討論ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

適切な研究テーマが設定できる。
適切な研究テーマが設定できる。
他分野の研究との融合について
，考察できる。

適切な研究テーマが設定できる。 適切な研究テーマが設定できない
。

研究の背景や問題点の整理・分析
ができる。

研究の背景や問題点の整理・分析
ができる。社会における，研究テ
ーマの有用性を考察できる。

研究の背景や問題点の整理・分析
ができる。

研究の背景や問題点の整理・分析
ができない。

問題解決のアイデアを考案し，評
価できる。

問題解決のアイデアを考案し，評
価できる。複数の解決アイデアを
考察し，試験・評価できる。

問題解決のアイデアを考案し，評
価できる。

問題解決のアイデアを考案できず
，評価できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要

指導教員の下で，学生それぞれが特定のテーマについての知識，技術の習得および研究を行う。基本的には5年次の卒業
研究と同じ形式で運用される。すなわち，情報工学関連のある特定の領域に関する調査，学習に引き続き，研究テーマ
を選定し，それぞれが問題解決へ取り組む。また，1年間の学習成果あるいは研究成果を報告書としてまとめ，それを口
頭発表する。これらのプロセスを通して，情報工学の先端的知識および技術を習得するとともに，実務や新しい問題に
創造的に立ち向かう方法や能力，プレゼンテーション能力を養うことを目的としている。

授業の進め方・方法

卒業研究と同様に，指導教員の下で学生自身がテーマを設定し研究を行う。前期末および年度末には各自の研究成果を
情報工学科の全教員とクラスの学生の前で口頭発表する。指導教員は，指導学生と定期的に打ち合わせを行う。指導に
際しては，短期の目標を設定し，それに対する成果を評価するよう配慮する。
各研究室の研究テーマ例
奥山研究室「Alloy analyzerの初心者向けの説明書作成」
金澤研究室「低レベルグラフィックスAPIに適した描画ライブラリの開発」
川染研究室「レジスターのための画像分類システムの開発」
河田研究室「モンテカルロシミュレーションによる固体に入射した電子の軌道追跡」
近藤研究室「スマートフォン用Webデザインツールアプリケーションの開発」
篠山研究室「対話システムのための機械学習を用いた発話意図タグの推定」
谷口研究室「空気抵抗を受ける物体のシミュレーター」
徳永研究室「VRを用いた食材の切り方学習システムの開発」
宮﨑研究室「GANを用いた夕焼け予測システムの作成」
宮武研究室「コンピュータを使わない情報処理教育を支援するWebページの開発」

注意点
毎回，指導教員と研究内容について相談し，その内容及び，研究内容を「研究ノート」に記載して，定期的にチェック
を受けて下さい。
この科目は指定科目です。この科目の単位修得が進級要件となりますので，必ず修得して下さい。
オフィスアワー：各担当教員に確認して下さい。

授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 □ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期 1stQ

1週 全体ガイダンス，各研究室訪問，情報セキュリティの
基礎

各研究室の研究内容を把握し，希望研究室を決定でき
る。E1:1,2
情報セキュリティの3要素(機密性，完全性，可用性)や
インターネットリテラシーの基礎を理解し，説明でき
る。D2:1,3

2週 各研究室配属決定，各研究室ガイダンス 各研究室の各研究テーマの内容を把握できる。E1:1,2

3週 研究テーマの決定，実施計画の立案
適切な研究テーマを決定できる。研究の背景や問題点
の整理・分析ができる。実施計画(手法，道具，日程等
)を立案できる。E1:1,2

4週 研究テーマの決定，実施計画の立案
適切な研究テーマを決定できる。研究の背景や問題点
の整理・分析ができる。実施計画(手法，道具，日程等
)を立案できる。E1:1,2

5週 研究テーマの決定，実施計画の立案
適切な研究テーマを決定できる。研究の背景や問題点
の整理・分析ができる。実施計画(手法，道具，日程等
)を立案できる。E1:1,2

6週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

soumu114
タイプライターテキスト
資料名　創造力を育む教育を実践している科目のシラバス（情報工学科）

soumu114
タイプライターテキスト
資料5-1-③-7



7週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

8週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

2ndQ

9週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

10週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

11週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

12週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

13週 中間発表会の準備
研究の成果・経過を，論理的・具体的に，ドキュメン
トとして文書にまとめることができる。IT機器を使用
した，口頭発表に備えた準備(パワーポイント・動画な
どの作成)ができる。C4:1-7

14週 中間発表会の準備
研究の成果・経過を，論理的・具体的に，ドキュメン
トとして文書にまとめることができる。IT機器を使用
した，口頭発表に備えた準備(パワーポイント・動画な
どの作成)ができる。C4:1-7

15週 中間発表会
IT機器を使用した，口頭発表により，研究成果・経過
を論理的・具体的に説明でき，質疑・応答・討論がで
きる。C4:1-7

16週 研究の再検討・修正
中間発表会での質疑・応答・討論を省みて，研究内容
・計画・解決アイデアなどの再検討・修正ができる。
E1:1,2

後期

3rdQ

1週 研究の再検討・修正
中間発表会での質疑・応答・討論を省みて，研究内容
・計画・解決アイデアなどの再検討・修正ができる。
E1:1,2

2週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

3週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

4週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

5週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

6週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

7週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

8週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

4thQ

9週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

10週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2

11週 研究の実施
研究の背景や問題点の整理・分析ができる。問題解決
のアイデアを考案し，評価できる。アイデアに基づき
，問題を解決するための活動を行える。C2:1,2,
C3:1-3, D3:1,2, E3:1-3, E5:1,2



12週 年度末発表会の準備

中間発表会の経験を生かして，研究の成果・経過を
，論理的・具体的に，ドキュメントとして文書にまと
めることができる。IT機器を使用した，口頭発表に備
えた準備(パワーポイント・動画などの作成)ができる
。C4:1-7

13週 年度末発表会の準備

中間発表会の経験を生かして，研究の成果・経過を
，論理的・具体的に，ドキュメントとして文書にまと
めることができる。IT機器を使用した，口頭発表に備
えた準備(パワーポイント・動画などの作成)ができる
。C4:1-7

14週 年度末発表会
中間発表会の経験を生かして，IT機器を使用した，口
頭発表により，研究成果・経過を論理的・具体的に説
明でき，質疑・応答・討論ができる。C4:1-7

15週
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎 情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる
。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在
しうることを知っている。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築
することができる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実
装できる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 3 前1
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮が
できる。 3 前1

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威を認識している 3 前1

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 3 前1

専門的能力 分野別の専
門工学 情報系分野 プログラミ

ング

要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプロ
グラムを設計できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを
設計することができる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを
実装することができる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11



要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプロ
グラムを実装できる。 4

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

分野別の工
学実験・実
習能力

情報系分野
【実験・実
習能力】

情報系【実
験・実習】

要求仕様にあったソフトウェア(アプリケーション)を構築するた
めに必要なツールや開発環境を構築することができる。 4 前6,前7,前

8

要求仕様に従って標準的な手法によりプログラムを設計し、適切
な実行結果を得ることができる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

分野横断的
能力 汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 3 前1,前2
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で
正しい文章を記述できる。 3 前1,前2

他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 3 前1,前2
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させ
ることができる。 3 前1,前2

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3 前1,前2
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3 前1,前2

他者の意見を聞き合意形成することができる。 3 前3,前4,前
5,前16,後1

合意形成のために会話を成立させることができる。 3 前3,前4,前
5,前16,後1

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 3 前3,前4,前

5
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 3 前3,前4,前

5

収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

3 前3,前4,前
5

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3
前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

事実をもとに論理や考察を展開できる。 3
前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14

結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 3

前13,前
14,前15,後
12,後13,後
14



態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができ
る。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

目標の実現に向けて計画ができる。 3 前3,前4,前
5

目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 3

前6,前7,前
8,前9,前
10,前11,前
12,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 研究ノート 合計

総合評価割合 0 40 0 5 40 15 100
基礎的能力 0 20 0 5 20 5 50
専門的能力 0 20 0 0 20 10 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

出典「Webシラバス」



資料名　講義形態ごとの単位数割合 資料5-2-① -1

講義、演習、実験・実習の3区分による授業形態の単位数割合

高松キャンパス

講義 演習 実験・実習 総単位数
機械工学科 68 5 43 116
電気情報工学科 79 4 43 126
機械電子工学科 79 0 39 118
建設環境工学科 64 0 42 106

（単位：％）
講義 演習 実験・実習 総単位数

機械工学科 58.6 4.3 37.1 100.0
電気情報工学科 62.7 3.2 34.1 100.0
機械電子工学科 66.9 0.0 33.1 100.0
建設環境工学科 60.4 0.0 39.6 100.0

詫間キャンパス

講義 演習 実験・実習 総単位数
通信ネットワーク工学科 70 6 39 115
電子システム工学科 70 2 41 113
情報工学科 68 2 41 111

（単位：％）
講義 演習 実験・実習 総単位数

通信ネットワーク工学科 60.9 5.2 33.9 100.0
電子システム工学科 61.9 1.8 36.3 100.0
情報工学科 61.3 1.8 36.9 100.0

出典「教育課程表より算出」



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 論理回路
科目基礎情報
科目番号 221215 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 教科書：堀桂太郎著「図解論理回路入門」森北出版，参考書：伊原充博，他 著「ディジタル回路」コロナ社，富川武彦
著「例題で学ぶ論理回路設計」森北出版

担当教員
到達目標
1. 論理命題から真理値表を作成でき，ブール代数の諸規則やカルノー図を用いて簡略化された論理式を導出できる。また，正論理と負論理の概
念を説明でき，論理の一致した論理回路図を描ける。
2. 加算器，比較器，エンコーダ・デコーダ，マルチプレクサ等の組み合わせ回路を設計できる。
3. フリップフロップの構成を説明でき，シフトレジスタ，同期・非同期カウンタ等の順序回路を設計及び解析できる。
4. 論理回路とアナログ電子回路を組み合わせた応用について例を挙げて動作や用途を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安（優） 標準的な到達レベルの目安（良・
可） 未到達レベルの目安（不可）

ブール代数に基づく論理解析
論理命題から真理値表を作成でき
，簡略化された論理式を導出でき
る。

真理値表から簡略化された論理式
を導出できる。

ブール代数の諸規則が使えない。
真理値表から簡略化された論理式
が導出できない。

組み合わせ回路設計
加算器，比較器，エンコーダ・デ
コーダ，マルチプレクサ等の組み
合わせ回路を設計でき，動作を説
明できる。

簡単な組み合わせ回路を設計でき
，動作を説明できる。

簡単な組み合わせ回路を設計でき
ない。動作が説明できない。

順序回路設計
複雑な順序回路を設計でき，タイ
ミングチャートや状態遷移図を描
いて動作を説明できる。

簡単な順序回路を設計でき，タイ
ミングチャートや状態遷移図を描
いて動作を説明できる。

簡単な順序回路を設計できない。
タイミングチャートや状態遷移図
を描けない。

論理電子回路設計
論理回路と電子回路を組み合わせ
た応用について例を挙げて動作や
用途を説明できる。

論理回路と電子回路を組み合わせ
た応用について簡単な概要を説明
できる。

論理回路と電子回路を組み合わせ
た応用を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
論理回路設計の基礎知識となるブール代数やカルノー図などを理解し利用できるようにする。
論理回路における正論理と負論理の意義，基本的な論理素子の動作原理を説明できるようにする。
組み合わせ回路や順序回路といった複雑な論理回路を設計でき，動作原理を説明できるようにする。
論理回路と電子回路を組み合わせた応用について用途に合わせた回路を設計でき，動作原理を説明できるようにする。

授業の進め方・方法

教科書の内容に沿った講義を実施する。但し，教科書の内容を要約し演習問題を多く追加したスライドで講義は進行す
る。
数学的な内容に限らず，応用を意識した内容も紹介していく。
演習ではアクティブラーニングを取り入れ，回路シミュレータを用いた演習やグループワークによる学びあいを実施す
る。

注意点

・4回の試験結果（前期中間試験，前期期末試験，後期中間試験，及び後期期末試験）の平均点を評価とする。
・2年次の「電気情報基礎Ⅱ（情報）」で修得したn進数による記数法及びブール代数の基礎知識を十分理解しているこ
とが前提となる。前期中間範囲の一部に復習を実施するので，不安がある学生はこれを利用して十分な理解を目指すこ
と。
・論理回路の基礎的な動作原理の学習を目指すことから，演習を多く実施する。
・本科目の後期中間試験までの内容は，4，5年次選択科目「計算機アーキテクチャ」の内容習得に必須の基礎知識とな
る。
・本科目の全内容は，5年次必修科目「回路設計（論理設計）」の内容修得に必須の基礎知識となる。
・本科目の後期期末試験の論理電子回路部において，4年次必修科目「電子回路Ⅰ」で詳しく取り扱うオペアンプが登場
する。本科目においても必要な知識を提供するため，「電子回路Ⅰ」と合わせて深く理解すること。

授業の属性・履修上の区分
☑  アクティブラーニング ☑  ICT 利用 □  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期 1stQ

1週 ガイダンス
記数法と符号付2進数（2年次の復習）

任意の基数での表現・演算ができる。
符号付2進数に関する演算ができ，オーバーフローの発
生原理を説明できる。

2週 ブール代数の諸定理（2年次の復習）
ド・モルガンの法則（2年次の復習）

ブール代数で成り立つ各種法則やド・モルガンの法則
を導ける。
ブール代数の法則を用いて論理式の簡略化ができる。

3週 加法標準形と乗法標準形（2年次の復習）
カルノー図による論理式の簡略化（2年次の復習）

真理値表から加法標準形を求められ，乗法標準形に変
換できる。
カルノー図による論理式の簡略化ができる。

4週 論理回路図の表記法（2年次の復習）
完全系による論理式表現

MIL記法による基本論理素子を用いて論理回路図と論
理式を相互変換できる。
論理素子の完全系を説明でき，論理式を特定の完全系
で表現できる。

5週 正論理と負論理
論理回路図における論理の一致

正論理と負論理の意義と利点を説明でき，ド・モルガ
ンの法則を用いて相互変換ができる。
論理が一致した論理回路図を作成できる。

6週 簡単な論理回路の設計 論理回路として実装可能な問題が与えられたとき，適
切な論理式の導出及び論理回路図の作成ができる。

soumu114
タイプライターテキスト
資料名　シラバス（論理回路）

soumu114
タイプライターテキスト
資料5-2-①-2



7週
DL，DTL，TTL，及びCMOSによる基本論理素子の構
成
前期中間試験範囲の復習

基本論理素子を実現するアナログ回路として
DL，DTL，TTL，及びCMOSの動作原理と問題を説明
できる。

8週 前期中間試験 出題される問題に対して適切に解答できる。

2ndQ

9週 半加算器と全加算器
比較器

半加算器と全加算器の動作を説明でき，論理回路を設
計できる。
比較器の動作を説明でき，論理回路を設計できる。

10週 直並列加算回路
加減算回路

複数の全加算器から成る多ビットの加減算回路を設計
できる。
リプルキャリー型の並列加算回路を設計でき，その問
題点について説明できる。

11週 データ変換回路
データ選択回路

エンコーダ・デコーダ及びマルチプレクサ等動作を説
明でき，論理回路を設計できる。
7セグメントLED用デコーダを設計できる。

12週 フリップフロップの構成と動作
RSフリップフロップ

順序回路であるフリップフロップの概念について説明
できる。
RSフリップフロップの動作原理を説明でき，基本論理
素子で構成できる。

13週 JKフリップフロップ
エッジトリガ回路

JKフリップフロップの動作原理を説明でき，基本論理
素子で構成でき，タイミングチャートで解析できる。
エッジトリガ回路等がJKフリップフロップで必要であ
る理由を説明できる。

14週 マスタースレーブ方式
TフリップフロップとDフリップフロップ

エッジトリガ回路におけるマスタースレーブ方式をタ
イミングチャートで解析できる。
Tフリップフロップ及びDフリップフロップの動作をタ
イミングチャートで解析できる。

15週 フリップフロップの相互変換
タイミングチャート作成演習

各種フリップフロップを相互に変換できる。
複数のフリップフロップを用いた複雑な順序回路の動
作をタイミングチャートで解析できる。

16週 前期期末試験 出題される問題に対して適切に解答できる。

後期

3rdQ

1週 カウンタの種類
非同期式カウンタ

非同期式カウンタの動作原理を説明でき，任意の進数
の非同期式カウンタの論理回路を設計できる。

2週 改良型非同期式カウンタ
カウンタによる分周

非同期式カウンタの誤作動を説明でき，その問題を解
決した改良型非同期式カウンタの論理回路を設計でき
る。

3週 同期式カウンタ 同期式カウンタの動作原理を説明でき，任意の進数の
同期式カウンタの論理回路を設計できる。

4週 レジスタ及びシフトレジスタ レジスタとシフトレジスタの構成と動作原理を説明で
き，用途について例を挙げて説明できる。

5週 リングカウンタとジョンソンカウンタ
リングカウンタ及び自己補正型リングカウンタについ
て説明できる。ジョンソンカウンタの回路を設計でき
，リングカウンタとの違いを説明できる。

6週 状態遷移とオートマトン
順序回路の表現法の一種であるオートマトンの意義を
説明でき，ミーリー型とムーア型順序回路をそれぞれ
表現できる。

7週 オートマトンに基づく順序回路の設計 状態遷移表から順序回路を設計できる。
8週 後期中間試験 出題される問題に対して適切に解答できる。

4thQ

9週 マルチバイブレータ回路

論理反転素子と抵抗及びコンデンサを用いて所望の発
振周波数の非安定及び単安定マルチバイブレータ回路
を設計できる。
双安定マルチバイブレータ回路とフリップフロップの
関係が説明できる。

10週 シュミットトリガ回路
ノイズ除去回路

シュミットトリガ回路の目的と動作原理が説明できる
。
チャタリング現象について説明でき，ノイズ除去回路
を設計できる。

11週 アナログ信号とディジタル信号
電流加算型D-A変換器及びその改良

入力ディジタル信号に対するアナログ出力信号を計算
できる。
電流加算型D-A変換器の動作原理を説明でき，回路を
設計できる。

12週 はしご型D-A変換器
抵抗分圧型D-A変換器

はしご型及び抵抗分圧型D-A変換器の目的及び動作原
理を説明でき，回路を設計できる。
電圧を伝達する際のインピーダンス変換の必要性につ
いて説明できる。

13週 A-D変換の基礎
サンプルホールド回路

標本化定理や量子化誤差について説明できる。
サンプルホールド回路の動作原理を説明できる。

14週 二重積分型A-D変換器
逐次比較型A-D変換器

二重積分型及び逐次比較型A-D変換器の動作原理につ
いて数式を用いて説明できる。

15週 並列比較型A-D変換器
A-D変換器演習

並列比較型A-D変換器の動作原理や利点と欠点を説明
できる。
A-D変換器の各種問題に回答できる。

16週 後期期末試験 出題される問題に対して適切に解答できる。
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野 電子回路

ダイオードの特徴を説明できる。 4 前6,前7,前
8

バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 4 前6,前7,前
8

FETの特徴と等価回路を説明できる。 4 前6,前7,前
8



発振回路の特性、動作原理を説明できる。 4 後9,後16

計測 A/D変換を用いたディジタル計器の原理について説明できる。 3
後11,後
12,後13,後
14,後15,後
16

情報系分野 計算機工学

整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法
を説明できる。 5 前1,前8

基数が異なる数の間で相互に変換できる。 5 前1,前8
整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 5 前1,前8
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 5 前1,前8

基本的な論理演算を行うことができる。 5

前1,前2,前
3,前4,前
5,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現で
きる。 5

前2,前3,前
4,前5,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後8

論理式の簡単化の概念を説明できる。 5

前2,前3,前
4,前5,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後8

簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することが
できる。 5

前3,前4,前
5,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現すること
ができる。 4

前4,前5,前
8,前9,前
10,前11,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後8

与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 4

前5,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

組合せ論理回路を設計することができる。 4

前5,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作
と特性を説明することができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8



レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明
できる。 3

後1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

与えられた順序回路の機能を説明することができる。 3

前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
10,後16

順序回路を設計することができる。 3

前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
10,後16

コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデ
ータの流れを説明できる。 2

前7,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる
。 2

前7,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,前16,後
1,後2,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8

メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明で
きる。 2

前7,前8,前
12,前13,前
14,前15,前
16,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後8

情報数学・
情報理論

集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 5 前1,前2,前
8

集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 5 前1,前2,前
8

ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 5 前1,前2,前
8

論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 5 前1,前2,前
8

評価割合
試験 合計

総合評価割合 100 100
ブール代数に基づく論理解析（前期中間試験範
囲） 25 25

組み合わせ回路設計（前期期末試験範囲） 25 25
順序回路設計（後期中間試験範囲） 25 25
論理電子回路設計（後期期末試験範囲） 25 25



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 人文科学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 1139 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2

開設学科 通信ネットワーク工学科（2019年度以降入学
者） 対象学年 4

開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『原色 小倉百人一首(シグマベスト) 』（文英堂）
担当教員
到達目標
① 古典文学の読解を通して、文学と人間の歴史・現代社会の関係に触れることよって、多様な価値観・創造的な発想力・問題解決能力の育成を
目指す。
②日本語による表現力・討論力の向上を目指す 。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
古典文学の読解が十分にでき、調
査・自身の考察を通し、独自の考
えを説明することができる。

古典文学の読解を行い、調査・自
身の考察を行なうことができる。

古典文学の読解、調査・自身の考
察を行なうことができない。

評価項目2 日本語による表現力・討論力を身
につけ、使いこなす。

日本語による表現力・討論力を身
につける。

日本語による表現力・討論力が身
につかない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 中古文学（特に『百人一首』を中心とした和歌）を題材として、古代日本文学に関する講義を実施する。また、講義を

理解するために、グループディスカッション等の文学に関係する演習を行なう。

授業の進め方・方法 講義と演習を行う。
この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習としてレポートを課する。

注意点 この講義は、グループワーク・ディスカッション等の演習に重きを置き、参加姿勢・演習の完成度を重視している。
他の受講生とコミュニケーションを取りながら、積極的に演習に取り組むことができる学生のみ受講すること。

授業の属性・履修上の区分
☑ アクティブラーニング ☑ ICT 利用 ☑ 遠隔授業対応 □ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 ガイダンス・百人一首について・グループワークの説
明

日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

2週 百人一首絵について・崩し字読解
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

3週 競技かるたについて・かるたの体験
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

4週 1番歌・天智天皇・古代における四季
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

5週 9番歌・小野小町・無常観
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

6週 17番歌・在原業平・色彩
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

7週 35番歌・紀貫之・香り
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

8週 練香体験
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

4thQ

9週 57番歌・紫式部・源氏絵解き
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

10週 62番歌・清少納言・現代エンタメと百人一首
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

soumu114
タイプライターテキスト
資料名　シラバス（人文科学Ⅱ）

soumu114
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11週 77番歌・崇徳院・天狗伝説
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

12週 88番歌・西行・月の信仰
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

13週 89番歌・式子内親王・二次作品への派生
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

14週 百人一首と現代文化の関わり
日本文化に触れて人間と文化を考える。 A1:3, A3:1-
2
様々な文学作品の中で問題点は何かを考える。 B1:1-
2, B2:1-2, B3:1-3

15週 これまでの振り返り、試験の説明 これまでの内容を理解し、説明ができる。
16週 期末試験 これまでの内容を理解し、説明ができる。

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度・演習 レポート その他 合計
総合評価割合 50 20 0 10 20 0 100
基礎的能力 50 20 0 10 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



資料名 フィ ー ルド型授業事例（建設環境実験実習II) 資料5-2—①-4

香川高等専門学校 1開講年度1令和04年度(2022年度） I授業科目1建設環境実験実習II
科目基礎情報

科目番号 221427 科目区分 専門／必修
授業形態 実 習 単位の種別と単位数 履修単位：2 

開設学科 建設環境工学科(2019年度以降入学者） 対象学年 2 
開設 期 通年 週時間数 2 

教科書／教材 教科書：測量 ，実教出版参考書：東京法経学院出版編集部：測量 士補過去問アタック ． 東京法経学院出版
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角測量について理解し，器具 を使って測量 できる

諸駈？蓋漏炉と皿を阻尿t測量 できる
ま めるこ きる

諸駈？蓋漏炉と皿を阻尿t測量 できる
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4週 【角測量】
単測法確認

角測量について理解し，器具を使って測量できる
記録用紙・報告書をまとめることができる

5週 【トラバース測量】
トラバース測量の説明・踏査選点

トラバース測量によって実測できる
計画を立てて実測することができる

6週 【トラバース測量】
トラバース測量の練習・手順書作成

トラバース測量によって実測できる
記録用紙・報告書をまとめることができる

7週 【トラバース測量】
トラバース測量の実測

トラバース測量によって実測できる
記録用紙・報告書をまとめることができる

8週 【トラバース測量】
トラバース測量の内業・報告書作成 記録用紙・報告書をまとめることができる

4thQ

9週 【トラバース測量】
トラバース測量の報告書確認・修正 記録用紙・報告書をまとめることができる

10週 【トラバース測量】
トラバース測量の報告書確認・修正 記録用紙・報告書をまとめることができる

11週 【トラバース測量】
演習レポート 記録用紙・報告書をまとめることができる

12週 【トラバース測量】
演習レポート 記録用紙・報告書をまとめることができる

13週 【トラバース測量】
演習レポート 記録用紙・報告書をまとめることができる

14週 【トラバース測量】
演習レポート 記録用紙・報告書をまとめることができる

15週 【トラバース測量】
演習レポート 記録用紙・報告書をまとめることができる

16週
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学 建設系分野 測量

巻尺による測量で生じる誤差を説明でき、測量結果から計算がで
きる。 4

後3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

光波・電波による距離測量を説明できる。 4

後3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

単測法、倍角法、方向法を説明でき、測量結果から計算ができる
。 4

前11,前
12,前13,前
14,前15,後
1,後2

生じる誤差の取扱いを説明できる。 4
前11,前
12,前13,前
14,前15,後
1,後2

種類、手順および方法について、説明できる。 4

後3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

昇降式や器高式による直接水準測量を説明でき、測量結果から計
算ができる。 4

前1,前2,前
3,前4,前
5,前6,前
7,前8,前
9,前10

生じる誤差の取扱いを説明できる。 4

前1,前2,前
3,前4,前
5,前6,前
7,前8,前
9,前10

有効数字、数値の丸め方を説明でき、これを考慮した計算ができ
る。 4

前1,前2,前
3,前4,前
5,前6,前
7,前8,前
9,前10,前
11,前12,前
13,前14,前
15,後1,後
2,後3,後
4,後5,後
6,後7,後
8,後9,後
10,後11,後
12,後13,後
14



最小二乗法の原理を説明でき、これを考慮した計算ができる。 4

前1,前2,前
3,前4,前
5,前6,前
7,前8,前
9,前10,後
3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

分野別の工
学実験・実
習能力

建設系分野
【実験・実
習能力】

建設系【実
験実習】

距離測量について理解し、器具を使って測量できる。 4

後3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

トラバース測量について理解し、器具を使って測量できる。 4

後3,後4,後
5,後6,後
7,後8,後
9,後10,後
11,後12,後
13,後14,後
15

水準測量について理解し、器具を使って測量できる。 4

前1,前2,前
3,前4,前
5,前6,前
7,前8,前
9,前10

セオドライトによる角測量について理解し、器具を使って測量で
きる。 4

前11,前
12,前13,前
14,前15,後
1,後2

評価割合
実習報告書 演習レポート 合計

総合評価割合 85 15 100
記録用紙・報告書をまとめること
ができる 80 15 95

計画を立てて実測することができ
る 5 0 5



香川高等専門学校 開講年度 令和04年度 (2022年度) 授業科目 土質力学Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 221436 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建設環境工学科（2019年度以降入学者） 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 赤木知之ほか「土質工学」コロナ社  / 土木基礎力学２
担当教員 荒牧 憲隆
到達目標
土圧，斜面安定，基礎の支持力など土の応力とせん断強さに関わる応用分野について、設計の基本的な考え方を理解し、設計計算法の理論的側
面を理解する。実務に通じる代表的な演習問題に取り組むことによって課題解決のための総合的な視野を涵養するとともに、地盤工学における
基本的な設計計算ができることを目標とする。また、地盤環境に関する基礎知識を習得する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

安定問題と排水条件の関係と、各
種せん断試験の方法が理解できる

安定問題と排水条件の関係と、各
種せん断試験の方法が十分に理解
できる

安定問題と排水条件の関係と、各
種せん断試験の方法が理解できる

安定問題と排水条件の関係と、各
種せん断試験の方法が理解できな
い

ダイレイタンシ－と過剰間隙水圧
を理解し、液状化現象を説明でき
る

ダイレイタンシ－と過剰間隙水圧
を十分に理解し、液状化現象を十
分に説明できる

ダイレイタンシ－と過剰間隙水圧
を理解し、液状化現象を説明でき
る

ダイレイタンシ－と過剰間隙水圧
を理解できず、液状化現象を説明
できない

極限土圧の算定ができる 土圧の性質を理解し、各種条件に
ついて極限土圧の算定ができる。

極限土圧の性質を理解し、簡単な
擁壁等抗土圧構造物について極限
土圧の算定ができる。

極限土圧の性質が理解できず、極
限土圧の算定ができない。

斜面の安定解析手法により安全率
が算定できる

無限および有限斜面の安定解析手
法を十分に理解し，斜面の安全率
が十分に算定できる

無限および有限斜面の安定解析手
法を理解し，斜面の安全率が算定
できる

斜面の安定解析手法が理解できず
，斜面の安全率が算定できない

浅い基礎と深い基礎の支持機構を
理解し，支持力が算定できる

浅い基礎と深い基礎の支持機構を
十分に理解し，支持力が十分に算
定できる

浅い基礎と深い基礎の支持機構を
理解し，支持力が算定できる

基礎の支持機構が理解できず、支
持力が算定できない

環境地盤工学に係わる諸問題を説
明できる

土壌汚染問題ならびに廃棄物・建
設副産物の地盤工学的有効利用が
十分に説明できる

土壌汚染問題ならびに廃棄物・建
設副産物の地盤工学的有効利用が
説明できる

土壌汚染問題ならびに廃棄物・建
設副産物の地盤工学的有効利用が
説明できない

学科の到達目標項目との関係
 学習・教育到達度目標 B-2
教育方法等
概要 「土の力学」で学習した土質材料の物理特性・力学特性を踏まえ，それらを総合した地盤工学における実践的な問題を

学習する。

授業の進め方・方法 土圧，斜面安定，基礎の支持力について、土質力学の基本概念を確認しながら実務的な設計法を理解し、具体的な地盤
基礎構造物の設計計算を行う。自学自習時間にレポート課題として演習問題に取り組む。

注意点 本科目は学修単位のため、自学自習時間（平均4時間/週、計60時間）に相当する課題レポートを出題する。
授業の属性・履修上の区分
□ アクティブラーニング □ ICT 利用 □ 遠隔授業対応 ☑ 実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週
土の強さに関わる地盤工学問題
ダイレイタンシ－と過剰間隙水圧
砂地盤の液状化

土の強さに関わる地盤工学問題が理解できる。
ダイレイタンシ－の定義が理解できる。
地震時の液状化現象が理解できる。

2週 土圧　
（1）極限平衡状態と土圧の種類 抗土圧構造物に作用する土圧の性質を理解できる。

3週 （2）ランキン土圧1 ランキン土圧の考え方を理解し、簡単な構造物に作用
する土圧が算定できる。

4週 （3）ランキン土圧2 ランキン土圧の考え方を理解し、簡単な構造物に作用
する土圧が算定できる。

5週 （4）クーロン土圧 極限土圧の算定法を理解し，ク－ロン土圧の考え方を
理解し、簡単な構造物に作用する土圧が算定できる。

6週 （5）地震時土圧、擁壁・土留壁に作用する設計土圧 地震時土圧、擁壁・土留壁に作用する設計土圧を理解
し、算定できる。

7週 斜面の安定
(1) 安全率とその概念、無限斜面の安定解析

安全率および斜面安定の考え方を理解できる。
無限斜面の安定解析手法を理解し，簡単な斜面の安全
率が算定できる。

8週 中間試験

4thQ

9週 斜面安定
(2) 極限平衡法と強度定数

安全率および斜面安定における極限平衡法の考え方を
理解できる。

10週 斜面安定
(3)有限斜面の安定解析

有限斜面の安定解析手法を理解し，簡単な斜面の安全
率が算定できる。

11週 (4) 円弧すべりによる安定解析 円弧すべりによる安定解析を理解し、簡単な斜面の安
全率が算定できる。

12週 基礎の支持力
（1）支持力の概念と基礎の種類 基礎の種類とその支持機構の違いがわかる。

13週 （2）浅い基礎の支持力 浅い基礎（直接基礎）の支持力公式を把握し，支持力
算定法が理解できる。

資料名　学修単位科目シラバス例（土質力学Ⅲ） 資料5-2-②-2



14週 （3）深い基礎の支持力　基礎の安定計算 深い基礎（杭）の支持力公式を把握し，支持力算定法
が理解できる。

15週 地盤環境 環境地盤工学に係わる諸問題を説明できる。
16週 期末試験

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学 建設系分野

地盤

土の生成、基本的物理量、構造などについて、説明できる。 4 後1
土の粒径・粒度分布やコンシステンシーを理解し、地盤材料の工
学的分類に適用できる。 4 後1

透水力による浸透破壊現象を説明できる。 4 後9,後
10,後11

土のせん断試験を説明できる。 4 後1

土のせん断特性を説明できる。 4
後1,後7,後
9,後10,後
11

土の破壊規準を説明できる。 4 後1,後2,後
3,後4

地盤内応力を説明できる。 4 後1,後2,後
3,後4

有効応力の原理を説明できる。 4 後1,後2,後
3,後4

ランキン土圧やクーロン土圧を説明でき、土圧算定に適用できる
。 4

後2,後3,後
4,後5,後
6,後7

基礎の種類とそれらの支持力公式を説明でき、土の構造物の支持
力算定に適用できる。 4 後12,後

13,後14

斜面の安定計算手法を説明でき、安全率等の算定に適用できる。 4 後9,後
10,後11

飽和砂の液状化メカニズムを説明できる。 4 後1
地盤改良工法や液状化対策工法について、説明できる。 4 後1
地盤調査の分類と内容について、説明できる。 4 後1

環境

廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 4 後15
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 4 後15
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 4 後15
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 4 後15
土壌汚染の現状を説明できる。 4 後15

評価割合
試験 レポート 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0



香川高等専門学校単位追認試験実施申し合わせ 

平成２２年２月２４日

教 務 委 員 会 裁 定

１ 趣旨    

  香川高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規程（以下「規 

程」という。）第１６条第３項に基づき，単位追認試験の実施に関し必要な事項を申し 

合わせる。 

２ 受験手続き及び実施方法 

  単位追認試験の学生連絡及び実施方法は，次のとおりとする。

(1) 学級担任は，該当学生へ単位追認試験を受けるよう指示する。

(2) 該当学生は単位追認試験願を教務担当係へ提出しなければならない。

(3) 科目担当教員は，単位追認試験の実施日時・試験範囲等を学生へ連絡し，単位追認

試験を実施する。 

(4) 科目担当教員は，単位追認試験の実施結果を教務担当係へ報告する。

(5) 第１号及び第２号の受験手続きについて，必要に応じ，各キャンパス教務小委員会

の判断により適切に運用できるものとする。 

３ 試験出題・成績の評価 

  単位追認試験の出題及び合否の判定については，原則として，追認試験を実施する科

目について，「不可」と認定した科目担当教員が行うものとする。

ただし，科目担当教員が不在の場合には，一般教育科にあっては教科主任，専門教科

にあっては学科長に，その代行措置を委託するものとする。

なお，単位追認試験において不正行為をした場合は，当該科目の試験成績を０点とする。

４ 試験の適用外 

  実験実習などの実践科目，実技の占める割合の高い科目については，原則として単位

追認試験を行わないものとする。

  附 則 

この申し合わせは，平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成２６年６月２６日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成２８年２月１５日から施行する。 

  附 則 

この申し合わせは，平成３１年４月１日から施行する。 

資料5-3-①-1

出典：単位追認試験実施申し合わせ



 

再試験実施に関する申し合わせ 

 

平成 30年 3月 1日 

 

                        高松キャンパス教務小委員会裁定 

 

１ 趣旨 

再試験実施について必要な事項を申し合わせる。 

 

２ 再試験の目的 

中間試験又は期末試験において、学習到達目標に達していない（60 点未満）学生に

対して、補習等により理解不足を補った上で再試験を実施し、単位の修得を図る。 

 

３ 再試験の実施方法 

(1)  各期の中間試験の後と期末試験の後に再試験を実施することができる。 

(2)  再試験の得点は各教員の責任で記録しておき、必要に応じて学年末の総合成績（平常

点等を含む当該科目の最終成績、以下同じ。）に反映することができる。 

(3)  再試験の得点について、当初の試験の得点に基づく総合成績が 60 点に達していない

場合でかつ、再試験の得点を適用することで総合成績が 60 点以上に達する場合に限り

使用することができる。 

なお、再試験の得点を使用した場合の総合成績は 60 点とする。 

(4)  前項の規定に加え、第 1学年及び第 2学年においては、当初の試験の得点に基づく総

合成績が 30 点に達していない場合でかつ、再試験の得点を適用することで総合成績が

30点以上に達する場合にも使用することができる。なお、再試験の得点を使用した場合

の総合成績は 30点とする。 

(5)  学年末の総合成績に再試験後の得点を使用した際は、再試験成績報告票を学務係に提

出する。 

 

４ その他 

(1) 本試験を理由なく欠席した者は，再試験の対象外とする。 

(2) 再試験において不正行為をした場合は，当該試験期間に実施した全科目の試験の得点

（本試験にも及ぶ。）を０点とする。 

 

附 則 

  この申し合わせは，平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  １この申し合わせは、令和２年９月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  ２平成３０年度以前の入学者にあっては、なお従前の例による。 

附 則 

  この申し合わせは，令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

kikai
テキスト ボックス
資料名　再試験実施に関する申し合わせ(高松)

kikai
テキスト ボックス
資料5-3-①-2



「再試験実施に関する申し合わせ」による、再試験の利用方法（例示） 

 

通年科目の場合 

本試験の点数 再試験の点数
成績一覧に記

入される点数

学年総合成績

に用いる点数

前期中間 45 70 45 70

前期末 65 受験せず 65 65

後期中間 70 受験せず 70 70

後期末 50 65 50 65

学年総合成績 57.5 67.5→60  

⚫ 定期試験・学年総合成績で記録の残る点数は色塗りされた箇所。 

⚫ 本試験の点数のみを利用すると平均 57.5点となり、単位が取得できない。 

⚫ 再試験の点数を用いた平均は 67.5点だが、再試験の得点を用いているため学年総合成

績は 60点となる。 

⚫ 再試験後、学年総合成績に再試験後の成績を各自で入力し、再試験成績報告票を学務

係に提出する。 

 

前期終了科目の場合 

本試験の点数 再試験の点数
成績一覧に記

入される点数

年間総合評価

に用いる点数

前期中間 44 58 44 58

前期期末 54 68 54 68

学年総合成績 49 63→60  

⚫ 定期試験・学年総合成績で記録の残る点数は色塗りされた箇所。 

⚫ 前期総合成績には再試験前の成績を入力する。再試験後の点数は、学年総合成績に反

映される。前期終了科目の再試験は、前期成績入力〆切までに終わらせる必要はない。 

⚫ 再試験成績報告票を学務係に提出し、学務係が点数の修正を行う。 

 

第１学年及び第２学年で学年総合成績が 30点に達していない場合 

本試験の点数 再試験の点数
成績一覧に記

入される点数

学年総合成績

に用いる点数

前期中間 20 60 20 60

前期末 28 45 28 45

後期中間 28 45 28 45

後期末 28 58 28 58

学年総合成績 26 52→30  
⚫ 定期試験・学年総合成績で記録の残る点数は色塗りされた箇所。 

⚫ 本試験の点数のみを利用すると平均 26点となり、必修科目では進級ができない。 

⚫ 再試験の点数を用いた平均は 52点だが、再試験の得点を用いているため学年総合成績

は 30点（進級可・要単位追認試験）となる。 

⚫ 定期試験結果が、30 点未満の学生は上限 30 点、30 点以上 60 点未満の学生は上限 60

点の再試験を実施するのではなく、再試験結果を用いて 60点以上になる場合は 60点、

それに満たなくても 30点以上になる場合は 30点にする。 



1 

香川高等専門学校詫間キャンパスにおける再試験実施に関する申し合わせ

平成 30 年 3 月 1 日 
詫間キャンパス教務小委員会裁定

１ 趣旨

香川高等専門学校詫間キャンパスにおける再試験実施について必要な事項を申し合わせ

る。

２ 再試験の目的

科目の総合評価が 60 点未満の者に対して，各期に当該科目の再試験を実施し，科目の

修得を図ることを目的とする。

３ 再試験の実施

(1) 前期総合評価あるいは後期総合評価で，60 点未満が科目履修学生の 1/2 以上の科目，

あるいは履修学生全体の平均点が 60 点未満の科目で実施する。なお，これ以外の科

目についても再試験を実施してよい。

(2) 定期試験(中間試験を含む。)を理由なく欠席した者は，その期の当該科目の受験を認

めない。

(3) 定期試験(中間試験を含む。)において不正行為を行った者は，その期の全科目の受験

を認めない。

(4) 再試験の実施時期は，定期試験後 1 カ月程度を目安とする。加えて，年度末において

は年間総合評価の提出締切日までを限度とする。

(5) 留学生については，特別な配慮をすることができる。

４ 成績の評価

(1) 再試験を含む試験の評価は，再試験を実施した試験期ごとに 60 点を上限とする。

(2) 再試験結果を含む成績評価は学年末に一括して行い，各科目の年間総合評価は再試験

結果を含む総合評価とする。

(3) 再試験結果を含む年間総合評価で，成績順位を決定し，進級／卒業審査を行う。

(4) 再試験において不正行為をした場合は，当該試験期間に実施した全科目の試験の

成績(定期試験にも及ぶ。)を 0 点とする。

附 則

この申し合わせは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

資料5-3-①-3資料名　再試験実施に関する申し合わせ（詫間）



学 生 便 覧
（2022年度）
令和 4年度

香川高等専門学校高松キャンパス
独立行政法人国立高等専門学校機構

資料5-3-②-1

出典：学生便覧（教務関係）

資料名　学生便覧（教務関係）



 

 

                   校 章 の 由 来 
 

     旧高松高専、旧詫間電波高専の伝統を守りつつ、新しいイメージになるよう考案され、 

 

中央の「Ｋ」は，古の良さと新しき時代を融合させた書体で力強さを表し，「Ｋ」から 

 

生え実った２つのオリーブの実は，高松キャンパスと詫間キャンパスを表している。 

 

 

         本 校 の 使 命 

 

本高専は，「豊かな人間性を有し創造力に富む実践的な技術者の育成」と「地域にお 

 

ける知の拠点としての社会貢献」を使命として掲げ，教育研究基盤並びに管理運営基 

 

盤の強化を図り，創造力に富む実践的な技術者を育成するとともに香川県の産業界や 

 

行政と連携を深めて地域の活性化に貢献する。 

 

 

 

本校の教育目的 

 

本高専では次のような技術者を養成することを目的とする。 

 

１．広い視野を持ち，自然との調和を図り，人類の幸福に寄与できる技術者を養成す 

る。（倫理） 

 

    ２．科学技術の基礎知識と応用力を身につけ，時代の変遷に対応できる技術者を養成 

する。（知識） 

 

３．課題解決の実行力と創造力を身につけ，社会に有益なシステムを構築できる技術 

者を養成する。(実行力)  

 

 ４．物事を論理的に考え表現する能力を身につけ，国際的に活躍できる技術者を養成 

する。（コミュニケーション能力） 

 



香川高等専門学校校歌

作詞：藤 本 友 美
作曲：永 町 一 樹

１．き の め ほ こ ろ ぶ と き だ い ち の い き づ か い さ

ぬ き の み ど り に は か ぜ す み わ た る た

く ま し く み な ぎ る お も い み

ら い こ め そ う ぞ う は ぐ く み ゆ こ う

こ ろ ひ と つ な ぎ か が わ こ う せ ん

2．の び る わ か ば の と き し ろ い は な が さ く た
3．め ぐ み ゆ た か な と き か た く み を む す ぶ な

か く は る か な そ ら の ぞ む た い よ う お
が め る せ と の う み あ お い さ ざ な み き

お き な あ す そ の て に ひ め て う

た い も ゆ じ ゆ う な ひ と み い

け つ が ん で ん と う む す び て ゆ こ う こ
ざ つ ど い こ う が く ひ ら い て ゆ こ う

１ 木の芽ほころぶ時 大地の息づかい 讃岐のみどりには 風澄み渡る
逞しく みなぎる想い 未来こめ 創造 育みゆこう
心ひとつなぎ 香川高専

２ 伸びる若葉の時 白い花が咲く 高く遙かな空 臨む太陽
大きな明日 その手に秘めて 受け継がん 伝統 結びてゆこう
心ひとつなぎ 香川高専

３ 恵み豊かな時 固く実を結ぶ 眺める瀬戸の海 青いさざ波
期待萌ゆ 自由な瞳 いざ集い 工学 拓いてゆこう
心ひとつなぎ 香川高専
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                 沿 革 の 概 要 

  

平成２１年１０月 １日 高松工業高等専門学校及と詫間電波工業高等専門学校を高度化・再編し， 

独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校を設置 

            創造基礎工学系（機械工学科，電気情報工学科，機械電子工学科，建設 

環境工学科），電子情報通信工学系（通信ネットワーク工学科，電子シ 

ステム工学科，情報工学科）を設置 

 専攻科（創造工学専攻，電子情報通信工学専攻）を設置 

初代校長に嘉門雅史（高松工業高等専門学校長）就任 

平成２１年１０月１４日 開校記念式典 挙行 

平成２２年 ３月１８日 第１回卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行（高松キャンパス） 

 平成２２年 ３月１９日 第１回卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行（詫間キャンパス） 

 平成２２年 ４月 ６日 第１回入学式挙行（香川高専第１期生入学式） 

 平成２５年 １月２６日 香川高等専門学校創基７０周年・高専創立５０周年記念式典挙行 

平成２６年 ３月１８日 第５回卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行（高松キャンパス） 

平成２６年 ３月１９日 第５回卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行（詫間キャンパス） 

平成２６年 ４月 1 日 第２代校長に八尾健（京都大学大学院エネルギー科学研究科教授・工学

部教授・工学博士）就任 

平成２７年 ３月１９日 第６回卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行（香川高専第１期

生卒業式） 

平成３０年 ４月 １日 第３代校長に安蘇芳雄（大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテク

ノロジーセンター教授・理学博士）就任 

令和 元年 ９月１９日 香川高等専門学校開校１０周年記念式典挙行 

令和 ３年 ４月 １日 第４代校長に田中正夫（大阪大学大学院基礎工学研究科教授・学術博士）

就任 

令和 ３年 ４月 ５日 令和３年度入学式挙行 

令和 ４年 ３月１８日 令和３年度卒業証書授与式及び専攻科修了証書授与式挙行 
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              旧高松工業高等専門学校沿革 

 

昭和３６年５月高松工業高等専門学校設置期成同盟会が結成され，次いで昭和３７年１月高松工 

業高等専門学校設置準備会及び同校設置準備委員会が構成され，昭和３７年３月２９日国立学校設 

置法の一部を改正する法律（昭和３７年法律第３６号）が公布されるにおよび本校の設置が正式に 

決定した。 

 

昭和３７年 ４月 １日  初代校長に増山義雄（大阪府立大学教授）が就任 香川県立高松工芸 

高等学校並びに高松市立二番丁小学校の一部を仮校舎として発足し 

た。 

       ４月２０日  開校式並びに第１回入学式挙行（機械・電気） 

この日を開校記念日とする。 

 昭和３８年 ３月３０日  校舎，寄宿舎の第１期工事完工 

       ４月 １日  仮校舎から新校舎に移転 

 昭和３９年 ３月１０日  校舎，寄宿舎の第２期工事完工 

 昭和４０年 ３月３０日  校舎，寄宿舎の第３期工事完工 

       ４月 １日  事務部制施行（会計・庶務の２課） 

 昭和４１年 ３月３０日  寄宿舎の第４期工事完工 

              水泳プール工事完工 

       ４月 １日  土木工学科設置 

       ４月１１日  第５回入学式挙行（機械・電気・土木) 

 昭和４２年 ３月２１日  第１回卒業証書授与式挙行（機械・電気) 

       ３月２５日  校舎の第５期工事完工 

 昭和４５年 ４月 １日  事務部に学生課設置 

      １２月１８日  サーキットトレーニングセンター工事完工 

 昭和４６年 ３月１８日  第５回卒業証書授与式挙行（機械・電気・土木) 

       ３月２０日  図書館工事完工 

 昭和４８年 ３月１６日  機械工学棟，同実習工場増築工事完工 

      １１月１０日  創立１０周年記念碑除幕式挙行 

 昭和４９年 ３月２２日  電子計算センター工事完工 

       ４月 １日  校長 増山義雄が退官 

       ４月 １日  校長に立松秋雄（文部省大学学術局科学官）が就任 

 昭和５２年 ４月 １日  編入生受入れ開始 

 昭和５３年 ２月２８日  第二運動場テニスコート工事完工 

      １１月３０日  第二運動場野球場工事完工 

 昭和５５年 ３月１４日  第二体育館工事完工 

 昭和５６年 ３月３０日  普通教室増築工事完工 

 昭和５７年 ３月 ８日  風洞実験室工事完工 

       ４月 １日  校長 立松秋雄が退官 

       ４月 １日  校長に國松治男（文部省初等中等教育局審議官）が就任 

       ４月 １日  公開講座，聴講生・研究生受入れ開始 

       ４月３０日  福利施設（自彊会館）工事完工 

      １０月 ８日  創立２０周年記念式典挙行 

 昭和５８年 ３月２８日  合宿研修施設（和敬館）工事完工 

 昭和５９年 ３月 ７日  職員集会所工事完工 

       ３月２６日  レンガの広場工事完工 

 昭和６１年 ６月１６日  校長 國松治男が退官 

       ６月１６日  校長に河西三省（京都大学名誉教授）が就任 

 昭和６２年 ３月３１日  高機能化技術教育研究センター工事完工 
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       ４月１１日  第５回入学式挙行（機械・電気・土木) 

 昭和４２年 ３月２１日  第１回卒業証書授与式挙行（機械・電気) 

       ３月２５日  校舎の第５期工事完工 

 昭和４５年 ４月 １日  事務部に学生課設置 

      １２月１８日  サーキットトレーニングセンター工事完工 

 昭和４６年 ３月１８日  第５回卒業証書授与式挙行（機械・電気・土木) 

       ３月２０日  図書館工事完工 

 昭和４８年 ３月１６日  機械工学棟，同実習工場増築工事完工 

      １１月１０日  創立１０周年記念碑除幕式挙行 

 昭和４９年 ３月２２日  電子計算センター工事完工 

       ４月 １日  校長 増山義雄が退官 

       ４月 １日  校長に立松秋雄（文部省大学学術局科学官）が就任 

 昭和５２年 ４月 １日  編入生受入れ開始 

 昭和５３年 ２月２８日  第二運動場テニスコート工事完工 

      １１月３０日  第二運動場野球場工事完工 

 昭和５５年 ３月１４日  第二体育館工事完工 

 昭和５６年 ３月３０日  普通教室増築工事完工 

 昭和５７年 ３月 ８日  風洞実験室工事完工 

       ４月 １日  校長 立松秋雄が退官 

       ４月 １日  校長に國松治男（文部省初等中等教育局審議官）が就任 

       ４月 １日  公開講座，聴講生・研究生受入れ開始 

       ４月３０日  福利施設（自彊会館）工事完工 

      １０月 ８日  創立２０周年記念式典挙行 

 昭和５８年 ３月２８日  合宿研修施設（和敬館）工事完工 

 昭和５９年 ３月 ７日  職員集会所工事完工 

       ３月２６日  レンガの広場工事完工 

 昭和６１年 ６月１６日  校長 國松治男が退官 

       ６月１６日  校長に河西三省（京都大学名誉教授）が就任 

 昭和６２年 ３月３１日  高機能化技術教育研究センター工事完工 

       ８月３１日  高機能化技術教育研究センター竣工記念式典挙行 

 昭和６３年 ４月 １日  外国人留学生受入れ開始 

 平成 ２年 ４月 １日  制御情報工学科設置 

       ４月 ９日  第２９回入学式挙行（機械・電気・制御情報・土木） 

 平成 ３年 ３月３１日  校長 河西三省が退官 

       ４月 １日  校長に山本 清（日本国際教育協会専務理事）が就任 

 平成 ４年１０月 ７日  創立３０周年記念式典挙行 

 平成 ５年 ３月１９日  制御情報工学科棟工事完工 

 平成 ６年 ４月 １日  土木工学科を建設環境工学科に改組 

       ４月 ８日  第３３回入学式挙行（機械・電気・制御情報・建設環境） 

       ５月１８日  制御情報工学科棟竣工式及び創立３０周年記念植樹 

       ９月３０日  高機能化技術教育研究センター増築工事完工 

 平成 ７年 ３月１４日  第２９回卒業証書授与式挙行（機械・電気・制御情報・土木） 

 平成 ８年 ６月３０日  校長 山本 清が退官 

       ７月 １日  校長に平川忠男（大学入試センター副所長）が就任 

 平成１１年 ３月１２日  第３３回卒業証書授与式挙行（機械・電気・制御情報・建築環境） 

       ４月 １日  専攻科（機械電気システム工学専攻・建設工学専攻）設置 

       ４月 ８日  第３８回入学式及び第１回専攻科入学式挙行 

       ８月３１日  太陽光発電設備工事完工 

       ９月 ３日  太陽光発電設備竣工式挙行 

 平成１３年 １月３１日  専攻科棟工事完工 

       ３月 ８日  第３５回卒業証書授与式及び第１回専攻科修了式挙行 

       ３月１６日  専攻科設置及び専攻科棟竣工記念式典挙行 

       ３月３１日  校長 平川忠男が退官 

       ４月 １日  校長に早野 浩（文部科学省大臣官房文教施設部長）が就任 

       ４月 １日  電気工学科を電気情報工学科に名称変更 

       ４月 ９日  第４０回入学式（機械・電気情報・制御情報・建設環境）及び第３回 

専攻科入学式挙行 

 平成１４年１１月１５日  創立４０周年記念祝賀会挙行 

      １２月２５日  女子学生寄宿舎工事完工 

 平成１５年 ４月 ８日  女子寮竣工式挙行 

 平成１６年 ４月 １日  独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成１５年法律第１１３号） 

に基づく高松工業高等専門学校に移行した。 

事務部に施設課を設置 

 平成１７年 ３月３１日  校長 早野 浩が退任 

       ４月 １日  校長に塩谷幾雄（広島大学理事・副学長）が就任 

 平成１８年 ３月１８日  第４０回卒業証書授与式（機械・電気情報・制御情報・建設環境）及 

び第６回専攻科修了式挙行 

       ４月 １日  事務部を３課（総務課・学生課・施設課）に再編 

 平成２０年 ４月 １日  本校事務部と詫間電波高専事務部を再編して，香川地区事務部を設置 

       ８月３１日  校長 塩谷幾雄が退任 

       ９月 １日  校長事務取扱に河野伊一郎（独立行政法人国立高等専門学校機構理事 

長）が併任 

      １０月 １日  校長に嘉門雅史（京都大学大学院地球環境学堂長）が就任 

 平成２１年 ３月１８日  第４３回卒業証書授与式及び第９回専攻科修了式挙行 

       ４月 ６日  第４８回入学式及び第１１回専攻科入学式挙行 

平成２１年１０月 １日  独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部が改正され，詫間電波工

業高等専門学校と高度化再編し，香川高等専門学校として発足 
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             旧詫間電波工業高等専門学校沿革 

 

 昭和１８年１０月   官立無線電信講習所（東京都目黒区所在）の大阪支所として，逓信省所管 

            の下に大阪府中河内郡矢田村に設立 

 昭和２０年 ４月   官制改正により独立し，官立大阪無線電信講習所と改称 

 昭和２３年 ８月   文部省に移管 

 昭和２４年 ４月   香川県三豊郡詫間町に移転し，本科・第一別科及び第二別科の３科を設置 

       ５月   国立学校設置法（昭和２４年法律第１５０号）の施行により詫間電波高等 

            学校と改称 

 昭和２６年 ４月   専攻科設置 

 昭和２８年 ３月   詫間電波高等学校第二別科廃止 

 昭和４１年 ３月   学生寄宿舎新営工事が完成し，七宝寮と命名 

 昭和４２年 １月   体育館新営工事完成 

       ８月   水泳プール新営工事完成 

 昭和４５年 ３月   校舎，本館新営工事完成 

 昭和４６年 ４月   国立学校設置法の一部を改正する法律（昭和４６年法律第２３号）の施行 

により，詫間電波工業高等専門学校設置 

初代校長に石黒美種（徳島大学工学部教授工学博士）就任 

第1回入学式挙行 

      １０月   詫間電波工業高等専門学校開校記念式典挙行 

 昭和４７年 ３月   詫間電波高等学校第一別科廃止 

            運動場整備工事完成 

 昭和４８年 ３月   詫間電波高等学校本科廃止 

 昭和４９年 ２月   第二校舎，高学年用寄宿舎，寄宿舎浴室，寄宿舎食堂増築，図書館等の新 

            営工事完成 

       ３月   詫間電波高等学校専攻科廃止 

            武道館新営工事完成 

       ４月   校舎等落成記念式典挙行 

       ６月   国立学校設置法の一部を改正する法律（昭和４９年法律第８１号）の施行 

により詫間電波高等学校廃止 

昭和５０年 ３月   校舎用地として隣接地買収 

      ４月   第５回入学式挙行 

昭和５１年 ３月   第１回卒業式挙行 

      ４月   国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令（昭和５１年文部省令第１ 

２号）の施行により電波通信学科２学級・電子工学科１学級に改組 

 昭和５２年 ３月   第二校舎増築 

 昭和５４年 ４月   第二代校長に田中哲郎（京都大学工学部教授工学博士）就任 

 昭和５５年 ３月   第５回卒業式挙行 

            合宿研修所新営工事完成 

       ４月   国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令（昭和５５年文部省令第５ 

            号）の施行により電波通信学科２学級を電波通信学科１学級・情報工学科 

            １学級に改組 

            第１０回入学式挙行 

 昭和５６年 ６月   情報工学科棟新営工事完成 

 昭和５７年 ４月   福利施設新営工事完成 

 昭和５９年 ２月   第二体育館，第二体育館付属倉庫新営工事完成 

       ３月   屋外便所新営工事完成 

 昭和６０年 ３月   第１０回卒業式挙行 
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       ４月   国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令（昭和５５年文部省令第５ 
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 昭和６０年 ３月   第１０回卒業式挙行 

 

       ４月   国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令（昭和６０年文部省令第 

            ９号）の施行により電子制御工学科１学級を増設 

            第１５回入学式を挙行 

 昭和６１年 ８月   記念館新営工事完成 

      １１月   創立４０周年記念式典挙行 

 昭和６２年 ３月   電子制御工学科棟・講義棟・学生寄宿舎棟新営工事完成 

       ４月   第３代校長に浅井健次郎（京都大学理学部教授理学博士）就任 

 昭和６３年 ３月   学生寄宿舎棟新営工事完成 

 平成 元年 ４月   国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令(平成元年文部省令第１２ 

号）の施行により電波通信学科が情報通信工学科に名称変更 

 平成 ２年 ３月   第１５回卒業式挙行 

       ４月   第２０回入学式挙行 

 平成 ３年 ４月   第４代校長に片山健一（京都大学化学研究所教授理学博士）就任 

 平成 ５年 ９月   学生寄宿舎を一部女子寮に転用し,紫雲寮と命名 

      １１月   創立５０周年記念式典挙行 

 平成 ７年 ３月   第２０回卒業式挙行 

       ４月   第２５回入学式挙行 

 平成 ８年 ４月   第５代校長に布川昊（京都大学工学部教授工学博士）就任 

 平成１２年 ３月   第２５回卒業式挙行 

       ４月   第３０回入学式挙行 

 平成１３年 ４月   第６代校長に竹内賢一（京都大学大学院工学研究科教授Ｐｈ．Ｄ）就任 

 平成１４年 ３月   共用棟新営工事完成 

 平成１６年 ４月   独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成１５年法律第１１３号）の施 

行により,独立行政法人国立高等専門学校機構詫間電波工業高等専門学校 

設置 

            専攻科（電子通信システム工学専攻，情報制御システム工学専攻）設置 

 平成１７年 ３月   第３０回卒業式挙行 

       ４月   第３５回入学式挙行 

 平成１８年 ３月   第１回専攻科修了式挙行 

            専攻科棟新営工事完成 

       ４月   第７代校長に高畑秀行（高松工業高等専門学校機械工学科教授）就任 

       ７月   専攻科棟竣工記念式典挙行 

 平成２０年 ４月   第５回専攻科入学式挙行 

平成２１年１０月   独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部が改正され，高松工業高等専

門学校と高度化再編し，香川高等専門学校として発足 
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香川高等専門学校学則 

                    平成 21年 10月１日制定 

 

第１章 本校の目的 

（目的） 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのつとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸

を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

２ 本校は，前項の目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供する

ことにより，社会の発展に寄与するものとする。 

３ 本校は，その教育研究水準の向上に資するため，定期的に，教育研究等の状況について，

自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するとともに，文部科学大臣の認証を受けた者

による評価を受けるものとする。 
 

第２章 修業年限，学年，学期，休業日及び授業終始の時刻 

（修業年限） 

第２条 修業年限は，５年とする。 

（学年） 

第３条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 31日に終わる。 

（学期） 

第４条 学年を分けて，次の２学期とする。 

 前期 ４月１日から９月 30日まで 

 後期 10月１日から翌年３月 31日まで 

２ 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

３ 前期の前半を第１学期，後半を第２学期，後期の前半を第３学期，後半を第４学期と

し，各学期の始期及び終期については別に定める。 

（休業日） 

第５条 休業日は，次のとおりとする。ただし，特別の必要があるときは，校長は，これら

の休業日を授業日に振り替えることがある。 

 一 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

 二 日曜日及び土曜日 

三 春季休業 

  四 夏季休業 

  五 冬季休業 

  六 学年末休業 

２ 前項第三号から第六号の休業日は，校長が年度毎に定める。 

３ 第１項に規定する休業日のほか，臨時の休業日は，校長がその都度定める。 

（授業終始の時刻） 

第６条 授業終始の時刻は，校長が別に定める。 

 

第３章 系，学科，学級数，入学定員，教育の目的及び教職員組織 

（系，学科，学級数，入学定員及び教育の目的） 

第７条 本校に学科を大括りする系として，創造基礎工学系及び電子情報通信工学系を置く。 

２ 各系を構成する学科，学級数，入学定員及び教育の目的は，次のとおりとする。 
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系 学    科 学級数 入学定員 教育の目的 

創

造

基

礎

工

学

系 

機械工学科 

 

 

 

１ 

 

 

40人 

 

 

力学を中心とした機械工学の知識とそ

れを応用した設計力を柱として，コンピュ

ータ支援工学や電気工学などの周辺技術

を身につけた，幅広い産業分野において創

造力を発揮できる機械技術者を育成する。 

電気情報工学科 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

電気電子・情報通信工学の基礎を学習さ

せ，各種応用分野に進むために必要な知識

と技術を涵養し，組込み技術等に携わる電

気電子技術者，情報通信技術者を育成す

る。 

機械電子工学科 

 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

機械技術，電子技術を組合せコンピュー

タ制御技術により付加価値を高めた機械

電子複合システムの設計･開発，生産･製

造，運用･保守，検査･修理等に携わる技術

者を育成する。 

建設環境工学科 

 

 

１ 40人 土木工学を中心に，公共の建設構造物の

設計・施工・計画の基礎技術を身につけた

建設技術者を育成する。 
環境保全や防災・減災などの知識を応用

して，市民の安全・安心・快適な生活を支

える豊かな創造性と実行力を有する建設

技術者を育成する。 

電

子

情

報

通

信

工

学

系 

通信ﾈｯﾄﾜｰｸ工学科 

 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

通信工学，情報工学の基礎から，情報通

信分野やコンピュータネットワーク分野

の幅広い知識と技術並びに実践的応用力

を身につけたコミュニケーションシステ

ム技術者，コンピュータネットワーク技術

者を育成する。 

電子ｼｽﾃﾑ工学科 

 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

電子回路や半導体工学など電子工学の

基礎から電子材料や集積回路技術などの

応用までの知識と技術を身につけたデバ

イスエンジニアを育成する。 

制御工学，ロボット工学に代表されるシ

ステム工学の基礎から応用までの知識と

技術を身につけたロボットエンジニアを

育成する。 
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系 学    科 学級数 入学定員 教育の目的 

創

造

基

礎

工

学

系 

機械工学科 

 

 

 

１ 

 

 

40人 

 

 

力学を中心とした機械工学の知識とそ

れを応用した設計力を柱として，コンピュ

ータ支援工学や電気工学などの周辺技術

を身につけた，幅広い産業分野において創

造力を発揮できる機械技術者を育成する。 

電気情報工学科 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

電気電子・情報通信工学の基礎を学習さ

せ，各種応用分野に進むために必要な知識
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タ制御技術により付加価値を高めた機械

電子複合システムの設計･開発，生産･製

造，運用･保守，検査･修理等に携わる技術

者を育成する。 

建設環境工学科 

 

 

１ 40人 土木工学を中心に，公共の建設構造物の

設計・施工・計画の基礎技術を身につけた

建設技術者を育成する。 
環境保全や防災・減災などの知識を応用

して，市民の安全・安心・快適な生活を支

える豊かな創造性と実行力を有する建設

技術者を育成する。 

電

子

情

報

通

信

工

学

系 

通信ﾈｯﾄﾜｰｸ工学科 

 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

通信工学，情報工学の基礎から，情報通

信分野やコンピュータネットワーク分野

の幅広い知識と技術並びに実践的応用力

を身につけたコミュニケーションシステ

ム技術者，コンピュータネットワーク技術

者を育成する。 

電子ｼｽﾃﾑ工学科 

 

 

 

１ 

 

 

 

40人 

 

 

 

電子回路や半導体工学など電子工学の

基礎から電子材料や集積回路技術などの

応用までの知識と技術を身につけたデバ

イスエンジニアを育成する。 

制御工学，ロボット工学に代表されるシ

ステム工学の基礎から応用までの知識と

技術を身につけたロボットエンジニアを

育成する。 

情報工学科 

 

 

１ 40人 画像処理や人工知能などコンピュータ

に関する幅広い知識とコンピュータのさ

まざまな技術を身につけたソフトウェア

エンジニアを育成する。 

ネットワークを利用したソフトウェア

開発の基礎から応用までの技術を身につ

けたソフトウェアエンジニアを育成する。 

３ 前項の規定にかかわらず，教育上有益と認めるときには，各系において異なる学科の学

生をもつて学級を編成することができる。 

（職員） 

第８条 本校に，校長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。 

２ 前項に規定するもののほか，本校に副校長を置く。 

３ 第１項の職員の職務は，学校教育法その他法令の定めるところによる。 

４ 副校長は，校長の命を受け，校長を補佐し，校長が不在のときは，その職務を代行する。 

（主事） 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属する

ものを除く。）を掌理する。 

４ 寮務主事は，校長の命を受け，学生寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

（事務部） 

第 10条  本校に，その事務を処理するため事務部を置く。 

（内部組織） 

第 11条 前３条に規定するもののほか，本校の内部組織は，別に定めるところによる。 

 

第４章 教育課程等 

（授業を行う期間） 

第 12 条 １年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，35 週にわたることを原則

とする。 

（教育課程の編成） 

第 13条  教育課程は授業科目及び特別活動により編成するものとする。 

２  授業科目及びその履修単位数は，創造基礎工学系の一般科目は別表１，専門科目は別表

２，電子情報通信工学系の一般科目は別表３，専門科目は別表４のとおりとする。 

３ 各授業科目の単位数は，30 単位時間（１単位時間は標準 50 分とする。）の履修を１単

位として計算するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず，別に定める授業科目については，１単位の授業科目を 45時間

の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業

による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算す

ることができる。 

 一  講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で別に定める時間の授業を

もつて１単位とする。 

 二 実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲で別に定める時間の

授業をもつて１単位とする。 

 三 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用
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により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して

別に定める時間の授業をもつて１単位とする。 

５ 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は，60単位を超えな

いものとする。 

６  前３項の規定にかかわらず，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には，これらに必

要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

７ 特別活動は，第１学年から第３学年までの各学年 30単位時間，計 90単位時間実施する。 

 （授業の方法） 

第 13 条の２ 校長は，文部科学大臣が別に定めるところにより，授業を，多様なメディア

を高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

２ 校長は，授業を，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメ

ディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合について

も，同様とする。 

３ 校長は，文部科学大臣が別に定めるところにより，授業の一部を，校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

（他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第 14条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が他の高等専門学校において履修した授

業科目について修得した単位を，60単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

（高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第 15条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科学

大臣が別に定める学修を，本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定するこ

とができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみ

なす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定は，学生が，第 28条の規定により留学する場合及び外国の大学が行う通信

教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合におい

て認定することができる単位数は，前条及び第１項により本校において修得したものとみ

なし，又は認定する単位数を合わせて 60単位を超えないものとする。 

４ 第１項について，必要な事項は，別に定める。 

（成績） 

第 16条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は，各履修科目の成績及び特別活動の履修状況

等を総合して行うものとする。 

２ 第１項について，必要な事項は，別に定める。 

（再履修） 

第 17条 前条の認定の結果，原学年にとどめられた者の再履修については，別に定めるとこ

ろによる。 

 

第５章 入学，転科，休学，退学，転学，留学及び卒業 

（入学資格） 

第 18条 入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 一 中学校若しくは義務教育学校を卒業した者 

 二 中等教育学校の前期課程を修了した者 
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業科目について修得した単位を，60単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

（高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第 15条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科学

大臣が別に定める学修を，本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定するこ

とができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみ

なす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定は，学生が，第 28条の規定により留学する場合及び外国の大学が行う通信

教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合におい

て認定することができる単位数は，前条及び第１項により本校において修得したものとみ

なし，又は認定する単位数を合わせて 60単位を超えないものとする。 

４ 第１項について，必要な事項は，別に定める。 

（成績） 

第 16条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は，各履修科目の成績及び特別活動の履修状況

等を総合して行うものとする。 

２ 第１項について，必要な事項は，別に定める。 

（再履修） 

第 17条 前条の認定の結果，原学年にとどめられた者の再履修については，別に定めるとこ

ろによる。 

 

第５章 入学，転科，休学，退学，転学，留学及び卒業 

（入学資格） 

第 18条 入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 一 中学校若しくは義務教育学校を卒業した者 

 二 中等教育学校の前期課程を修了した者 

 三 外国において，学校教育における９年の課程を修了した者 

四 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者 

 五 文部科学大臣の指定した者 

六 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和 41年文部省令第 36号）に 

より，中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者  

 七 その他相当年令に達し，本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者 

（入学者の選抜及び入学許可） 

第 19条 校長は，入学志望者について，学力検査の成績，出身学校の長から送付された調査

書その他必要な書類等を資料として入学者の選抜を行う。 

２  校長は，前項に定めるもののほか，入学定員の一部について，出身学校の長の推薦に基

づき，学力検査を免除し，出身学校の長から送付された調査書を主な資料として，総合的

に判定する方法により入学者の選抜を行うことができる。 

３ 校長は，前２項の選抜の結果に基づき，第 32条に規定する入学料を納付した者，又は入

学料の免除若しくは徴収猶予の申請書を受理された者に対して入学を許可する。 

（学年の途中の入学及び編入学） 

第 20条 第１学年の途中又は第２学年以上に入学を希望する者があるときは，校長は，その

者が相当年令に達し，当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた場合に限り，

前条の規定に準じて，相当学年に入学を許可することがある。 

（入学手続） 

第 21条 入学を許可された者は，所定の期日までに保護者等と連署した誓約書及び校長が定

めた書類を提出しなければならない。 

２ 前項の手続きを終了しない者があるときは，校長は，その入学の許可を取り消すことが

ある。 

（転科） 

第 22条 転科を希望する者があるときは，校長は，学年の始めにおいて選考の上，相当学年

に転科を許可することがある。 

（休学） 

第 23条 学生は，疾病その他やむを得ない事由により，３か月以上継続して修学することが

できないときは，校長の許可を受けて休学することができる。 

２ 前項の休学の期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，１年を限度

として休学期間の延長を認めることができる。 

３ 休学期間は，通算して２年を超えることができない。 

（復学） 

第 24条 休学した者は，休学の事由がなくなったときには，校長の許可を受けて復学するこ

とができる。 

（出席停止） 

第 25条 学生に感染症その他疾病があるときは，校長は，出席停止を命ずることがある。 

（退学及び再入学） 

第 26条 学生は，疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは，校長の許可

を受けて，退学することができる。 

２ 前項の規定により退学した者で，再入学を希望する者があるときは，校長は，選考のう

え相当学年に入学を許可することがある。 
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（転学） 

第 27条 他の学校に入学，転学又は編入学を志望しようとする者は，校長の許可を受けなけ

ればならない。 

（留学） 

第 28条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が外国の大学又は高等学校に留学するこ

とを許可することができる。 

２  校長は，第 15条第 3項の規定により単位の修得を認定された学生については，学年の途

中においても，各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

３ 前２項について，必要な事項は別に定める。 

 

（卒業及び称号） 

第 29条 全学年の課程を修了し，167単位以上修得した者には，校長は，所定の卒業証書を

授与する。 

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 13条の２の授業の方法

により修得する単位数は 60単位を超えないものとする。 

３ 本校を卒業した者は，準学士と称することができる。 

 

第６章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料等の額及び納付方法等） 

第 30条  検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構に

おける授業料その他の費用に関する規則（平成 16 年４月１日独立行政法人国立高等専門

学校機構規則第 35号）に定めるところによる。 

（検定料の納付） 

第 31条 検定料は，入学，転学，編入学又は再入学の願書を提出するときに納付しなければ

ならない。 

（入学料の納付） 

第 32条  入学料は，入学を許可されるときに納付するものとする。 

（授業料の納付） 

第 33条 授業料は，前期及び後期の２期に区分して納付するものとし，それぞれの期におい

て納付する額は，年額の２分の１に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月に，後期にあっては 10月に納付するものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係

る授業料を併せて納付することができる。 

（学年の中途で復学等する場合の授業料） 

第 34条 学年の中途において入学，復学，転学，編入学又は再入学（以下「復学等」という｡）

をした者が前期又は後期において納付する授業料の額は，授業料の年額の 12 分の１に相

当する額（その額に 10円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする｡）に復

学等の属する月から次の納付の時期前までの月数を乗じて得た額とし，復学等の日の属す

る月に納付するものとする。 

（学年の中途で卒業又は課程を修了する場合の授業料） 

第 35条  学年の中途で卒業又は課程を修了する者が納付する授業料の額は，授業料の年額の

12分の１に相当する額に在学する月数を乗じた額とし，当該学年の始めの月に納付するも

のとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の納付の時期後であるときは，後期

の納付の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の納付の時期に納付するものとする。 
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（転学） 

第 27条 他の学校に入学，転学又は編入学を志望しようとする者は，校長の許可を受けなけ

ればならない。 

（留学） 

第 28条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が外国の大学又は高等学校に留学するこ

とを許可することができる。 

２  校長は，第 15条第 3項の規定により単位の修得を認定された学生については，学年の途

中においても，各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

３ 前２項について，必要な事項は別に定める。 

 

（卒業及び称号） 

第 29条 全学年の課程を修了し，167単位以上修得した者には，校長は，所定の卒業証書を

授与する。 

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 13条の２の授業の方法

により修得する単位数は 60単位を超えないものとする。 

３ 本校を卒業した者は，準学士と称することができる。 

 

第６章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料等の額及び納付方法等） 

第 30条  検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構に

おける授業料その他の費用に関する規則（平成 16 年４月１日独立行政法人国立高等専門

学校機構規則第 35号）に定めるところによる。 

（検定料の納付） 

第 31条 検定料は，入学，転学，編入学又は再入学の願書を提出するときに納付しなければ

ならない。 

（入学料の納付） 

第 32条  入学料は，入学を許可されるときに納付するものとする。 

（授業料の納付） 

第 33条 授業料は，前期及び後期の２期に区分して納付するものとし，それぞれの期におい

て納付する額は，年額の２分の１に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月に，後期にあっては 10月に納付するものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係

る授業料を併せて納付することができる。 

（学年の中途で復学等する場合の授業料） 

第 34条 学年の中途において入学，復学，転学，編入学又は再入学（以下「復学等」という｡）

をした者が前期又は後期において納付する授業料の額は，授業料の年額の 12 分の１に相

当する額（その額に 10円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする｡）に復

学等の属する月から次の納付の時期前までの月数を乗じて得た額とし，復学等の日の属す

る月に納付するものとする。 

（学年の中途で卒業又は課程を修了する場合の授業料） 

第 35条  学年の中途で卒業又は課程を修了する者が納付する授業料の額は，授業料の年額の

12分の１に相当する額に在学する月数を乗じた額とし，当該学年の始めの月に納付するも

のとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の納付の時期後であるときは，後期

の納付の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の納付の時期に納付するものとする。 

（学年の中途で退学する場合の授業料） 

第 36条 学年の中途で退学する者は，退学する日の属する時期が前期であるときは，授業料

の年額の２分の１に相当する額の授業料を，退学する日の属する時期が後期であるとき

は，授業料の年額に相当する額の授業料をそれぞれ納付するものとする。 

（寄宿料の納付） 

第 37条 学生寮に入寮している学生は，入寮した日の属する月から退舎する日の属する月ま

での間，寄宿料を納付するものとする。 
（入学料，授業料及び寄宿料の免除等） 

第 38条 入学前１年以内において，入学する者の学資を主として負担している者（以下この

項において「学資負担者」という｡）が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者が風

水害等の災害を受けた場合，入学料の全額若しくは半額を免除することがある。又，これ

に準じて学校長が相当と認める事由がある場合，上記免除をおこなうことがある。  

  経済的理由により納付期限までに納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合，

入学前１年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者が風

水害等の災害を受け，納付期限までに納付が困難であると認められる場合，入学料の徴収

を猶予することがある。又，その他やむを得ない事由があると認められる場合にも，猶予

することがある。  

２  経済的理由により，授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合又は

休学，死亡その他やむを得ない事情があると認められる場合には，授業料の全部若しくは

一部を免除し，又はその徴収を猶予することがある。 

３  死亡又は行方不明及び授業料未納により除籍された場合並びに風水害等の災害を受けた

ことにより，寄宿料の納付が困難であると認められる場合には，寄宿料の全部を免除する

ことがある。 

４  前３項に関し，必要な事項は別に定める。 

（既納の検定料等） 

第 39条 既納の検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず第 33条第３項の規定により前期分授業料納付の際，後期分授業

料を併せて納付した者が，当該年度の後期分授業料納付時期前に休学又は退学した場合に

は，後期分の授業料に相当する額を，及び入学を許可されたときに授業料を納付した者が，

３月３１日までに入学を辞退した場合には，既納の授業料相当額を，その者の申出により

返還する。 

 

第７章 学生準則，賞罰及び除籍 

（学生準則） 

第 40条 学生は，この学則に定めるもののほか，別に定める学生準則を遵守しなければなら

ない。 

（表彰） 

第 41条 学生として表彰に値する行為があるときには，表彰することがある。 

（懲戒） 

第 42条 教育上必要があるときは，学生に退学，停学，訓告その他の懲戒を加えることがあ

る。ただし，退学は，次の各号の一に該当する者について行うものとする。 

 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 三 正当の理由がなくて出席常でない者 
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 四 学校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

（除籍） 

第 43条 次の各号の一に該当する者は，校長がこれを除籍することがある。 

 一 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

 二 第 17条により同一学年に係る授業科目を再履修しても，なお学業成績が不良のため進

級できなかつた者 

 三 第 23条に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 

 四 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 

 五 第 19条第３項に規定する入学料免除の申請書を受理され，免除を不許可とされた者及

び半額免除の許可をされた者，並びに入学料徴収猶予の申請書を受理された者で，所定

の期日までに入学料を納付しない者 

 

第８章 専攻科 

（設置） 

第 44条 本校に，専攻科を置く。 

（目的） 

第 45条 専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工学に関

する高度な専門知識と技術を教授し，その研究を指導することを目的とする。 

（専攻，入学定員及び教育の目的） 

第 46条 専攻科の専攻，入学定員及び教育の目的は，次のとおりとする。 

専    攻 入学定員 教育の目的 

創造工学専攻 

 機械工学コース 

 電気情報工学コース 

 機械電子工学コース 

 建設環境工学コース 

 

 

電子情報通信工学専攻 

 

24人 

 

 

 

 

 

 

18人 

機械工学，電気・電子工学，情

報工学及びその融合分野を基礎

としたものづくり，並びに建設・

環境工学を基礎とした都市づく

り分野における創造性豊かな実

践的高度開発型技術者の育成を

目指す。 

自律できる能力，実践的で独創

的な開発能力及びコミュニケー

ション能力を身につけ，複合領域

にも対応できる幅広い視野を持

つ，通信工学，電子工学，情報工

学及びその関連分野における創

造性豊かな実践的高度開発型技

術者の育成を目指す。 

（連携教育プログラム） 

第 46条の２ 各専攻において，香川大学と実施するイノベーション創造型連携教育プログラ

ム（以下「連携教育プログラム」という。）を置く。 

２ 前項に規定する連携教育プログラムの実施に関し必要な事項は別に定める。 
（入学資格） 

第 47条 専攻科に入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 一 高等専門学校を卒業した者 
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 四 学校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

（除籍） 

第 43条 次の各号の一に該当する者は，校長がこれを除籍することがある。 

 一 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

 二 第 17条により同一学年に係る授業科目を再履修しても，なお学業成績が不良のため進

級できなかつた者 

 三 第 23条に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 

 四 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 

 五 第 19条第３項に規定する入学料免除の申請書を受理され，免除を不許可とされた者及

び半額免除の許可をされた者，並びに入学料徴収猶予の申請書を受理された者で，所定

の期日までに入学料を納付しない者 

 

第８章 専攻科 

（設置） 

第 44条 本校に，専攻科を置く。 

（目的） 

第 45条 専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工学に関

する高度な専門知識と技術を教授し，その研究を指導することを目的とする。 

（専攻，入学定員及び教育の目的） 

第 46条 専攻科の専攻，入学定員及び教育の目的は，次のとおりとする。 

専    攻 入学定員 教育の目的 

創造工学専攻 

 機械工学コース 

 電気情報工学コース 

 機械電子工学コース 

 建設環境工学コース 

 

 

電子情報通信工学専攻 

 

24人 

 

 

 

 

 

 

18人 

機械工学，電気・電子工学，情

報工学及びその融合分野を基礎

としたものづくり，並びに建設・

環境工学を基礎とした都市づく

り分野における創造性豊かな実

践的高度開発型技術者の育成を

目指す。 

自律できる能力，実践的で独創

的な開発能力及びコミュニケー

ション能力を身につけ，複合領域

にも対応できる幅広い視野を持

つ，通信工学，電子工学，情報工

学及びその関連分野における創

造性豊かな実践的高度開発型技

術者の育成を目指す。 

（連携教育プログラム） 

第 46条の２ 各専攻において，香川大学と実施するイノベーション創造型連携教育プログラ

ム（以下「連携教育プログラム」という。）を置く。 

２ 前項に規定する連携教育プログラムの実施に関し必要な事項は別に定める。 
（入学資格） 

第 47条 専攻科に入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

 一 高等専門学校を卒業した者 

 二 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の

課程を修了した者のうち学校教育法第 58条の 2（同法第 70条第１項及び第 82条におい

て準用する場合を含む。）の規定により大学に編入学することができるもの 

 三 短期大学を卒業した者 

 四 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第 132条の規定により大学に編入

学することができる者            

 五 外国において，学校教育における 14年の課程を修了した者 

 六 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 14年の課程を修了した者 
七 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

14 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

 八 その他高等専門学校の専攻科において，高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者 
（入学者の選抜及び入学許可） 

第 48条 校長は，専攻科の入学志願者に対しては，別に定めるところにより選抜を行う。 

２ 校長は，前項の選抜の結果に基づき，第 32条に規定する入学料を納付した者に対して入

学を許可する。ただし，入学料免除又は入学料徴収猶予の申請書を受理された者にあって

は，入学を許可する。 
（修業年限及び在学期間） 

第 49条 専攻科の修業年限は，２年とする。 

２ 在学期間は，４年を超えることはできない。 
（休学） 

第 50条 専攻科学生の休学の期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，

１年を限度として休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は，通算して２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は，前条第２項に定める修業年限及び在学期間に算入しない。 
（教育課程） 

第 51条 専攻科の授業科目及びその単位数は，創造工学専攻については別表５，電子情報通

信工学専攻については別表６のとおりとする。 
２ 履修方法については，別に定める。 
（長期にわたる教育課程の履修） 

第 52条 社会人特別選抜を経て入学した専攻科学生が，修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的な教育課程の履修により修了することを申し出た時は，４年の範囲内で修業年限

を超えて履修することを認めることができる。ただし，６年を超えて在学することはでき

ない。 

２ 前項により計画的な履修を認められた学生が特別の理由により履修期間の変更を希望す

る場合は，年度を単位とし，校長の承認を得なければならない。 
（長期にわたる教育課程の履修を認められた者に係る授業料及び納入方法の特例） 

第 53条 前条第１項により，専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的な教育課

程の履修することを認められた者が納入する授業料の年額は，当該在学を認められた期間

（以下「長期在学期間」という。）に限り，第 30条に規定する授業料の年額に第 49条第

１項に規定する修業年限を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額（その額に 10
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円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

２ 前項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認めら

れた場合は，当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者

が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の

総額を控除した額を，長期在学期間の短縮が認められたときに納付するものとする。 
（修了） 

第 54 条 校長は，専攻科に２年以上在学し，所定の授業科目を履修し，62 単位以上を修得

した者について，修了を認定する。 

２ 修了を認定した者には，所定の修了証書を授与する。 
３ 第１項に規定する単位の修得については，別に定める。 
（技術者教育プログラム） 

第 55条 削除 
（準用規定） 

第 56条 専攻科学生については，第３条から第６条，第 12条，第 13条の 2第 1項及び同条

2項，第 15条第１項及び同条第４項，第 21条，第 23条第１項，第 24条から第 27条，第

28 条第１項，第 30 条から第 42 条，第 43 条第１号及び同条第３号から第５号の規定を準

用する。この場合において，第 28条第１項中「外国の大学又は高等学校」とあるのは「外

国の大学」と，第 43条第３号中「第 23条」とあるのは「第 50条」と，第 43条第５号中

「第 19条第３項」とあるのは，「第 48条第２項」とそれぞれ読み替えるものとする。 
（その他） 

第 57条 本章に定めるもののほか，専攻科について必要な事項は，別に定める。 
 

第９章 学生寮 

（学生寮） 

第 58条  本校に学生寮を設ける。 

２ 学生寮の運営その他必要な事項は，別に定める。 

 

第 10章 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生 

（研究生） 

第 59条 本校の専門分野における特定の事項について研究を志願する者があるときは，教育

研究に支障がないと認められる場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可すること

がある。 

２ 研究生について必要な事項は，別に定める。 
（聴講生） 

第 60条 本校が開設する授業科目の聴講を志願する者があるときは，教育研究に支障がない

と認められる場合に限り，選考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生について必要な事項は，別に定める。 
（特別聴講学生） 

第 61条 大学（短期大学及び高等専門学校を含む。）間相互単位互換協定に基づき，本校の

特定の授業科目について履修を志願する者があるときは，教育研究に支障がないと認めら

れる場合に限り，選考の上，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は，別に定める。 
（科目等履修生） 

第 62条 本校が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは，教育研究に支障がない
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円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

２ 前項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認めら

れた場合は，当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者

が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の

総額を控除した額を，長期在学期間の短縮が認められたときに納付するものとする。 
（修了） 

第 54 条 校長は，専攻科に２年以上在学し，所定の授業科目を履修し，62 単位以上を修得

した者について，修了を認定する。 

２ 修了を認定した者には，所定の修了証書を授与する。 
３ 第１項に規定する単位の修得については，別に定める。 
（技術者教育プログラム） 

第 55条 削除 
（準用規定） 

第 56条 専攻科学生については，第３条から第６条，第 12条，第 13条の 2第 1項及び同条

2項，第 15条第１項及び同条第４項，第 21条，第 23条第１項，第 24条から第 27条，第

28 条第１項，第 30 条から第 42 条，第 43 条第１号及び同条第３号から第５号の規定を準

用する。この場合において，第 28条第１項中「外国の大学又は高等学校」とあるのは「外

国の大学」と，第 43条第３号中「第 23条」とあるのは「第 50条」と，第 43条第５号中

「第 19条第３項」とあるのは，「第 48条第２項」とそれぞれ読み替えるものとする。 
（その他） 

第 57条 本章に定めるもののほか，専攻科について必要な事項は，別に定める。 
 

第９章 学生寮 

（学生寮） 

第 58条  本校に学生寮を設ける。 

２ 学生寮の運営その他必要な事項は，別に定める。 

 

第 10章 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生 

（研究生） 

第 59条 本校の専門分野における特定の事項について研究を志願する者があるときは，教育

研究に支障がないと認められる場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可すること

がある。 

２ 研究生について必要な事項は，別に定める。 
（聴講生） 

第 60条 本校が開設する授業科目の聴講を志願する者があるときは，教育研究に支障がない

と認められる場合に限り，選考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生について必要な事項は，別に定める。 
（特別聴講学生） 

第 61条 大学（短期大学及び高等専門学校を含む。）間相互単位互換協定に基づき，本校の

特定の授業科目について履修を志願する者があるときは，教育研究に支障がないと認めら

れる場合に限り，選考の上，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は，別に定める。 
（科目等履修生） 

第 62条 本校が開設する授業科目の履修を志願する者があるときは，教育研究に支障がない

と認められる場合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可することがある。 
２ 科目等履修生について必要な事項は，別に定める。 
 

第 11章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第 63条 外国人で本校に入学を志願する者があるときは，選考の上，外国人留学生として入

学を許可することがある。 
２ 外国人留学生は，入学定員外とすることができる。 
３ 外国人留学生について必要な事項は，別に定める。 

 

第 12章 公開講座 

 （公開講座） 

第 64条  本校に，公開講座を開設することがある。 

２  公開講座について必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 
第１条 この学則は，平成 21年 10月１日から施行する。 

（教育課程の履修に関する経過措置） 

第２条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法

律（平成 21年法律第 18号）附則第 10条の規定に基づき，平成 21年９月 30日に同法によ

る改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成 15年法律第 113号）別表に規定す

る高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校に在学する者は，当該高等専門学

校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であつた教育

課程の履修を，本校において行うものとし，本校は，そのために必要な教育を行うものと

する。 

２ 前項の場合において，特に定める場合を除き，それぞれ高松工業高等専門学校又は詫間

電波工業高等専門学校の学則その他の規則等を適用する。 

３ 第７条第２項及び第 46条の規定にかかわらず，第１項に規定する教育を行うため，本校

に次の学科及び専攻科の専攻を置く。 
 一 機械工学科 
 二 電気情報工学科 
 三 制御情報工学科 
 四 建設環境工学科 
 五 情報通信工学科 
 六 電子工学科 
 七 電子制御工学科 
 八 情報工学科 
 九 専攻科機械電気システム工学専攻 
 十 専攻科建設工学専攻 
十一 専攻科電子通信システム工学専攻 
十二 専攻科情報制御システム工学専攻 

４ 前項各号に規定する学科又は専攻は，当該学科又は専攻に在学する者が当該学科又は専

攻に在学しなくなる日において廃止するものとする。 
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附 則 

この学則は，平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成 25年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は，平成 26年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成 26年５月８日から施行し，平成 26年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は，平成 28年４月１日から施行し，平成 28年度の専攻科入学生から適用する。 

附 則 

この学則は，平成 28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この学則は，平成 28年４月 28日から施行し，平成 28年４月１日から適用する。 

  附 則 

１ この学則は，平成29年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の一般科目の教育課

程は，学則別表３の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表３－１ 

３ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の通信ネットワーク

工学科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－１ 

４ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の電子システム工学

科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－２ 

５ この学則施行の際，第４学年以上に在学している者に係る平成29年度以降の情報工学

科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－３ 

平成26年度入学者 附則別表４－４ 

附 則 

この学則は，平成 29年４月 1日から施行する。 

附 則 

１ この学則は，平成 30年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行日前に専攻科に在学している者に係る教育課程については，なお従前 

の例による。 

  附 則 

１ この学則は，平成 30年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際，第２学年以上に在学している者に係る平成30年度以降の電子シス

テム工学科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(省略) 
(省略) 

(省略) 

(省略) 

(省略) 
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附 則 

この学則は，平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成 25年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は，平成 26年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成 26年５月８日から施行し，平成 26年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は，平成 28年４月１日から施行し，平成 28年度の専攻科入学生から適用する。 

附 則 

この学則は，平成 28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この学則は，平成 28年４月 28日から施行し，平成 28年４月１日から適用する。 

  附 則 

１ この学則は，平成29年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の一般科目の教育課

程は，学則別表３の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表３－１ 

３ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の通信ネットワーク

工学科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－１ 

４ この学則施行の際，第５学年に在学している者に係る平成29年度の電子システム工学

科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－２ 

５ この学則施行の際，第４学年以上に在学している者に係る平成29年度以降の情報工学

科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成25年度入学者 附則別表４－３ 

平成26年度入学者 附則別表４－４ 

附 則 

この学則は，平成 29年４月 1日から施行する。 

附 則 

１ この学則は，平成 30年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行日前に専攻科に在学している者に係る教育課程については，なお従前 

の例による。 

  附 則 

１ この学則は，平成 30年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際，第２学年以上に在学している者に係る平成30年度以降の電子シス

テム工学科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(省略) 
(省略) 

(省略) 

(省略) 

(省略) 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成26～29年度入学者 附則別表４－５ 

３ この学則施行の際，第２学年以上に在学している者に係る平成30年度以降の情報工学

科の教育課程は，学則別表４の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

入 学 年 度 教 育 課 程 

平成27～29年度入学者 附則別表４－６ 

附 則 

この学則は，平成 30年５月 24日から施行し，平成 30年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は，平成 30年 11月 29日から施行し，平成 30年４月１日から適用する。 

  附 則 

１ この学則は，平成 31年４月１日から施行する。 

２ 平成 30年度以前の入学者にかかる教育課程については，第 13条第２項の規定にかか 

わらず，次のとおりとする。 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 則 

この学則は，令和元年 10月 17日から施行する。 

附 則 

この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は，令和３年１月 21日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は，令和３年４月１日から施行する。 
２ この学則の施行日前に専攻科に在学している者に係る教育課程については，なお従前

の例による。 
附 則 

１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 
２ この学則の施行日前に専攻科に在学している者に係る教育課程については，なお従前

の例による。 
 
 

 

創
造
基
礎
工
学
系 

一般科目 附則別表１－１ 

専門科目 

機械工学科 附則別表２－１ 

電気情報工学科 附則別表２－２ 

機械電子工学科 附則別表２－３ 

建設環境工学科 附則別表２－４ 

電
子
情
報
通
信
工
学
系 

一般科目 附則別表３－２ 

専門科目 

通信ネットワーク工学科 附則別表４－７ 

電子システム工学科 
附則別表４－５ 

附則別表４－８ 

情報工学科 
附則別表４－６ 

附則別表４－９ 
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（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 Ⅰ 2 2
国 語 Ⅱ 2 2
国 語 Ⅲ 留学生対象外

留学生対象
社 会 Ⅰ 2 2
社 会 Ⅱ 2 2
数 学 Ⅰ Ａ 2 2
数 学 Ⅰ Ｂ 2 2
数 学 Ⅰ Ｃ 2 2
数 学 Ⅰ Ｄ 2 2
数 学 Ⅱ Ａ 2 2
数 学 Ⅱ Ｂ 2 2
数 学 Ⅱ Ｃ 2 2
数 学 Ⅱ Ｄ 2 2
数 学 Ⅲ Ａ 2 2
数 学 Ⅲ Ｂ 2 2
物 理 学 Ⅰ 2 2
物 理 学 Ⅱ 2 2
化 学 Ⅰ 2 2
化 学 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅰ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅲ 2 2
英 語 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 Ⅲ Ａ 2 2
英 語 Ⅲ Ｂ 2 2

2 2
2 2
2 2
62 24 24 14 0 0
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
1 1
1 1
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
2 ※
1
37 0 0 (1) 5(27) 5(27)
99 24 24 14(1) 5(27) 5(27)

2 2

2

2

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

2
2
2
2

1

開 設 単 位 合 計

選
択
科
目

人 文 科 学 Ⅱ
2
2
2
2
2

語 学 特 講 Ⅰ
語 学 特 講 Ⅱ

2
2

必
修
科
目

国
語

社
会

数
学

保
健
・
体
育

外
国
語

化 学 概 論 Ⅰ
化 学 概 論 Ⅱ

表現コミュニケーションⅡ

語 学 特 講 Ⅲ
語 学 特 講 Ⅳ
海 外 英 語 演 習
小 計

英 語 Ⅳ Ａ
英 語 Ⅳ Ｂ
英 語 Ⅴ Ａ
英 語 Ⅴ Ｂ

体 育 Ⅰ
体 育 Ⅱ

芸 術
小 計
文 学 特 論 Ⅰ
人 文 科 学 Ⅰ

人 文 科 学 Ⅲ
社 会 科 学 Ⅰ
社 会 科 学 Ⅱ
社 会 科 学 Ⅲ

表現コミュニケーションⅠ

理
科

別表１　創造基礎工学系　一般科目

　　　各学科共通

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

日 本 語

− 20−



（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
機 械 工 学 演 習 Ⅰ 1 1
機 械 工 学 演 習 Ⅱ 1 1
工 業 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
熱 力 学 2 2
水 力 学 2 2
振 動 工 学 2 2
加 工 学 2 2
機 械 要 素 設 計 Ⅰ 1 1
機 械 要 素 設 計 Ⅱ 2 2
材 料 学 2 2
電 気 工 学 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
数 値 計 算 法 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 2 2 ◎
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 2 2 ◎
Ｃ Ａ Ｄ Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅰ 3 3 ◎
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅱ 3 3 ◎
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅲ 2 2 ◎
機 械 工 学 実 験 Ⅰ 3 3 ◎
機 械 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16

応 用 数 学 Ⅲ 2 ※
工 業 力 学 Ⅱ 2 ※
材 料 力 学 Ⅲ 2 2 ※
弾 性 力 学 2 2 ※
伝 熱 工 学 2 ※
流 体 力 学 Ⅰ 2 2 ※
電 子 工 学 2 ※
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 ※
機 構 学 2 ※
計 算 力 学 2 2 ※
Ｃ Ａ Ｄ Ⅱ 4
科 学 技 術 英 語 2 ※
熱 機 関 2 2 ※
制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
流 体 力 学 Ⅱ 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅲ 4 4
小 計 52 1 1 5 4(23) 18(23)

116 9 9 23 18(23) 34(23)開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

必
修
科
目

選
択
科
目

2
2

2

2
2
2

1

1

4
2

1

1
1

別表２　創造基礎工学系　専門科目

　　　機械工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

− 21−− 20−



（平成３１年度以降入学者）
　　電気情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
電 気 情 報 基 礎 Ⅰ 4 4
電 気 情 報 基 礎 Ⅱ 4 4
電 気 基 礎 4 4
電 子 工 学 基 礎 4 4
電 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
論 理 回 路 2 2
情 報 処 理 基 礎 4 4
電 子 回 路 Ⅰ 1 1
情 報 数 学 1 1
創 造 工 学 実 験 実 習 Ⅰ 2 2 ◎
創 造 工 学 実 験 実 習 Ⅱ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 実 験 Ⅱ 4 4 ◎
電 気 情 報 工 学 応 用 実 験 4 4
卒 業 研 究 8 8
回 路 設 計 2 2
小 計 64 8 8 18 14 16
半 導 体 物 理 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ 2 ※
電 気 回 路 Ⅱ 2 ※
計 測 工 学 2 ※
電 気 電 子 材 料 2 ※
電 子 回 路 Ⅱ 2 ※
電 子 回 路 Ⅲ 2 ※
エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 2 ※
制 御 工 学 2 ※
電 子 デ バ イ ス 2 ※
通 信 工 学 2 ※
情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 2 ※
ア ル ゴ リ ズ ム 2 ※
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 ※
オペレーティングシステム 2 ※
信 号 処 理 2 ※
情 報 ・ 符 号 理 論 2 ※
知 能 情 報 処 理 2 ※
数 値 解 析 2 ※
統 計 デ ー タ 処 理 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習Ⅲ 4 4
小 計 62 1 1 5 4(45) 6(45)

126 9 9 23 18(45) 22(45)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

1
1
1
1
1

開 設 単 位 合 計

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

必
修
科
目

選
択
科
目

2
2
2
2
2
2
2
2

別表２　創造基礎工学系　専門科目

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

− 22−



（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 2 2
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
電 磁 気 学 Ⅰ 2 2
加 工 学 基 礎 2 2
工 業 力 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 工 学 2 2
機 械 材 料 学 Ⅰ 2 2
熱 工 学 Ⅰ 1 1
流 体 工 学 Ⅰ 1 1
電 気 電 子 回 路 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 基 礎 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅰ 3 3 図学を含む

メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅱ 3 3
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅲ 3 3
ﾒ ｶ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 設 計 2 2
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅰ 2 2
技 術 科 学 表 現 演 習 1 1
創造機械電子基礎実験実習Ⅰ 3 3 ◎
創造機械電子基礎実験実習Ⅱ 3 3 ◎
創造機械電子基礎実験実習Ⅲ 2 2 ◎
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16
材 料 力 学 基 礎 Ⅱ 2 ※
機 械 材 料 学 Ⅱ 2 2 ※
熱 工 学 Ⅱ 2 2 ※
流 体 工 学 Ⅱ 2 2 ※
電 気 電 子 回 路 Ⅱ 2 ※
情 報 処 理 A 2 ※
情 報 処 理 B 2 ※
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
機 械 力 学 2 2 ※
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2 ※
機 械 計 測 2 ※
統 計 解 析 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ 2 ※
半 導 体 工 学 基 礎 2 ※
電 子 計 測 2 ※
セ ン サ 工 学 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
小 計 54 1 1 5 4(27) 16(27)

118 9 9 23 18(27) 32(27)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

2
2
2
1
1
1

選
択
科
目

2

別表２　創造基礎工学系　専門科目

　　機械電子工学科　

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

1

必
修
科
目

1

2
2
2

2

2
2
2

− 23−− 22−



（平成３１年度以降入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 学 リ テ ラ シ ー 2 2
応 用 数 学 Ⅰ 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 1 1
科 学 技 術 史 概 論 1 1
知 的 財 産 概 論 1 1
構 造 力 学 Ⅰ 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 2 2
構 造 力 学 Ⅲ 1 1
建 設 構 造 設 計 学 Ⅰ 2 2
建 設 材 料 学 2 2
土 質 力 学 Ⅰ 1 1
土 質 力 学 Ⅱ 1 1
建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
水 理 学 Ⅰ 1 1
水 理 学 Ⅱ 1 1
河 川 ・ 海 岸 工 学 Ⅰ 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 2 2
環 境 工 学 Ⅱ 1 1
建 設 情 報 処 理 Ⅰ 2 2
建 設 情 報 処 理 Ⅱ 2 2
測 量 学 Ⅰ 2 2
計 画 学 Ⅰ 1 1
計 画 学 Ⅱ 1 1
建 設 設 計 製 図 Ⅰ 1 1
建 設 設 計 製 図 Ⅱ 1 1
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅰ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅱ 2 2 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅲ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅳ 4 4 ◎
建 設 環 境 実 験 実 習 Ⅴ 3 3
土 木 工 学 基 礎 2 2
土 木 工 学 概 論 1 1 ◎
創 成 工 学 1 1 ◎
卒 業 研 究 8 8
小 計 64 8 8 18 14 16
建 設 構 造 設 計 学 Ⅱ 2 2 ※
土 質 力 学 Ⅲ 2 ※
河 川 ・ 海 岸 工 学 Ⅱ 2 ※
応 用 力 学 2 ※
環 境 工 学 Ⅲ 2 ※
環 境 ア セ ス メ ン ト 2 ※
建 設 情 報 処 理 Ⅲ 2 ※
測 量 学 Ⅱ 2 ※
防 災 工 学 2 ※
応 用 数 学 Ⅲ 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
特 別 講 義 Ⅳ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
小 計 42 1 1 5 4(25) 6(25)

106 9 9 23 18(25) 22(25)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

2

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に
関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。

1
1
1
1
1

開 設 単 位 合 計

選
択
科
目

備考

2
2
2
2
2

2

必
修
科
目

2
2
2

別表２　創造基礎工学系　専門科目

　　　建設環境工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

− 24−



別表３　電子情報通信工学系　一般科目
（平成３１年度以降入学者）

各学科共通

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 Ⅰ 2 2
国 語 Ⅱ 2 2
国 語 Ⅲ 2 2 留学生対象外

日 本 語 2 2 留学生対象

社 会 Ⅰ 2 2
社 会 Ⅱ 2 2
数 学 Ⅰ Ａ 2 2
数 学 Ⅰ Ｂ 2 2
数 学 Ⅰ Ｃ 2 2
数 学 Ⅰ Ｄ 2 2
数 学 Ⅱ Ａ 2 2
数 学 Ⅱ Ｂ 2 2
数 学 Ⅱ Ｃ 2 2
数 学 Ⅱ Ｄ 2 2
数 学 Ⅲ Ａ 2 2
数 学 Ⅲ Ｂ 2 2
物 理 学 Ⅰ 2 2
物 理 学 Ⅱ 2 2
化 学 Ⅰ 2 2
化 学 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅰ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅱ 2 2
保 健 ・ 体 育 Ⅲ 2 2
英 語 Ⅰ A 2 2
英 語 Ⅰ B 2 2
英 語 Ⅱ A 2 2
英 語 Ⅱ B 2 2
英 語 Ⅲ A 2 2
英 語 Ⅲ B 2 2

2 2
2 2

2 2
音楽・美術・書道か
ら選択

62 24 24 14 0 0
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2
2 2
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1
1
32 (1) (1) (2) 14(2) 16(2)
94 24(1) 24(1) 14(2) 14(2) 16(2)

備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

体 育 Ⅰ

教 育 支 援 活 動 1
小　計

開 設 単 位 合 計

英 語 特 論 Ⅰ
英 語 特 論 Ⅱ
中 国 語 Ⅰ
中 国 語 Ⅱ
海 外 英 語 演 習 1

選
　
択
　
科
　
目

体 育 Ⅱ

芸 術

小　計
人 文 科 学 Ⅰ
人 文 科 学 Ⅱ
人 文 科 学 Ⅲ
人 文 科 学 Ⅳ
社 会 科 学 Ⅰ
社 会 科 学 Ⅱ
社 会 科 学 Ⅲ
社 会 科 学 Ⅳ
自 然 特 論

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

国
語

社
会

数
学

理
科

保
健
・
体
育

外
国
語

表現コミュニケーションⅠ
表現コミュニケーションⅡ

− 25−− 24−



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

通信ネットワーク工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
電 気 回 路 Ａ 2 2 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅰ 2 2
電 子 工 学 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅰ 2 2
通 信 工 学 セ ミ ナ ー 4 4 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
工 学 演 習 2 2
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 2 2 ◎
通 信 工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
通 信 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 64 8 8 18 18 12
応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
情 報 処 理 Ⅲ 2 2 ※
電 気 電 子 計 測 Ⅱ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅱ 2 2 ※
電 波 伝 送 学 Ⅰ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅱ 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム B 2 2 ※
通 信 法 Ⅰ 2 2 ※
通 信 法 Ⅱ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅠ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅡ 2 2 ※
情 報 理 論 2 2 ※
無 線 工 学 演 習 2 2
デ ー タ 通 信 2 2 ※
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2 ※
情 報 数 学 2 2 ※
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2 ※
ネットワークプログラミング 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 51 2(4) 2(4) 2(4) 15(5)25(5)
115 10(4)10(4)20(4)33(5)37(5)

選
　
択
　
科
　
目 1

開 設 単 位 合 計
備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の
認定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

1
1
1
1

− 26−



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
電 子 計 測 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 70 8 8 18 20 16
　　　　  小　計(留学生) 72 8 8 20 20 16
応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
電 気 回 路 Ⅲ 2 2 ※
電 子 物 性 工 学 2 2 ※
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2 ※
電 子 材 料 工 学 2 2 ※
制 御 工 学 Ⅱ 2 2 ※
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2 ※
セ ン サ 工 学 2 2 ※
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2 ※
情 報 シ ス テ ム 2 2 ※
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2 ※
情 報 処 理 Ⅲ 2 2 ※
デ ー タ 通 信 2 2 ※
画 像 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム 工 学 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 43 2(4) 2(4) 2(4) 11(5)21(5)
113 10(4) 10(4) 20(4)31(5)37(5)
115 10(4) 10(4) 22(4)31(5)37(5)

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業
の認定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とす
る。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

開 設 単 位 合 計
開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1
1
1
1

− 27−− 26−



別表４　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３１年度以降入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
通 信 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6 ◎
基 礎 工 学 演 習 2 2
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4 ◎
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2 ◎
基 礎 工 学 実 験 2 2 ◎
工 学 実 験 Ⅰ 4 4 ◎
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 8 8

小　計 66 8 8 18 20 12
小　計(留学生) 68 8 8 20 20 12

応 用 物 理 Ⅱ 2 2 ※
情 報 数 学 2 2 ※
数 値 解 析 2 2 ※
電 気 磁 気 学 2 2 ※
半 導 体 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム 工 学 2 2 ※
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2 ※
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2 ※
情 報 シ ス テ ム 2 2 ※
人 工 知 能 Ⅰ 2 2 ※
人 工 知 能 Ⅱ 2 2 ※
画 像 工 学 2 2 ※
デ ー タ ベ ー ス 2 2 ※
コンピュータネットワークⅠ 2 2 ※
コンピュータネットワークⅡ 2 2 ※
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義

小　計 45 2(4) 2(4) 2(4) 13(5)21(5)
111 10(4)10(4)20(4)33(5)33(5)
113 10(4)10(4)22(4)33(5)33(5)

備考欄に◎印のある科目は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の
認定に関する規程第14条第1項第二号に定める各学科が指定する科目とする。
備考欄に※印のある科目は，学則第13条第4項により，45時間の学修をもって1単位とする。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

開 設 単 位 合 計
開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1
1
1
1

− 28−



前期 後期 前期 後期

経 営 論 講義 2 2
実 践 英 語 講義 2 2

選択 文 学 作 品 講 読 講義 2 2
技 術 者 倫 理 講義 2 2
数 学 特 論 Ⅰ 講義 2 2
現 代 物 理 学 講義 2 2
知 的 財 産 権 講義 2 2
工 業 英 語 講義 2 2
数 学 特 論 Ⅱ 講義 2 2
物 理 化 学 講義 2 2
分 析 化 学 講義 2 2
応 用 物 理 学 講義 2 2
海 外 語 学 研 修 実習 1

25 11 10 4 0

工 学 実 験 ・ 実 習 Ⅰ 実験 2 2
工 学 実 験 ・ 実 習 Ⅱ 実験 2 2
工 学 実 験 ・ 実 習 Ａ 実験 1 1 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

工 学 実 験 ・ 実 習 Ｂ 実験 1 1 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

特 別 研 究 Ⅰ 実験 6
特 別 研 究 Ⅱ 実験 10
特 別 研 究 Ａ 実験 8 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

特 別 研 究 Ｂ 実験 2 イノベーション創出型連携教育プログラム専用開講科目

輪 講 Ⅰ 演習 2
輪 講 Ⅱ 演習 2
特 別 講 義 講義 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 実習 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 実習 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅲ 実習 4
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅳ 実習 6
内 燃 機 関 工 学 講義 2 2 機械工学コース科目
計 算 力 学 特 論 講義 2 2 〃
弾 塑 性 力 学 講義 2 2 〃
材 料 強 度 学 特 論 講義 2 2 〃
振 動 工 学 特 論 講義 2 2 〃
信 頼 性 工 学 講義 2 2 〃
数 値 解 析 特 論 講義 2 2 〃
環 境 電 磁 工 学 講義 2 2 電気情報工学コース科目
現 代 制 御 理 論 講義 2 2 〃
エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 講義 2 2 〃
プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 論 講義 2 2 〃
電 子 物 性 講義 2 2 〃
集 積 回 路 講義 2 2 〃
半 導 体 工 学 講義 2 2 〃
パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 講義 2 2 〃
情 報 通 信 工 学 講義 2 2 〃
マ イ ク ロ 波 工 学 講義 2 2 〃
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 講義 2 2 〃
知 識 工 学 講義 2 2 〃
画 像 処 理 工 学 講義 2 2 〃
伝 熱 工 学 特 論 講義 2 2 機械電子工学コース科目
動 力 学 特 論 講義 2 2 〃
最 適 化 論 講義 2 2 〃
先 端 接 合 工 学 講義 2 2 〃
エ ネ ル ギ ー 工 学 特 論 講義 2 2 〃
制 御 工 学 特 論 Ⅰ 講義 2 2 〃
制 御 工 学 特 論 Ⅱ 講義 2 2 〃
生 体 工 学 講義 2 2 〃
光 工 学 講義 2 2 〃
耐 震 設 計 学 講義 2 2 建設環境工学コース科目
維 持 管 理 工 学 講義 2 2 〃
構 造 解 析 学 講義 2 2 〃
交 通 計 画 講義 2 2 〃
都 市 デ ザ イ ン 講義 2 2 〃
環 境 防 災 工 学 Ⅰ 講義 2 2 〃
環 境 防 災 工 学 Ⅱ 講義 2 2 〃
流 体 力 学 特 論 講義 2 2 〃
建 設 数 理 計 画 学 講義 2 2 〃
社 会 基 盤 計 画 学 講義 2 2 〃
情 報 シ ス テ ム 講義 2 2 〃
環 境 倫 理 ・ マ ネ ー ジ メ ン ト 講義 2 2 〃

133 57 32 44 0

158 68 42 48 0

別表５　創造工学専攻

区　分 授業科目 授業形態
単
位
数

学年別配当

備　　考１年 ２年

教科
養目

必
修

2

工
学
基
礎
科
目

必
修

選
　
　
択

1
教養・工学基礎科目開設単位数計

教養・工学基礎科目修得単位数計 １６単位以上

専門科目開設単位数計

専
門
科
目

必
修

6
10
8
2

2
2

選
　
　
　
択

専門科目修得単位数計 ４６単位以上
教養・工学基礎・専門科目開設単位数合計

修得単位合計 ６２単位以上

1
2
4
6

− 29−− 28−



別表６　電子情報通信工学専攻

前期 後期 前期 後期

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅰ 演習 2 1 1

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ⅱ 演習 2 1 1
選
択 文 学 特 論 講義 2 2
必
修 技 術 者 倫 理 講義 2 2

物 理 科 学 特 論 講義 2 2

応 用 数 学 特 論 講義 2 2

知 的 財 産 権 講義 2 2

工 業 英 語 講義 2 2

工 業 数 学 講義 2 2

18 7 7 3 1

特 別 研 究 Ⅰ 実験 6

特 別 研 究 Ⅱ 実験 4

特 別 実 験 ・ 演 習 Ⅰ 実験 4

特 別 実 験 ・ 演 習 Ⅱ 実験 6

量 子 力 学 講義 2 2

情 報 工 学 概 論 講義 2 2

デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 工 学 講義 2 2

応 用 電 磁 気 学 講義 2 2

グ ラ フ 理 論 講義 2 2

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 講義 2 2

電 子 回 路 特 論 講義 2 2

計 測 工 学 特 論 講義 2 2

シ ス テ ム 制 御 工 学 講義 2 2

ア ル ゴ リ ズ ム と デ ー タ 構 造 講義 2 2

マ ル チ メ デ ィ ア 工 学 講義 2 2

画 像 処 理 工 学 講義 2 2

通 信 工 学 講義 2 2

電 磁 波 ・ 光 波 工 学 講義 2 2

光 通 信 工 学 講義 2 2

無 線 工 学 特 論 講義 2 2

応 用 電 子 物 性 工 学 講義 2 2

集 積 回 路 工 学 講義 2 2

デ ィ ジ タ ル 制 御 工 学 講義 2 2

オブジェクト指向プログラミング 講義 2 2

応用ネットワークプログラミング 講義 2 2

デ ー タ ベ ー ス 設 計 講義 2 2

特 別 講 義 講義 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 実習 1

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 実習 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅲ 実習 4

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅳ 実習 6

79 28 15 17 19

97 35 22 20 20

選
　
　
　
　
　
択

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計

必修６単位を含む１４単位以上

6

教 養 ・ 工 学 基 礎 科 目 開 設 単 位 数 計

修 得 単 位 計

修 得 単 位 計

教養・工学基礎・専門科目開設単位数合計

4

6

必修２０単位を含む４８単位以上

4

2

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

必
修

6

学年別配当

工
学
基
礎
科
目

選
択

    授　業　科　目
単
位
数

 区 分 授業形態

修 得 単 位 数 合 計 必修２６単位を含む６２単位以上

4

1

2

備　　考

必
修

教
養
科
目

  １ 年   ２ 年

− 30−



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
3 3
2 2

留学生対象外
留学生対象

地 理 2 2
歴 史 Ⅰ 2 2
歴 史 Ⅱ 2 2
公 民 Ⅰ 2 2
公 民 Ⅱ 留学生対象外

留学生対象
基 礎 数 学 Ⅰ 3 3
基 礎 数 学 Ⅱ 3 3
微 分 積 分 Ⅰ 4 4
基 礎 数 学 Ⅲ 2 2
微 分 積 分 Ⅱ 3 3
数 学 解 析 3 3
数 理 演 習 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 3 3
化 学 Ⅰ 3 3
化 学 Ⅱ 2 2

3 3
2 2
2 2
2 2

英 語 Ⅰ Ａ 4 4
英 語 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 Ⅱ Ａ 3 3
英 語 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 Ⅲ Ａ 2 2
英 語 Ⅲ Ｂ 2 2
語 学 演 習 2 2

1 1
1 1
1 1 1～3年で履修

75 28 26 19 2 0
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
1 1
2 2 ※
2 2 ※　
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1
36 (1) 24(1) 11(1)
111 28 26 19(1) 26(1) 11(1)

社
会

理
科

文 学 特 論 Ⅰ
英 語 Ⅳ Ａ

1
英 語 Ⅴ Ｂ

数
学

保 健 ・ 体 育 Ⅱ
保 健 ・ 体 育 Ⅲ

物 理 化 学 基 礎

キ ャ リ ア 概 論

芸 術 Ⅰ

英 語 Ⅳ Ｂ

人 文 科 学 Ⅰ

海 外 英 語 演 習
小 計

社 会 科 学 Ⅰ

語 学 特 講 Ⅳ

社 会 科 学 Ⅱ

英 語 Ⅴ Ａ

人 文 科 学 Ⅱ

保 健 ・ 体 育 Ⅴ

環 境 化 学

社 会 科 学 Ⅲ

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

附則別表１－１　創造基礎工学系　一般科目

　　　各学科共通

区
分

授業科目 単位数

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

人 文 科 学 Ⅲ

選
択
科
目

開 設 単 位 合 計

学年別配当
備考

2 2

語 学 特 講 Ⅰ

語 学 特 講 Ⅲ
語 学 特 講 Ⅱ

2 2
日 本 事 情

必
修
科
目

国 語 Ⅰ

保 健 ・ 体 育 Ⅰ

外
国
語

保 健 ・ 体 育 Ⅳ

日 本 語

国 語 Ⅱ
国 語 Ⅲ

小 計

芸 術 Ⅱ

− 31−− 30−



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
工 業 物 理 Ⅰ 2 2
機 械 工 学 入 門 1 1
基 礎 機 械 力 学 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
加 工 学 2 2
機 械 要 素 設 計 Ⅰ 1 1
機 械 要 素 設 計 Ⅱ 2 2
材 料 工 学 Ⅰ 2 2
振 動 工 学 2 2
熱 力 学 2 2
水 力 学 2 2
電 気 工 学 2 2
制 御 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
数 値 計 算 法 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
Ｃ Ａ Ｄ Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅰ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅱ 3 3
創 造 基 礎 工 作 実 習 Ⅲ 2 2
機 械 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
機 械 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8
小 計 60 6 8 16 15 15
機 械 数 学 2 2
工 業 物 理 Ⅱ 2 2
材 料 力 学 Ⅲ 1 1
弾 性 力 学 1 1
材 料 工 学 Ⅱ 1 1
伝 熱 工 学 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 1 1
電 子 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 機 構 学 1 1
シ ス テ ム 工 学 Ⅰ 1 1
数 値 計 算 法 Ⅱ 2 2
計 算 力 学 2 2
Ｃ Ａ Ｄ Ⅱ 4 4
技 術 科 学 英 語 I 1 1
技 術 科 学 英 語 Ⅱ 1 1
材 料 強 度 学 1 1
熱 機 関 1 1
シ ス テ ム 工 学 Ⅱ 1 1
流 体 力 学 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 49 1 1 5 16(3) 23(3)

109 7 9 21 31(3) 38(3)

必
修
科
目

開 設 単 位 合 計

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

選
択
科
目

1

1

附則別表２－１　創造基礎工学系　専門科目

　　　機械工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

− 32−



（平成３０年度以前入学者）
　　電気情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 業 数 学 Ⅰ 2 2
工 業 数 学 Ⅱ 2 2 ※
物 理 学 基 礎 2 2
電 気 基 礎 数 学 2 2
電 気 基 礎 Ⅰ 2 2
電 気 基 礎 Ⅱ 2 2
電 磁 気 学 Ⅰ ･ 同 演 習 3 3 ※
電 気 回 路 Ⅰ ・ 同 演 習 3 3 ※
電 気 物 理 1 1
電 子 工 学 基 礎 2 2
計 測 工 学 基 礎 2 2
情 報 数 学 基 礎 1 1
論 理 回 路 1 1
情 報 処 理 基 礎 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 基 礎 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 基 礎 Ⅲ 2 2
オペレーティングシステム 2 2 ※
情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 2 2 ※
計 算 機 ハ ー ド ウ エ ア 2 2 ※
エ ネ ル ギ ー 環 境 工 学 2 2 ※
電子情報創造工学実験実習Ⅰ 2 2
電子情報創造工学実験実習Ⅱ 2 2
電 子 情 報 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
電 子 情 報 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
電 子 情 報 工 学 応 用 実 験 3 3
卒 業 研 究 6 6
特 別 実 習 1 1 ※４，５年通年科目

回 路 設 計 2 2 ※
小 計 61 6 8 16 17 14
工 業 数 学 Ⅲ 2 2 ※
物 理 学 2 2 ※
電 磁 気 学 Ⅱ ･ 同 演 習 3 3 ※
電 気 回 路 Ⅱ ・ 同 演 習 3 3 ※
電 子 回 路 Ⅰ ・ 同 演 習 4 4 ※
半 導 体 物 理 2 2 ※
ア ル ゴ リ ズ ム 2 2 ※
科 学 技 術 英 語 2 2 ※
通 信 工 学 2 2 ※
制 御 理 論 2 2 ※
デ ィ ジ タ ル 計 測 制 御 2 2 ※
情 報 ・ 符 号 理 論 2 2 ※
統 計 デ ー タ 処 理 2 2 ※
信 号 処 理 2 2 ※
電 気 電 子 材 料 2 2 ※
イ ン タ ー フ ェ ー ス 2 2 ※
電 子 回 路 Ⅱ ・ 同 演 習 2 2 ※
マ ル チ メ デ ィ ア 工 学 2 2 ※
電 子 デ バ イ ス 2 2 ※
コンピュータシミュレーション 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 ※
特 別 講 義 Ⅱ 1 ※
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 64 1 1 5 22(5) 30(5)

125 7 9 21 39(5) 44(5)

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

1

附則別表２－２　創造基礎工学系　専門科目

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

開 設 単 位 合 計

1
1
1

選
択
科
目

必
修
科
目

− 33−− 32−



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
機 械 電 子 数 学 2 2
基 礎 物 理 学 Ⅰ 2 2
基 礎 物 理 学 Ⅱ 2 2
加 工 学 基 礎 2 2
工 業 力 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅰ 2 2
機 械 材 料 学 Ⅰ 2 2
熱 工 学 Ⅰ 1 1
流 体 工 学 Ⅰ 1 1
電 気 回 路 2 2
電 子 回 路 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅰ 3 3 図学を含む

メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅱ 3 3
メ カ ト ロ ニ ク ス 基 礎 Ⅲ 3 3
ﾒ ｶ ﾄ ﾛ ﾆ ｸ ｽ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 設 計 1 1
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅰ 2 2
技 術 科 学 表 現 演 習 Ⅰ 1 1
技 術 科 学 表 現 演 習 Ⅱ 1 1
創造機械電子基礎実験実習Ⅰ 3 3
創造機械電子基礎実験実習Ⅱ 3 3
創造機械電子基礎実験実習Ⅲ 2 2
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅰ 5 5
機 械 電 子 工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 6 6
小 計 60 6 8 16 19 11
機 械 設 計 工 学 2 2
材 料 力 学 基 礎 Ⅱ 2 2
機 械 材 料 学 Ⅱ 1 1
熱 工 学 Ⅱ 1 1
流 体 工 学 Ⅱ 1 1
半 導 体 工 学 基 礎 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 2 2
シ ス テ ム 制 御 工 学 Ⅱ 2 2
機 械 力 学 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
機 械 計 測 1 1
統 計 解 析 2 2
工 業 技 術 英 語 2 2 ※
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 2 2 ※
接 合 工 学 2 2 ※
レ ー ザ 工 学 2 2 ※
電 磁 気 学 2 2 ※
電 子 計 測 2 2 ※
セ ン サ 工 学 2 2 ※
計 画 論 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1
特 別 講 義 Ⅱ 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 58 1 1 5 10(5) 36(5)

118 7 9 21 29(5) 47(5)

附則別表２－３　創造基礎工学系　専門科目　

　　機械電子工学科　

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

開 設 単 位 合 計

備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

選
択
科
目

1

必
修
科
目

1
1
1
1

− 34−



（平成３０年度以前入学者）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
物 理 学 基 礎 Ⅰ 2 2
建 設 応 用 数 学 Ⅰ 2 2
工 学 基 礎 2 2
図 学 基 礎 1 1
基 礎 力 学 Ⅰ 2 2
基 礎 力 学 Ⅱ 2 2
構 造 力 学 Ⅰ 3 3
建 設 材 料 学 2 2
建 設 構 造 設 計 学 3 3
防 災 工 学 基 礎 2 2
地 域 防 災 学 1 1
環 境 原 論 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 2 2
地 域 環 境 学 1 1
基 礎 情 報 処 理 2 2
応 用 情 報 処 理 2 2
測 量 学 Ⅰ 1 1
測 量 学 Ⅱ 1 1
計 画 学 基 礎 2 2
地 域 整 備 学 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅰ 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅱ 1 1
建 設 環 境 工 学 演 習 Ⅲ 1 1
創 成 工 学 2 2
建 設 創 造 基 礎 実 験 実 習 Ⅰ 2 2
建 設 創 造 基 礎 実 験 実 習 Ⅱ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅰ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅱ 2 2
建 設 環 境 工 学 実 験 実 習 Ⅲ 2 2
建 設 環 境 工 学 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
建 設 環 境 工 学 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
卒 業 研 究 6 6
小 計 60 6 8 16 16 14
物 理 学 基 礎 Ⅱ 1 1
建 設 応 用 数 学 Ⅱ 2 2
電 気 工 学 概 論 1 1
構 造 力 学 Ⅱ 2 2
土 の 力 学 2 2
水 理 学 2 2
建 設 工 法 学 2 2
河 川 水 文 学 1 1
海 岸 工 学 1 1
環 境 工 学 Ⅱ 2 2
環 境 ア セ ス メ ン ト 2 2
応 用 デ ー タ 処 理 学 2 2
測 量 学 Ⅲ 2 2
構 造 工 学 2 2 ※
地 盤 工 学 2 2 ※
情 報 処 理 工 学 2 2 ※
建 築 構 造 学 2 2 ※
環 境 工 学 特 論 2 2 ※
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 ※
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
特 別 講 義 Ⅲ 1
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅰ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅱ 4 4
ソ フ ト ウ ェ ア 特 別 実 習 Ⅲ 4 4
技術科学フロンティア概論 1 集中講義
小 計 52 1 1 5 16(3) 26(3)

112 7 9 21 32(3) 40(3)

必
修
科
目

附則別表２－４　創造基礎工学系　専門科目　

　　　建設環境工学科

区
分

授業科目 単位数
学年別配当

備考

計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）　

1

開 設 単 位 合 計
備考欄に※印のある科目の単位は，高等専門学校設置基準第17条第4項により認定される。1単位当
たり45時間の学修により単位認定を行う。

選
択
科
目

1

1

− 35−− 34−



附則別表３－２　電子情報通信工学系　一般科目
（平成２６～３０年度入学者）

各学科共通

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
3 3
2 2
2 2 留学生対象外

2 2 留学生対象

地 理 2 2
歴 史 Ⅰ 2 2
歴 史 Ⅱ 2 2
公 民 Ⅰ 2 2
公 民 Ⅱ 2 2 留学生対象外

基 礎 数 学 Ⅰ 3 3
基 礎 数 学 Ⅱ 3 3
基 礎 数 学 Ⅲ 2 2
微 分 積 分 学 Ⅰ 4 4
微 分 積 分 学 Ⅱ 3 3
数 学 解 析 3 3
数 理 演 習 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 3 3
化 学 Ⅰ 3 3
化 学 Ⅱ 2 2

3 3
2 2
2 2
2 2

英 語 Ⅰ A 4 4
英 語 Ⅰ B 2 2
英 語 Ⅱ A 3 3
英 語 Ⅱ B 2 2
英 語 Ⅲ A 2 2
英 語 Ⅲ B 2 2
語 学 演 習 2 2

1 1
音楽・美術・書道か
ら選択

1 1
音楽・美術・書道か
ら選択

1 1 1～3年で履修

75 28 26 19 2 0
73 28 26 17 2 0
2 2 ※
1 1 ※
1 1 ※
1 1 ※
1 1 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
2 2 ※
1 1
1
1
21 (1) (1) (2) 10(2) 9(2)
96 28(1) 26(1) 19(2) 12(2) 9(2)
94 28(1) 26(1) 17(2) 12(2) 9(2)

※印は，学則第１３条第４項により定める，４５時間の学修をもって１単位とする科目である。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

1
1教 育 支 援 活 動

国 語 Ⅲ

小　計

数 学 概 論 Ⅲ

自 然 特 論

芸 術 Ⅱ

         小　計(留学生)

保 健 ・ 体 育 Ⅲ

日 本 語

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

英 語 特 論 Ⅱ
中 国 語 Ⅰ

文 学 特 論 Ⅱ

社
会

保 健 ・ 体 育 Ⅳ

英 語 特 論 Ⅰ

理
科

保 健 ・ 体 育 Ⅰ

数
学

保 健 ・ 体 育 Ⅱ

芸 術 Ⅰ

保 健 ・ 体 育 Ⅴ

キ ャ リ ア 概 論
小　計

開 設 単 位 合 計

国 語 Ⅱ

選
　
択
　
科
　
目

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

学　年　別　配　当

海 外 英 語 演 習

グローバル・スタディーズ

数 学 概 論 Ⅱ

社 会 特 論
中 国 語 Ⅱ

数 学 概 論 Ⅰ

外
国
語

授業科目 単位数
区
分

国 語 Ⅰ

− 36−



附則別表４－５　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２６～２９年度入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 4 4
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 64 6 8 16 18 16
          小　計(留学生) 66 6 8 18 18 16
回 路 理 論 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
電 子 計 測 2 2
電 子 物 性 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
電 子 材 料 工 学 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
セ ン サ 工 学 2 2
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
画 像 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 50 2(4) 2(4) 2(4) 15(6) 23(6)
114 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 39(6)
116 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 39(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

1

開 設 単 位 合 計

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1

1
1
1
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附則別表４－６　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２７～２９年度入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 12 12

小　計 61 6 8 16 16 15
            小　計(留学生) 63 6 8 18 16 15
情 報 数 学 2 2
数 値 解 析 2 2
通 信 理 論 2 2
電 気 磁 気 学 2 2
半 導 体 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
オ ー ト マ ト ン 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 2 2
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅱ 2 2
人 工 知 能 基 礎 2 2
自 然 言 語 処 理 2 2
画 像 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
情 報 特 論 Ⅰ 1 1
情 報 特 論 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 58 2(4) 2(4) 2(4) 19(6) 27(6)
119 8(4) 10(4) 18(4) 35(6) 42(6)
121 8(4) 10(4) 18(4) 35(6) 42(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計

備考

選
　
択
　
科
　
目

1

1

開 設 単 位 合 計

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

1

1
1
1
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附則別表４－７　電子情報通信工学系　専門科目
（平成２６～３０年度入学者）

通信ネットワーク工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
電 気 回 路 Ａ 2 2 留学生対象
電 気 回 路 Ｂ 2 2 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅰ 2 2
電 子 工 学 2 2
通 信 工 学 セ ミ ナ ー 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
通 信 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
通 信 工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 63 6 8 16 17 16
　　　　小　計(留学生) 65 6 8 18 17 16

情 報 処 理 Ⅲ 2 2
電 気 電 子 計 測 Ⅱ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅰ 2 2
無 線 通 信 工 学 Ⅱ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅰ 2 2
電 波 伝 送 学 Ⅱ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム B 2 2
通 信 法 Ⅰ 1 1
通 信 法 Ⅱ 1 1
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 理 論 2 2
無 線 工 学 演 習 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
半 導 体 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
情 報 数 学 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
ネットワークプログラミング 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 52 2(4) 2(4) 2(4) 16(6) 24(6)
115 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 40(6)
117 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 40(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

選
　
択
　
科
　
目 1

1

1
1
1
1
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附則別表４－８　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３０年度入学者）

電子システム工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 2 2 留学生対象外
基 礎 電 気 回 路 4 4 留学生対象
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ 2 2
電 子 工 学 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 2 2
半 導 体 工 学 2 2
半 導 体 デ バ イ ス 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
電 子 計 測 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
電 子 シ ス テ ム セ ミ ナ － 4 4
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 4 4
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 4 4
卒 業 研 究 12 12

小　計 72 6 8 16 22 20
　　　　　小　計(留学生) 74 6 8 18 22 20
回 路 理 論 2 2
電 子 物 性 工 学 2 2
オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2
電 子 材 料 工 学 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 2 2
セ ン サ 工 学 2 2
電 子 シ ス テ ム 特 講 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
電 気 通 信 シ ス テ ム A 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
デ ー タ 通 信 2 2
画 像 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 42 2(4) 2(4) 2(4) 11(6) 19(6)
114 8(4) 10(4) 18(4) 33(6) 39(6)
116 8(4) 10(4) 20(4) 33(6) 39(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

1
1
1
1

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

選
　
択
　
科
　
目

1

1
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附則別表４－９　電子情報通信工学系　専門科目
（平成３０年度入学者）

情報工学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 2 2
確 率 統 計 2 2
応 用 物 理 Ⅰ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 2 2
基 礎 電 気 工 学 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅰ 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 Ⅱ 2 2
基 礎 情 報 工 学 2 2
計 算 機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 2
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 設 計 論 4 4
通 信 理 論 2 2
情 報 構 造 論 2 2
コ ン パ イ ラ 2 2
情 報 工 学 セ ミ ナ － 6 6
情 報 工 学 演 習 2 2 留学生対象
創 造 実 験 ・ 実 習 4 4
基 礎 工 学 実 験 ・ 実 習 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 4 4
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 12 12

小　計 67 6 8 16 20 17
　　　　　　小　計(留学生)　　　69 6 8 18 20 17
情 報 数 学 2 2
数 値 解 析 2 2
電 気 磁 気 学 2 2
半 導 体 工 学 2 2
シ ス テ ム 工 学 2 2
オ ー ト マ ト ン 理 論 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 2 2
シ ス テ ム プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅰ 2 2
情 報 シ ス テ ム Ⅱ 2 2
人 工 知 能 基 礎 2 2
自 然 言 語 処 理 2 2
画 像 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
コンピュータネットワークⅠ 2 2
コンピュータネットワークⅡ 2 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 2 2
情 報 特 論 Ⅰ 1 1
情 報 特 論 Ⅱ 1 1
校 外 実 習 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1 集中講義
特 別 講 義 Ⅱ 1 1 集中講義
プ レ 研 究 Ⅰ 1 1
プ レ 研 究 Ⅱ 1 1
プ レ 研 究 Ⅲ 1 1
研 究 基 礎 Ⅰ 1 1
研 究 基 礎 Ⅱ 1 1
研 究 基 礎 Ⅲ 1 1
Ａ Ｉ Ⅰ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅱ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅲ 1 集中講義
Ａ Ｉ Ⅳ 1 集中講義
技術科学フロンティア概論 1 集中講義

小　計 52 2(4) 2(4) 2(4) 15(6)25(6)
119 8(4) 10(4)18(4)35(6)42(6)
121 8(4) 10(4)20(4)35(6)42(6)

卒業時には，一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修するこ
と。
計欄の（　）数字は，いずれかの学年で修得できる単位（外数）

開 設 単 位 合 計 ( 留 学 生 )

区
分

授業科目 単位数
学　年　別　配　当

開 設 単 位 合 計

1
1
1
1

備考

必
　
　
　
修
　
　
　
科
　
　
　
目

選
　
択
　
科
　
目 1

1
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香川高等専門学校学生準則 
 

第１章 総 則 

 （目的） 

第１条 この準則は，学則第 40条の規定により，本校学生生活上遵守すべき事項について定める。 

第２条 学生は学則，学生準則，その他の規則を遵守し，本校学生としての本分を全うするよう常

に心がけなければならない。 

 

第２章 誓約書及び保護者等 

 （誓約書） 

第３条 入学を許可された者は，所定の期日までに，保護者等が連署した「誓約書｣(第１号様式）

を提出しなければならない。 

 （保護者等） 

第４条 保護者等とすることができる者は，学生が未成年の場合においてはその親権者又は児

童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条，第６条の４及び第７条で定める学生を監護する

者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の場合においては３親等以内の親

族とする。 

２ 前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は，独立の生計を営む成年者であり，学

生の指導・支援への意向のある者とする。 

第５条 保護者等が死亡し，又は資格を失った場合は，直ちに校長に対して，新たに保護者等

となる者を定め,｢保護者等変更届｣(第２号様式）を提出しなければならない。 

２ その他保護者等に関する必要な事項については，独立行政法人国立高等専門学校機構保護

者等に関する取扱要項（令和３年２月 18日理事長裁定）を適用する。 

 

第３章 学生証 

 （学生証） 

第６条 本校の学生は，第１学年及び第４学年の初めに，また，専攻科生は第１学年の初めに，本

校において交付する学生証を常時携帯し，本校教職員の請求があったときは，いつでもこれを

提示しなければならない。 

第７条 学生証は，その有効期間を終了したとき，又は退学するときには，校長に返納しなければ

ならない。 

第８条 学生証を紛失し，又は毀損したときは，直ちに校長に届け出て,｢学生証再交付願｣(第３号

様式）を提出して，再交付を受けなければならない。 

 

第４章 休学，退学，欠席等 

 （休学等） 

第９条 学生は，疾病その他の事由により，継続して３ケ月以上修学することのできない見込のと

きは，医師の診断書又は詳細な事由書を添え,｢休学願｣(第４号様式）を校長に提出して，その

許可を受けなければならない。 

２ 学生は，休学願を提出する場合は，年度を超えることはできない。年度を超えて休学期間を延

長する場合は，改めて休学願の提出が必要となる。 

３ 学生は，同一学年で，休学年度（休学により年度末の進級判定が，進級若しくは，原級となら

なかった年度）は，２年度を超えることはできない。 

４ 休学期間も含め在学することができる年数は，修業年限の２倍を超えることはできない。 
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香川高等専門学校学生準則 
 

第１章 総 則 

 （目的） 

第１条 この準則は，学則第 40条の規定により，本校学生生活上遵守すべき事項について定める。 

第２条 学生は学則，学生準則，その他の規則を遵守し，本校学生としての本分を全うするよう常

に心がけなければならない。 

 

第２章 誓約書及び保護者等 

 （誓約書） 

第３条 入学を許可された者は，所定の期日までに，保護者等が連署した「誓約書｣(第１号様式）

を提出しなければならない。 

 （保護者等） 

第４条 保護者等とすることができる者は，学生が未成年の場合においてはその親権者又は児

童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条，第６条の４及び第７条で定める学生を監護する

者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の場合においては３親等以内の親

族とする。 

２ 前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は，独立の生計を営む成年者であり，学

生の指導・支援への意向のある者とする。 

第５条 保護者等が死亡し，又は資格を失った場合は，直ちに校長に対して，新たに保護者等

となる者を定め,｢保護者等変更届｣(第２号様式）を提出しなければならない。 

２ その他保護者等に関する必要な事項については，独立行政法人国立高等専門学校機構保護

者等に関する取扱要項（令和３年２月 18日理事長裁定）を適用する。 

 

第３章 学生証 

 （学生証） 

第６条 本校の学生は，第１学年及び第４学年の初めに，また，専攻科生は第１学年の初めに，本

校において交付する学生証を常時携帯し，本校教職員の請求があったときは，いつでもこれを

提示しなければならない。 

第７条 学生証は，その有効期間を終了したとき，又は退学するときには，校長に返納しなければ

ならない。 

第８条 学生証を紛失し，又は毀損したときは，直ちに校長に届け出て,｢学生証再交付願｣(第３号

様式）を提出して，再交付を受けなければならない。 

 

第４章 休学，退学，欠席等 

 （休学等） 

第９条 学生は，疾病その他の事由により，継続して３ケ月以上修学することのできない見込のと

きは，医師の診断書又は詳細な事由書を添え,｢休学願｣(第４号様式）を校長に提出して，その

許可を受けなければならない。 

２ 学生は，休学願を提出する場合は，年度を超えることはできない。年度を超えて休学期間を延

長する場合は，改めて休学願の提出が必要となる。 

３ 学生は，同一学年で，休学年度（休学により年度末の進級判定が，進級若しくは，原級となら

なかった年度）は，２年度を超えることはできない。 

４ 休学期間も含め在学することができる年数は，修業年限の２倍を超えることはできない。 

 

 （復学） 

第 10条 休学した者が，休学の事由がなくなったことにより復学しようとするときは，「復学願｣

(第５号様式）を校長に提出して，その許可を受けなければならない。この場合，疾病により休

学した者は，医師の診断書を添えなければならない。 

 （退学） 

第 11 条 学生が退学しようとするときは,｢退学願｣(第６号様式）を校長に提出して，その許可を

受けなければならない。 

 （身上異動） 

第 12 条 学生は，改名その他一身上の異動があったときは，直ちに,｢身上異動届｣(第７号様式）

を校長に提出しなければならない。 

 （住所変更） 

第 13 条 学生，保護者等が住所を変更したときは，直ちに,｢住所変更届｣(第８号様式）を校長に

提出しなければならない。 

 （欠席等） 

第 14 条 学生が欠席，欠課，遅刻又は早退をしようとするときは，事前に理由を明記して，所定

の用紙を校長に提出して，その許可を受けなければならない。ただし，やむを得ない事由によ

り事前に提出できないときは，その理由を明記して，事後，直ちに提出しなければならない。 

２ 疾病のため引き続いて１週間以上欠席するときは，医師の診断書を添えなければならない。 

 （忌引） 

第 15 条 父母近親の喪に服するときは,｢忌引願｣(第９号様式）を校長に提出して，その許可を受

けなければならない。 

２ 忌引の期間は，父母７日，祖父母・兄弟姉妹３日，曽祖父母１日，伯叔父母１日とする。 

 

第５章 服 装 

 （服装） 

第 16条 １年生，２年生及び３年生は，登校時には，制服を着用するものとする。 

２ 制服については，別に定める。 

３ 学生が制服以外の服装を着用するときは，本校学生としてふさわしいものを着用し，体面を失

わないよう留意しなければならない。 

 

第６章 健康診断 

 （健康診断） 

第 17条 学生は，毎年の定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。 

第 18条 校長は，必要に応じて，学生に治療を命ずることがある。 

 

第７章 学生会等 

 （学生会） 

第 19条 本校に，本校学生全員をもって構成する学生会をおく。 

第 20条 学生会について必要な事項は，別に定める。 

 （団体）  

第 21条 学生が，学生会のほか，本校の学生をもって会員とする団体を結成しようとするときは，

指導教員を定め，団体の規約ならびに指導教員及び会員の名簿を添え，責任代表者２名以上の

署名の上，学生主事を経て「学生団体結成願｣(第 10号様式）を校長に提出して，その許可を受
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けなければならない。 

第 22 条 前条の団体の行為が，本校の目的に反すると認められるときは，校長がその解散を命ず

ることがある。 

 （校外団体参加） 

第 23 条 学生が，団体として校外団体に参加しようとするときは，当該校外団体の目的，規約及

び役員に関する事項ならびに参加の目的を記載した文書を添え，責任代表者の署名の上，学生

主事を経て「校外団体参加願｣(第 11号様式）を校長に提出して，その許可を受けなければなら

ない。 

第 24 条 前条の校外団体の行為が，本校の目的に反すると認められるときは，校長は，許可を取

り消すことがある。 

 

第８章 集 会 

 （集会） 

第 25 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，集会，催物その他の行事

を行おうとする場合には，目的，期日，施設・設備の名称，参加者数等を記載した「集会（催

物その他の行事）許可願｣(第 12号様式）を，１週間以前に，責任代表者から学生主事を経て，

校長に提出して，その許可を受けなければならない。この場合，その実施に関しては，学生主

事の指示に従うものとする。 

第 26 条 前条の場合，本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは，その中止を命ず

ることがある。 

 

第９章 印刷物の配布及び販売 

 （印刷物等） 

第 27 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，雑誌，新聞，パンフレッ

ト等の印刷物を配布し又は販売しようとするときは,｢印刷物発行（販売）許可願｣(第 13号様式）

に，当該印刷物２部を添えて，学生主事を経て，校長に提出して，その許可を受けなければな

らない。 

 

第 10章 掲 示 

 （掲示） 

第 28 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，ビラ・ポスター類を掲示

しようとするときは,｢掲示許可願｣(第 14号様式）に，当該掲示物の写を添えて当該掲示物を学

生主事を経て，校長に提出して，その許可を受けなければならない。 

２ 学内に掲示するときは，本校の定める掲示場に掲示しなければならない。 

 

第 11章 施設・設備の使用 

第 29条 学生及びその団体が，本校の施設・設備を使用しようとする場合には，その目的，期日，

施設・設備の名称等を記載した「施設・設備使用許可願｣(第 15号様式）を，学生主事を経て，

校長に提出して，その許可を受けなければならない。ただし，日常その使用を認められた施設

・設備についてはこの限りでない。 

第 12章 雑 則 

 （施行細則） 

第 30条 この準則施行に際して必要あるときは，さらに施行細則を定める。 
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けなければならない。 

第 22 条 前条の団体の行為が，本校の目的に反すると認められるときは，校長がその解散を命ず

ることがある。 

 （校外団体参加） 

第 23 条 学生が，団体として校外団体に参加しようとするときは，当該校外団体の目的，規約及

び役員に関する事項ならびに参加の目的を記載した文書を添え，責任代表者の署名の上，学生

主事を経て「校外団体参加願｣(第 11号様式）を校長に提出して，その許可を受けなければなら

ない。 

第 24 条 前条の校外団体の行為が，本校の目的に反すると認められるときは，校長は，許可を取

り消すことがある。 

 

第８章 集 会 

 （集会） 

第 25 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，集会，催物その他の行事

を行おうとする場合には，目的，期日，施設・設備の名称，参加者数等を記載した「集会（催

物その他の行事）許可願｣(第 12号様式）を，１週間以前に，責任代表者から学生主事を経て，

校長に提出して，その許可を受けなければならない。この場合，その実施に関しては，学生主

事の指示に従うものとする。 

第 26 条 前条の場合，本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは，その中止を命ず

ることがある。 

 

第９章 印刷物の配布及び販売 

 （印刷物等） 

第 27 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，雑誌，新聞，パンフレッ

ト等の印刷物を配布し又は販売しようとするときは,｢印刷物発行（販売）許可願｣(第 13号様式）

に，当該印刷物２部を添えて，学生主事を経て，校長に提出して，その許可を受けなければな

らない。 

 

第 10章 掲 示 

 （掲示） 

第 28 条 学生が，校内において，又は校外において本校名を使用して，ビラ・ポスター類を掲示

しようとするときは,｢掲示許可願｣(第 14号様式）に，当該掲示物の写を添えて当該掲示物を学

生主事を経て，校長に提出して，その許可を受けなければならない。 

２ 学内に掲示するときは，本校の定める掲示場に掲示しなければならない。 

 

第 11章 施設・設備の使用 

第 29条 学生及びその団体が，本校の施設・設備を使用しようとする場合には，その目的，期日，

施設・設備の名称等を記載した「施設・設備使用許可願｣(第 15号様式）を，学生主事を経て，

校長に提出して，その許可を受けなければならない。ただし，日常その使用を認められた施設

・設備についてはこの限りでない。 

第 12章 雑 則 

 （施行細則） 

第 30条 この準則施行に際して必要あるときは，さらに施行細則を定める。 

    

附 則 

 この準則は，平成 21年 10月１日から施行する。 

   

 附 則 

 この準則は，令和２年２月６日から施行する。 

 
 附 則 

 この準則は，令和３年４月１日から施行する。 
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独立行政法人国立高等専門学校機構保護者等に関する取扱要項

理事長裁定

制定 令和 ３年 ２月１８日

（目的）

第１条 この要項は，国立高等専門学校（以下「学校」という。）に在学する学生が

教育研究活動を円滑に遂行していくうえで，学校と連携し，学生を指導・支援する

立場にある者（以下「保護者等」という。）に関して，必要な事項を定めるものと

する。

（保護者等の要件）

第２条 保護者等とすることができる者は，学生が未成年の場合においてはその親権

者又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条，第６条の４及び第７条で

定める学生を監護する者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の

場合においては３親等以内の親族とする。

２ 前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は，独立の生計を営む成年者で

あり，学生の指導・支援への意向のある者とする。

（保護者等による入学時の誓約）

第３条 学生は，入学時に，学校で定めた誓約書により保護者等の連署を得て，入学

する学校の校長に提出するものとする。

２ 前項の誓約書は別紙様式１を基に学校で作成するものとする。

３ 学生は，誓約書に連署した保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等変更が

あった場合は，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，速やかに学校に

提出するものとする。

（保護者等の義務）

第４条 保護者等は，学生の在学中における行為について，学則等の諸規則を遵守す

るよう学生を指導・監督する責任を負う。

２ 保護者等は，学生が在学中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時若しくはその恐れのある時には，学校

と連携して，学生の保護に努めなければならない。

（学生の身分異動等）

第５条 学校は，学生が次に掲げる事項について学校に許可又は届け出を行う場合に

ついては，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，学校に提出させるも

のとし，その許可状況等について保護者等に通知するものとする。

一 退学
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独立行政法人国立高等専門学校機構保護者等に関する取扱要項

理事長裁定

制定 令和 ３年 ２月１８日

（目的）

第１条 この要項は，国立高等専門学校（以下「学校」という。）に在学する学生が

教育研究活動を円滑に遂行していくうえで，学校と連携し，学生を指導・支援する

立場にある者（以下「保護者等」という。）に関して，必要な事項を定めるものと

する。

（保護者等の要件）

第２条 保護者等とすることができる者は，学生が未成年の場合においてはその親権

者又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条，第６条の４及び第７条で

定める学生を監護する者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の

場合においては３親等以内の親族とする。

２ 前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は，独立の生計を営む成年者で

あり，学生の指導・支援への意向のある者とする。

（保護者等による入学時の誓約）

第３条 学生は，入学時に，学校で定めた誓約書により保護者等の連署を得て，入学

する学校の校長に提出するものとする。

２ 前項の誓約書は別紙様式１を基に学校で作成するものとする。

３ 学生は，誓約書に連署した保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等変更が

あった場合は，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，速やかに学校に

提出するものとする。

（保護者等の義務）

第４条 保護者等は，学生の在学中における行為について，学則等の諸規則を遵守す

るよう学生を指導・監督する責任を負う。

２ 保護者等は，学生が在学中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時若しくはその恐れのある時には，学校

と連携して，学生の保護に努めなければならない。

（学生の身分異動等）

第５条 学校は，学生が次に掲げる事項について学校に許可又は届け出を行う場合に

ついては，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，学校に提出させるも

のとし，その許可状況等について保護者等に通知するものとする。

一 退学

二 休学

三 復学

四 転学

五 留学

六 転学科

七 授業料免除申請（徴収猶予を含む。）

八 入寮申請

九 改姓及び改名

十 その他学生の身分異動に関すること

（保護者等への通知）

第６条 学校は次に掲げる学生の情報について，特段の事情がない限り，保護者等に

通知するものとする。

一 学業成績

二 出席情報

三 健康診断情報

四 学生が学校から表彰された場合

五 学生が学校から懲戒を受けた場合又は懲戒に準ずる指導を受けた場合

六 学生が問題行動等を起こした場合

七 学生が在学時に怪我や病気等になった場合

八 その他学生に対する支援又は指導が必要な場合

（緊急時の連絡）

第７条 保護者等は緊急時に学校からの連絡を受けることができる連絡手段をあらか

じめ学校に伝えるものとする。

２ 学校は，学生が事件事故等により被害にあった場合又はその恐れのある場合等の

緊急時には，前項に定める連絡手段を用いて，直ちに保護者等に連絡しなければな

らない。

（保護者等への情報提供）

第８条 学校は，保護者等に対し，学校の広報誌，学事日程等必要な情報について，

原則情報提供するものとする。

（保護者等による入寮時の誓約）

第９条 学校の寄宿舎に入寮する学生（以下「寮生」という。）は，学校で定めた入

寮誓約書により保護者等の連署を得て，校長に提出するものとする。

２ 前項の誓約書は別紙様式２を基に学校で作成するものとする。

３ 学生は，保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等変更があった場合は，学

校の定める様式により，保護者等の連署を得て，速やかに学校に提出するものとす
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る。

（寮生の保護者等の義務）

第１０条 保護者等は，寮生の在寮中における行為について，学則及び学生寮の諸規

則を遵守するよう寮生を指導・監督する責任を負う。

２ 保護者等は，寮生が在寮中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時，若しくはその恐れのある時には，学

校と連携して，寮生の保護に努めなければならない。

（寮生の保護者等への通知）

第１１条 学校は次に掲げる寮生の情報について，特段の事情がない限り，保護者等

に通知するものとする。

一 寮生が在寮時に学校から懲戒を受けた場合又は懲戒に準ずる指導を受けた場合

二 寮生が在寮時に問題行動を起こした場合

三 寮生が在寮時に怪我や病気等になった場合

四 寮生の継続入寮等に関する事項

五 その他寮生に対する支援又は指導が必要な場合

（緊急時の連絡）

第１２条 保護者等は緊急時に学校からの連絡を受けることができる連絡手段をあら

かじめ学校に伝えるものとする。

２ 学校は，寮生が事件事故等により被害にあった場合又はその恐れのある場合等の

緊急時には，前項に定める連絡手段を用いて，直ちに保護者等に連絡しなければな

らない。

（寮生の保護者への情報提供）

第１３条 学校は，寮生の保護者等に対し，学生寮の行事，取り組み等必要な情報に

ついて，原則情報提供するものとする。

（雑則）

第１４条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附 則（令和３年 ２月１８日 制定）

１ この要項は，令和３年２月１８日から施行する。ただし，第３条及び第９条の規

定は，令和３年度入学者及び入寮者から適用する。
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る。

（寮生の保護者等の義務）

第１０条 保護者等は，寮生の在寮中における行為について，学則及び学生寮の諸規

則を遵守するよう寮生を指導・監督する責任を負う。

２ 保護者等は，寮生が在寮中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時，若しくはその恐れのある時には，学

校と連携して，寮生の保護に努めなければならない。

（寮生の保護者等への通知）

第１１条 学校は次に掲げる寮生の情報について，特段の事情がない限り，保護者等

に通知するものとする。

一 寮生が在寮時に学校から懲戒を受けた場合又は懲戒に準ずる指導を受けた場合

二 寮生が在寮時に問題行動を起こした場合

三 寮生が在寮時に怪我や病気等になった場合

四 寮生の継続入寮等に関する事項

五 その他寮生に対する支援又は指導が必要な場合

（緊急時の連絡）

第１２条 保護者等は緊急時に学校からの連絡を受けることができる連絡手段をあら

かじめ学校に伝えるものとする。

２ 学校は，寮生が事件事故等により被害にあった場合又はその恐れのある場合等の

緊急時には，前項に定める連絡手段を用いて，直ちに保護者等に連絡しなければな

らない。

（寮生の保護者への情報提供）

第１３条 学校は，寮生の保護者等に対し，学生寮の行事，取り組み等必要な情報に

ついて，原則情報提供するものとする。

（雑則）

第１４条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

附 則（令和３年 ２月１８日 制定）

１ この要項は，令和３年２月１８日から施行する。ただし，第３条及び第９条の規

定は，令和３年度入学者及び入寮者から適用する。

香川高等専門学校学業成績の評価・評定 

並びに進級及び卒業の認定に関する規程 
                                                      平成21年10月１日制定 

第１章  総則                                                  

第１条 この規程は，香川高等専門学校（以下「本校」という｡)における授業科目の履修，単 

位の修得，試験，学業成績の評価・評定，進級及び卒業の認定について定める。 

 

第２章  履修及び修得                                                  

第２条 学則別表１，別表２，別表３及び別表４に定める必修科目は全て修得するものとする。 

２ 履修とは，各科目で実施される授業時間数の３分の２以上に出席することをいう。 

３ 修得とは，第７条第２項，第７条第３項及び第11条に定める「合格」並びに第10条に定 

める評定区分「優」，「良」，「可」をいう。 

第３条 選択科目については，期日までに履修願を提出するものとする。また年度の途中におい

て履修を取りやめる場合は，期日までに履修辞退届を提出しなければならない。 

第４条 特別活動は，第１学年から第３学年まで各学年30単位時間，計90単位時間履修する

ものとする。 

 

   第３章  試験                                                  

第５条 定期試験は，各学期末に行うものとする。        

２ 担当教員が必要と認めた科目については，中間試験を行うものとする。 

３ 平常の成績で評価し得る授業科目並びに実験，実習等については，試験の全部又は一部を

行わないことがある。 

第６条 次の各号に掲げる事由により，定期試験又は中間試験を受けることができなかった者

については，事由を証明する書類を添えて願い出た場合，追試験を行うものとする。なお，

故意に願い出を怠り，追試験を受けなかった者については，試験を忌避した者とみなすもの

とする。  

 一 病気（医師の診断書を要する。）                               

 二 忌引（学生準則第15条による。）                             

 三 その他やむをえないと認められる事由                          

       第４章  評価・評定及び修得                                     

第７条 学則第13条に規定する授業科目の成績評価は，第２項に掲げる科目を除き，シラバ 

スに表記する評価方法により，100点法で行う。 

２ キャリア概論，教育支援活動，研究基礎Ⅰ，研究基礎Ⅱ及び研究基礎Ⅲの成績は，「合格」

又は「不合格」で評定する。 

３ 学則第13条に規定する特別活動の履修成果は，「合格」又は「不合格」で評定する。 

４ 病気・けが等により医師から体育等の実技を禁止された場合には，レポート提出等で成績

評価を行うことができる。 

第８条 学生の成績順位は，第７条第１項において100点法で成績評価を行うとされる授業科 

目の評価に単位数を乗じて得た総得点を，同授業科目の総単位数で除した点数の高得点の順 

とする｡ただし，海外英語演習，校外実習は成績順位算定の対象としない。 

また，第２条第２項の履修の要件を満たさない科目の評価は０点とする。 

第９条 学年総合成績の評価は，各学期の成績を総合して行う。 

第10条 学年総合成績の評価(100点法）と評定及び単位の修得の関連は次のとおりとする。 
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 成績評価 評定区分 単位の修得 

80点以上 優 修得 

70～79点 良 修得 

60～69点 可 修得 

0～59点 不可 － 

第11条 本校以外の教育施設等における学修に関する規程第１条の学修（以下「特別学修」と

いう｡)について同規程第５条により認定された単位は，本校における当該年度の授業科目を

修得したものとみなす。 

２ 単位認定された特別学修別表に定める科目のうち100点法で提出されるものについてはそ

の点数に応じた第10条における授業科目の評定区分とし，100点法で提出されないものにつ

いては当該教育施設等における評価によるものとする。 

第11条の２ 他の高等専門学校との連携・交流事業に伴う「特別講義」は，教育上有益と認め，

学則第14条を適用する。評価・評定については特別学修と同じ取り扱いとする。 

第12条 試験中に不正行為をした者は，その時以降の当該試験期間中の受験を停止し，当該試

験期間中に実施した全科目の試験の成績を０点とする。 

 

第５章  進級・卒業及び再履修 

第13条 進級及び卒業の認定は，それぞれ進級認定会議及び卒業認定会議を経て，校長がこれ

を行う。 

第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を全て満たした者について，各学年の課程を修了 

したものとして，進級又は卒業を認めるものとする。 

 一 各学年の必修科目を履修していること。 

 二 学年毎に各学科が指定する科目の単位を修得していること。 

 三 各学年において，下表に示す単位数以上を修得していること。 

表 累計単位数 

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数     ７５ 

専門累計単位数     ８２ 

累計単位総数 ２４ ５２ ８８ １２８ １６７ 

 四 第１学年又は第２学年については，特別活動の履修成果が合格であり，成績評価に 

30点未満の科目がないこと。 

 五 第３学年については，第１学年及び第２学年の必修科目を全て修得し，特別活動の履 

修成果が合格であること。 

 六 第４学年については，第３学年の必修科目を全て修得していること。 

 七 第５学年については，各学年の必修科目を全て修得していること。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる

条件を満たした者については，課程の修了を認める。  

 一 第１学年については，24単位以上を修得している者 

 二 第２学年については，累計 49単位以上を修得している者 

 三 第３学年については，累計 74単位以上を修得している者 

 四 第４学年については，累計 107単位以上を修得している者 
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 成績評価 評定区分 単位の修得 

80点以上 優 修得 

70～79点 良 修得 

60～69点 可 修得 

0～59点 不可 － 

第11条 本校以外の教育施設等における学修に関する規程第１条の学修（以下「特別学修」と

いう｡)について同規程第５条により認定された単位は，本校における当該年度の授業科目を

修得したものとみなす。 

２ 単位認定された特別学修別表に定める科目のうち100点法で提出されるものについてはそ

の点数に応じた第10条における授業科目の評定区分とし，100点法で提出されないものにつ

いては当該教育施設等における評価によるものとする。 

第11条の２ 他の高等専門学校との連携・交流事業に伴う「特別講義」は，教育上有益と認め，

学則第14条を適用する。評価・評定については特別学修と同じ取り扱いとする。 

第12条 試験中に不正行為をした者は，その時以降の当該試験期間中の受験を停止し，当該試

験期間中に実施した全科目の試験の成績を０点とする。 

 

第５章  進級・卒業及び再履修 

第13条 進級及び卒業の認定は，それぞれ進級認定会議及び卒業認定会議を経て，校長がこれ

を行う。 

第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を全て満たした者について，各学年の課程を修了 

したものとして，進級又は卒業を認めるものとする。 

 一 各学年の必修科目を履修していること。 

 二 学年毎に各学科が指定する科目の単位を修得していること。 

 三 各学年において，下表に示す単位数以上を修得していること。 

表 累計単位数 

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数     ７５ 

専門累計単位数     ８２ 

累計単位総数 ２４ ５２ ８８ １２８ １６７ 

 四 第１学年又は第２学年については，特別活動の履修成果が合格であり，成績評価に 

30点未満の科目がないこと。 

 五 第３学年については，第１学年及び第２学年の必修科目を全て修得し，特別活動の履 

修成果が合格であること。 

 六 第４学年については，第３学年の必修科目を全て修得していること。 

 七 第５学年については，各学年の必修科目を全て修得していること。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる

条件を満たした者については，課程の修了を認める。  

 一 第１学年については，24単位以上を修得している者 

 二 第２学年については，累計 49単位以上を修得している者 

 三 第３学年については，累計 74単位以上を修得している者 

 四 第４学年については，累計 107単位以上を修得している者 

第15条 第13条の認定の結果，留年した場合は当該学年に係る必修科目は再履修しなければ

ならない。 

２ 選択科目については，前年度に修得したものに限り，本年度に履修し，修得したものとし

て，再認定することができる。なお，免除された科目を再履修した者の当該科目の学年成績

については，前年度の成績と再履修の場合の成績を比較して，より上位の成績を以って評価

することができるものとする。 

３ 成績不振等により同一学年に２回とどまることはできない。ただし，休学の場合はこの限

りでない。  

第16条 進級前の学年において履修し「不可」とされた科目について，次の時期に単位追認試

験を行うことができる。ただし，創造基礎工学系の選択科目については，単位追認試験の対

象としない。 

 一 １年次開講科目については，第２学年及び第３学年 

 二 ２年次から４年次開講科目については，当該科目履修学年の直近上位の学年 

２ 前項に定める単位追認試験により，単位の修得を認められた科目の成績の評定は，「可」

とし，成績順位に加味しない。 

３ 単位追認試験の実施に関し，必要な事項は，別に定める。 

第17条 留学生，編入学生及び転入学生については，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 本校に入学した学年より前の学年の単位数は，本校の定められた教育課程の全単位数を

修得したものとみなす。 

 二 留学生の「日本語」及び「日本事情」の単位は，全て一般科目の単位とする。 

   附 則 

１ この規程は，平成21年10月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日に高松工業高等専門学校（以下「旧高松高専」という｡)又は詫間

電波工業高等専門学校（以下「旧詫間電波高専」という｡)に在学する者（以下「在学者」と

いう｡)及び在学者の属する年次に編入学等する者については，独立行政法人に係る改革を推

進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律（平成21年法律第18号）の附則第

10条の規定により，旧高松高専又は旧詫間電波高専を卒業するため及び旧高松高専の専攻科

又は旧詫間電波高専の専攻科の課程を修了するために必要とされる教育課程の履修，その他

教育上必要な事項は，旧高松高専又は旧詫間電波高専の学則及びその他の規程等の定めると

ころによる。  

   附 則 

 この規程は，平成22年10月21日から施行し，平成22年10月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

この規程は，平成 25年 11月 21日から施行し，平成 25年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

この規程は，平成 26年 6月 26日から施行し，平成 26年 4月 1日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成 28年 1月 28日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成 30年 11月 29日から施行し，平成 30年 4月 1日から適用する。 

附 則 

１ この規程は，平成 31年 4月 1日から施行する。 
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２ 平成 30年度以前の入学者にあっては，第 14条の規定にかかわらず，従前の例による。 

３ 平成 30 年度以前の入学者にあっては，第 16 条第１項の規定にかかわらず，創造基礎工

学系の選択科目を単位追認試験の対象とする。 

 

（参考）平成 30年度以前入学者の進級及び卒業基準 

第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を満たした者について，各学年の課程を修了したもの

として，進級又は卒業を認めるものとする。 

 一 学則別表に定める各学科の教育課程において，各学年の必修科目を履修していること。 

 二 第２学年，又は第３学年への進級基準は，各科で指定する科目の単位を修得し，特別活

動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数

以上であること。                            

 三 第４学年への進級基準は，第１学年，第２学年までの必修科目，各科で指定する科目の

単位を全て修得し，特別活動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単

位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 四 第５学年への進級基準は，第３学年の必修科目と各科で指定する科目の単位を全て修得

し，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 五 卒業基準は，各学年の必修科目を全て修得し，かつ第１学年からの累計修得単位数が，

下表に示す単位数以上であること。 

                        表１ 累計単位数                             

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数          ６５    ７４    ７５ 

専門累計単位数   ３    ８  ２３   ５０【48】    ８２ 

累計単位総数  ２７  ６１  ９５  １３１【129】  １６７ 

      【 】内の数値は機械電子工学科学生に適用する。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる条件

を満たした者については，課程の修了を認める。  

 一 第１学年については，22単位以上を修得している者 

 二 第２学年については，累計54単位以上を修得している者 

 三 第３学年については，累計80単位以上を修得している者 

 四 第４学年については，累計120単位以上を修得している者 
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２ 平成 30年度以前の入学者にあっては，第 14条の規定にかかわらず，従前の例による。 

３ 平成 30 年度以前の入学者にあっては，第 16 条第１項の規定にかかわらず，創造基礎工

学系の選択科目を単位追認試験の対象とする。 

 

（参考）平成 30年度以前入学者の進級及び卒業基準 

第14条 校長は，次の各号に掲げる条件を満たした者について，各学年の課程を修了したもの

として，進級又は卒業を認めるものとする。 

 一 学則別表に定める各学科の教育課程において，各学年の必修科目を履修していること。 

 二 第２学年，又は第３学年への進級基準は，各科で指定する科目の単位を修得し，特別活

動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数

以上であること。                            

 三 第４学年への進級基準は，第１学年，第２学年までの必修科目，各科で指定する科目の

単位を全て修得し，特別活動の履修成果が合格であり，かつ，第１学年からの累計修得単

位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 四 第５学年への進級基準は，第３学年の必修科目と各科で指定する科目の単位を全て修得

し，かつ，第１学年からの累計修得単位数が，下表に示す単位数以上であること。 

 五 卒業基準は，各学年の必修科目を全て修得し，かつ第１学年からの累計修得単位数が，

下表に示す単位数以上であること。 

                        表１ 累計単位数                             

 学   年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

一般累計単位数          ６５    ７４    ７５ 

専門累計単位数   ３    ８  ２３   ５０【48】    ８２ 

累計単位総数  ２７  ６１  ９５  １３１【129】  １６７ 

      【 】内の数値は機械電子工学科学生に適用する。 

２ 各学年において原級となった者が，その学年限りで退学する場合，次の各号に掲げる条件

を満たした者については，課程の修了を認める。  

 一 第１学年については，22単位以上を修得している者 

 二 第２学年については，累計54単位以上を修得している者 

 三 第３学年については，累計80単位以上を修得している者 

 四 第４学年については，累計120単位以上を修得している者 

香川高等専門学校単位追認試験実施申し合わせ 
 

平成22年2月24日 

教務委員会裁定 

１ 趣旨                                               

  香川高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規程（以下「規 

程」という。）第１６条第３項に基づき，単位追認試験の実施に関し必要な事項を申し 

合わせる。 

２ 受験手続き及び実施方法 

  単位追認試験の学生連絡及び実施方法は，次のとおりとする。 

 (1) 学級担任は，該当学生へ単位追認試験を受けるよう指示する。 

 (2) 該当学生は単位追認試験願を教務担当係へ提出しなければならない。 

 (3) 科目担当教員は，単位追認試験の実施日時・試験範囲等を学生へ連絡し，単位追認 

試験を実施する。 

 (4) 科目担当教員は，単位追認試験の実施結果を教務担当係へ報告する。 

 (5) 第１号及び第２号の受験手続きについて，必要に応じ，各キャンパス教務小委員会 

の判断により適切に運用できるものとする。 

３ 試験出題・成績の評価 

  単位追認試験の出題及び合否の判定については，原則として，追認試験を実施する科 

目について，「不可」と認定した科目担当教員が行うものとする。 

 ただし，科目担当教員が不在の場合には，一般教育科にあっては教科主任，専門教科 

にあっては学科長に，その代行措置を委託するものとする。 

なお，単位追認試験において不正行為をした場合は，当該科目の試験成績を０点とす 

る。 

４ 試験の適用外 

  実験実習などの実践科目，実技の占める割合の高い科目については，原則として単位 

追認試験を行わないものとする。 

 
   附 則 

 この申し合わせは，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この申し合わせは，平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この申し合わせは，平成２６年６月２６日から試行し，平成２６年４月１日から適用す 

る。 
   附 則 

 この申し合わせは，平成２８年２月１５日から施行する。 

   附 則 

 この申し合わせは，平成３１年４月１日から施行する。 
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香川高等専門学校以外の教育施設等における学修に関する規程 

                        平成21年10月１日制定 

 （趣旨） 

第１条 この規程は香川高等専門学校学則（以下「学則」という｡)第 15 条第３項の規定に基づ

き，香川高等専門学校（以下「本校」という｡)以外の教育施設等における学修（以下「特別学

修」という｡)に関し必要な事項は，この規程の定めるところによる。 

 （特別学修） 

第２条 学則第 15 条第１項に規定する大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修

とは，次の各号の一に掲げる学修をいう。 

 一 大学又は短期大学の専攻科における学修 

 二 高等専門学校の専攻科における学修 

 三 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で，高等専門学校にお

いて高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 四 平成18年文部科学省告示第33号による国又は民法第34条法人等が実施する技能審査で，

全国的な規模で行われ適切かつ公正であり一定の条件を満たした知識及び技能に関する審

査における成果に係る学修で，別表に定めるもの 

 （学修手続） 

第３条 学生は，前条第一号，第二号又は第三号による学修を行おうとするときは，特別学修許

可願（別紙様式１）に，関係書類を添えて校長に提出し，許可を受けなければならない。 

２ 校長は，前項による願い出が教育上有益と認めるときは，これを許可するものとする。 

 （単位認定申請） 

第４条 学生は，特別学修を行い，単位の認定を受けようとするときは，次の各号に掲げる区分

に応じ必要書類を添付して，学級担任を経て校長に提出しなければならない。 

 一 第２条第一号，第二号又は第三号による学修を履修した者 

  イ 特別学修単位認定願（別紙様式２）                     

  ロ 当該学修を行つた教育施設等の長の交付する単位修得証明書又は成績証明書 

  ハ その他学校が必要と認める書類 

 二 第２条第四号による学修を行つた者 

  イ 技能審査による成果等に係る特別学修単位認定願（別紙様式３） 

  ロ 当該学修を証明する合格証書等 

 （単位認定） 

第５条 校長は，前条により学修単位認定申請があつた者については，教務委員会の議を経て，

単位を認定する。 

２ 第２条による学修についての単位認定は，２月末日までに申請のあった者については，年

度内で単位認定するものとする。 

３ 第２条第四号による学修で，別表太枠内において，さらに上位の学修をした場合は，当該

上位の単位数を修得単位数とする。 
    附 則 
 この規程は，平成21年10月１日から施行する。 
    附 則 
 この規程は，平成25年６月27日から施行し，平成25年４月１日から適用する。 
    附 則 
 この規程は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は，平成29年９月21日から施行する。 

附 則 
この規程は，平成31年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和３年３月３日から施行し，令和２年５月１日から適用する。 

附 則 
この規程は，令和３年４月１日から施行する。 
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香川高等専門学校以外の教育施設等における学修に関する規程 

                        平成21年10月１日制定 

 （趣旨） 

第１条 この規程は香川高等専門学校学則（以下「学則」という｡)第 15 条第３項の規定に基づ

き，香川高等専門学校（以下「本校」という｡)以外の教育施設等における学修（以下「特別学

修」という｡)に関し必要な事項は，この規程の定めるところによる。 

 （特別学修） 

第２条 学則第 15 条第１項に規定する大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修

とは，次の各号の一に掲げる学修をいう。 

 一 大学又は短期大学の専攻科における学修 

 二 高等専門学校の専攻科における学修 

 三 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で，高等専門学校にお

いて高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 四 平成18年文部科学省告示第33号による国又は民法第34条法人等が実施する技能審査で，

全国的な規模で行われ適切かつ公正であり一定の条件を満たした知識及び技能に関する審

査における成果に係る学修で，別表に定めるもの 

 （学修手続） 

第３条 学生は，前条第一号，第二号又は第三号による学修を行おうとするときは，特別学修許

可願（別紙様式１）に，関係書類を添えて校長に提出し，許可を受けなければならない。 

２ 校長は，前項による願い出が教育上有益と認めるときは，これを許可するものとする。 

 （単位認定申請） 

第４条 学生は，特別学修を行い，単位の認定を受けようとするときは，次の各号に掲げる区分

に応じ必要書類を添付して，学級担任を経て校長に提出しなければならない。 

 一 第２条第一号，第二号又は第三号による学修を履修した者 

  イ 特別学修単位認定願（別紙様式２）                     

  ロ 当該学修を行つた教育施設等の長の交付する単位修得証明書又は成績証明書 

  ハ その他学校が必要と認める書類 

 二 第２条第四号による学修を行つた者 

  イ 技能審査による成果等に係る特別学修単位認定願（別紙様式３） 

  ロ 当該学修を証明する合格証書等 

 （単位認定） 

第５条 校長は，前条により学修単位認定申請があつた者については，教務委員会の議を経て，

単位を認定する。 

２ 第２条による学修についての単位認定は，２月末日までに申請のあった者については，年

度内で単位認定するものとする。 

３ 第２条第四号による学修で，別表太枠内において，さらに上位の学修をした場合は，当該

上位の単位数を修得単位数とする。 
    附 則 
 この規程は，平成21年10月１日から施行する。 
    附 則 
 この規程は，平成25年６月27日から施行し，平成25年４月１日から適用する。 
    附 則 
 この規程は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は，平成29年９月21日から施行する。 

附 則 
この規程は，平成31年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和３年３月３日から施行し，令和２年５月１日から適用する。 

附 則 
この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

（様式省略） 

 
試験の種類 級 一般・専門 認定単位

TOEIC 730点以上 一　般 6

TOEIC 600～729点 一　般 4

TOEIC 450～599点 一　般 2

TOEIC 400～449点 一　般 1

実用英語技能検定 １　級 一　般 6

実用英語技能検定 準 １ 級 一　般 4

実用英語技能検定 ２　級 一　般 2

実用英語技能検定 準 ２ 級 一　般 1

日本漢字能力検定 １級，準1級,2級 一　般 2

日本漢字能力検定 準 ２ 級 一　般 1

日本語検定 1級，準1級，2級 一　般 2

日本語検定 準2級，3級 一　般 1

技術英語能力検定 プロフェッショナル 専　門 6

技術英語能力検定 準プロフェッショナル 専　門 4

技術英語能力検定 １　級 専　門 3

技術英語能力検定 ２　級 専　門 2

プロジェクトマネージャ試験 な　し 専　門 6

システムアーキテクト試験 な　し 専　門 6

システム監査技術者試験 な　し 専　門 6

ネットワークスペシャリスト試験 な　し 専　門 6

データベーススペシャリスト試験 な　し 専　門 6

ＩＴサービスマネージャ試験 な　し 専　門 6

エンベデッドシステムスペシャリスト試験 な　し 専　門 6

情報処理安全確保支援士試験 な　し 専　門 6

ＩＴストラテジスト試験 な　し 専　門 6

応用情報技術者試験 な　し 専　門 4

基本情報技術者試験 な　し 専　門 2

情報セキュリティマネジメント試験 な　し 専　門 1

ＩＴパスポート試験 な　し 専　門 1

ＣＧエンジニア検定 エキスパート 専　門 2

ＣＧエンジニア検定 ベーシック 専　門 1

ＣＧクリエイター検定 エキスパート 専　門 2

ＣＧクリエイター検定 ベーシック 専　門 1

画像処理エンジニア検定 エキスパート 専　門 2

画像処理エンジニア検定 ベーシック 専　門 1

マルチメディア検定 エキスパート 専　門 2

情報システム試験（プログラマ認定） な　し 専　門 2

情報システム試験（システムエンジニア認定） な　し 専　門 2

ディジタル技術検定（制御部門・情報部門） １　級 専　門 2

ディジタル技術検定（制御部門・情報部門） ２　級 専　門 1

電気通信主任技術者試験 線　路 専　門 4

電気通信主任技術者試験 伝送交換 専　門 4

電気主任技術者試験 第一種 専　門 6

電気主任技術者試験 第二種 専　門 4

電気主任技術者試験 第三種 専　門 2

工事担任者試験 総合通信 専　門 4

工事担任者試験 第一級アナログ通信 専　門 2

工事担任者試験 第一級デジタル通信 専　門 2

工事担任者試験AI・DD 第２種 専　門 1

陸上特殊無線技士試験 第１級 専　門 1

陸上無線技術士試験 第１級 専　門 4

陸上無線技術士試験 第２級 専　門 2

総合無線通信士試験 第１級 専　門 4

総合無線通信士試験 第２級 専　門 2

総合無線通信士試験 第３級 専　門 1

海上無線通信士試験 第１級 専　門 4

海上無線通信士試験 第２級 専　門 2

海上無線通信士試験 第３級 専　門 1

機械設計技術者試験 ３　級 専　門 2

測量士試験 な　し 専　門 4

測量士補試験 な　し 専　門 2

技術士第一次試験 な　し 専　門 4

知的財産管理技能検定 ３　級 専　門 2  

別表 特別学修 認定単位一覧表 
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校外実習(インターンシップ) 

 

１ 目的 

   インターンシップは，実社会において，将来のキャリアに関連した就業体験を得ることに

より，技術者としての心構え，考え方，行動のあり方などを学び，学内における勉学・研究

活動や将来の進路選択・就業に活かすことを目的とする。 

   本校では，「課題解決の実行力と豊かな創造力(実行力)」を学習教育目標のひとつとして掲

げている。この学習教育目標を達成するための授業のひとつとして，民間企業，官公庁，あ

るいは大学の研究室において実際の各種業務，技術開発・研究などの実習を行う。 

２ 学内ガイダンス 

実施前のガイダンスについてはキャリアサポートセンター等から案内を行っているが，各

自で確認すること。 

３ 申込みに関する手続き等 

(1) インターンシップの申込み 

学級担任の承認を得て(書類捺印)，「インターンシップ申込書」をキャリアサポートセン 

ターに提出する。 

(2) 承諾書と誓約書 

受入れが確定すれば，本校校長宛の「承諾書」と受入れ機関宛の「誓約書」を学生並びに 

保護者等の署名捺印のうえ提出する。 

(3) 受入れ先に係る諸手続き  

インターンシップ先から受入れが認められれば，実習に関係する書類などの提出が求め 

られることがある。学生本人で対応できることは各自で進める。 

(4) 個人賠償責任保険及び傷害保険 

一般に個人賠償責任保険及び傷害保険に加入が求められる。個人賠償責任保険については， 

高専機構本部が全高専学生を被保険者とする保険が付保されており，インターンシップにお

いても通常は有効である。傷害保険については，スポーツ振興センターの保険に加入してい

る。 

以上について不明な点があれば，キャリアサポートセンターに相談する。 

４ 書式 

インターンシップに係る以下の各種書類の取得については、キャリアサポートセンターより

指示を受けること。 

・インターンシップ申込書 ・誓約書 ・承諾書 ・インターンシップ証明書 

・インターンシップ報告書 

− 56−



校外実習(インターンシップ) 

 

１ 目的 

   インターンシップは，実社会において，将来のキャリアに関連した就業体験を得ることに

より，技術者としての心構え，考え方，行動のあり方などを学び，学内における勉学・研究

活動や将来の進路選択・就業に活かすことを目的とする。 

   本校では，「課題解決の実行力と豊かな創造力(実行力)」を学習教育目標のひとつとして掲

げている。この学習教育目標を達成するための授業のひとつとして，民間企業，官公庁，あ

るいは大学の研究室において実際の各種業務，技術開発・研究などの実習を行う。 

２ 学内ガイダンス 

実施前のガイダンスについてはキャリアサポートセンター等から案内を行っているが，各

自で確認すること。 

３ 申込みに関する手続き等 

(1) インターンシップの申込み 

学級担任の承認を得て(書類捺印)，「インターンシップ申込書」をキャリアサポートセン 

ターに提出する。 

(2) 承諾書と誓約書 

受入れが確定すれば，本校校長宛の「承諾書」と受入れ機関宛の「誓約書」を学生並びに 

保護者等の署名捺印のうえ提出する。 

(3) 受入れ先に係る諸手続き  

インターンシップ先から受入れが認められれば，実習に関係する書類などの提出が求め 

られることがある。学生本人で対応できることは各自で進める。 

(4) 個人賠償責任保険及び傷害保険 

一般に個人賠償責任保険及び傷害保険に加入が求められる。個人賠償責任保険については， 

高専機構本部が全高専学生を被保険者とする保険が付保されており，インターンシップにお

いても通常は有効である。傷害保険については，スポーツ振興センターの保険に加入してい

る。 

以上について不明な点があれば，キャリアサポートセンターに相談する。 

４ 書式 

インターンシップに係る以下の各種書類の取得については、キャリアサポートセンターより

指示を受けること。 

・インターンシップ申込書 ・誓約書 ・承諾書 ・インターンシップ証明書 

・インターンシップ報告書 

学業評価におけるＧＰＡの算出に関する要領 

 
第 1条 この要領は，香川高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に関

する規程（以下「規程」という。）に定める評価結果を用いて，学業成績の評価値である

GPA(Grade Point Average)の算出方法を定めるものである。 
 
第 2 条 GPA とは，当該学生について履修登録された全ての授業科目に係る 1 単位当たりの

成績の平均値をいう。GPA は，入学してからの全ての成績を計算対象とする累積 GPA と，

特定期間の成績を計算対象とする GPA を明示して用い，特に断りがない場合には前者を指

すものとする。 
 
第 3条 GPA は，以下のように算出するものとする。 
1． 規程第 10 条での成績評価を，AA，A＋，A，B＋，B，C＋，C，D に成績区分し，

対応するポイントを次のとおりに定める。 
成績区分 評点 ポイント 

AA 90 点～100 点 4.0 

A＋ 85 点～89 点 3.5 

A 80 点～84 点 3.0 

B＋ 75 点～79 点 2.5 

B 70 点～74 点 2.0 

C＋ 65 点～69 点 1.5 

C 60 点～64 点 1.0 

D 60 点未満 0.0 
 
2． 規程第 16 条の単位追認試験により単位の修得を認められた科目は，C と成績区分す

る。 
3． GPA は，次に掲げる計算式により算出するものとする。なお，算出の対象となる授業科目は，

規程第 11 条及び第 11 条の 2 と規程第 17 条に関わる科目を除く全授業科目とする。ただ

し，規程第 3 条の定めにより履修辞退した授業科目と成績区分できない授業科目は含まない

ものとする。 
 
GPA＝{(AA の修得単位数×4.0)＋((A＋)の修得単位数×3.5)＋(A の修得単位数×3.0) 
＋((B＋)の修得単位数×2.5)＋(B の修得単位数×2.0)＋((C＋)の修得単位数×1.5) 
＋(C の修得単位数×1.0)} ÷（履修登録された授業の総単位数(D を含む)） 
 

4． 編入学生については，編入学後の科目について GPA を計算する。 
 

附 則 

この要領は，平成２６年４月１日から施行し，平成２２年度の入学者から適用する。 
附 則 

この要領は，平成３１年４月１日から施行し，平成２８年度の入学者から適用する。 
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学 生 心 得 
 

 高等専門学校では，1 年生から 5 年生までの間に「高等学校と大学とを合わせた一般教科と

工業に関する専門教科」を学修します。そのため，今まで以上の勉学が必要となります。 

 さらに，在学中は正課である学業に専念すると同時に，課外活動等にも積極的に参加し，友

達との輪を広げ，より有意義な学生生活を送ってください。そのためにも，以下の事柄を十分

理解しておきましょう。 

 

１ 生活一般について 

 (1) 学生は，学則，学生準則及びその他諸規則を守るとともに，学校の指導に従わなければ

なりません。 

 (2) 学生は，豊かな人間性を養うために勉学に励み，健康に留意し，常に規則正しい生活を

送ってください。 

 (3) 学生は，教職員及び学生相互間はもちろん来訪者に対しても，礼を失わないよう心掛け

てください。 

 

２ 校内生活について 

 (1) 授業時間等は次のとおりです。 

    始  業    ８：５０（予鈴８：４０） 

    終  業   １６：００（８時限） 

    通常居残   １９：３０（学習・課外活動で居残りする場合） 

    ※特別な事情で通常居残を超えて居残りする場合は，指導教員が立ち会うこととする。 

 (2) 欠席等 

   欠席，欠課，遅刻，早退をしようとする時は事前に，学級担任(不在の時は学務係)に連

絡してください。特別な欠席の場合は事前に，やむを得ず事前にできない時は登校後 1週

間以内(土日も含む)に，学級担任に届け出て押印の上，学務係に「特別欠席届」を提出し

てください。なお，特別な欠席の場合は，診断書その他証拠書類を添付しなければならな

い場合があります。忌引の場合は「忌引願」を提出してください。また，学校保健安全法

に定める感染症(インフルエンザ等)にかかった場合は，一定の期間，出席停止となります。

感染症にかかった場合は，直ちに学級担任に連絡をし，治癒した後，登校初日から 1週間

以内(土日も含む)に，「医師の診断証明書」を添えて「感染症に伴う欠席届」を提出して

ください。インフルエンザ(H5N1 型を除く)については，「医師の診断証明書」に代え

て，「インフルエンザ罹患報告書」を利用することができます。ただし，追試験を受

ける場合には，「医師の診断証明書」が必ず必要なので注意してください。学校所定

の様式は，次の URLからダウンロードできます。 

https://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/sick_days/index.html 

遅刻，早退は 3回につき 1単位時間の欠課として換算します。 

   各科目で実施される授業時間数の 3分の 1を超えて欠課した場合には，未履修となるの

で，その授業科目を履修していないことになります。その場合，必修科目が未履修となる

と進級要件を満たせず留年となります。 

   また，個人的な海外研修等は，長期休業中に計画してください。 
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 (3) 試験 

   試験の際は，次の諸注意を守ってください。 

中間・期末試験及びクオーター科目の中間試験(それらに伴う追試験と再試験を含む)に

おいて不正行為をした場合は，当該試験期間中に実施した全科目の試験成績を 0点としま

す。単位追認試験において不正行為をした場合は，当該科目の試験成績を 0点とします。 

病気その他やむを得ない理由により試験を受けなかった者については追試験を行うの

で，追試験願に証拠書類を添付のうえ，学務係へ事前に，又は登校後 1 週間以内(土日も

含む)に提出しなければなりません。やむを得ない理由があっても追試験願を提出しなか

った場合は，追試験は受けられないので注意してください。 

  ［諸注意］ 

以下の諸注意に違反すると不正行為となることがあります。 

１．不正行為を疑われる言動をとらないこと 

２．試験中は監督教員の指示に従うこと 

３．机の中には一切物が入っていないこと 

４．机上の落書きを消すこと 

５．試験中に物品の貸し借りはしないこと 

６．携帯電話は電源を切り，身に着けないこと  

７．指定された物品以外は机上に出さないこと 

８．解答用紙等を試験室から持ち出さないこと 

９．試験開始 5分前までに出席番号順に着席すること 

１０．試験開始 30分以後の入室は認めない 

１１．退室時間については監督教員の指示に従うこと 

  ［不正行為］ 

次の行為は不正行為とみなします。また，「諸注意」に違反した場合も不正行為となる

ことがあります。 

１．カンニング※１ 

２．他に答えを教えたりカンニングの手助けをする行為 

３．机上に試験に関する書き込みがあった場合 

４．テスト返却時に解答用紙の改ざんがあった場合 

５．開始指示の前に解答を始めた場合 

６．終了指示の後に解答を続けた場合 

※1 次の行為はカンニングとみなします。 

・試験に関係するメモ等を机上や中等に置いたり見たりする行為 

・教科書等の内容や他の受験者の答案等を見る行為 

・他の人から答えを教わることなど等 

(4) 学生証 

   学生証は，入学時と 4学年時の 2回，交付されます。 

入学時に交付された学生証は 3年間有効です。 

4学年時に交付された学生証は 2年間有効です。 

学生証は，本校の学生であることを証明するものであるから，図書閲覧及び諸施設の利

用，備品の使用等に際し，本校教職員から提示を求められた場合に，直ちに提示できるよ
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 (3) 試験 

   試験の際は，次の諸注意を守ってください。 

中間・期末試験及びクオーター科目の中間試験(それらに伴う追試験と再試験を含む)に

おいて不正行為をした場合は，当該試験期間中に実施した全科目の試験成績を 0点としま

す。単位追認試験において不正行為をした場合は，当該科目の試験成績を 0点とします。 

病気その他やむを得ない理由により試験を受けなかった者については追試験を行うの

で，追試験願に証拠書類を添付のうえ，学務係へ事前に，又は登校後 1 週間以内(土日も

含む)に提出しなければなりません。やむを得ない理由があっても追試験願を提出しなか

った場合は，追試験は受けられないので注意してください。 

  ［諸注意］ 

以下の諸注意に違反すると不正行為となることがあります。 

１．不正行為を疑われる言動をとらないこと 

２．試験中は監督教員の指示に従うこと 

３．机の中には一切物が入っていないこと 

４．机上の落書きを消すこと 

５．試験中に物品の貸し借りはしないこと 

６．携帯電話は電源を切り，身に着けないこと  

７．指定された物品以外は机上に出さないこと 

８．解答用紙等を試験室から持ち出さないこと 

９．試験開始 5分前までに出席番号順に着席すること 

１０．試験開始 30分以後の入室は認めない 

１１．退室時間については監督教員の指示に従うこと 

  ［不正行為］ 

次の行為は不正行為とみなします。また，「諸注意」に違反した場合も不正行為となる

ことがあります。 

１．カンニング※１ 

２．他に答えを教えたりカンニングの手助けをする行為 

３．机上に試験に関する書き込みがあった場合 

４．テスト返却時に解答用紙の改ざんがあった場合 

５．開始指示の前に解答を始めた場合 

６．終了指示の後に解答を続けた場合 

※1 次の行為はカンニングとみなします。 

・試験に関係するメモ等を机上や中等に置いたり見たりする行為 

・教科書等の内容や他の受験者の答案等を見る行為 

・他の人から答えを教わることなど等 

(4) 学生証 

   学生証は，入学時と 4学年時の 2回，交付されます。 

入学時に交付された学生証は 3年間有効です。 

4学年時に交付された学生証は 2年間有効です。 

学生証は，本校の学生であることを証明するものであるから，図書閲覧及び諸施設の利

用，備品の使用等に際し，本校教職員から提示を求められた場合に，直ちに提示できるよ

うに常時携帯してください。 

落としたり盗まれたりして思いがけない迷惑をこうむることがあるので大切にし，もし

紛失したときは直ちに学務係に届け出て再交付を受けなければなりません。 

 (5) 学級委員等 

   各学級は，学年の始めに次の役員を選出します。 

役員の名称 人員 役 割 用 務 

学 級 委 員 

（ 評 議 員 ） 
1 

学級の代表であって学級の運営に当たる。学生総会に次ぐ

決議機関の一員として行動する。 

Ｈ ・ Ｒ 委 員 

（ 評 議 員 ） 
1 

学級委員と協力してクラスの特別活動の計画運営に当た

る。学生総会に次ぐ決議機関の一員として行動する。クラ

スの会計を兼ねる。 

連 絡 委 員 1 
毎日，学務課で連絡物を確認する。連絡物を教室掲示し，

掲示板の掲示物を整理する。 

保 健 体 育 委 員 1 保健体育の授業及び保健室との連絡を行う。 

風 紀 委 員 1 
校内外の生活の節度及び制服の規則の維持推進に当たる。 

交通安全キャンペーンに参加する。 

美化・省エネルギー委員 2 

教室移動時，終業時の消灯や空調停止など省エネルギーの

推進に当たる。 

環境美化及び日常のＨ・Ｒの掃除や戸締り，全校大掃除等

実施の推進に当たる。 

図 書 委 員 1 
学生図書に関し，クラスと図書館の情報交換の任に当たる。

図書館行事や「図書館だより」の編集に参加する。 

体 育 行 事 執 行 委 員 2 
体育祭及びスポーツ大会等の計画，運営の本部役員として

行動する。 

サイエンスフェスタ執行委員 1 サイエンスフェスタの執行を補助する。 

学 生 祭 ク ラ ス 委 員 3 学生祭の計画，運営の本部役員として行動する。 

学 生 会 補 助 員 

（ １ 年 生 の み ） 
2 学生会の活動に協力する。 

 

週 番 

 

2 

学級日誌の記入提出，掲示板，時間割変更及び校内放送な

どへの注意並びに必要事項の伝達，教室等の整理整頓に当

たる。 

掃 除 当 番 
 

責任をもって分担区域の掃除に当たる。 

 (6) 教員との交流の日（オフィスアワー）について 

   質問や相談事があれば，いつでも教員室へ訪ねてください。また，本校では，学生諸君

の基礎学力の向上，教員との積極的なふれ合いを目的として，毎週曜日を定めて学生と教

員との交流の日としています。詳細は，本校ホームページ・キャンパスライフ・オフィス

アワーを参照してください。 
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 (7) 伝達について 

   伝達は掲示により行うので，登下校の際は，必ず学生玄関・学務課前・Ｈ・Ｒ教室等の

掲示板を見てください。個人宛の伝達はさくら連絡網を通じて行うこともあるので，登録

した携帯端末をよく確認してください。また緊急時や重要な連絡はさくら連絡網・校内放

送によることもあるので，十分注意してください。なお，保護者等宛の伝達もさくら連絡

網を通じて行うこともあるので，必ず保護者等の連絡先も登録してください。 

 (8) 施設・設備などについて 

 学校の施設・設備・機器類は大切に扱い，汚損・破損・亡失などしたときは，直ちに学

級担任に届け出て指示を受けなければなりません。重大な過失により汚損・破損・亡失な

どが生じた場合は，該当者が弁償しなければなりません。 

  (9) 寮内への立入り禁止について 

   通学生は寮敷地内への立入は禁止されているので，いかなる場合も立入らないでくださ

い。 

(10) 所持品について 

   自己の所持品には必ず記名し，特に移動教室などの際は，貴重品の保管に十分注意して

ください。なお，各教室の各自の所持品は毎日持ち帰り，放置せず，校内で盗難等の被害

に遭った場合には，学級担任に連絡し，「被害届」を提出してください。 

(11) 郵便物について 

   学生宛の郵便物は学生支援係まで受け取りに来てください。なお，郵便物の種類によっ

ては，総務係で本人が学生証を提示し署名のうえ受け取る必要があります。 

 

３ 自然災害(台風等)による休校について 

    (1) 午前 6時の時点で，香川県高松地域(除く直島町),中讃地区又は東讃地区(除く東かがわ

市)いずれかの市・町(注 1)に，「大雨警報」「暴風警報」「洪水警報」(以下「警報」と

いう。)のいずれかの警報が発令されていれば休校とし，授業等(注 2)は行いません。 

ただし，午前 9時までに警報が解除された場合は，当日の 5限目以降の授業等を行いま

す。 

 (2) 午前 6時以降(登校中)に上記警報が発令された場合は，休校となるので安全な経路・方

法により，速やかに自宅に戻ってください。 

 (3) 居住地域で警報が発令された場合は，特別欠席扱いとするので，自宅で待機してくださ

い。 

 (4) 登校に際し安全な通学路が確保できない場合は，学校に連絡し，指示を受けてください。 

(5) 登校後，上記の警報が発令された場合，又は，その他の自然災害(大雪・地震等)が発生

した場合は，別途指示します。 

 (6) 休校，休講の場合は，指示された日に補講を受けてください。 

    (7) 学生又は保護者等の身体や自宅等に被害が生じたときは，速やかに担任又は学務課に連

絡してください。 

     (注 1)該当する市町名称：高松市，さぬき市，三木町，丸亀市，坂出市，善通寺市，宇多津

町，綾川町，琴平町，多度津町，まんのう町をいう。 

(注 2)通常の授業，研究・課外活動，集中講義，補講，課外活動，インターンシップ等の学

生が参加する活動をいう。 
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 (7) 伝達について 

   伝達は掲示により行うので，登下校の際は，必ず学生玄関・学務課前・Ｈ・Ｒ教室等の

掲示板を見てください。個人宛の伝達はさくら連絡網を通じて行うこともあるので，登録

した携帯端末をよく確認してください。また緊急時や重要な連絡はさくら連絡網・校内放

送によることもあるので，十分注意してください。なお，保護者等宛の伝達もさくら連絡

網を通じて行うこともあるので，必ず保護者等の連絡先も登録してください。 

 (8) 施設・設備などについて 

 学校の施設・設備・機器類は大切に扱い，汚損・破損・亡失などしたときは，直ちに学

級担任に届け出て指示を受けなければなりません。重大な過失により汚損・破損・亡失な

どが生じた場合は，該当者が弁償しなければなりません。 

  (9) 寮内への立入り禁止について 

   通学生は寮敷地内への立入は禁止されているので，いかなる場合も立入らないでくださ

い。 

(10) 所持品について 

   自己の所持品には必ず記名し，特に移動教室などの際は，貴重品の保管に十分注意して

ください。なお，各教室の各自の所持品は毎日持ち帰り，放置せず，校内で盗難等の被害

に遭った場合には，学級担任に連絡し，「被害届」を提出してください。 

(11) 郵便物について 

   学生宛の郵便物は学生支援係まで受け取りに来てください。なお，郵便物の種類によっ

ては，総務係で本人が学生証を提示し署名のうえ受け取る必要があります。 

 

３ 自然災害(台風等)による休校について 

    (1) 午前 6時の時点で，香川県高松地域(除く直島町),中讃地区又は東讃地区(除く東かがわ

市)いずれかの市・町(注 1)に，「大雨警報」「暴風警報」「洪水警報」(以下「警報」と

いう。)のいずれかの警報が発令されていれば休校とし，授業等(注 2)は行いません。 

ただし，午前 9時までに警報が解除された場合は，当日の 5限目以降の授業等を行いま

す。 

 (2) 午前 6時以降(登校中)に上記警報が発令された場合は，休校となるので安全な経路・方

法により，速やかに自宅に戻ってください。 

 (3) 居住地域で警報が発令された場合は，特別欠席扱いとするので，自宅で待機してくださ

い。 

 (4) 登校に際し安全な通学路が確保できない場合は，学校に連絡し，指示を受けてください。 

(5) 登校後，上記の警報が発令された場合，又は，その他の自然災害(大雪・地震等)が発生

した場合は，別途指示します。 

 (6) 休校，休講の場合は，指示された日に補講を受けてください。 

    (7) 学生又は保護者等の身体や自宅等に被害が生じたときは，速やかに担任又は学務課に連

絡してください。 

     (注 1)該当する市町名称：高松市，さぬき市，三木町，丸亀市，坂出市，善通寺市，宇多津

町，綾川町，琴平町，多度津町，まんのう町をいう。 

(注 2)通常の授業，研究・課外活動，集中講義，補講，課外活動，インターンシップ等の学

生が参加する活動をいう。 

 

４ 服装について 

  服装は常に清潔・質素・端正であるよう心掛けてください。 

４.１ 1～3年生 

  以下に定める制服又は略装を着用してください。ただし，休日及び学生祭についてはこの

限りではありませんが，高等学校と同一の活動に参加する場合は制服又は略装とします。 

 (1) 制服 

  規定のブレザータイプ上着，規定のスラックス又はスカート，規定のネクタイに，白カッ

ターシャツ又は白ブラウスを着用します。 

   着用期間：4月 1日～4月 30日及び 11月 1日～3月 31日 

 (2) 夏季服装 

  規定のスラックス又はスカートに，白カッターシャツ又は白ブラウスを着用します。 

   着用期間：5月 1日～10月 31日(ただし，教職員のクールビズの延期にあわせて変更す 

ることがある。) 上着の着用は随意とします。 

ただし，上着を着用するときは，規定のネクタイを着用してください。 

 (3) ベスト・セーター 

   学校指定のものはありません。 

   色や柄が派手でないものであれば，上着を着用するときに限り認めます。 

 (4) 異装 

   特別の事情で定められた制服(略装を含む)以外の服装をしなければならない場合には，

「異装願」を学生支援係に提出して，許可を受けなければなりません。 

 

４.２ 4・5年生 

  華美にならない限り自由な服装を認めますが，常に学生としての自覚のもとに品位をそこ

なわないように心掛けてください。 

特に儀式(始業式，卒業式等)では，1～3年生の制服又はフォーマルなスーツかブレザーを

着用してください。 

 

４.３ 実習服・体操服について 

  所定のものとし，当該授業時に着用してください。 

 

５ 頭髪等身だしなみについて 

  学生らしく活動的であること。1～3年生は染髪・脱色については禁止とし，学生らしい頭

髪としてください。イヤリング，ピアス等については禁止です。また，4・5 年生は 1～3 年

生の模範となる身だしなみとしてください。 

 

６ 飲酒・喫煙について 

  校内においては飲酒を禁じています。また，校内は分煙のため，喫煙所を利用する学生は，

年度ごとに「喫煙所使用願」を学生支援係へ提出し，学生主事の許可を得てください。 
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７ 校内でのゲーム等の遊びについて 

  本校は，授業・研究・課外活動などを通して，良き技術者になるために実力を高めるため

の場です。よって校内にて，授業・研究・課外活動などに関係のない遊び(麻雀，カードゲ

ーム，ボードゲーム，スマートフォンゲームなど)は禁止しています。 

 

８ スマートフォン(携帯電話)等の使用について 

  校内への持込みは可能ですが，以下のルールを守って使用してください。 

ルールを守れない場合は指導処分の対象となります。 

〇校内における利用制限について 

授業時間中の使用は原則禁止です。また，音や映像により他人に迷惑をかける行為を禁止

します(常時マナーモード又は電源を切ること)。 

〇インターネットの利用にあたっては，本校学生としての品位を保ち，社会の一員としての

自覚と責任を持ってください。特に SNS(フェイスブック，ツイッター，ライン等)，メー

ル等における，次のような行為を禁止します。 

・他人の悪口や見た人を不快にさせるような書き込み 

・当人の許可を得ず，個人情報(写真，動画を含む)を掲載する行為 

・違法行為を特定又は類推させるような言動を掲載する行為 

・その他，本校，教職員，在校生，卒業生及び修了生の社会的評価を失墜させる行為 

 

９ アルバイトについて 

  アルバイトは，原則として長期にわたる休業中に限って許可しています。1〜3年生は通常

期間の土･日は禁止です。アルバイトを選ぶ場合には労働条件や労働環境について保護者等及

び学級担任と相談して慎重に検討して決め，3 年生までは「アルバイト許可願」を学生支援

係へ提出してください。長期にわたる休業中以外でアルバイトを希望する場合は，学級担任

へ相談してください。 

 学校では次の諸点を考慮して許可しています。 

 〇勤務時間は原則として午前 8時～午後 8時の間であること。(夜勤は許可していない。) 

 〇危険な仕事でないこと。(例えば，重量物の運搬等は許可しない。) 

 〇健全な仕事であること。(例えば，風俗営業は許可しない。) 

 

10 政治的活動等について 

 (1) 学校構内においては，政治的活動や選挙運動を禁止しています。 

(2) 選挙運動においては，公職選挙法を遵守してください。 

（3）宗教的･営利的な勧誘活動は行わないでください。 

 

11 校外生活について 

 (1) 外出の際は，常に服装を正し(制服以外の服装をするときも)，本校学生の品位を失わな

いよう十分留意して，必ず学生証を所持してください。 

 (2) 学校外の行動については，学生としての自覚をもち軽率な行動のないよう注意し，青少

年の心身の発達に有害な影響を与えると思われる場所(例えば，パチンコ，麻雀クラブ，

競馬場，競輪場，競艇場など)へ立ち入ってはなりません。 
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７ 校内でのゲーム等の遊びについて 

  本校は，授業・研究・課外活動などを通して，良き技術者になるために実力を高めるため

の場です。よって校内にて，授業・研究・課外活動などに関係のない遊び(麻雀，カードゲ

ーム，ボードゲーム，スマートフォンゲームなど)は禁止しています。 

 

８ スマートフォン(携帯電話)等の使用について 

  校内への持込みは可能ですが，以下のルールを守って使用してください。 

ルールを守れない場合は指導処分の対象となります。 

〇校内における利用制限について 

授業時間中の使用は原則禁止です。また，音や映像により他人に迷惑をかける行為を禁止

します(常時マナーモード又は電源を切ること)。 

〇インターネットの利用にあたっては，本校学生としての品位を保ち，社会の一員としての

自覚と責任を持ってください。特に SNS(フェイスブック，ツイッター，ライン等)，メー

ル等における，次のような行為を禁止します。 

・他人の悪口や見た人を不快にさせるような書き込み 

・当人の許可を得ず，個人情報(写真，動画を含む)を掲載する行為 

・違法行為を特定又は類推させるような言動を掲載する行為 

・その他，本校，教職員，在校生，卒業生及び修了生の社会的評価を失墜させる行為 

 

９ アルバイトについて 

  アルバイトは，原則として長期にわたる休業中に限って許可しています。1〜3年生は通常

期間の土･日は禁止です。アルバイトを選ぶ場合には労働条件や労働環境について保護者等及

び学級担任と相談して慎重に検討して決め，3 年生までは「アルバイト許可願」を学生支援

係へ提出してください。長期にわたる休業中以外でアルバイトを希望する場合は，学級担任

へ相談してください。 

 学校では次の諸点を考慮して許可しています。 

 〇勤務時間は原則として午前 8時～午後 8時の間であること。(夜勤は許可していない。) 

 〇危険な仕事でないこと。(例えば，重量物の運搬等は許可しない。) 

 〇健全な仕事であること。(例えば，風俗営業は許可しない。) 

 

10 政治的活動等について 

 (1) 学校構内においては，政治的活動や選挙運動を禁止しています。 

(2) 選挙運動においては，公職選挙法を遵守してください。 

（3）宗教的･営利的な勧誘活動は行わないでください。 

 

11 校外生活について 

 (1) 外出の際は，常に服装を正し(制服以外の服装をするときも)，本校学生の品位を失わな

いよう十分留意して，必ず学生証を所持してください。 

 (2) 学校外の行動については，学生としての自覚をもち軽率な行動のないよう注意し，青少

年の心身の発達に有害な影響を与えると思われる場所(例えば，パチンコ，麻雀クラブ，

競馬場，競輪場，競艇場など)へ立ち入ってはなりません。 

(本科 1～3年生は，児童福祉法，香川県青少年保護育成条例等による保護の対象となります。) 

 

12 運転免許取得，通学方法等について 

 (1) 運転免許の取得 

  ① 本科 1～3年生が自動二輪車の運転免許を取得する場合は，自動車学校等入校前に必ず

「自動二輪車運転免許取得許可願」を学生支援係へ提出し，学生主事の許可を得て入校

及び受験してください。 

  ② 原動機付自転車(排気量 50cc以下)・普通自動二輪車(小型限定，排気量 125cc以下) 

の自動車学校入校日は本科 1年次の冬休み以降，運転免許証交付日は，本科 1年次末の

卒業式の翌日以降です。 

  ③ 普通自動二輪車(限定解除排気量 125cc超 400cc以下)，大型自動二輪車(排気量 400cc

超)の自動車学校入校日は本科 3 年次の冬休み以降，運転免許証交付日は，本科 3 年次

末の卒業式の翌日以降です。普通車の運転免許証交付日は，法令どおりです。 

④ 原級等により進級の遅れた者の運転免許取得については，その者の入学年次の在学生

と同じ学年とみなして許可します。 

⑤ 運転免許は，長期休業中に取得することが望まれます。 

⑥ 本科 1～3年生が運転免許を取得した場合は，種類を問わず直ちに「運転免許取得届」

及び運転免許証の写し(両面)を学生支援係へ提出し，学生主事に届出なければなりませ

ん。 

⑦ 上記②③に定める期日以前に運転免許を取得しなければならない特別の理由がある場

合は，学級担任を通じて学生主事の許可を受けなければなりません。 

 (2) 通学方法等 

    学生は，平日，休日共に「通学方法申請書」等で申請した通学方法及び学生主事の許

可を受けた通学方法を遵守してください。申請した通学方法や通学経路等に変更がある

場合は，「通学方法申請書」及び「自動二輪車通学許可願」を保護者等の承諾を得た後，

学級担任及び指導教員の押印を受け，学生支援係へ提出してください。 

   ※申請等をした通学方法以外の方法で通学していた時に事故にあった場合には，日本ス

ポーツ振興センター災害共済給付制度による保障は受けられません。 

   ※保護者等の送迎時に学生が運転することは禁止しています。 

 (3) 自動二輪車通学(排気量 125cc以下)の申請時期及び許可基準 

①申請時期 

 「自動二輪車通学許可願」は，通学方法に変更等(新規･変更)のある者のみ提出するも

のとし，申請時期は次の期間に別途指定します。 

前期：2月～3月  後期：8月～9月 

※学期途中での自動二輪車通学への通学方法の変更は，特別な理由がない限り原則とし

て認めません。 

②許可基準 

  ア 通学距離が原則 5km 以上。駐輪場の制約から，2･3 年生の全希望学生が駐輪できない

場合には，3年生を優先して許可し，2年生については距離が遠い学生を優先します。 

  イ 30kmを超える遠距離通学は，安全のため原則として認めません。 

  ウ 本科 2年生以上を対象に排気量が 125cc以下かつ純正のみを許可し，特殊形式及び改
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造した自動二輪車での通学は認めません。 

  エ 使用する自動二輪車は，法律で定める自動車損害賠償責任保険の他に，対人・対物賠

償無制限の任意保険に加入しているものに限ります。 

オ 自動二輪車を使用する者は，ジェット型・フルフェイス型の安全性の高いヘルメット

を着用し，あごひもを締めてください。 

カ 自動二輪車通学の新規許可は，本科 2年次の後期からです。ただし，本科 2･3年生の

自動二輪車通学の許可は，原則として学校の実施する二輪車安全運転講習会を受講する

ことを条件とします。 

(4) 自転車及び自動二輪車通学のための注意 

  ① 自動二輪車を使用する者は，道路交通法その他の交通法規を厳守するとともに，学校

の定める規則に従わなければなりません。 

② 許可された自動二輪車は本人が使用し，他人には貸さないでください。 

③ 自転車及び自動二輪車の 2人乗りは禁止です。 

④ 使用する自転車は，自転車損害保険に加入しているものに限ります。 

⑤ 自転車にはスタンドを必ず付けてください。 

⑥ 自転車通学及び自動二輪車通学が許可された車両については通学許可証(ステッカ

ー)を指定された箇所に貼付してください。 

⑦ 許可されていない自転車でやむを得ず一時的に登校した場合は，登校時に学生支援係

へ申し出て，臨時駐輪手続きを行ってください。 

⑧ 許可されていない自動二輪車での通学は認めません。許可された自動二輪車で通学で

きない場合は，自転車か公共交通機関で通学してください。なお，自転車で通学する場

合は⑦のとおりです。 

⑨ 校内走行速度は，最高時速 20km/h 以下です。校内は事故防止のため，一般棟から北

側への自動二輪車の乗入れを禁止しています。 

⑩ 自転車･自動二輪車は，定められた区画内に，早く来た者から順に端から整列して置い

てください。 

⑪ 寮西側から学校に通じる道は通行しないでください。また，校内の自動二輪車通行路

は別に定める通路内とします。 

 (6) 交通事故，交通違反を起こした者は，速やかに学生主事へ報告しなければなりません。 

 (7) 事故発生のときは，加害者，被害者のいずれの場合にかかわらず，事故処理，賠償問題

については保護者等(留学生の場合は留学生本人)において一切の責任を負うものとしま

す。〈自動二輪車通学許可基準〉を確認してください。 
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造した自動二輪車での通学は認めません。 

  エ 使用する自動二輪車は，法律で定める自動車損害賠償責任保険の他に，対人・対物賠

償無制限の任意保険に加入しているものに限ります。 

オ 自動二輪車を使用する者は，ジェット型・フルフェイス型の安全性の高いヘルメット

を着用し，あごひもを締めてください。 

カ 自動二輪車通学の新規許可は，本科 2年次の後期からです。ただし，本科 2･3年生の

自動二輪車通学の許可は，原則として学校の実施する二輪車安全運転講習会を受講する

ことを条件とします。 

(4) 自転車及び自動二輪車通学のための注意 

  ① 自動二輪車を使用する者は，道路交通法その他の交通法規を厳守するとともに，学校

の定める規則に従わなければなりません。 

② 許可された自動二輪車は本人が使用し，他人には貸さないでください。 

③ 自転車及び自動二輪車の 2人乗りは禁止です。 

④ 使用する自転車は，自転車損害保険に加入しているものに限ります。 

⑤ 自転車にはスタンドを必ず付けてください。 

⑥ 自転車通学及び自動二輪車通学が許可された車両については通学許可証(ステッカ

ー)を指定された箇所に貼付してください。 

⑦ 許可されていない自転車でやむを得ず一時的に登校した場合は，登校時に学生支援係

へ申し出て，臨時駐輪手続きを行ってください。 

⑧ 許可されていない自動二輪車での通学は認めません。許可された自動二輪車で通学で

きない場合は，自転車か公共交通機関で通学してください。なお，自転車で通学する場

合は⑦のとおりです。 

⑨ 校内走行速度は，最高時速 20km/h 以下です。校内は事故防止のため，一般棟から北

側への自動二輪車の乗入れを禁止しています。 

⑩ 自転車･自動二輪車は，定められた区画内に，早く来た者から順に端から整列して置い

てください。 

⑪ 寮西側から学校に通じる道は通行しないでください。また，校内の自動二輪車通行路

は別に定める通路内とします。 

 (6) 交通事故，交通違反を起こした者は，速やかに学生主事へ報告しなければなりません。 

 (7) 事故発生のときは，加害者，被害者のいずれの場合にかかわらず，事故処理，賠償問題

については保護者等(留学生の場合は留学生本人)において一切の責任を負うものとしま

す。〈自動二輪車通学許可基準〉を確認してください。 

  

令和 4年度以降自動二輪車通学許可基準 

対象 本科及び専攻科学生 

※本科 5年生及び専攻科学生で、125ccを超える自動二輪車での通学を希望する場合は、四輪通学の許可基準を準用 

排気量 125cc以下 

通学距離 キャンパスから最も遠い最寄りの駅より遠く、路線距離で 30Km以内 

免許取得時期 ・原付及び普通二輪（125cc以下）の自動車学校入校は本科 1年次の冬休み以降で、免許証交付は本科 l年次末の

卒業式の翌日以降 

・普通二輪（125cc超え 400cc以下）及び大型二輪の自動車学校入校は本科 3年次の冬休み以降で、免許証交付は

本科 3年次末の卒業式の翌日以降 

・定めた期日以前に運転免許を取得しなければならない特別な理由がある場合、学生主事の許可を得れば取得する

ことができる 

・原級等により進級の遅れた者の運転免許取得については、 その者の入学年次の在学生と同じ学年とみなして許

可する 

手続き ・本科 1～3 年生が免許を取得する場合は、自動車学校等へ入校する前に必ず「自動二輪車運転免許取得許可願」

を学生支援係へ提出し、学生主事の許可を得て入校及び受験をすること 

・免許を取得した場合は、「運転免許取得届」及び免許証の写し（両面）を学生主事へ提出すること 

・自動二輪車通学を希望する者は、 「通学方法申請書」及び「自動二輪車通学許可願」を保護者等の承諾並びに

学級担任又は指導教員の押印を受けた後、学生支援係へ提出し、学生主事の許可を受けなければならない 

・許可を受けた車両には、 通学許可証（ステッカー）を指定された箇所に貼付すること 

・通学方法に変更等（新規・変更・取消）のある学生は速やかに「通学方法申請書」及び「自動二輪車通学許可願」

を学生支援係へ提出し、学生主事の許可を得ること 

自動二輪車及 
びへルメット 

・騒音が出る、 ナンバープレートの跳ね上げ等整備不良、改造した自動二輪車での通学は許可しない 

・自動二輪車を使用する者は、 ジェット型又はフルフェイス型のヘルメットを正しく着用すること 

保険 使用する自動二輪車は、法律で定める自動車損害賠償責任保険の外に、任意保険（対人・対物賠償無制限）に加入

しているものに限る 

交通法規及び 
学校の規則 

・交通法規及び交通マナーを守り、常に安全運転を心掛けること 

・学生は、平日、休日共に「通学方法申請書」等で申請した通学方法及び学生主事の許可を受けた通学方法を遷守

すること 

※申請等をした通学方法以外の方法で通学していた時に事故にあった場合には、日本スポーツ振興センター災害共

済給付制度の保障は受けられません 

・許可された自動二輪車は本人が使用し、他人には貸さないこと 

・二人乗りはしないこと 

・校内では徐行運転（最高速度 20Km/h）を厳守すること 

・校内は事故防止のため、一般棟から北側へ自動二輪車での乗入は禁止とする 

事故・違反 ・交通事故、交通違反を起こした者は、速やかに学生支援係へ「事故届」「交通違反届」を提出し、学生主事へ届

出ること。また、事故発生のときは、加害者、被害者のいずれの場合にかかわらず、事故処理、賠償問題について

は保護者等（留学生の場合は留学生本人）において一切の責任を負うものとする 

・過去において、交通事故・交通違反をおこした者は許可しないことがある 

・通学方法違反がある場合は、累積回数により、定期の通学許可日から指定の期間を置いたのちの許可とする 

1回：lか月 2回：3か月 3回：6か月 

・交通事故・交通違反を起こした場合、本人の過失が大で被害者が重傷又は死亡したとき、又は家屋等に大きな被

害を与えたときは、学校として処分する場合がある 

通学許可時期 本科 2年次の後期より（二輪車安全運転講習会受講後） 

駐輪場 定められた区画内に、早く来たものから順に端から整列して置くこと 

安全講習会 本科 2・3年生の自動二輪車通学の許可は、原則として二輪車安全運転講習会を受講していることを条件とする 

その他 ・駐輪場の制約から、本科 2・3年生の全希望学生が駐輪できない場合には、3年生を優先して許可し、2年生につ

いては距離が遠い学生を優先する 

・寮西側から学校に通じる道は通行しないこと。また、校内の自動二輪車通行路は別に定める通路内とする 

・特別許可願が提出され、夕方の居残りの必要性と防犯効果が認められた場合は、後期に限り通学距離によらず女

子学生の自動二輪車通学を許可する 

・船舶を利用し高松築港から通学する場合には、自動二輪車の使用を許可する。 ただし、高松港側に自動二輪車

を駐輪する場合には、契約書等を学生支援係へ提出すること 

・寮生以外の留学生の通学方法については、個別に相談するものとする 
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(8) 四輪又は 125ccを超える自動二輪車通学の許可基準(本科 5年生及び専攻科生) 

下記の許可条件を満たした場合に限り，希望者に四輪又は 125ccを超える自動二輪車通

学を許可します。 

四輪又は 125cc を超える自動二輪車通学を希望する者は，「通学方法申請書」で保護

者等の承認を得，学級担任又は指導教員の押印を受けた後，学生支援係へ提出し，学生主

事の許可を受けてください。なお，事故については，学校は一切責任を負いません。 

① 申請時期 

随時(原則毎月の 20日を締め切りとし，審議の上，問題がなければ翌月 1日から許可) 

② 許可条件 

下記の条件を全て満たすこと。 

・申請時点で 1年以内に交通関係の学科長注意以上の処分(学生主事所管)を受けていな 

い者 

・通学距離が原則 5km以上の者 

・各自の責任のもと，民間駐車場を契約した者 

・任意保険(対人：無制限，対物：無制限)に加入していること 

③ 許可申請のための提出書類 

ア 通学方法申請書 

イ 運転免許証の写し(両面) 

ウ 民間駐車場の住所と地図 

エ 契約書の写し(借主氏名･住所，駐車場番号，契約期間，駐車場管理者名･住所記載) 

オ 費用が発生しない場合には使用許諾書 

カ 任意保険証書の写し 

④ 許可後の対応 

ア 通学時の同乗は認めません。(兄弟姉妹も同様)(登校後，一時的に外出する場合に

も同乗を認めません。)(学校活動は全てこれに準ずる。) 

イ 民間駐車場から学校までは，徒歩又は自転車(指定ステッカー必要)とします。 

ウ 下記の場合には許可を取り消します。または，許可を一時停止します。 

a 上記ア，イに違反した場合 

b 住民や管理者等から苦情が来て本人に責任がある場合 

c 法令に違反し事故を起こした場合 

エ 上記の許可条件を満たさなくなった場合及び交通関係の学科長注意以上の処分(学

生主事主管)を受けた場合には許可を取り消します。 

 (9) 寮生の自動二輪車使用について 

① 寮生の自動二輪車使用(寮内持込)許可については，自動二輪車通学生の「自動二輪車

使用」を準用し，「寮生活のしおり」にある注意事項を守ってください。 

② 閉寮中に自宅から通学する場合，臨時的に自転車･自動二輪車での通学を通学生と同様

の通学基準で認めます。希望者は「長期休業中通学許可願兼通学証明書交付願」を保護

者等の承諾を得た後，登校目的に応じて該当教員の押印を受け，学生支援係へ提出して

ください。 
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(8) 四輪又は 125ccを超える自動二輪車通学の許可基準(本科 5年生及び専攻科生) 

下記の許可条件を満たした場合に限り，希望者に四輪又は 125ccを超える自動二輪車通

学を許可します。 

四輪又は 125cc を超える自動二輪車通学を希望する者は，「通学方法申請書」で保護

者等の承認を得，学級担任又は指導教員の押印を受けた後，学生支援係へ提出し，学生主

事の許可を受けてください。なお，事故については，学校は一切責任を負いません。 

① 申請時期 

随時(原則毎月の 20日を締め切りとし，審議の上，問題がなければ翌月 1日から許可) 

② 許可条件 

下記の条件を全て満たすこと。 

・申請時点で 1年以内に交通関係の学科長注意以上の処分(学生主事所管)を受けていな 

い者 

・通学距離が原則 5km以上の者 

・各自の責任のもと，民間駐車場を契約した者 

・任意保険(対人：無制限，対物：無制限)に加入していること 

③ 許可申請のための提出書類 

ア 通学方法申請書 

イ 運転免許証の写し(両面) 

ウ 民間駐車場の住所と地図 

エ 契約書の写し(借主氏名･住所，駐車場番号，契約期間，駐車場管理者名･住所記載) 

オ 費用が発生しない場合には使用許諾書 

カ 任意保険証書の写し 

④ 許可後の対応 

ア 通学時の同乗は認めません。(兄弟姉妹も同様)(登校後，一時的に外出する場合に

も同乗を認めません。)(学校活動は全てこれに準ずる。) 

イ 民間駐車場から学校までは，徒歩又は自転車(指定ステッカー必要)とします。 

ウ 下記の場合には許可を取り消します。または，許可を一時停止します。 

a 上記ア，イに違反した場合 

b 住民や管理者等から苦情が来て本人に責任がある場合 

c 法令に違反し事故を起こした場合 

エ 上記の許可条件を満たさなくなった場合及び交通関係の学科長注意以上の処分(学

生主事主管)を受けた場合には許可を取り消します。 

 (9) 寮生の自動二輪車使用について 

① 寮生の自動二輪車使用(寮内持込)許可については，自動二輪車通学生の「自動二輪車

使用」を準用し，「寮生活のしおり」にある注意事項を守ってください。 

② 閉寮中に自宅から通学する場合，臨時的に自転車･自動二輪車での通学を通学生と同様

の通学基準で認めます。希望者は「長期休業中通学許可願兼通学証明書交付願」を保護

者等の承諾を得た後，登校目的に応じて該当教員の押印を受け，学生支援係へ提出して

ください。 

13 諸手続一覧(高松キャンパス)について 

  学則，学生準則及びその他諸規程における手続きに要する所定の用紙は下記一覧表の担当

係にあるので，遅延なく手続きをするよう心掛けてください。 

 (1) 交付を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

学 生 証 学務係 1・4学年の始め  

 

 (2) 願い出て交付を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

学 生 証 学務係 
紛失等により再交付
を願い出るとき 

(再交付願) 

在 学 証 明 書 〃 必要時 

(交付願)就職については

キャリアサポートセンタ

ーを経由のこと。必要時(1

週間前まで) 

成 績 証 明 書 〃 〃 

(交付願)就職については

キャリアサポートセンタ

ーを経由のこと。必要時(1

週間前まで) 

卒 業 見 込 証 明 書 〃 〃 

(交付願)就職については

キャリアサポートセンタ

ーを経由のこと。必要時(1

週間前まで) 

修 了 見 込 証 明 書 〃 〃 

(交付願)就職については

キャリアサポートセンタ

ーを経由のこと。必要時(1

週間前まで) 

卒 業 証 明 書 〃 〃 
 

修 了 証 明 書 〃 〃 
 

健 康 診 断 書 保健室 必要時 

(交付願)就職については

キャリアサポートセンタ

ーを経由のこと。必要時(1

週間前まで) 

学 生 旅 客 運 賃 割 引 証 学生支援係 必要時 
 

通 学 証 明 書 〃 必要時(3日前まで) 
 

在 寮 証 明 書 学生生活係 必要時 
 

 

 (3) 届け出るもの 

種類 交付係 時期 備考 

誓 約 書 学務係 入学時 
 

住 居 変 更 届 〃 その都度 
 

身 上 異 動 届 〃 〃 
 

保 証 人 変 更 届 〃 〃 
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欠席(特別欠席・感染症・忌引)届 〃 〃 
理由により様式，色が異

なる 

海 外 渡 航 届 〃 〃  

運 転 免 許 取 得 届 学生支援係 随時 
1～3年生 

運転免許証(両面)の写

しを添付 

事 故 届 学生支援係 随時 
部活動,授業,通学中の

事故,けが 

交 通 違 反 届 〃 〃 
 

被 害 届 〃 〃 
 

 

 (4) 願い出て許可を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

休 学 願 学務係 その都度 
 

復 学 願 〃 〃 
 

退 学 願 〃 〃 
 

転 科 願 〃 1月末日まで 
 

履 修 願 〃 
(前期)4月指定日まで 

(後期)10月指定日まで 
集中講義・校外実習は別

途 

追 試 験 願 〃 登校後 1週間以内 
 

別 室 受 験 願 〃 
試験開始日の 
1週間前まで 

 

集会(催物,その他の行事)許可願 学生支援係 随時(1週間前まで) 教室等使用の場合 

入学料 免除/徴収猶予 申請書 〃 指定期日 
 

授業料 免除/徴収猶予/月割分納 
申 請 書 

〃 
指定期日 

免除・猶予は年 2回 

 

各 種 奨 学 金 等 申 請 書 〃 指定期日 
 

学 生 団 体 結 成 願 〃 必要時 
 

校 外 団 体 参 加 願 〃 〃 
 

自動二輪車運転免許取得許可願 〃 自動車学校入校前 本科 1～3年生 

通 学 方 法 申 請 書 〃 １年生：入学時・9 月 

徒歩・自転車： 

学期途中での通学方法

の変更は，特別な理由が

ない限り原則として認

めない。 

四輪・二輪 125cc超： 

原則毎月 20 日〆切と

し，審議のうえ，翌月

１日から許可 

自 動 二 輪 車 通 学 許 可 願 〃 
新規：8月・2月 

車種変更等がある者
：随時 

別途指定する。 

学期途中での通学方法

の変更は，特別な理由が

ない限り原則として認

めない。 
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欠席(特別欠席・感染症・忌引)届 〃 〃 
理由により様式，色が異

なる 

海 外 渡 航 届 〃 〃  

運 転 免 許 取 得 届 学生支援係 随時 
1～3年生 

運転免許証(両面)の写

しを添付 

事 故 届 学生支援係 随時 
部活動,授業,通学中の

事故,けが 

交 通 違 反 届 〃 〃 
 

被 害 届 〃 〃 
 

 

 (4) 願い出て許可を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

休 学 願 学務係 その都度 
 

復 学 願 〃 〃 
 

退 学 願 〃 〃 
 

転 科 願 〃 1月末日まで 
 

履 修 願 〃 
(前期)4月指定日まで 

(後期)10月指定日まで 
集中講義・校外実習は別

途 

追 試 験 願 〃 登校後 1週間以内 
 

別 室 受 験 願 〃 
試験開始日の 
1週間前まで 

 

集会(催物,その他の行事)許可願 学生支援係 随時(1週間前まで) 教室等使用の場合 

入学料 免除/徴収猶予 申請書 〃 指定期日 
 

授業料 免除/徴収猶予/月割分納 
申 請 書 

〃 
指定期日 

免除・猶予は年 2回 

 

各 種 奨 学 金 等 申 請 書 〃 指定期日 
 

学 生 団 体 結 成 願 〃 必要時 
 

校 外 団 体 参 加 願 〃 〃 
 

自動二輪車運転免許取得許可願 〃 自動車学校入校前 本科 1～3年生 

通 学 方 法 申 請 書 〃 １年生：入学時・9 月 

徒歩・自転車： 

学期途中での通学方法

の変更は，特別な理由が

ない限り原則として認

めない。 

四輪・二輪 125cc超： 

原則毎月 20 日〆切と

し，審議のうえ，翌月

１日から許可 

自 動 二 輪 車 通 学 許 可 願 〃 
新規：8月・2月 

車種変更等がある者
：随時 

別途指定する。 

学期途中での通学方法

の変更は，特別な理由が

ない限り原則として認

めない。 

長期休業中通学許可願兼通学証
明 書 交 付 願 

〃 長期休業前 
寮生のうち長期休業中自

宅から通学を希望する者 

ス テ ッ カ ー 
（自転車・自動二輪車）再交付願 

〃 〃 
自転車変更等がある者

も含む 

ア ル バ イ ト 許 可 願 〃 必要時(1 週間前まで) 
本科 1～3 年生：長期休

暇中のみ 

合 宿 許 可 願 〃 〃  

和 敬 館 使 用 許 可 願 〃 〃  

異 装 願 〃 〃  

施 設 ・ 設 備 使 用 許 可 願 学生支援係 随時  

喫 煙 所 使 用 願 〃 〃 年度毎に願出が必要 

入 寮 願 学生生活係 入寮時  

入 寮 誓 約 書 〃 〃  

退 寮 願 〃 退寮時  

継 続 在 寮 願 〃 1月中旬 
引き続き，翌年度も在寮

を希望する場合 

休 寮 願 〃 その都度  

復 寮 願 〃 〃  

鍵 交 付 等 申 請 書 施設係 
〃 

（指導教員を通じ，年
度毎に交付を受ける） 

本科 5 年生(卒業研究

用)として，専攻科棟(時

間外)･地域イノベーシ

ョンセンターの出入り

にカードキーの交付が

必要 

 

14 諸納金一覧について 

種別 金額 １回あたり納付金 納期 

入 学 料 84,600円 84,600円 学校が指定する日 

授 業 料 年234,600円 

117,300円 
(ただし，1～3年生は就
学支援金制度，4・5年
生は修学支援新制度に
より，金額が異なる) 

前期分 5月 31日まで 

後期分 10月 31日まで 

(学生の申出があった時は前期分納付の

際，後期分も併せて 5月 31日まで) 

日本スポーツ振興
センター共済掛金 

年 1,550円 1,550円 4月 30日まで 

寄 宿 料 

年 9,600円 
(1人部屋) 

4,800円 
前期分 4月 30日まで 
後期分 10月 31日まで 年 8,400円 

(2人部屋) 
4,200円 

後 援 会 入 会 金 8,000円 8,000円 
前期分 5月 31日まで 
※新 1年生、新編入生、新専攻科生のみ

(本科進学除く) 

後 援 会 費 19,000円 9,500円 
前期分 5月 31日まで 
後期分 10月 31日まで 

工 業 会 費 5,000円 5,000円 
前期分 5月 31日まで 
※新 1年生、新編入生のみ(留学生除く) 
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学 生 会 入 会 金 5,000円 5,000円 
前期分 5月 31日まで 
※新 1年生、新編入生のみ 

学 生 会 費 7,200円 3,600円 
前期分 5月 31日まで 

後期分 10月 31日まで 

 

（入寮した場合の経費） 

種別 金額 1回あたり納付金 納期 納付先 

入 寮 金 2,000円 2,000円 入寮時のみ 
清雲寮 
保護者会 

寮 費 
厚 生 費 
設 備 維 持 費 

年 62,640円 
31,320円 前期分 4月 30日まで 〃 

31,320円 後期分 10月 31日まで 〃 

給 食 費 － 
月(31日の場合) 
33,480円 

翌月 20日 委託会社 

 

15 指導処分について 

  法律，学則，その他の諸規則に違反した場合は，指導処分の対象とします。 
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学 生 会 入 会 金 5,000円 5,000円 
前期分 5月 31日まで 
※新 1年生、新編入生のみ 

学 生 会 費 7,200円 3,600円 
前期分 5月 31日まで 

後期分 10月 31日まで 

 

（入寮した場合の経費） 

種別 金額 1回あたり納付金 納期 納付先 

入 寮 金 2,000円 2,000円 入寮時のみ 
清雲寮 
保護者会 

寮 費 
厚 生 費 
設 備 維 持 費 

年 62,640円 
31,320円 前期分 4月 30日まで 〃 

31,320円 後期分 10月 31日まで 〃 

給 食 費 － 
月(31日の場合) 
33,480円 

翌月 20日 委託会社 

 

15 指導処分について 

  法律，学則，その他の諸規則に違反した場合は，指導処分の対象とします。 

福 利 厚 生 

１ 奨学金制度 

   奨学金制度は，人物，学業ともに優れ，経済的理由により著しく修学困難な学生に対し，

選考の上学資を貸与又は給付する制度です。日本学生支援機構，地方公共団体，財団法人等

いくつかの奨学金制度があります。 
 

(1) 日本学生支援機構 

【貸与奨学金】人物・学業ともに特に優れ，経済的理由により著しく修学が困難であると認めら

れる者に対し，選考により奨学金が貸与されます。 

ア 令和 4年度学年別貸与月額 

イ 出願の手続き 

奨学金の貸与を希望する者は，募集時(年 1，2回)の指定された期日までに関係書類を学生

支援係に提出してください。通常の採用の他に，緊急採用，応急採用もありますので，家計

急変のため学資負担が困難となり奨学金の貸与を希望する者は，その都度学生支援係に出願

することができます。 

ウ 奨学生学業成績等の報告 

学校では，奨学生学業成績報告書を毎年，日本学生支援機構へ提出することになっていま

す。その結果，成績不振者に対し「廃止」あるいは「停止」等の処置がとられます。 

そのほか性行不良あるいは奨学金受領資格確認に応じないなど，奨学生としての責務を怠

り，奨学生として適当でないときは，奨学金の交付を「廃止」されることがありますので十

分留意してください。 

エ 奨学金の返還 

奨学金は貸与されるものであるので，卒業後必ず返還しなければなりません。返還された

奨学金は，新たな奨学生の貸与資金となるので，督促を受けることなく確実に返還する義務

があります。 

【給付奨学金】4 年生以上の学生で，意欲と能力があるにもかかわらず，経済的理由により進級

又は修学が困難な生徒に対して，返還の必要のない給付奨学金が交付されます。 

ア 給付月額 

自宅通学生  月額  5,900~17,500円※ 

自宅外通学生 月額  11,400~34,200円 

給付型奨学金の支給対象者は，併せて授業料の減免も受けることができます。詳しくは

【３ 授業料等の減免 イ高等教育の修学支援新制度による「授業料等減免」】をご確認

ください。 
※生活保護世帯で自宅から進学する者及び児童保護施設等から通学する者は金額が異なり

ます。 

区分 対象学年 自宅 自宅外 

日 本 学 生 支 援 機 構 
第 一 種 奨 学 金 
( 無 利 子 ) 

本科１年～３年 
21,000 円 22,500 円 

10,000 円 

本科４年，５年 

45,000 円 
 

30,000 円 
20,000 円 

51,000 円 
40,000 円 
30,000 円 
20,000 円 

日 本 学 生 支 援 機 構 
第 二 種 奨 学 金 
( 有 利 子 ) 

本科４年，５年 20,000 円~120,000 円 
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イ 出願の手続き 

年 2回，掲示及びメール等で募集が行われるので，指定された期日までに関係書類を学生支

援係に提出してください。 

(2) その他奨学金(日本学生支援機構以外の主な奨学金) 

奨学会名称 月額 備考 
返還の 
有無 募集時期 

高松市奨学金 9,000円 

・高松市に住所を有する者 

・高専進学時には中学校で予約が必要 

・本科 1～5年生対象(36か月以内) 

無 12月 

香川県高等学校等奨学

金 

自宅通学生 

18,000円まで(選択制) 

自宅外通学生  

23,000円まで(選択制)  

・日本学生支援機構貸与奨学金と重複不可 

・香川県に住所を有する者の子弟 

・本科 1～5年生対象 

有 随時 

香川育英会 18,000円 
・その他の奨学金と重複不可 

・本科 1～3年生対象 
有 6月 

岡山県育英会 
自宅通学生 18,000円 

自宅外通学生 23,000円 

・日本学生支援機構奨学金等奨学金と重複不可 

・岡山県に住所を有する者 

・本科 1～5年生対象 

有 4･9月 

倉敷市奨学金 
貸付 10,000円 

給付 5,000円 

・(貸与のみ)その他の奨学金と重複不可 

・倉敷市に住所を有する者 

・本科 1～5年生対象 

有･無 
3月～ 

4月･9月 

近藤記念財団 30,000円 
・その他の奨学金と重複可能 

・本科 1年生対象 
無 8～9月 

関育英奨学金 20,000円 ・本科 2年生対象 有 4～5月 

大西・アオイ記念財団 30,000円 
・その他の奨学金と重複可能 

・本科 2～5年生対象 
無 2月 

南海育英会 
貸付 50,000円 

給付 30,000円 

・その他の奨学金と重複可能 

・香川県内に本籍又は現住所を有する者 

・本科 4年生に進級し，専攻科進学予定者 

有･無 12～1月 

四国機器木村記念財団 
自宅通学生 30,000円 

自宅外通学生 35,000円 

・その他の奨学金と重複不可 

・本科 4･5年生対象 
無 2～4月 

香川県教育弘済会・ 
日本教育公務員弘済会 

１年につき 25万円 

(最高 100万円) 

・本科 4･5年生対象 

・香川県に住所を有する者の子弟 
有 12～3月 

香川県大学生等奨学金 

日本学生支援機構給付

奨学金第 1区分 

15,000円～ (選択制) 

日本学生支援機構給付

奨学金第 1区分以外 

自宅通学生 

45,000円まで(選択制)  

自宅外通学生 

51,000円まで(選択制) 

・香川県に保護者等の住所を有する者 

・本科 4･5年生対象 
有 4～5月 

天野工業技術研究所 年額 24万円 

・学業優秀 

・前年度後期授業料免除で全額免除対象者又は

修学支援新制度による授業料減免を受けて

いる者 

・本科 5年生対象 

無 4月 
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イ 出願の手続き 

年 2回，掲示及びメール等で募集が行われるので，指定された期日までに関係書類を学生支

援係に提出してください。 

(2) その他奨学金(日本学生支援機構以外の主な奨学金) 

奨学会名称 月額 備考 
返還の 
有無 募集時期 

高松市奨学金 9,000円 

・高松市に住所を有する者 

・高専進学時には中学校で予約が必要 

・本科 1～5年生対象(36か月以内) 

無 12月 

香川県高等学校等奨学

金 

自宅通学生 

18,000円まで(選択制) 

自宅外通学生  

23,000円まで(選択制)  

・日本学生支援機構貸与奨学金と重複不可 

・香川県に住所を有する者の子弟 

・本科 1～5年生対象 

有 随時 

香川育英会 18,000円 
・その他の奨学金と重複不可 

・本科 1～3年生対象 
有 6月 

岡山県育英会 
自宅通学生 18,000円 

自宅外通学生 23,000円 

・日本学生支援機構奨学金等奨学金と重複不可 

・岡山県に住所を有する者 

・本科 1～5年生対象 

有 4･9月 

倉敷市奨学金 
貸付 10,000円 

給付 5,000円 

・(貸与のみ)その他の奨学金と重複不可 

・倉敷市に住所を有する者 

・本科 1～5年生対象 

有･無 
3月～ 

4月･9月 

近藤記念財団 30,000円 
・その他の奨学金と重複可能 

・本科 1年生対象 
無 8～9月 

関育英奨学金 20,000円 ・本科 2年生対象 有 4～5月 

大西・アオイ記念財団 30,000円 
・その他の奨学金と重複可能 

・本科 2～5年生対象 
無 2月 

南海育英会 
貸付 50,000円 

給付 30,000円 

・その他の奨学金と重複可能 

・香川県内に本籍又は現住所を有する者 

・本科 4年生に進級し，専攻科進学予定者 

有･無 12～1月 

四国機器木村記念財団 
自宅通学生 30,000円 

自宅外通学生 35,000円 

・その他の奨学金と重複不可 

・本科 4･5年生対象 
無 2～4月 

香川県教育弘済会・ 
日本教育公務員弘済会 

１年につき 25万円 

(最高 100万円) 

・本科 4･5年生対象 

・香川県に住所を有する者の子弟 
有 12～3月 

香川県大学生等奨学金 

日本学生支援機構給付

奨学金第 1区分 

15,000円～ (選択制) 

日本学生支援機構給付

奨学金第 1区分以外 

自宅通学生 

45,000円まで(選択制)  

自宅外通学生 

51,000円まで(選択制) 

・香川県に保護者等の住所を有する者 

・本科 4･5年生対象 
有 4～5月 

天野工業技術研究所 年額 24万円 

・学業優秀 

・前年度後期授業料免除で全額免除対象者又は

修学支援新制度による授業料減免を受けて

いる者 

・本科 5年生対象 

無 4月 

あしなが育英会 

・貸与 25,000円＋給付

20,000 円(本科 1～3 年

生） 

 

・貸与 40,000円＋給付

30,000 円(本科 4･5 年

生) 

・保護者等が病気や災害などで死亡あるいは著

しい後遺障害のために働けないこと 
有・無 5･9・12月 

日本教育公務員弘済会 50,000円(1回限り) 

・入学後，家庭状況の急激な変化により，精神

的・経済的に激励援助を必要とする者 

・本科 1～3年生対象 

無 6月･12月 

掲示及びメール等で随時募集，案内を行うので，確認してください。学校の推薦を必要とす

るときは，学生支援係に申し出てください。 
 

２ 高等学校等就学支援金制度(本科 1～3年生) 

制度の概要 

高等学校等就学支援金制度とは，家庭の状況にかかわらず，全ての意志ある高校生等が安心し

て勉学に打ち込める社会をつくるため，国の費用により，生徒の授業料に充てる高等学校等就学

支援金を支給し，家庭の教育費負担を軽減するものです。 

 国立高等専門学校(第 1学年～第 3学年)の学生で定められた所得判定基準(年収 910万円程度)

未満の世帯が就学支援金支給の対象となり，月額 9,900円(年額 118,800円)が支給されます。支

給期間は，原則として通算 36月です。なお，保護者等(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金

の加算又は未支給となることがあります。 

※授業料は，年間 234,600円(月額換算 19,550円(a))です。 
 
【所得判定基準等】 

＜所得判定基準＞ 

市町村民税の課税標準額×6％ 

         － 市町村民税の調整控除の額(※) 

(保護者等合算額) 

就学支援金支給額(b) 
授業料本人負担額 

(a)-(b) 

30万 4,200円以上 月額       0円(支給なし) 月額 19,550円 

15万 4,500円以上～30万 4,200円未満 月額   9,900円(一律支給のみ)   月額  9,650円 

0円(非課税)～15万 4,500円未満 月額  19,550円(加算額 9,650円) 月額    0円 

※6％は市町村民税の標準税率(標準税率との関係で，調整控除の額について指定都市の場合は調整(3/4を乗じる)が必要) 

※調整控除とは，平成 19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人住民税と所得税の人的控除の差額に起因する

負担増を調整するための控除。 

※保護者等全員(父母両方(収入が無くても必要))の合算額で判定します。 

 留意事項 

(1) 就学支援金は，学校が学生本人に代わって受け取り，その授業料に充当するものであり，学生本人(保護者等)

が直接受け取るものではありません。したがって，授業料と就学支援金との差額を学生本人(保護者等)が納付

することになります。 

(2)  国立高等専門学校の授業料は，前期・後期の年 2回に分けて納付します。また，就学支援金の支給は，受給

資格認定申請のあった月から始まり，受給事由の消滅(受給限度期間の終了，退学，転学等)した月に終了しま

す。したがって，例えば期の途中で退学する場合は，退学する月の翌月から就学支援金は支給されなくなるの

で，退学する月の翌月以降の授業料を学生が負担しなければならないときは，退学することによって支給され

なくなる就学支援金相当額を含めて授業料を納付することになりますので，ご注意ください。 

(3)  その他申請書等を提出後に申請等の内容に変更があった場合は，高松キャンパス学務課学生支援係まで申し

出てください。 
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３ 授業料等の免除 

   ア 独立行政法人国立高等専門学校機構が実施する授業料免除制度による「授業料免除」 

学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたと認め 
られる場合は次の支援が受けられます。 
(1) 授業料 

授業料の各期の納付期限前 6月以内において当該事由が発生したとき，当該事由の発生

した日に属する期又は翌期に納付すべき授業料の免除，又は徴収の猶予（月割分納等）を

受けることができます。 

(2) 寄宿料 

当該事由の発生した日に属する月の翌月から 6月間の範囲において必要と認める期間免

除を受けることができます。 

免除等を申請する際は，学生支援係(授業料），学生生活係(寄宿料)において所定の用紙

の交付を受け，必要事項を正確に詳しく記入し，学級担任の確認を受け，学生支援係又は

学生生活係へ提出してください。 

なお，授業料免除については，その都度掲示等により通知するので，指定期日までに申

請書類を提出してください。 

 

   イ 高等教育の修学支援新制度による「授業料等減免」(本科 4年生以上対象) 

高等教育の修学支援新制度とは，意欲と能力があるにもかかわらず，経済的理由により

進級又は修学が困難な学生に対して支援を行う制度です。 

原則返還が不要な「給付奨学金【(1)日本学生支援機構」参照）】」と授業料及び入学料

が減免される「授業料等減免」の 2 つの支援からなっており，支援を受けるには，「給付

奨学金」に申請し，採用される必要があります。申請を希望する場合は，「給付奨学金」

の申請手続きを必ず行ってください。 

なお，当制度の要件として，学業等に係る基準及び家計に係る基準による審査がありま

す。家計に係る基準のうち，収入基準については日本学生支援機構のホームページに掲載

されている「給付奨学金確認シミュレーション」にてご確認ください。 

 

【令和 3 年度 半期 授業料等減免額】※授業料は，年間 234,600円(半期 117,300円(a)) 

＜所得判定基準＞ 

市町村民税の課税標準額×6％ 

―（調整控除額+調整額）※ 

授業料等減免額(b) 
授業料本人負担額 

(a)-(b) 

非課税世帯 【第Ⅰ区分】 117,300円【満額減免】 0円 

支給額算定基準額の保護者等の合計が 
100円以上 25,600円未満 【第Ⅱ区分】 

78,200円【2/3減免】 39,100円 

支給額算定基準額の保護者等の合計が 
25,600円以上 51,300円未満 【第Ⅲ区分】 

39,100円【1/3減免】 78,200円 

※ふるさと納税，住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合は各区分に該当しない場合があります。 

※政令指定都市に対して市民税を納税している場合は，(調整控除+調整額)に 3/4を乗じた額となります。 

 留意事項 

(1) 高等教育の修学支援新制度による「授業料等減免」は，学校が学生本人に代わって受け取り，その授業料に

充当するものであり，学生本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。したがって，授業料と「授業

料等減免」との差額を学生本人(保護者等)が納付することになります。 

(2) 「授業料等減免」の支援は 1度採用されますと，最短修業期間まで支援区分に応じて支援がなされます。支

援区分に関しては年度途中にある学業等に係る基準及び家計に係る基準による審査により変更されます。また，
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100円以上 25,600円未満 【第Ⅱ区分】 

78,200円【2/3減免】 39,100円 

支給額算定基準額の保護者等の合計が 
25,600円以上 51,300円未満 【第Ⅲ区分】 

39,100円【1/3減免】 78,200円 

※ふるさと納税，住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合は各区分に該当しない場合があります。 
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充当するものであり，学生本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。したがって，授業料と「授業
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援区分に関しては年度途中にある学業等に係る基準及び家計に係る基準による審査により変更されます。また，

年度途中に休・退学された場合は，翌月(月の初日に休・退学をした場合は当該月)から支援が停止することか

ら，当月から学期末までの授業料(月額)を納付いただくことになります。 

(3) 日本学生支援機構給付奨学金の申請は年 2回(4月・9月)実施予定です。4月申請は前年 6月，9月申請は本

年 6 月に確定した市町村民税情報に基づき，家計に係る基準の判定を行います。4 月申請で要件を満たしてい

なかった方でも 9月申請では支援の対象となることがあります。 

 

４ 各種相談制度  

   ア 学生相談 

        学生相談室は，下記のための場所です。 

   (1) 学生からの相談 

   (2) 保護者等からの相談 

   (3) 教職員に対するコンサルテーション 

     学生相談室では，学生の皆さんが心穏やかに，豊かで充実した高専生活を送れるよう，

学校生活における様々な相談をお受けします。友人や家族との人間関係に関する悩み，

就職か進学かという進路についての悩み，学業や寮生活に関する悩み等，特に大きな悩

みでなくても何か心にひっかかることがあればいつでも気軽にご利用ください。学生相

談室員は，皆さんの心に寄り添いながら，悩みを解決する糸口を見つけることができる

ようにお手伝いをさせていただきます。相談内容についての秘密は必ず守りますので安

心して「学生相談室」の札を掲示している室員の部屋をノックしてください。 

本校の相談室には，室員(本校教職員)のほかに，公認心理師・臨床心理士の資格を持

つカウンセラーと社会福祉学に基づく支援を行うスクールソーシャルワーカーもいま

す。カウンセラーは，週に 2～3回来校し，図書館棟 3階の学生相談室で学生，保護者等，

教職員を対象に専門的なカウンセリングを行ってくれます。カウンセラーによる面談日

等については，本校ホームページ，また各Ｈ・Ｒ教室や学生相談室に掲示してあります。

ただし，それ以外の日時でもカウンセラーの都合がつけば面談ができますので，室員に

申し出てください。スクールソーシャルワーカーは，週に 1回来校し，キャリアサポー

ト相談室等で勉強のこと就職のことなど幅広い相談を受け付け，支援方法をともに模索

します。 

学生相談室専用メールアドレスを以下に記します。カウンセラーとの面談予約，相談

室員との面談希望，また相談等に気軽にご利用ください。 

soudan@t.kagawa-nct.ac.jp 

イ 健康相談 

毎年春季に学生定期健康診断を実施していますが，これとは別に毎月 1回学校医によ

る健康相談日を設けて，相談に応じています。 

体に不安がある学生は相談してください。場所は保健室で，日時はその都度周知しま

す。 

   ウ いじめ連絡窓口 

「いじめ」を受けている又は他の学生が「いじめ」を受けていることを知っている学

生からの情報提供を以下のいじめ連絡窓口(Forms)で受け付けています。ささいなこと

でも構いません。気になることがあれば，気軽にいつでも連絡してください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XYP-cpVeEkWK4KezivJfyLgF90

nb11FKmr8EN4nfRlFUQUhCNlFDVzlFMERHOTg0R0RYMFI1MDQ2OS4u 
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５ 独立行政法人日本スポーツ振興センターについて(災害共済給付制度) 

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度とは，独立行政法人日本スポー

ツ振興センターと学校の設置者との契約(災害共済給付契約)により，学校の管理下における

学生の災害(負傷，疾病，障害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費，障害見舞金又は死亡

見舞金の支給)を行うものです。その運営に要する経費を国，学校の設置者及び保護者等(同

意確認後)の三者で負担する互助共済制度です。 

 

  ア 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 

災害の種類 災 害 の 範 囲 給 付 金 額 

負 傷 
その原因である事由が学校の管理下で生じたもの
で，療養に要する費用の額が 5,000円以上のもの 

 

医療費 
  
〇医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10 

(そのうち1/10の分は，療養に伴って要する費用 
として加算される分) 
ただし，高額療養費の対象となる場合は，自己 

負担額(所得区分により限度額が異なる。)に， 
療養に要する費用月額の 1/10を加算した額 

  

〇入院時食事療養費の標準負担額がある場合は 
その額を加算した額 

  
  
 

  
   疾 病  
  

  
  
   

その原因である事由が学校の管理下で生じたもの

で，療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの
のうち，文部科学省令で定めるもの 
〇学校給食等による中毒 

〇ガス等による中毒 
〇熱中症 
〇溺水 

〇異物の嚥下又は迷入による疾病 
〇漆等による皮膚炎 
〇外部衝撃等による疾病 

〇負傷による疾病 

  
障 害 

  

学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後
に残った障害（その程度により第１級から第 14級に
区分される。） 

障害見舞金 4,000万円～88万円 

[通学中の災害の場合 2,000万円～44万円] 

  

  
  

死 亡 

  
  
  

学校の管理下において発生した事件に起因する死

亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 3,000万円 

[通学中の場合 1,500万円] 

突 

然 

死 
運動などの行為に起因する突然死 

死亡見舞金 3,000万円 
[通学中の場合 1,500万円] 

運動などの行為と関連のない突然死 
死亡見舞金 1,500万円 

[通学中の場合も同額]  

 (1) 学校管理下の範囲 

〇 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合。 

〇 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合。 

   〇 休憩時間にある場合，その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合。 

   〇 通常の経路及び方法により通学する場合。 

   〇 学校外で授業等が行われるとき，その場所，集合･解散場所と住居･学寮との間の合理

的な経路，方法による往復中 

   〇 学寮にあるとき。 

以上の事項に該当すると思われる災害が発生した場合は，速やかに保健室に届け出て所

定の手続きをとること。 

(2) 給付の制限 

 〇 給付事由が発生してから 2年の間に請求を行わないときは，時効となります。 

 〇 災害共済給付支給期間は，初診から最長 10年間です。 

〇 第三者の加害行為による災害で，その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通

事故など)は，給付が行われません。 

〇 他の法令の規定による給付等を受けられるときは，給付が行われません。 

〇 非常災害(地震，津波，洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い，給付金の支

払が困難になったときは給付が行われません。 

〇 学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。(ただし，いじめ，体罰

その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負
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亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 3,000万円 

[通学中の場合 1,500万円] 

突 

然 

死 

運動などの行為に起因する突然死 
死亡見舞金 3,000万円 
[通学中の場合 1,500万円] 

運動などの行為と関連のない突然死 
死亡見舞金 1,500万円 

[通学中の場合も同額]  

 (1) 学校管理下の範囲 

〇 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合。 

〇 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合。 

   〇 休憩時間にある場合，その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合。 

   〇 通常の経路及び方法により通学する場合。 

   〇 学校外で授業等が行われるとき，その場所，集合･解散場所と住居･学寮との間の合理

的な経路，方法による往復中 

   〇 学寮にあるとき。 

以上の事項に該当すると思われる災害が発生した場合は，速やかに保健室に届け出て所

定の手続きをとること。 

(2) 給付の制限 

 〇 給付事由が発生してから 2年の間に請求を行わないときは，時効となります。 

 〇 災害共済給付支給期間は，初診から最長 10年間です。 

〇 第三者の加害行為による災害で，その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通

事故など)は，給付が行われません。 

〇 他の法令の規定による給付等を受けられるときは，給付が行われません。 

〇 非常災害(地震，津波，洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い，給付金の支

払が困難になったときは給付が行われません。 

〇 学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。(ただし，いじめ，体罰

その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負

担により故意に死亡したとき等については，給付の対象となります。) 

また，重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については，一部給付

の減額が行われます。 

(3) 掛金 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に定められた金額 

(4) 給付金の支払い 保護者等名義の預金口座へ振込みます。 

 
６ 学生総合保険，学生教育研究災害傷害保険(学研災) ，学研災付帯賠償責任保険(学研賠) 

在学中不慮の事故への対策として学生全員が「日本スポ－ツ振興センター災害共済給付制

度」に加入しています。しかし，この給付の対象は，「学校管理下(授業・実習・実験・部活

動・登下校中など)における事故」に限定されており，学校管理下以外の事故や第三者への損

害賠償は対象となりません。 

このことから入学者説明会等で保険会社の資料を配布し，保護者等の判断による任意加入

を促しています。 

 
７ 学校学生生徒旅客運賃割引証 

学生が校外実習，課外活動，帰省などのため鉄道等を利用し，片道 100kmを超えて旅行し

ようとするときは，学校から学校学生生徒旅客運賃割引証（以下「学割証」という。）の交

付を受けて利用することができます。 

学割証は，学生個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく，修学上

の経済的負担を軽減し，学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度で

すので，使用に際しては，不正のないよう十分注意しなければなりません。 

  ア 学割証の交付を受けられる旅行は，次の目的をもって旅行する必要があると認められる

場合に限る。 

〇 休暇，所用による帰省 

   〇 実験実習などの正課の教育活動 

   〇 学校が認めた特別活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動 

   〇 就職又は進学のための受験等 

   〇 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 

   〇 疾病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

   〇 保護者等の旅行への随行 

  イ 学割証で購入した割引乗車券(普通運賃の 2割引)は，学生証を携行しないときは使用で

きない。 

    また，学生証は，係員の請求があったときは呈示しなければならない。 

  ウ 学割証を必要とするときは，所定の用紙に記入のうえ，学生支援係に願い出ること。 

  エ 学割証は，長期休業のための帰省などの場合を除き，できる限り 1枚で往復乗車券を購

入すること。(往復乗車券の有効期間は，片道 100kmを超えて 200kmまで 4日間他) 

 

８ 通学定期券 

JR等の通学定期乗車券を購入するときは，通学証明書が必要です。 
通学定期乗車券は，住居の最寄りの駅から学校の最寄りの駅までの区間について発行され

ます。通学証明書を必要とするときは，所定の用紙に記入･押印のうえ，学生支援係に願い

出てください。 
 

 

 

− 79−− 78−



９ 福利施設の利用 

   本校には，教職員と学生の福利厚生施設として，委託経営の食堂･売店が開設されています。 

(1) 通常販売時間 

売店   8時 30分～18時 00分(月～金，休日，長期休業等を除く) 

食堂   11時 00分～13時 30分(月～金，休日，長期休業等を除く) 

(2) 販売品目 

食堂はセルフサービスです。食器類は必ず自分で返却してください。 

できる限り利用者の意見を反映させたいので，内容，価格，衛生状況その他気づいたこ 

とがあれば学生支援係へ意見を申出てください。 

売店は，日用品･パン類･制服･体操服･作業服を取扱っています。 
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９ 福利施設の利用 

   本校には，教職員と学生の福利厚生施設として，委託経営の食堂･売店が開設されています。 

(1) 通常販売時間 

売店   8時 30分～18時 00分(月～金，休日，長期休業等を除く) 

食堂   11時 00分～13時 30分(月～金，休日，長期休業等を除く) 

(2) 販売品目 

食堂はセルフサービスです。食器類は必ず自分で返却してください。 

できる限り利用者の意見を反映させたいので，内容，価格，衛生状況その他気づいたこ 

とがあれば学生支援係へ意見を申出てください。 

売店は，日用品･パン類･制服･体操服･作業服を取扱っています。 

香川高等専門学校高松キャンパス 

職業紹介業務運営規程 
平成21年10月1日制定 

平成28年  4月1日一部改正 

（前文） 

第１条 香川高等専門学校長（以下「校長」という。）は，教育上の考慮と学校の特殊性にかんがみ，

職業安定法第３３条の２の規定に基づき香川高等専門学校高松キャンパス（以下「本校」という。）

に在学する学生，本校を卒業し，又は退学した者（以下「学生等」という。）に対し，無料で職業紹

介の業務を行うものとする。 

 （求人） 

第２条 校長は，求人の申し込みを受理するに際し，その内容が法令に違反するとき，または賃金，労

働条件のほか，本校の教育課程等にかんがみ著しく不適当であると認めるときは，その申し込みを受

理しないことがある。 

２ 電話，郵便あるいは本校に出向く等により，求人の申し込みを受けた場合は，求人票に業務の内容，

賃金，労働条件等を記入する。 

３ 求人の申し込みがあった場合は，求人者に対し求職者の従事すべき業務の内容，賃金，労働時間，

その他の労働条件等の明示を求め，必要に応じ求職者にこれらのことを口頭または掲示等の方法によ

り明示するものとする。 

 （求職） 

第３条 校長は，本校の学生等から求職の申し込みがあった場合は，これを受理し登録するが，その求

職の内容が法令に違反するもの，あるいは本校の教育課程等にかんがみ著しく不適当であると認めら

れるときは，これを受理しないことがある。 

 （紹介） 

第４条 校長は，求職者に対しては，その者の履修した教育課程，その者の能力等に適合した職業を紹

介し，求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。 

２ 労働争議中の工場，事業所等または閉鎖中の作業所等に対しては，原則として求職紹介を一時中止

する。 

 （その他秘密の厳守） 

第５条 本校の職業紹介業務の取扱者は，求人並びに求職について，求人者及び求職，その他の者から

知り得た個人的な情報は，すべて秘密とし，これを他に漏らしてはならない。 

  

      附 則 

 この規程は，平成21年10月1日から施行する。 

    附 則 
この規程は，平成28年 4月1日から施行する。 

− 81−− 80−



香川高等専門学校 高等専門学校専攻科入学及び大学編入学に関する推薦要項 

 
（目的） 

第１条 この要項は，香川高等専門学校本科生の高等専門学校専攻科入学及び大学編入学

に関わる校長推薦（以下「推薦」という。）について定める。 
（手順） 

第２条 「推薦による選抜」によって卒業後に進学しようとする者は，願い出によってキャリ

アサポートセンター小委員会（以下「小委員会」という。）での審査を受け，キャリアサポ

ートセンター委員会（以下「委員会」という。）で了承後，推薦を得るものとする。 
（成績要件） 

第３条 本科の学業成績において，３，４年生又は１から４年生までの学年末席次（割合）の平

均が上位 1/2 以内であることを要件とする。ただし，本校専攻科創造工学専攻への推薦は，３，

４年生の学年末席次（割合）の平均が上位 1/3 以内であることを要件とする。 
２ 前項を満たさない場合は，小委員会の審議による。 
（審査） 

第４条 小委員会は，次の各号に基づき審査・選抜するものとする。 
一 人物が優れていること。（懲戒等処分歴を考慮する。） 
二 学業成績が優れていること。（学業成績の推薦要件を満足していること。） 
三 推薦先の出願要件を満たしていること。 
四 推薦人数が推薦依頼人数を超過しないこと。 

（複数出願） 

第５条 同時に複数の推薦による出願を認めない。 
（見直し） 

第６条 この要項は，「推薦による選抜」結果と成績の状況によって見直しを行うものとする。 
 

附 則 

この要項は，平成 26 年４月１日から施行し，平成 22年度の入学者から適用する。 
附 則 

この要項は，令和２年９月 17日から施行し、平成 29年度の入学者から適用する。 
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香川高等専門学校 高等専門学校専攻科入学及び大学編入学に関する推薦要項 

 
（目的） 

第１条 この要項は，香川高等専門学校本科生の高等専門学校専攻科入学及び大学編入学

に関わる校長推薦（以下「推薦」という。）について定める。 
（手順） 

第２条 「推薦による選抜」によって卒業後に進学しようとする者は，願い出によってキャリ

アサポートセンター小委員会（以下「小委員会」という。）での審査を受け，キャリアサポ

ートセンター委員会（以下「委員会」という。）で了承後，推薦を得るものとする。 
（成績要件） 

第３条 本科の学業成績において，３，４年生又は１から４年生までの学年末席次（割合）の平

均が上位 1/2 以内であることを要件とする。ただし，本校専攻科創造工学専攻への推薦は，３，

４年生の学年末席次（割合）の平均が上位 1/3 以内であることを要件とする。 
２ 前項を満たさない場合は，小委員会の審議による。 
（審査） 

第４条 小委員会は，次の各号に基づき審査・選抜するものとする。 
一 人物が優れていること。（懲戒等処分歴を考慮する。） 
二 学業成績が優れていること。（学業成績の推薦要件を満足していること。） 
三 推薦先の出願要件を満たしていること。 
四 推薦人数が推薦依頼人数を超過しないこと。 

（複数出願） 

第５条 同時に複数の推薦による出願を認めない。 
（見直し） 

第６条 この要項は，「推薦による選抜」結果と成績の状況によって見直しを行うものとする。 
 

附 則 

この要項は，平成 26年４月１日から施行し，平成 22年度の入学者から適用する。 
附 則 

この要項は，令和２年９月 17日から施行し、平成 29年度の入学者から適用する。 

 
 

香川高等専門学校表彰規程 
平成２５年４月１日制定 

一部改正 令和４年３月３日 
 

（趣旨） 
第1条 香川高等専門学校学則第４１条の規定に基づく学生の表彰については，この規程の定めるとこ

ろによる。 
（表彰） 

第2条 表彰は，次の各号の一に該当する者及び団体について行う。 
一 学業成績が特に優秀で，かつ，人物が優れている者 
二 体育活動に卓越した技能を発揮し，本校の声価を高めた者及び団体 
三 文化・学術活動で文化や学術の向上発展に顕著な功績を収めた者及び団体 
四 学生会活動で顕著な功績のあった者 

２ 前項各号のほか，表彰に値する行為又は功績等のあった者及び団体 
（被表彰者の選考基準） 

第3条 表彰の選考基準は，別表に定めたところによる。 
（被表彰者の決定） 

第4条 校長は，被表彰者を決定する。 
（表彰の期日） 

第5条 表彰は選考基準に従い，卒業証書授与式の日又は必要に応じ行う。 
（表彰の方法） 

第6条 表彰は，校長が表彰状を授与することにより行う。 
２ 前項の表彰状に併せて，記念品を授与することができる。 
附則 
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，令和４年４月１日から施行する。なお、この規程の施行日前に在学している者に係る学

生の表彰については、なお従前の例による。 
 
（参考）令和３年度以前入学者の表彰規程第２条 

第２条 表彰は，次の各号の一に該当する者及び団体について行う。 
一 学業成績が特に優秀で，かつ，人物が優れている者 
二 体育活動に卓越した技能を発揮し，本校の声価を高めた者及び団体 
三 文化・学術活動で文化や学術の向上発展に顕著な功績を収めた者及び団体 
四 学生会活動で顕著な功績のあった者 
五 在学期間中に皆勤の者 
 
（参考）令和３年度以前入学者の表彰基準教育活動 

賞名 該当する人物 表彰時期

皆勤賞 在学期間中に皆勤の者 5年生  
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体育活動
賞名 該当する大会 該当する成績・人物 表彰時期

3位以上の成績を収めたチーム・団体 当該年度

3位以上の成績を収めたチーム・団体に貢献をした者 5年生

2位以上の成績を収めた者 5年生

3年連続優勝したチーム・団体 当該年度

3年連続優勝したチーム・団体に貢献をした者 5年生

3回以上優勝した者 5年生

出場したチーム・団体 当該年度

出場した選手 5年生

国体 出場した選手 5年生・専攻科2年生

全国高専大会 3位以上の成績を収めた者 当該年度

優勝したチーム・団体 当該年度

優勝した者 当該年度

文化活動

賞名 該当する大会 該当する成績・人物 表彰時期

3位相当以上の成績を収めた団体 当該年度

3位以上の成績を収めた団体に貢献をした者 5年生・専攻科2年生

3位相当以上の成績を収めた者 5年生・専攻科2年生

2年連続優勝に相当する成績を収めた団体 当該年度

2年連続優勝に相当する成績を収めた団体に貢献をした者 5年生・専攻科2年生

3回又は3作品以上優勝に相当する成績を収めた者 5年生・専攻科2年生

2位相当以上の成績を収めた団体 当該年度

優秀賞に相当する成績を収めた者 当該年度

自治活動
賞名 該当する成績・人物 表彰時期

学生会長を務めた者 5年生

学生祭実行委員長を務めた者 5年生

学生会運営活動において顕著な功績のある者 5年生

学生祭運営活動において顕著な功績のある者 5年生

教育活動
賞名 該当する人物 表彰時期

学業成績優
秀賞

各学科等において推薦された1名 5年生・専攻科2年生

その他
賞名 該当する成績・人物 表彰時期

特別賞
上記には該当しないが，表彰に値すると認められる者又は
団体

その都度検討

香川高専表彰基準

奨励賞

奨励賞

四国地区高専大会

インターハイ(全国大会)

功労賞
四国地区高専大会

功労賞

地区大会規模のコンクール

全国大会規模のコンクール

全国高専大会

                                        平成25年4月1日制定
                                             一部改正　令和4年3月3日

　　　複数年に及ぶ実績を考慮する必要のない功労賞については，平成25年度からの実績を対象とする。

　　　複数年・複数回に及ぶ実績を考慮する必要のある功労賞については，平成24年度以前に遡り考慮する。
　　　平成24年度まで適用してきた旧規定は廃止する。

＜注＞表彰を受ける団体又は個人は，担当教員により推薦されることを条件とする。

地区大会規模のコンクール

功労賞

奨励賞
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香川高等専門学校図書館規程 

                       平成 21 年 10 月１日制定 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，香川高等専門学校内部組織規則（以下「内部組織規則」という｡) 

 第 17 条第 4 項の規定に基づき，香川高等専門学校図書館（以下「図書館」という｡) 

 の組織及び運営等について定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 図書館は，図書及びその他の図書資料（以下「図書」という｡)を収集，管理 

 して，教職員・学生及び地域住民の利用に供し，その教育・研究並びに教養の向上 

 に資することを目的とする。 

 （図書館長） 

第３条 内部組織規則第 17 条第 2 項の規定に基づき各キャンパスに置かれる図書館に， 

 それぞれ図書館長を置く。 

 （任命） 

第４条 図書館長は，校長が任命する。 

 （任期） 

第５条 図書館長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の 

 後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

 （任務） 

第６条 図書館長は，それぞれの図書館業務を掌理するとともに，両図書館間の調整 

 を図る。 

 （委員会） 

第７条 図書館の円滑な運営を図るため，内部組織規則第 22 条第２項の定めるところ 

 により，香川高等専門学校図書館委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

２ 委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

 （図書の管理） 

第８条 図書館の管理する図書は，図書館に備え付けるもののほか，各学科等に備え 

 付けることができる。 

２ 前項により各学科等に備え付けるものについては，図書館長の承認を得るものと 

 する。 

３ 各学科等備え付けの図書の保管責任は，各学科等においてその責を負うものとす 

 る。 

 （利用者） 

第９条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という｡)は，次に掲げるとおりとす 

 る。 

 一 本校の教職員及び学生 

 二 本校以外の者で本校図書館の利用を希望する者 

２ 利用者は，この規程及びこの規程に基づく細則等を順守しなければならない。 

３ 前項の規定に違反した者に対しては，図書館の利用を停止し，又は禁止すること 

 がある。 

 （個人情報の漏えい防止） 

第 10 条 図書館において管理する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料 

 に記録されている個人情報（公文書等の管理に関する法律施行令第４条第５号で規 

 定する個人情報をいう｡)については，独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報 
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 管理規則（機構規則第 65 号第 40 条）の規定に基づき，その漏えい防止のための措置 

 を講ずるものとする。 

 （補足） 

第 11 条 この規程に定めるもののほか図書館の運営及び利用に関し必要な細則は別に 

 定める。 

 （雑則） 

第 12 条 図書資料を利用者の閲覧に供するため，図書資料の目録及びこの規程を常時 

 閲覧室内に備え付けるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成 22 年９月 22 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成 23 年 3 月 3 日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成 27 年 11 月 19 日から施行する。 

附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
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 管理規則（機構規則第 65 号第 40 条）の規定に基づき，その漏えい防止のための措置 

 を講ずるものとする。 

 （補足） 

第 11 条 この規程に定めるもののほか図書館の運営及び利用に関し必要な細則は別に 

 定める。 

 （雑則） 

第 12 条 図書資料を利用者の閲覧に供するため，図書資料の目録及びこの規程を常時 

 閲覧室内に備え付けるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成 22 年９月 22 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成 23 年 3 月 3 日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成 27 年 11 月 19 日から施行する。 

附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

香川高等専門学校図書館利用細則 

                             平成２２年１０月１日制定 

 （趣旨） 

第１条 この細則は，香川高等専門学校図書館規程第１１条の規定に基づき，香川高等専門

学校図書館（以下「図書館」という｡)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （開館日） 

第２条 図書館は，次の各号に掲げる日を除き開館するものとする。 

 一 日曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

 三 香川高等専門学校学則第５条第３号から第６号に定める休業日（以下，「休業日」と 

いう。）の土曜日 

２ 前項の規定にかかわらず，図書館長が必要と認めたときは，臨時に休館することができ 

るものとする。 

 （開館時間） 

第３条 図書館の開館時間は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 月曜日から金曜日  ８時３０分から２０時まで  

 二 土曜日       １０時から１６時３０分まで 

２ 前項の規定にかかわらず，休業日の開館時間は８時３０分から１７時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，図書館長が必要と認めた場合は開館時間を変更することが 

できるものとする。 

 （利用の区分） 

第４条 図書館の利用者（以下「利用者」という｡)は，次の各号に掲げる区分により図書館 

を利用することができるものとする。 

 一 図書館の所蔵する資料（以下「図書館資料」という｡)の館内閲覧 

 二 図書館資料の館外貸出 

 三 参考調査 

 四 文献複写 

 五 他の図書館の利用 

 （利用者手続き） 

第５条 学生は学生証，教職員は本校の身分証明書をもつて図書館利用者カードとする。 

２ 一般利用者が図書館を利用する場合は，香川高等専門学校図書館一般利用者利用細則（平 

成22年10月1日制定）第４条に定める手続きを行うものとする。 

 （館内閲覧） 

第６条 利用者は，閲覧室又は指定された場所で閲覧するものとする。 

２ 開架図書及び学術雑誌等の閲覧が終わったときは，所定の位置に返却するものとする。 

 （遵守事項） 

第７条 利用者は，次の事項を遵守しなければならない。 

 一 館内においては静粛を旨とし，雑談，飲食，喫煙等館内の秩序を乱し，他人の迷惑と 

なるような行為をしてはならない。 

 二 図書館資料を無断で館外に持ち出してはならない。 

 三 その他，図書館員の指示に従わなければならない。 

 （館外貸出） 

第８条 図書館資料の館外への貸出しを希望する者は，所定の手続きを経て館外貸出を受け 

ることができる。ただし，次に掲げる図書は，原則として貸出を行わない。 

 一 雑誌の最新号 

− 87−− 86−



 二 その他，図書館長が指定した図書 

 （貸出冊数及び貸出期間） 

第９条 館外貸出できる冊数及び期間は次のとおりとする。 

利用者 貸出区分 図書・雑誌 視聴覚資料 

図書冊数 雑誌冊数 期 間 点数 期間 

教職員 通 常 １０冊 ５冊 １ヶ月        ２点 ２週間 

 

 

 

学 生 

通 常 ５冊 ５冊 １４日以内    ２点 ２週間 

長期休業 図書館長指定冊数 図書館長指定期間   

４年次の

専門科目

及び 

卒業研究 

 

５冊 

 

５冊 

 

３ヶ月以内 

  

一般利用者 通 常 ５冊 ５冊 １４日以内     ２点 ２週間 

２ 前項の規定にかかわらず，特に図書館長が必要と認めた場合は，冊数および期間を変更 

することができる。 

 （貸出図書の予約） 

第10条 貸出中の図書について，返却後最初の貸出を希望する者は予約することができる。 

 （貸出図書の返却及転貸の禁止） 

第11条 貸出を受けた図書は，所定の期日までに返却しなければならない。また，他の者に 

転貸してはならない。 

２ 次の各号に該当する場合は，貸出中の図書等を直ちに返却しなければならない。 

 一 本校の教職員が，退職，休職，又は転出するとき。 

 二 本校の学生が，卒業，修了，退学，休学，留学，停学又は除籍の場合 

３ 図書館長が必要と認めたときは，貸出期間中であっても，点検又は返却を求めることが 

できる。 

 （研究室備付け図書） 

第12条 研究室の予算で購入した図書等は，第９条の規定にかかわらず研究室備付け図書と 

して長期間貸出を行うことができる。 

 （弁償責任） 

第13条 利用者は故意又は過失により施設，設備及び機器を損傷し，又は図書館資料を紛失 

若しくは損傷した場合は，図書館長の指示に従い，速やかに弁償しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，図書館長がやむを得ないと認めたときは，免除することがで 

きる。 

 （利用の停止） 

第14条 図書館長は，この細則に違反した者で図書館長の指示に従わない者に対し，図書館 

の利用を停止することができる。 

 （その他） 

第15条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，図書館長が別 

に定める。 

   附 則 

 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，平成24年4月1日から施行する。 
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 二 その他，図書館長が指定した図書 

 （貸出冊数及び貸出期間） 

第９条 館外貸出できる冊数及び期間は次のとおりとする。 

利用者 貸出区分 図書・雑誌 視聴覚資料 

図書冊数 雑誌冊数 期 間 点数 期間 

教職員 通 常 １０冊 ５冊 １ヶ月        ２点 ２週間 

 

 

 

学 生 

通 常 ５冊 ５冊 １４日以内    ２点 ２週間 

長期休業 図書館長指定冊数 図書館長指定期間   

４年次の

専門科目

及び 

卒業研究 

 

５冊 

 

５冊 

 

３ヶ月以内 

  

一般利用者 通 常 ５冊 ５冊 １４日以内     ２点 ２週間 

２ 前項の規定にかかわらず，特に図書館長が必要と認めた場合は，冊数および期間を変更 

することができる。 

 （貸出図書の予約） 

第10条 貸出中の図書について，返却後最初の貸出を希望する者は予約することができる。 

 （貸出図書の返却及転貸の禁止） 

第11条 貸出を受けた図書は，所定の期日までに返却しなければならない。また，他の者に 

転貸してはならない。 

２ 次の各号に該当する場合は，貸出中の図書等を直ちに返却しなければならない。 

 一 本校の教職員が，退職，休職，又は転出するとき。 

 二 本校の学生が，卒業，修了，退学，休学，留学，停学又は除籍の場合 

３ 図書館長が必要と認めたときは，貸出期間中であっても，点検又は返却を求めることが 

できる。 

 （研究室備付け図書） 

第12条 研究室の予算で購入した図書等は，第９条の規定にかかわらず研究室備付け図書と 

して長期間貸出を行うことができる。 

 （弁償責任） 

第13条 利用者は故意又は過失により施設，設備及び機器を損傷し，又は図書館資料を紛失 

若しくは損傷した場合は，図書館長の指示に従い，速やかに弁償しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，図書館長がやむを得ないと認めたときは，免除することがで 

きる。 

 （利用の停止） 

第14条 図書館長は，この細則に違反した者で図書館長の指示に従わない者に対し，図書館 

の利用を停止することができる。 

 （その他） 

第15条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，図書館長が別 

に定める。 

   附 則 

 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，平成24年4月1日から施行する。 

香川高等専門学校学生寮管理運営規則 

                            平成2１年１0月１日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，香川高等専門学校学則第58条第２項の規定に基づき，香川高等専門学校学生寮（以

下「学生寮」という｡）の管理運営について定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 学生寮は，教育施設の一環として，学生の修学に便宜を供与し，共同生活の人間関係を通して，

貴重な生活体験を得させるとともに，学生（以下「寮生」という｡）の秩序と互助の精神を養うことを

目的とする。 

 （生活規律） 

第３条 寮生は，学生寮関係諸規則を遵守し，寮生活の充実に努めなければならない。 

 （管理責任者） 

第４条 学生寮の管理運営責任者は，校長とする。 

２ 高松キャンパス及び詫間キャンパスの寮務主事は，校長の命を受け，学生寮に関する教育的管理運営

の業務を掌理する。 

 （寮務委員会） 

第５条 学生寮の管理運営に関する事項については，寮務委員会において審議する。 

 （学生寮の名称等） 

第６条 学生寮の名称は，高松キャンパスは清雲寮（南寮，北寮，西寮）とし，詫間キャンパスは七宝寮

及び紫雲寮とする。 

２ 清雲寮の南寮及び北寮には男子学生を入寮させ，西寮には女子学生を入寮させる。 

３ 七宝寮には男子学生を入寮させ，紫雲寮には女子学生を入寮させる。 

 （学生寮の指導方針） 

第７条 教員は，寮務主事の指揮監督のもとに，寮生の学習，生活の指導及び助言に当たり，学校生活へ

の適応を促進するとともに，規律ある共同生活を行わせることにより，協調精神の養成及び資質の向上

を図り，将来にわたっての人格形成に資するための素養を養うよう努めるものとする。 

 （寄宿料） 

第８条 寄宿料については，学則及び別に定める入学料，授業料の免除，徴収猶予及び寄宿料の免除取扱

規程に定めるところによる。 

 （その他の経費） 

第９条 寮生は，学生寮における生活上必要な食費及びその他の経費を納付しなければならない。 

２ 第８条及び第９条の経費を納付しない者は，退寮させることがある。 

 （注意義務及び損害賠償等） 

第10条 寮生は，学生寮の施設，設備を大切に使用しなければならない。 

２ 寮生が，故意又は重大な過失により施設，設備及び備品を損傷し，又は滅失したときは，これを原状

に回復し，又はその損害を賠償しなければならない。 

３ 寮生は，自己の所持品の管理をするとともに，定められたもの以外を寮内に持ち込んではならない。 

 （宿日直） 

第11条 学生寮宿日直勤務については，学生寮宿日直規程による。 

 （雑則） 
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第12条 この規則の実施について必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この規則は，平成2１年１0月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成 23年４月１日から施行する。 
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第12条 この規則の実施について必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この規則は，平成2１年１0月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成23年４月１日から施行する。 

 
 

香川高等専門学校学生寮管理運営細則 
 

                                平成 23年３月３日制定 

 

  （趣旨） 

 第１条 この細則は，香川高等専門学校学生寮管理運営規則第 12条の規定に基づき，香川高等専

門学校学生寮（以下「学生寮」という｡）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

  （学生寮での教員の役割） 

 第２条 教員は，次の各号に掲げる事項により寮生の指導に当たるよう努めるものとする。 

  一 学生寮内の秩序維持 

  二 学習相談会 

    自学自習に対する指導助言，学習会における指導 

  三 生活指導 

    学生寮生活日課時間表に基づく規則正しい生活習慣の指導，学生寮関係規則遵守の監督及

び指導，身だしなみ並びにマナー向上への指導 

  四 寮生相談 

  五 健康管理 

  六 外泊者・外出者及び面会者の把握 

  七 事故発生時の処理 

  八 学生寮内の環境整備 

  九 その他，寮務主事が定める指導 

  （入寮・継続在寮・退寮） 

 第３条 入寮を希望する者は，入寮願（第 1号様式）を，高松キャンパス又は詫間キャンパス（以

下「各キャンパス」という｡）の寮務主事を通じて校長に提出し，その許可を受けなければなら

ない。 

２ 入寮願を提出し，入寮の許可を受けた者は入寮誓約書（第２号様式）を各キャンパスの寮務

主事を通じて校長に提出する。 

３ 入寮の時期は，学年の初めを原則とする。 

 ４ 入寮期間は，１年間（学年末まで）とする。なお，引き続き在寮を希望する者は，継続在寮

願（第３号様式）を各キャンパスの寮務主事を通じて校長に提出し，その許可を受けなければ

ならない。 

 ５ 入寮者及び継続在寮者の選考は，次の各号の上位に該当する者を優先し，寮及び学校での生

活態度，自宅からの通学所要時間及び学年等を考慮し寮務小委員会において行う。 

一 自宅からの通学所要時間が片道１時間以上の本科新入学生，新留学生，新編入学生及び新

キャンパス間転科生  

二 自宅からの通学所要時間が片道１時間以上であり，過去 1 年間における寮での違反や指導

を受けたことが全くなく，寮務小委員会が生活態度良好と認めた者 

三 上記に該当しない者 

６ 共同生活に適しないと認められる者は，寮務小委員会の審議を経て，入寮の許可をしないこ

とがある。 

 ７ 年度途中での入寮は，寮務小委員会の審議を経て，認めることがある。 

８ 退寮を希望する者は，退寮願（第４号様式）を，各キャンパスの寮務主事を通じて校長に提

出し，その許可を受けなければならない。 

  （休寮・復寮） 

 第４条 寮生は，疾病，その他特別な事情がある場合は，その事由がなくなるまでの期間，休寮

願（第５号様式）を提出し，寮務主事の許可を受けて休寮することができる。 

 ２ 休寮の事由がなくなった場合は，復寮願（第６号様式）を提出し，寮務主事の許可を受けて

復寮することができる。 

  （寮生への指導） 

 第５条 学則，学生準則及びその他学生寮関係諸規則に違反した者については，注意，主事注意，

停寮及び退寮の指導を行う。 
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 ２ 注意，主事注意及び停寮の指導については寮務小委員会，退寮の指導については寮務委員会

の審議を経て行う。  

 ３ 指導の基準は，別に定める。 

  （日課） 

 第６条 日課時間表は次のとおりとする。 

  起   床    ７：２５ 

  朝   食    ７：３０～８：３０ 

  登   校    ８：３０ 

  昼   食   １１：５０～１２：５０ 

  入   浴   １７：３０～２１：５０ 

  夕   食   １８：００～２０：００ 

  自習時間    ２０：００～２２：００ 

  門限・点呼   ２１：００（女子） 

          ２２：００（男子） 

  消   灯   ２３：００（１～３年生） 

          ２４：００（４年生以上） 

  （生活区域） 

 第７条 寮生は，お互いに異性の生活区域に立ち入ってはならない。なお，生活区域については，

各キャンパスの寮務主事が指定する。 

  （部外者の立入禁止） 

 第８条 部外者を，学生寮敷地及び学生寮建物内に立ち入らせることは，禁止する。 

（寮生役員及び組織） 

 第９条 学生寮における充実した共同生活を自律的に運営するために，次の各号に掲げる役員を

置き，寮生役員会（別表第１）を設ける。 

  一 寮長      １名 

  二 副寮長     ３名 

  三 点呼風紀委員長 １名  点呼風紀副委員長 １名  委員 若干名 

  四 厚生文化委員長 １名  厚生文化副委員長 １名  委員 若干名 

  五 安全衛生委員長 １名  安全衛生副委員長 １名  委員 若干名 

 ２ 委員会等 

   前項に規定する委員長を議長とする各委員会を設ける。 

  （役員の選出） 

 第 10条 寮長は，全寮生の選挙によって選任され，各キャンパスの寮務小委員会の審議に基づき，

寮務主事が任命する。 

 ２ 寮長以外の寮生役員は，寮生の選挙又は互選によって選出し，寮務主事が任命する。 

  （役員の任務） 

 第 11条 役員の任務は，次のとおりとする。 

  一 寮長は各キャンパスの寮生を代表する。 

  二 副寮長は寮長を補佐し，寮長に事故あるときは，その任務を代行する。 

  三 点呼風紀委員長は寮内の規律維持向上及び低学年の指導にあたる。 

  四 厚生文化委員長は寮生の親睦を促進し，寮生活を豊かにする諸行事にあたる。 

  五 安全衛生委員長は寮生の保健衛生，環境整備の向上促進，災害の防止にあたる。 

  六 各副委員長は各委員長を補佐し，各委員長に事故あるときは，その任務を代行する。 

  （役員の任期） 

 第 12条 役員の任期は１月から１２月までとし，再任は妨げない。 

 ２ 欠員補充による役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  （選挙管理委員会） 

 第 13条 選挙管理委員会は，選挙管理委員長及び選挙管理委員をもつて構成する。 

 ２ 選挙管理委員長は選挙の都度，各キャンパスの寮務小委員会が指名する。 

 ３ 選挙管理委員長は選挙の都度，選挙管理委員を指名し，選挙管理委員会を招集する。 

 ４ 選挙管理委員会は次の各号を審議し実施する。 

  一 選挙の公告と選挙日程の通知 
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 ２ 注意，主事注意及び停寮の指導については寮務小委員会，退寮の指導については寮務委員会

の審議を経て行う。  

 ３ 指導の基準は，別に定める。 

  （日課） 

 第６条 日課時間表は次のとおりとする。 

  起   床    ７：２５ 

  朝   食    ７：３０～８：３０ 

  登   校    ８：３０ 

  昼   食   １１：５０～１２：５０ 

  入   浴   １７：３０～２１：５０ 

  夕   食   １８：００～２０：００ 

  自習時間    ２０：００～２２：００ 

  門限・点呼   ２１：００（女子） 

          ２２：００（男子） 

  消   灯   ２３：００（１～３年生） 

          ２４：００（４年生以上） 

  （生活区域） 

 第７条 寮生は，お互いに異性の生活区域に立ち入ってはならない。なお，生活区域については，

各キャンパスの寮務主事が指定する。 

  （部外者の立入禁止） 

 第８条 部外者を，学生寮敷地及び学生寮建物内に立ち入らせることは，禁止する。 

（寮生役員及び組織） 

 第９条 学生寮における充実した共同生活を自律的に運営するために，次の各号に掲げる役員を

置き，寮生役員会（別表第１）を設ける。 

  一 寮長      １名 

  二 副寮長     ３名 

  三 点呼風紀委員長 １名  点呼風紀副委員長 １名  委員 若干名 

  四 厚生文化委員長 １名  厚生文化副委員長 １名  委員 若干名 

  五 安全衛生委員長 １名  安全衛生副委員長 １名  委員 若干名 

 ２ 委員会等 

   前項に規定する委員長を議長とする各委員会を設ける。 

  （役員の選出） 

 第 10条 寮長は，全寮生の選挙によって選任され，各キャンパスの寮務小委員会の審議に基づき，

寮務主事が任命する。 

 ２ 寮長以外の寮生役員は，寮生の選挙又は互選によって選出し，寮務主事が任命する。 

  （役員の任務） 

 第 11条 役員の任務は，次のとおりとする。 

  一 寮長は各キャンパスの寮生を代表する。 

  二 副寮長は寮長を補佐し，寮長に事故あるときは，その任務を代行する。 

  三 点呼風紀委員長は寮内の規律維持向上及び低学年の指導にあたる。 

  四 厚生文化委員長は寮生の親睦を促進し，寮生活を豊かにする諸行事にあたる。 

  五 安全衛生委員長は寮生の保健衛生，環境整備の向上促進，災害の防止にあたる。 

  六 各副委員長は各委員長を補佐し，各委員長に事故あるときは，その任務を代行する。 

  （役員の任期） 

 第 12条 役員の任期は１月から１２月までとし，再任は妨げない。 

 ２ 欠員補充による役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  （選挙管理委員会） 

 第 13条 選挙管理委員会は，選挙管理委員長及び選挙管理委員をもつて構成する。 

 ２ 選挙管理委員長は選挙の都度，各キャンパスの寮務小委員会が指名する。 

 ３ 選挙管理委員長は選挙の都度，選挙管理委員を指名し，選挙管理委員会を招集する。 

 ４ 選挙管理委員会は次の各号を審議し実施する。 

  一 選挙の公告と選挙日程の通知 

 
 

  二 投票及び開票 

  三 開票結果の通知 

  四 その他選挙に関する事項 

  （学生寮自衛防災組織） 

 第 14条 火災等の災害発生に際して，寮生の安全確保に当たるために，学生寮自衛防災隊（別表

第２）を組織し，学生寮防災避難要領（別表第３）に基づき，年１回は必ず避難訓練を実施す

る。 

  （寮生の責務） 

 第 15条 寮生は役員のもと各運営に積極的に関わる。 

  （持込物品について） 

 第 16条 自室で使用できる電力量を考慮して電気機器を使用する。ただし，ヒーター類やゲーム

機の持ち込みは禁止する。 

 ２ 自室以外の持込物品については，各キャンパスで別に定める。 

  （物品の保管） 

 第 17条 所持品で記名可能なものは，全て記入し，常に整頓しておく。 

 ２ 貴重品には特に留意し，盗難にあわないように心掛ける。 

 ３ 寮施設及び各室備え付けの設備を滅失，汚損又は破壊したり移動させたりしてはならない。

これらの場合，事情によっては弁償させることがある。 

 ４ 運動用具，その他の使用は所定の手続きを経て大切に取り扱う。 

 ５ 盗難その他の事故が発生した場合は，速やかに各キャンパスの寮務主事に届け出なければな

らない。 

  （その他） 

 第 18条 この細則の実施について必要な事項は別に定める。 

    附 則 

  この細則は，平成 23年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この細則は，平成 24年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この細則は，平成 25年１月１日から施行する。 

     附 則 

  この細則は，平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

  この細則は，平成 28年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は，平成 30年２月１日から施行する。 

附 則 

この細則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

 

− 93−− 92−



寮生役員会（別表第１）

校　　長

寮　　長

副 寮 長

厚生文化副委員長

寮　生　ミ　ー　テ　ィ　ン　グ

点呼風紀委員長

点呼風紀副委員長

安全衛生委員長

安全衛生副委員長

事務部長

寮　　　　　生

外
国
文
化
担
当
委
員

防
災
防
犯
担
当
委
員

娯
楽
担
当
委
員

風
紀
担
当
委
員

美
化
担
当
委
員

給
食
担
当
委
員

寮務主事

寮務委員会

寮務小委員会 寮事務室

会
計
書
記
担
当
委
員

自
学
自
習
担
当
委
員

文
集
担
当
委
員

パ
ソ
コ
ン
担
当
委
員

点
呼
担
当
委
員

厚生文化委員長
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別表第２

教職員・警備員
寮長・副寮長

教職員・警備員
校長 寮長・副寮長
事務部長
教務主事

連 学生主事

絡 防災防犯担当
消火器近辺の部屋

防災防犯担当
消火栓近辺の部屋

隊長
　副校長
防災管理者 風紀担当
　管理課長
副隊長
　寮務主事
　担当課長
本部付き
　寮務主事補 点呼担当
　担当係長

娯楽担当

美化担当

給食担当

本　　部

各ｷｬﾝﾊﾟｽ
本部

香川高等専門学校学生寮自衛防災隊

（香川高等専門学校防災規程第５条第２項関係）

災害発生場所の確認,消防機関等
関係機関との連絡,(消防関係等機
関,副校長,事務部長,寮務主事,職
員宿舎居住教職員,その他）

災害を寮全体に知らせるとともに
緊急連絡処置

消火器による初期消火

通報連絡班

通報係

連絡係

負傷者の救護

器具係

放水係

誘導係

避難係

搬出係

警備係

消　火　班

避難誘導班

警戒搬出班

救　護　班

避難者の確認

消火栓による初期消火

救護係

避難者の誘導

重要書類，重要物件等の搬出

盗難防止

− 95−− 94−



別表第３

＜火災の場合＞ 平成２３年 ４月 １日制定

教職員等・（教職員・警備員）

火災発見 「火事だー」と廻りの人に知らせる。 宿日直室(管理棟）の火災報知器

近くにある火災報知器を押す。 制御盤で確認し急行する。

↓ ↓

火災通報 火災発見者は，近くの放送設備 現場の状況を把握して，近くにある

から，出火場所と避難の放送 放送設備又は宿日直室(事務室）

の緊急放送設備で，全寮生に

避難場所と避難の放送

↓ ↓

避　　難 冷静に行動し，指示された避難場所へ 消防署への通報を校舎地区警備員に指示

避難場所では，各フロアーに整列 （校舎地区警備員は消防署及び緊急連絡先へ連絡）

↓ ↓

避難誘導 点呼担当・風紀担当委員は各フロアー 　　　避難誘導し，避難場所へ

の寮生を避難誘導

↓ ↓

部屋確認 点呼担当委員は各フロアーの寮生が

全員避難しているか確認

↓

点　　呼 点呼担当委員は各フロアーの点呼を行い， 　　　　避難場所で整列を指示

　　　　　点呼風紀委員長へ報告

↓

点呼報告 点呼風紀委員長は全員の安否を確認後

　　　　　　　寮長へ報告

↓ ↓

　　　　寮長は教職員等へ報告 　　　　点呼の報告をうける。

↓ ↓

待機場所 教職員等の指示に従って待機場所へ 適切な場所へ寮生を誘導

※　年1回以上避難訓練を行う。

＜火災以外の非常時＞

寮生は，教職員等の指示に従う。

手順については，＜火災の場合＞を準用する。

学生寮防災避難要領

寮　　　　　生
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香川高等専門学校高松キャンパス学生会会則 

                                                     
第１章 総 則 

第１条 本会は，香川高等専門学校高松キャンパス学生会と称する。 

第２条 本会は，学校の指導のもとに各人に自由と責任により積極的に自治能力を養い，

会員の協力により学校生活の充実と良き校風の樹立を図り，もって本校の教育方針の

達成に資することを目的とする。 

第３条 本会の決議事項は，校長の承認を経て施行される。 

 

第２章 会員及び指導教員 

第４条 本会は，本校高松キャンパス学生全員をもって構成する。 

２ 本校学生は入学と同時に本校学生会の構成員となるものとする。 

３ 本会は校長によって任命された教員を指導教員とする。 

４ 本会各機関に指導教員を定めなければならない。 

 

第３章 役 員 

第５条 本会に次の役員を置く。 

 会長１名，副会長２名，書記２名，会計２名，庶務３名 

２ 会長，副会長は，会員の総選挙によって選出する。書記，会計，庶務は会長が任命

し，年度始めの学生総会にて承認を得る。 

第６条 会長は，本会を代表してその会務を総括する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 書記は，記録の保管，書類の作成，公示発送，収受，本会備品の保管等を行う。 

４ 会計は，金銭の出納，会計帳簿の整理，保管，決算書の作成等を行う。 

５ 庶務は，学生会行事の運営、記録、動画作成、学生会備品の管理を行う。 

第７条 役員の任期は，4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年とし，欠員を生じた場合

はその都度補充する。 

 

第４章 会 

第８条 本会には次の会を置く。 

 学生総会，役員会，学級会，体育・文化部長会，予算委員会，監査委員会，選挙管理

委員会，学生祭執行委員会，学生会誌編集委員会 

第１節 学生総会 

第９条 学生総会は，全会員をもって構成し，本会の最高決議機関である。 

第 10 条 総会にはかる事項は，次のとおりである。 

(1) 予算の議決 

(2) 決算報告の承認 

(3) 会則の変更 

(4) 部の設置 

(5) 臨時費の徴収 

(6) 事業計画 
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(7) その他学生会に関する重要事項 

第 11 条 総会は毎年 1 回 4 月にこれを開く。 ただし，必要あるときは臨時にこれを開

くことができる。 

第２節 役員会 

第 12 条 役員会は，役員をもって構成し，本会の最高執行機関である。 

第 13 条 役員会は，次の任務を行う。 

(1) 総会の決議事項及び委任された事項の執行 

(2) 予算案の作成 

(3) 決算報告 

(4) 事業計画の立案及び執行 

(5) 総会における経過報告 

(6) 会則変更案の作成 

(7) 総会への議題の提出 

(8) 渉外事項の整理 

(9) 学生会活動の調整及び円滑化のための諸事項 

第３節 部長会 

第 14 条 部長会は，次のとおりとする。 

 文化部長会，体育部長会 

第 15 条 文化部長会は，文化に関する部同好会の長，体育部長会は，体育に関する部同

好会の長をもって構成し，それぞれクラブ活動に必要な事項を執行する機関である。 

第 16 条 各部長会において，会長 1 名を選出する。 

第 17 条 部長会は，次の任務を行う。 

(1) 総会への提案 

(2) 役員会から委任された事項の執行 

(3) 役員会へ提出する各部の予算要求協議，調整 

(4) 部活動の連絡，調整 

第４節 選挙管理委員会 

第 18 条 選挙管理委員会は，第 4 学年の各学科の学級委員をもって構成し，役員選挙

並びに解職投票に関する事務を行う。 

第 19 条 選挙管理委員会は，次の任務を行う。 

(1) 役員の選挙に関する一切の事務 

(2) 解職投票に関する一切の事務 

(3) 選挙に関して本会則に規定のない事項の決定 

第 20 条 選挙管理委員会は，投票日 1 ヵ月前に結成し，選挙に関する一切の任務が完

了してのち解散する。ただし，役員に欠員が生じた場合，又は解職要求が選挙管理委

員に提出された場合は直ちに結成する。 

第 21 条 選挙管理委員会の委員は，選挙運動その他これに類似の行為を行ってはなら

ない。 

 

５章 会 議 

第 22 条 学生総会は，毎年 1 回以上開く。 次の場合は臨時に開かなければならない。 

(1) 会員の 3 分の 1 以上から要求があったとき。 
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(7) その他学生会に関する重要事項 

第 11 条 総会は毎年 1 回 4 月にこれを開く。 ただし，必要あるときは臨時にこれを開

くことができる。 

第２節 役員会 

第 12 条 役員会は，役員をもって構成し，本会の最高執行機関である。 

第 13 条 役員会は，次の任務を行う。 

(1) 総会の決議事項及び委任された事項の執行 

(2) 予算案の作成 

(3) 決算報告 

(4) 事業計画の立案及び執行 

(5) 総会における経過報告 

(6) 会則変更案の作成 

(7) 総会への議題の提出 

(8) 渉外事項の整理 

(9) 学生会活動の調整及び円滑化のための諸事項 

第３節 部長会 

第 14 条 部長会は，次のとおりとする。 

 文化部長会，体育部長会 

第 15 条 文化部長会は，文化に関する部同好会の長，体育部長会は，体育に関する部同

好会の長をもって構成し，それぞれクラブ活動に必要な事項を執行する機関である。 

第 16 条 各部長会において，会長 1 名を選出する。 

第 17 条 部長会は，次の任務を行う。 

(1) 総会への提案 

(2) 役員会から委任された事項の執行 

(3) 役員会へ提出する各部の予算要求協議，調整 

(4) 部活動の連絡，調整 

第４節 選挙管理委員会 

第 18 条 選挙管理委員会は，第 4 学年の各学科の学級委員をもって構成し，役員選挙

並びに解職投票に関する事務を行う。 

第 19 条 選挙管理委員会は，次の任務を行う。 

(1) 役員の選挙に関する一切の事務 

(2) 解職投票に関する一切の事務 

(3) 選挙に関して本会則に規定のない事項の決定 

第 20 条 選挙管理委員会は，投票日 1 ヵ月前に結成し，選挙に関する一切の任務が完

了してのち解散する。ただし，役員に欠員が生じた場合，又は解職要求が選挙管理委

員に提出された場合は直ちに結成する。 

第 21 条 選挙管理委員会の委員は，選挙運動その他これに類似の行為を行ってはなら

ない。 

 

５章 会 議 

第 22 条 学生総会は，毎年 1 回以上開く。 次の場合は臨時に開かなければならない。 

(1) 会員の 3 分の 1 以上から要求があったとき。 

(2) 役員会から要求があったとき。 

２ 部長会は，毎年 1 回以上開く。 

第 23 条 役員会議は全員，その他の会議は構成人員の 3 分の 2 以上の出席をもって成

立する。 

第 24 条 決議は，2 分の 1 以上の出席の場合は 3 分の 2 以上の賛成で，また，3 分の 2

以上の出席の場合は過半数の賛成で可決する。 

第 25 条 議案及び開会日時は少なくとも開会 3 日前までに会員に公示しなければなら

ない。 ただし，緊急を要する場合はこの限りでない。 

第 26 条 部長会から提出される議案は，すべて役員会を経なければならない。 

第 27 条 議長は，その都度選出し，役員会においては会長がつとめる。 

第 28 条 指導教員は，本会各機関の運営の指導に当たり，会議に出席して助言すること

ができる。 

 

第６章 会計及び監査 

第 29 条 本会の経費は，会費及び入会金その他の収入による。 

第 30 条 本校の学生は，入学と同時に会員となり，次の会費を納入しなければならな

い。 

   入 会 金      5,000 円 

   会  費  年額  7,200 円 

２ 会費は，前期（4 月〜9 月），後期（10 月〜3 月）にわけ，各期の始めに半年分を納

付しなければならない。 

３ 既納の会費及び入会金は返済しない。 

第 31 条 本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

第 32 条 本会は監査委員会を置き，本会の会計を監査する。 

２ 監査委員会は，委員長 1 名，副委員長 1 名，委員 3 名で構成される。 

３ 監査委員会の委員長と副委員長の選出，解任は役員選挙に準ずる。 

４ 監査委員会の委員 3 名のうち 2 名は，文化部長会と体育部長会からそれぞれ 1 名を

選出し，残り 1 名は委員長が任命する。 

５ 監査委員は，他のすべての役職を兼任することができない。 

第 33 条 監査は，少なくとも毎学期 1 回以上行い，それらの結果を総会に報告しなけ

ればならない。 

 

第７章 役員選挙及び解職要求 

第 34 条 会員は，すべて選挙権及び被選挙権を有する。 

第 35 条 立候補しようとする者は，その受付期間中に選挙管理委員会に届け出なけれ 

ばならない。 

２ 会長の立候補者がない場合は，各学級から 1 名ずつの推薦候補者を立てるものとす

る。 

  副会長の立候補者がいない場合は，後日，会長が任命し，年度始めの学生総会にて

承認を得るものとする。 

第 36 条 当選は，会員の 3 分の 2 以上の投票を必要とし，かつ，次の各号によって決定

する。 この場合過半数とは，投票総数の過半数をいう。 
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(1) 立候補者が定員の場合は信任投票を行い，過半数の得票者を当選とする。 

(2) 立候補者が定員を超える場合は，上位得票者から当選とし，同数得票者間におい 

て順位を定める必要が生じたときは，その者についての決選投票によって決定する。 

第 37 条 役員の解職を要求する者は，会員の 3 分の 1 以上の連名をもって選挙管理委

員に解職要求書を提出しなければならない。 

第 38 条 解職要求書が提出された場合は，1 ヵ月以内に当該役員の信任投票を行わなけ

ればならない。 

第 39 条 有権者総数の 4 分の 3 の投票，有権者総数の 3 分の 2 の不信任票がなければ

役員は解任されない。 

 

第８章 部 

第 40 条 部は文化部，体育部とする。 

第 41 条 文化部，体育部をその活動内容に応じて相当数の部及び同好会に分ける。 

２ 各部，同好会は，互いに連絡をとりながらその活動を調整し，円滑な運営，活動を

しなければならない。 

３ 部及び同好会の種類は，別途定めるものとする。 

 

 附 則 

 この会則は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 

附  則 

この会則は，令和２年 11 月 24 日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 
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(1) 立候補者が定員の場合は信任投票を行い，過半数の得票者を当選とする。 

(2) 立候補者が定員を超える場合は，上位得票者から当選とし，同数得票者間におい 

て順位を定める必要が生じたときは，その者についての決選投票によって決定する。 

第 37 条 役員の解職を要求する者は，会員の 3 分の 1 以上の連名をもって選挙管理委

員に解職要求書を提出しなければならない。 

第 38 条 解職要求書が提出された場合は，1 ヵ月以内に当該役員の信任投票を行わなけ

ればならない。 

第 39 条 有権者総数の 4 分の 3 の投票，有権者総数の 3 分の 2 の不信任票がなければ

役員は解任されない。 

 

第８章 部 

第 40 条 部は文化部，体育部とする。 

第 41 条 文化部，体育部をその活動内容に応じて相当数の部及び同好会に分ける。 

２ 各部，同好会は，互いに連絡をとりながらその活動を調整し，円滑な運営，活動を

しなければならない。 

３ 部及び同好会の種類は，別途定めるものとする。 

 

 附 則 

 この会則は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 

附  則 

この会則は，令和２年 11 月 24 日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 
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香川高等専門学校高松キャンパス学生会準則 

                                                
平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

第１条 香川高等専門学校高松キャンパス学生会（以下「学生会」という。）は，学校

の指導のもとに，学生の自発的な活動を通して，その人間形成を助長し，高等専門教

育の目的達成に資することを目的とする。 

第２条 学生会は，前条の目的を実現するために，次の各号に掲げる目標の達成に努め

なければならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいものにし，良い校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態度を養う。 

四  学校生活における集団の活動に積極的に参加し，自主性を育てるとともに，集団生

活において協力し，民主的に行動する態度を養う。 

五 学校生活において自治的能力を養うとともに，公民としての資質を向上させる。 

第３条 学生会活動を行うに当たっては，次の各号に掲げる事項を遵守するとともに，

法令及び学則，学生準則その他学校の定める諸規則に違反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校の教育使命の達成に寄与しなければならな

い。 

二 学生会は，本来の目的使命に則って活動し，その目的を逸脱し，学校の秩序を乱す

活動を行ってはならない。 

三 学生は，学生会の運営について常に深い関心をはらい，その活動に積極的に参加し

なければならない。 

四  学生会は，会員の総意に基づいて運営されなければならない。 また，いかなる場

合においても，個人の思想，良心等に関する基本的な自由を侵してはならない。 

五  学生会は，学外活動を行うに当たっては，学校の承認と指導を受け，学生会の目的

の範囲内において行動しなければならない。 

六  学生会は，その目的使命の達成上必要があり，かつ，学生会の自主性が阻害されな

いと認めて学校が承認した場合に限り，学外団体に加盟することができる。 

第４条 学生会は，学生全員をもって構成するものとする。 

２ 学生は，入学と同時に学生会の構成員となるものとする。 

第５条 学生会に，総会，評議会，役員及び部を置く。 

２ 総会は少なくとも年一回開催するものとする。 

３ 評議会は，学級及び部ごとに選出された評議員をもって構成し，学生会の運営に関

する重要事項を審議する。 

４ 役員は，全会員の選挙により選出し，学生会の事務を処理する。 

５ 学生は，その希望によって部に所属するものとする。 

第６条 学生会は，規約を制定して学校の承認を受けるものとする。 規約の変更につい

ても同様とする。 

２ 規約中には，少なくとも次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一  名 称 
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香川高等専門学校高松キャンパス学生会準則 

                                                
平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

第１条 香川高等専門学校高松キャンパス学生会（以下「学生会」という。）は，学校

の指導のもとに，学生の自発的な活動を通して，その人間形成を助長し，高等専門教

育の目的達成に資することを目的とする。 

第２条 学生会は，前条の目的を実現するために，次の各号に掲げる目標の達成に努め

なければならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいものにし，良い校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態度を養う。 

四  学校生活における集団の活動に積極的に参加し，自主性を育てるとともに，集団生

活において協力し，民主的に行動する態度を養う。 

五 学校生活において自治的能力を養うとともに，公民としての資質を向上させる。 

第３条 学生会活動を行うに当たっては，次の各号に掲げる事項を遵守するとともに，

法令及び学則，学生準則その他学校の定める諸規則に違反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校の教育使命の達成に寄与しなければならな

い。 

二 学生会は，本来の目的使命に則って活動し，その目的を逸脱し，学校の秩序を乱す

活動を行ってはならない。 

三 学生は，学生会の運営について常に深い関心をはらい，その活動に積極的に参加し

なければならない。 

四  学生会は，会員の総意に基づいて運営されなければならない。 また，いかなる場

合においても，個人の思想，良心等に関する基本的な自由を侵してはならない。 

五  学生会は，学外活動を行うに当たっては，学校の承認と指導を受け，学生会の目的

の範囲内において行動しなければならない。 

六  学生会は，その目的使命の達成上必要があり，かつ，学生会の自主性が阻害されな

いと認めて学校が承認した場合に限り，学外団体に加盟することができる。 

第４条 学生会は，学生全員をもって構成するものとする。 

２ 学生は，入学と同時に学生会の構成員となるものとする。 

第５条 学生会に，総会，評議会，役員及び部を置く。 

２ 総会は少なくとも年一回開催するものとする。 

３ 評議会は，学級及び部ごとに選出された評議員をもって構成し，学生会の運営に関

する重要事項を審議する。 

４ 役員は，全会員の選挙により選出し，学生会の事務を処理する。 

５ 学生は，その希望によって部に所属するものとする。 

第６条 学生会は，規約を制定して学校の承認を受けるものとする。 規約の変更につい

ても同様とする。 

２ 規約中には，少なくとも次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一  名 称 

二  目 的 

三  構 成 

四  組 織 

五  役員の種類，任務及びその任期 

六  総会，評議会の機能と権限  

七  部の種類とそれらの機能 

八  会費に関すること。 

九  会計に関すること。 

十  校長の最終決定権や担当の教員の指導に関すること。 

十一 会議の召集に関すること。 

十二 部活動の連絡調整に関すること。 

十三 選挙に関すること。 

十四 会議・各部・会計・選挙等の細則に関すること。 

十五 事業計画及び予算決算に関すること。 

十六 規約の改正に関すること。 

十七 規約発効の期日に関すること。 

第７条 学生会は，毎年度，事業計画書及び収支予算書について学校の承認を受け，ま

た事業報告書及び収支決算書を学校に提出するものとする。 

第８条 学生会の指導については，校長の命を受けて，学生主事が総括する。 

２ 各部にそれぞれ指導教員を置く。 

３ 指導教員は，校長が命じ，学生主事の総括のもとに，部の活動の指導に当たる。 

 

 附 則 

 この準則は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 
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香川高等専門学校高松キャンパス学生会監査委員会会則 

 

平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は，香川高等専門学校高松キャンパス学生会監査委員会と称する。 

第２条 本会は，学生団体の健全かつ円滑な運営とその活動を支援または活性化するこ

とを目的とする。 

 

第２章 役員及び指導教員 

第３条 本会に次の役員を置く。 

   委員長 1 名，副委員長 1 名，監査委員 1 名，文化部監査委員 1 名， 

体育部監査委員 1 名 

第４条 役員は次の方法により選出される。 

 1．委員長・副委員長・・・・役員選挙 

 2．監査委員・・・・・・・・委員長の任命 

 3．文化部監査委員・・・・・文化部長会から選出 

 4．体育部監査委員・・・・・体育部長会から選出 

第５条  

1．委員長は，本会を代表してその会務を総括する。 

2．副委員長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 

3．監査委員は主に学生団体の監査活動を行い，会議でそれぞれの活動を審議する。 

4．文化部・体育部監査委員はそれぞれの部・同好会を中心とした監査活動を行う。 

第６条 監査委員は他の全ての役職を兼任できない。 

第７条 役員の任期は，4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年とし，欠員を生じた場合

はその都度補充する。 

第８条 本会は校長によって任命された教員を指導教員とする。 

 

第３章 会 議 

第９条 本会には次の会議を置く。 

   一般会議，特別会議，学生団体審査会議 

第 10 条 一般会議は役員で構成され，本会の内務に関する決議機関である。 

第 11 条 一般会議は毎学期 1 回以上開かなければならない。 

第 12 条 特別会議は役員で構成され，本会の渉外に関する決議機関である。 

第 13 条 特別会議はその必要に応じて随時開くものとする。 

第 14 条 学生団体審査会議は役員で構成され，学生団体の処分に関する決議機関であ 

る。 

第 15 条 学生団体審査会議は毎年 1 回以上開かなければならない。 

第 16 条 全ての会議は全員参加を原則とする。 

第 17 条 学生団体審査会議は全員，その他の会議は委員の５分の３以上の出席をもっ 

て成立する。 
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香川高等専門学校高松キャンパス学生会監査委員会会則 

 

平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は，香川高等専門学校高松キャンパス学生会監査委員会と称する。 

第２条 本会は，学生団体の健全かつ円滑な運営とその活動を支援または活性化するこ

とを目的とする。 

 

第２章 役員及び指導教員 

第３条 本会に次の役員を置く。 

   委員長 1 名，副委員長 1 名，監査委員 1 名，文化部監査委員 1 名， 

体育部監査委員 1 名 

第４条 役員は次の方法により選出される。 

 1．委員長・副委員長・・・・役員選挙 

 2．監査委員・・・・・・・・委員長の任命 

 3．文化部監査委員・・・・・文化部長会から選出 

 4．体育部監査委員・・・・・体育部長会から選出 

第５条  

1．委員長は，本会を代表してその会務を総括する。 

2．副委員長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 

3．監査委員は主に学生団体の監査活動を行い，会議でそれぞれの活動を審議する。 

4．文化部・体育部監査委員はそれぞれの部・同好会を中心とした監査活動を行う。 

第６条 監査委員は他の全ての役職を兼任できない。 

第７条 役員の任期は，4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年とし，欠員を生じた場合

はその都度補充する。 

第８条 本会は校長によって任命された教員を指導教員とする。 

 

第３章 会 議 

第９条 本会には次の会議を置く。 

   一般会議，特別会議，学生団体審査会議 

第 10 条 一般会議は役員で構成され，本会の内務に関する決議機関である。 

第 11 条 一般会議は毎学期 1 回以上開かなければならない。 

第 12 条 特別会議は役員で構成され，本会の渉外に関する決議機関である。 

第 13 条 特別会議はその必要に応じて随時開くものとする。 

第 14 条 学生団体審査会議は役員で構成され，学生団体の処分に関する決議機関であ 

る。 

第 15 条 学生団体審査会議は毎年 1 回以上開かなければならない。 

第 16 条 全ての会議は全員参加を原則とする。 

第 17 条 学生団体審査会議は全員，その他の会議は委員の５分の３以上の出席をもっ 

て成立する。 

第 18 条 決議は全て過半数以上の賛成で可決する。 

第 19 条 本会はそのものが執行機関を成し，執行責任は委員長が負うものとする。 

 

第４章 監査活動 

第 20 条 本会には次の監査活動を置く。 

  会計監査，部活動実地査察 

第 21 条 全ての監査活動は全員参加を原則とする。 

第 22 条 会計監査は学生団体の会計処理を精査するものであり，毎学期１回以上行わ 

なくてはならない。 

第 23 条 委員長は会計監査の結果を部長会にて発表しなければならない。 

第 24 条 部活動実地査察は部活動の活動状況を把握するために行い，委員長の判断に 

より不定期に行うものとする。 

第 25 条 部活動実地査察は複数の役員で行わなければならない。 

 

第５章 学生団体に関する規約 

第 26 条 学生団体に次の区分を設ける。 

部，同好会，非公認の学生団体（愛好会） 

第 27 条  

 1．部と同好会をまとめて部活動と呼ぶ。 

 2．部には文化部と体育部とがあり，各部長会を構成する。 

 3．同好会は部に満たない学生団体を指す。 

第 28 条 部活動の成立条件は次のように定める。 

 1．文化部は 10 名以上の部員と１名以上の顧問教員で成立する。 

 2．体育部は 10 名以上の部員と２名以上の顧問教員で成立する。 

 3．同好会は５名以上の部員と１名以上の顧問教員で成立する。 

第 29 条 部活動の昇格・降格基準は次のように定める。 

・昇格条件 

 1．活動内容・成績が特に優れ，部の成立条件を満たした同好会 

・降格条件 

 1．部の成立条件を満たさず，部活動内容の薄い部 

 2．学生祭・総合文化祭に出場しない文化部。 

 3．高専大会に出場しない体育部。 

 4．経験者である顧問が必要であるが，顧問教員が不在の体育部。 

第 30 条 部活動の降格・解散において次の規定を設ける。 

 1. 監査委員会の決議により降格・解散に相当した部活動は，代表者を特別会議に出席 

させなければならない。代表者欠席の場合は，顧問教員への聞き取りを行い，特別会 

議の代わりとする。 

 2．解散が妥当であると判断された部活動については，実地査察および特別会議の内容 

をもとに作成した監査委員会所見を学生会および学生主事に提出し，双方の判断を仰 

ぐ。 

 3．降格または解散の決定は，学生会役員会議の所見をもとに，学生小委員会及びクラ 

ブ顧問会議で審議を経て行われる。 
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第 31 条 部活動には次の書類の提出義務を課す。 

 1．部・同好会報告書・・・・・・・・毎年度１枚 

 2. 同好会継続願（同好会のみ）・・・毎年度１枚 

 これらの書類の提出が無い部活動は，予算減額や降格の対象といった厳重処分を受け

る。 

第 32 条 学生団体の予算設定は学生会会計と相談して決定すること。ただし予算の限 

度額は部 50 万円程度まで，同好会５万円程度までとする。 

第 33 条 学生団体の会計処理は支出伺いによってのみ行ない，その他の手段で予算使 

用を認めてはならない。 

第 34 条 学生団体の予算使用について次の制限を設ける。 

 1. 各団体に関連性の無い物品の支出を認めない。 

 2. 個人目的の可能性がある物品の支出を認めない。 

 その他，監査委員の裁量によって支出を制限する場合がある。 

第 35 条 部活動の予算使用は，原則として団体運営に欠かせないものから順を追って 

支出し，不足分が発生した場合はそれ以上の支出を行なわない。 

第 36 条 不可避の事由により予算超過をしてしまった学生団体には，部活動充実費を 

支給することがある。 

第 37 条 大幅な予算超過や無計画な会計処理による不足分には部活動充実費を支給し 

ない。 

第 38 条 活動内容・成績などが特に優れている学生団体またはその代表者を，本会から

表彰対象として推薦することができる。 

第 39 条 学生団体にその他の過失が認められた場合，その程度に応じた処分を本会が 

行うことができる。 

 

第６章 学生団体に対する処分 

第 40 条 様々の集会・会議などに参加しない学生団体には，最大で２割の予算減額を施

行できる。 

第 41 条 会計処理を偽証した学生団体には，最大で 5 割の予算減額を施行できる。 

第 42 条 事件事故を発生させた学生団体は，学校側の処分に従わなくてはならない。 

第 43 条 これらの処分の審議・決定は学生団体審査会議で協議するものとする。 

第 44 条 予算減額についての処分が重複した場合は，減額率の最も大きいもののみを 

適用する。 

第 45 条 改善勧告や改善命令を受けた学生団体は，その内容を早急に履行しなければ 

ならない。 

 

   附 則 

この会則は，平成 24 年４月１日から施行する。 
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第 31 条 部活動には次の書類の提出義務を課す。 

 1．部・同好会報告書・・・・・・・・毎年度１枚 

 2. 同好会継続願（同好会のみ）・・・毎年度１枚 

 これらの書類の提出が無い部活動は，予算減額や降格の対象といった厳重処分を受け

る。 

第 32 条 学生団体の予算設定は学生会会計と相談して決定すること。ただし予算の限 

度額は部 50 万円程度まで，同好会５万円程度までとする。 

第 33 条 学生団体の会計処理は支出伺いによってのみ行ない，その他の手段で予算使 

用を認めてはならない。 

第 34 条 学生団体の予算使用について次の制限を設ける。 

 1. 各団体に関連性の無い物品の支出を認めない。 

 2. 個人目的の可能性がある物品の支出を認めない。 

 その他，監査委員の裁量によって支出を制限する場合がある。 

第 35 条 部活動の予算使用は，原則として団体運営に欠かせないものから順を追って 

支出し，不足分が発生した場合はそれ以上の支出を行なわない。 

第 36 条 不可避の事由により予算超過をしてしまった学生団体には，部活動充実費を 

支給することがある。 

第 37 条 大幅な予算超過や無計画な会計処理による不足分には部活動充実費を支給し 

ない。 

第 38 条 活動内容・成績などが特に優れている学生団体またはその代表者を，本会から

表彰対象として推薦することができる。 

第 39 条 学生団体にその他の過失が認められた場合，その程度に応じた処分を本会が 

行うことができる。 

 

第６章 学生団体に対する処分 

第 40 条 様々の集会・会議などに参加しない学生団体には，最大で２割の予算減額を施

行できる。 

第 41 条 会計処理を偽証した学生団体には，最大で 5 割の予算減額を施行できる。 

第 42 条 事件事故を発生させた学生団体は，学校側の処分に従わなくてはならない。 

第 43 条 これらの処分の審議・決定は学生団体審査会議で協議するものとする。 

第 44 条 予算減額についての処分が重複した場合は，減額率の最も大きいもののみを 

適用する。 

第 45 条 改善勧告や改善命令を受けた学生団体は，その内容を早急に履行しなければ 

ならない。 

 

   附 則 

この会則は，平成 24 年４月１日から施行する。 

香川高等専門学校情報基盤センター規程 

平成２３年３月３日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，香川高等専門学校内部組織規則（以下「規則」という｡）第17条第３項の規

定に基づき，香川高等専門学校情報基盤センター（以下「センター」という｡）の組織及び運営

について定めるものとする。 
 （目的） 

第２条 センターは，香川高等専門学校（以下「本校」という｡）における情報処理教育，ネット

ワーク利用及び学術研究の推進に寄与することを目的とする。 
（業務） 

第３条 センターは，前条の目的を達成するために，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 教育用電子計算機システムの運用と管理に関すること。  

二 情報ネットワークの運用と管理に関すること。  

三 情報処理教育に関すること。  

四 校内情報システムに関わる情報セキュリティの維持に関すること。 

五 電子計算機とネットワーク利用の支援に関すること。  

六 その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。 

（組織） 

第４条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。 
 一 センター長 
 二 副センター長 
 三 センター室員 若干名 
２ センターに次の各号に掲げる室を置く。 
 一 ＰＣ管理室 
 二 ネットワーク管理室 
 三 教育研究推進室 
 （センター長） 

第５条 センター長は，本校の教授及び准教授の中から校長が任命する。 
２ センター長は，センターの業務を掌理する。 
３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任期

は，前任者の残任期間とする。 
 （副センター長） 

第６条 副センターは，本校の教授及び准教授の中から校長が任命する。 
２ 副センター長は，センター長を補佐する。 
３ 副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 
（室長及び室員） 

第７条 第４条第２項各号に定める各室に室長，副室長及び室員を置く。 
２ 室長，副室長及び室員の任期は１年とし，本校教職員のうちから校長が任命する。 
３ 室長は，センター長の命を受け，別表に掲げる各室に関する業務を掌理する。 
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４ 副室長は，室長を補佐し，各室の業務を整理する。 
５ 室員は，室長，副室長の下に各室の業務を処理する。 
 （センターの利用） 

第８条 センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 
 （委員会） 

第９条 センターの円滑な運営を図るため，香川高等専門学校情報基盤センター委員会（以下「委

員会」という｡）を置く。 
２ 委員会に関する事項は別に定める。 
 （事務） 

第10条 センターに係る事務は，総務課，学務課及び学生課において処理する。 
 （その他） 

第11条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は別に定める。 
   附 則 

 この規程は，平成 23年４月１日から施行する。 
 
別表 

 業  務  内  容 

ＰＣ管理室 
教育用電子計算機システムの運用と管理に関すること。 

電子計算機利用の支援に関すること。 

ネットワーク管理室 
情報ネットワークの運用と管理に関すること。 

校内情報システムに関わるセキュリティの維持に関すること。 

ネットワーク利用の支援に関すること。 

教育研究推進室 情報処理教育に関すること。 
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４ 副室長は，室長を補佐し，各室の業務を整理する。 
５ 室員は，室長，副室長の下に各室の業務を処理する。 
 （センターの利用） 

第８条 センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 
 （委員会） 

第９条 センターの円滑な運営を図るため，香川高等専門学校情報基盤センター委員会（以下「委

員会」という｡）を置く。 
２ 委員会に関する事項は別に定める。 
 （事務） 

第10条 センターに係る事務は，総務課，学務課及び学生課において処理する。 
 （その他） 

第11条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は別に定める。 
   附 則 

 この規程は，平成23年４月１日から施行する。 
 
別表 

 業  務  内  容 

ＰＣ管理室 
教育用電子計算機システムの運用と管理に関すること。 

電子計算機利用の支援に関すること。 

ネットワーク管理室 
情報ネットワークの運用と管理に関すること。 

校内情報システムに関わるセキュリティの維持に関すること。 

ネットワーク利用の支援に関すること。 

教育研究推進室 情報処理教育に関すること。 

 

香川高等専門学校情報基盤センター利用細則 

                         

平成２３年３月３日制定 

 
（趣旨） 

第１条 この細則は，香川高等専門学校情報基盤センター規程第８条の規定に基づき，香川高等 

専門学校情報基盤センター（以下「センター」という。）の利用について定めるものとする。 
（利用の範囲） 

第２条 センターの利用は，次の各号に掲げる場合とする。 
一 学生の情報処理教育に関する授業及びこれに伴う演習 
二 学生の実験実習及び卒業研究等 
三 教職員の研究及び研修 
四 その他センター長又は副センター長（以下「センター長等」という。）が必要と認 
めた場合 

（利用者） 
第３条 センターを利用することができる者は，次の各号に掲げる者とする。 
一 当該キャンパスの教職員 
二 当該キャンパスの学生 
三 その他センター長等が許可した者 
（利用時間） 

第４条 センターの利用は，次の各号に掲げるとおりとする。 
一 センターの利用時間は，別表に掲げるとおりとする。 
二 保守及び業務のため，利用を停止することがある。 
三 第一号の規定にかかわらず，あらかじめセンター長等の許可を得たときは，第１号の

時間以外に利用することができる。 

（ユーザＩＤ） 

第５条 第２条で許可された者に対して，センターからユーザＩＤを付す。 
（利用上の注意） 

第６条 利用者は，この規程に定めるもののほか，次に掲げる事項を遵守しなければな 

らない。 
 一 ユーザＩＤを当該利用目的以外に使用し，または他人に使用させないこと。 
二 パスワードを他人に知られないように留意するなどセキュリティへ配慮すること。 
三 センターの機器及びソフトウエアに支障をきたすような使用をしないこと。 
四 他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。 
五 有償ソフトウエアの不法複製等，違法な行為はしないこと。 
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六 公序良俗に反する行為はしないこと。 
七 営利，宣伝行為はしないこと。 
八 その他の利用に際しては，センター員の指示に従うこと。 

２ 利用者は，施設，設備及び物品を破損もしくは紛失した場合には，必ずセンターに届 

け出なければならない。 
（利用の制限又は禁止） 

第７条 利用者がこの細則に違反した場合，又はセンターの運営に支障を及ぼすおそれのある場

合は，センター長等はその者の利用を制限又は禁止することがある。 

（その他） 
第８条 この細則に定めるもののほか，センターの利用に関し必要な事項は，センター長 

等が別に定める。 
 

附 則 
この細則は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 
この細則は，平成３０年６月１１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は，令和３年４月１日から施行する。 

別表 

 室  名 利 用 時 間 
高

松

キ

ャ

ン

パ

ス 

第一演習室 

小演習室 

マルチメディア教室 

平日  ８時４０分～１６時５０分 

第二演習室 平日  ８時４０分～１８時３０分 

詫

間

キ

ャ

ン

パ

ス 

第二演習室 

サイバーラボ 

高度情報ラボ 

マルチメディアラーニングラボ 

平日  ８時４０分～１６時５０分 
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六 公序良俗に反する行為はしないこと。 
七 営利，宣伝行為はしないこと。 
八 その他の利用に際しては，センター員の指示に従うこと。 

２ 利用者は，施設，設備及び物品を破損もしくは紛失した場合には，必ずセンターに届 

け出なければならない。 
（利用の制限又は禁止） 

第７条 利用者がこの細則に違反した場合，又はセンターの運営に支障を及ぼすおそれのある場

合は，センター長等はその者の利用を制限又は禁止することがある。 

（その他） 
第８条 この細則に定めるもののほか，センターの利用に関し必要な事項は，センター長 

等が別に定める。 
 

附 則 
この細則は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 
この細則は，平成３０年６月１１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は，令和３年４月１日から施行する。 

別表 

 室  名 利 用 時 間 
高

松

キ

ャ

ン

パ

ス 

第一演習室 

小演習室 

マルチメディア教室 

平日  ８時４０分～１６時５０分 

第二演習室 平日  ８時４０分～１８時３０分 

詫

間

キ

ャ

ン

パ

ス 

第二演習室 

サイバーラボ 

高度情報ラボ 

マルチメディアラーニングラボ 

平日  ８時４０分～１６時５０分 

 

情報基盤センター（高松キャンパス）利用上の注意 

                                                 

情報基盤センター（高松キャンパス）（センター）は，校内の情報処理教育，及び教 

職員の学術研究のための共同利用施設です。以下の注意事項を守って利用してください。 

 

１．コンピュータはていねいに扱う 

  センター内のコンピュータは，授業で使用します。故障すると授業に支障をきたし

ますので，ていねいに使用してください。万一，誤って壊してしまった場合やコンピ

ュータが故障していることに気付いたときは，授業担当教員または学務係に知らせて

ください。 

 

２．パスワードは絶対に他人に教えない 

  ユーザ ID は誰がインターネットなどを利用しているか知るための名札のようなも

のであり，パスワードはインターネットなどを利用するための鍵だと考えてください。

ユーザ ID によって，「誰がどのようにインターネットなどを使用したか」を記録さ

れます。パスワードは絶対に他人に知られないように，取り扱いに注意してください。

また，偶然他人のパスワードを知った場合や直接本人から教えてもらった場合でも，

決して他人のユーザ ID とパスワードは使用しないでください。 

 

３．プリンター用紙は大切に使う 

  授業や部活動で必要な資料は自由に印刷して構いませんが，学校行事や学習に関係

ないものはプリンターで印刷しないでください。また，紙を無駄使いしないよう，印

刷する前に必ず「印刷内容に間違いがないか」をよく確認してください。 

 

４．インターネットのルールとマナー 

  「自分の身は自分で守る」，「相手のことを思いやる」の２つが基本です。 

（１）法律に違反する行為 

・知的所有権・著作権の侵害に注意しよう！（他人の文章や画像等を勝手に使わない） 

・プライバシーの侵害に注意しよう！（他人の名前や住所などを掲示板などに書かな 

い） 

・名誉毀損に注意しよう！（他人の悪口や商品の悪評など掲示板などに書かない） 

・オンラインソフトは使用上の制限がある（README とか LICENSE など必ず目を通す） 

（２）学校ですべきでない行為 

・わいせつな画像や爆弾・毒ガス作成などの閲覧 

・アニメ，音楽などの閲覧やダウンロード 

・有料データベース，オンラインショッピング等を利用する 

・政治，宗教上の宣伝勧誘など教育にふさわしくないこと 

（３）自分の身をまもるために 

・アンケートやクイズにむやみに応募しない（無料プレゼントには裏がある） 

・個人情報の流出に注意（名前，住所，生年月日，クレジットカードの番号） 

・何か解らない添付ファイルは速やかに削除を！（コンピュータウィルスの可能性も） 
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・ホームページ閲覧，ＵＳＢ感染のウィルスに注意する。 

 

５．センターのコンピュータ使用上の注意 

  コンピュータは，ID，パスワードなしで使用できますが（電源を入れ ID，パスワー

ド要求画面がでても何もしなければ立ち上がる），インターネットなど外部にアクセ

スに行くときには，ID とパスワードが必要です。 

  インターネットエクスプローラの起動など自分が外部ネットワークにアクセスする

操作をしていないにもかかわらず，ID とパスワードを要求する画面が出たらキャン

セルをしてください。 

また，AcrobatReader などアプリケーションによっては起動時に外部ネットワーク

にアクセスしアップデートしようとするものがありますが，ID とパスワードの要求

にはキャンセルし，アップデートしないようにしてください。 

  ハードディスク（マイドキュメントなど）に保存されたデータは全て，コンピュー

タの電源を切ると自動的に削除されますので注意してください。壁紙の変更やインタ

ーネットエクスプローラのお気に入りなども全て消えます。保存したいデータは，USB 

メモリーを使用して，各自で保存・管理してください。 

 

６．その他センター利用上の注意 

  センターは，学生の皆様の学習を支援するための施設です。周りの学生の学習の妨

げにならないように利用してください。 

  また，センターに入館する際は，スリッパに履き替え，靴を靴箱に入れるようにし

てください。（ブーツなど背の高い靴は，下駄箱の上に並べておいてください。）セ

ンターを出る際には，スリッパを靴箱に戻してください。 

 

７．センターの放課後開放と長期休暇中の開放 

  放課後（最終授業終了後）から１８時３０分まで，センター・第二演習室を自由に

利用できるように開放しています。ただし，１８時２０分になると強制的にコンピュ

ータがシャットダウンされるので注意してください。 
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・ホームページ閲覧，ＵＳＢ感染のウィルスに注意する。 

 

５．センターのコンピュータ使用上の注意 

  コンピュータは，ID，パスワードなしで使用できますが（電源を入れ ID，パスワー

ド要求画面がでても何もしなければ立ち上がる），インターネットなど外部にアクセ

スに行くときには，ID とパスワードが必要です。 

  インターネットエクスプローラの起動など自分が外部ネットワークにアクセスする

操作をしていないにもかかわらず，ID とパスワードを要求する画面が出たらキャン

セルをしてください。 

また，AcrobatReader などアプリケーションによっては起動時に外部ネットワーク

にアクセスしアップデートしようとするものがありますが，ID とパスワードの要求

にはキャンセルし，アップデートしないようにしてください。 

  ハードディスク（マイドキュメントなど）に保存されたデータは全て，コンピュー

タの電源を切ると自動的に削除されますので注意してください。壁紙の変更やインタ

ーネットエクスプローラのお気に入りなども全て消えます。保存したいデータは，USB 

メモリーを使用して，各自で保存・管理してください。 

 

６．その他センター利用上の注意 

  センターは，学生の皆様の学習を支援するための施設です。周りの学生の学習の妨

げにならないように利用してください。 

  また，センターに入館する際は，スリッパに履き替え，靴を靴箱に入れるようにし

てください。（ブーツなど背の高い靴は，下駄箱の上に並べておいてください。）セ

ンターを出る際には，スリッパを靴箱に戻してください。 

 

７．センターの放課後開放と長期休暇中の開放 

  放課後（最終授業終了後）から１８時３０分まで，センター・第二演習室を自由に

利用できるように開放しています。ただし，１８時２０分になると強制的にコンピュ

ータがシャットダウンされるので注意してください。 

   

香川高等専門学校サーキット 

トレーニングセンター使用内規 
 

平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

第１条 本校サーキットトレーニングセンター（以下｢施設｣という。）を使用できる者

は本校の学生及び教職員とする。 

第２条 施設の使用時間は８時 30 分から 19 時 30 分までとする。 

第３条 施設の使用に当たっては別に定めるサーキットトレーニングセンター使用心得

を厳守しなければならない。 

 

 

 

香川高等専門学校サーキット 

トレーニングセンター使用心得 
                                                

平成 21 年 10 月 1 日制定 

 

１ 使用者は，学生支援係（ただし，勤務時間外及び休日は警備員室，以下同じ。）で

使用簿に氏名等必要事項を記入し，学生証を提示のうえ鍵を受領する。使用後すみや

かに学生支援係に返納のこと。 

２ 土足でトレーニングセンター内に入らないこと。 

靴を使用する場合は，体育館専用のものを使用すること。 

３ 使用前に施設及び用具を十分点検し，各人の責任において，常に事故の防止に努め

ること。 

４ 施設の使用は２名以上を原則とし，事故発生のときは直ちに学生支援係に連絡する

こと。 

５ 各器具の使用上の注意事項を厳守すること。 

６ トレーニング開始前の準備運動及び終了後の整理運動は，必ず実施すること。 

７ 使用中に施設又は用具を破損したときは，すみやかに学生支援係に申し出てその指

示を受けること。 

８ 常に無理のないトレーニング計画をたて，継続的に行うこと。 

９ 使用区分及び使用時間を厳守すること。 

10 使用後は必ず清掃し，原状に復すること。 

11 使用後，電源は必ず切ること。 

12 トレーニングセンター内での火気の使用は厳禁する。 

13 トレーニングセンター内では飲食をしないこと。 

14 トレーニングセンター外への用具の持ち出しは厳禁する。 
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香川高等専門学校部室使用心得 

 
平成 21 年 10 月 1 日制定 

令和 2 年 2 月 4 日改定 

 

１ 使用者は，学生支援係（ただし，勤務時間外及び休日は警備員室，以下同じ。）で

使用簿に氏名等必要事項を記入し，学生証を提示のうえ受領する。使用後すみやかに

学生支援係に返納のこと。 

２ 部室内は定期的に清掃し，常に整理整頓に努めること。 

３ 部室内での火気の使用は厳禁する。万一出火の際は，火災報知機を鳴らし，学生支

援係等に急報すること。 

４ 部室の使用時間は，原則として放課後及び休業日の 19 時 30 分までとし，それ以外

の使用については，事前に学生支援係に届け出て許可を受けること。 

５ 部室内では飲食をしないこと。 

６ 部室の壁，窓ガラスに落書きしたり，みだりに張り紙をしないこと。 

７ 部室の壁，窓ガラス又は備品等を壊さないこと。もし壊したときは，修理に要する

経費等を弁償すること。 

８ 物品等のき損，又は盗難等の事故が生じた場合は直ちに学生支援係に届け出ること。 

９ 部室内に部員が居なくなるとき又は帰宅するときは，必ず消灯し，窓及び戸には施

錠すること。 

10 部室内には不必要な物品又は貴重品等を持ち込まないこと。 

11 部室を部活動以外の用途に使用してはいけない。 

12 部室を部外者に使用させてはいけない。 
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香川高等専門学校部室使用心得 

 
平成 21 年 10 月 1 日制定 

令和 2 年 2 月 4 日改定 

 

１ 使用者は，学生支援係（ただし，勤務時間外及び休日は警備員室，以下同じ。）で

使用簿に氏名等必要事項を記入し，学生証を提示のうえ受領する。使用後すみやかに

学生支援係に返納のこと。 

２ 部室内は定期的に清掃し，常に整理整頓に努めること。 

３ 部室内での火気の使用は厳禁する。万一出火の際は，火災報知機を鳴らし，学生支

援係等に急報すること。 

４ 部室の使用時間は，原則として放課後及び休業日の 19 時 30 分までとし，それ以外

の使用については，事前に学生支援係に届け出て許可を受けること。 

５ 部室内では飲食をしないこと。 

６ 部室の壁，窓ガラスに落書きしたり，みだりに張り紙をしないこと。 

７ 部室の壁，窓ガラス又は備品等を壊さないこと。もし壊したときは，修理に要する

経費等を弁償すること。 

８ 物品等のき損，又は盗難等の事故が生じた場合は直ちに学生支援係に届け出ること。 

９ 部室内に部員が居なくなるとき又は帰宅するときは，必ず消灯し，窓及び戸には施

錠すること。 

10 部室内には不必要な物品又は貴重品等を持ち込まないこと。 

11 部室を部活動以外の用途に使用してはいけない。 

12 部室を部外者に使用させてはいけない。 
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教
員
室

教
員
室

機械工学コース
共同実験室(１)

機械工学コース
共同実験室(２)

建設環境
工学コース
実験室(１)
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更衣室
（学生）
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（3）
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小演習室

機械電子
工学コース
実験室

ゼミ・談話室
（1）

建設環境工学
コース実験室(２)

電気情報工学コース
実験室

ゼミ・談話室
（2）

教員室

教員室

給湯室

教員室

共　同
研究室
(1)

ゼミ室
（5）

ゼミ室
（6）
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ゼミ・談話室
（2）

教員室

教員室

給湯室

教員室

共　同
研究室
(1)

ゼミ室
（5）

ゼミ室
（6）

小演習室

機械電子
工学コース
実験室

ゼミ・談話室
（1）

建設環境工学
コース実験室(２)

電気情報工学コース
実験室

ゼミ・談話室
（2）

教員室

教員室

給湯室

教員室

共　同
研究室
(1)

ゼミ室
（5）

ゼミ室
（6）

閲
覧
書
庫

多
目
的
室
C

男 子 便 所

女 子 便 所

男 子 便 所

女 子 便 所

男 子 便 所

女 子 便 所
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第三演習室 第一演習室

第二演習室

男子
WC

女子WC 給
湯
室
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第三演習室 第一演習室

第二演習室

男子
WC

女子WC 給
湯
室

第三演習室 第一演習室

第二演習室

男子
WC

女子WC 給
湯
室
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学校行事 

 

行事名 内容 

 

新入生オリエンテーション 

 

体育祭 

 

学生祭 

 

スポーツ大会 

 

工場見学 

 

健康診断 

 

 

1 年生全員を対象に入学直後に実施する。 

 

秋季に 1 日間全学生が参加して実施する。 

 

秋季に 2 日間程度全学生が参加して実施する。 

 

秋季に全学生を対象に 1 回実施する。 

 

各学科別に随時実施する。 

 

4 月に全学生を対象に学生定期健康診断を実施す

る。 
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学校行事 

 

行事名 内容 

 

新入生オリエンテーション 

 

体育祭 

 

学生祭 

 

スポーツ大会 

 

工場見学 

 

健康診断 

 

 

1 年生全員を対象に入学直後に実施する。 

 

秋季に 1 日間全学生が参加して実施する。 

 

秋季に 2 日間程度全学生が参加して実施する。 

 

秋季に全学生を対象に 1 回実施する。 

 

各学科別に随時実施する。 

 

4 月に全学生を対象に学生定期健康診断を実施す

る。 

 

 

令
和

４
年

度
　

香
川

高
専

行
事

予
定

表

1
, 
2
, 
..○

：
授

業
・
登

校
日

日
曜

共
通

曜
共

通
曜

共
通

日
曜

共
通

曜
共

通
曜

共
通

日

1
金

春
季

休
業

(4
日

ま
で

)
日

水
前

期
中

間
試

験
8

前
期

中
間

試
験

8
1

金
1
2

1
2

月
前

期
末

試
験

○
前

期
末

試
験

○
木

1

2
土

月
4

【
水

曜
日

授
業

】
4

木
前

期
中

間
試

験
8

前
期

中
間

試
験

8
2

土
四

国
高

専
大

会
火

前
期

末
試

験
○

前
期

末
試

験
○

金
全

国
高

専
大

会

（
野

球
担

当
校

）
2

3
日

火
憲

法
記

念
日

金
前

期
中

間
試

験
8

前
期

中
間

試
験

8
3

日
四

国
高

専
大

会
水

前
期

末
試

験
○

前
期

末
試

験
○

土
全

国
高

専
大

会
(野

球
・

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

担
当

校
)

3

4
月

水
み

ど
り

の
日

土
高

校
総

体
(未

定
)

4
月

1
2

1
2

木
前

期
末

試
験

試
験

返
却

日
○

前
期

末
試

験

試
験

返
却

日
○

日
全

国
高

専
大

会
（
野

球
・

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

担
当

校
）

4

5
火

入
学

式

開
寮

・
入

寮
式

木
こ

ど
も

の
日

日
高

校
総

体
(未

定
)

5
火

1
3

1
3

金
試

験
返

却
日

○
試

験
返

却
日

○
月

入
試

（
編

入
学

）
特

別
閉

寮
5

6
水

始
業

式
・
対

面
式

新
入

生
ｵ

ﾘ
ｴ
ﾝ
ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

2
～

5
年

H
R

 教
科

書
販

売
○

新
入

生
ｵ

ﾘ
ｴ
ﾝ
ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

2
～

5
年

H
R

 教
科

書
販

売
○

金
4

4
月

前
期

中
間

試
験

8
8

6
水

1
3

1
3

土
オ

ー
プ

ン
キ

ャ
ン

パ
ス

火
6

7
木

前
期

授
業

開
始

（
第

1
Q

開
始

）

健
康

診
断

①
1

1
土

入
試

（
専

攻
科

推

薦
）

火
（
第

2
Q

開
始

）
9

9
7

木
1
3

1
3

日
オ

ー
プ

ン
キ

ャ
ン

パ
ス

水
7

8
金

ク
ラ

ブ
紹

介
1

1
日

水
9

9
8

金
休

業

(授
業

参
観

分
)

月
試

験
返

却
日

○
試

験
返

却
日

○
木

F
D

・
S
D

研
修

会
8

9
土

月
5

4
木

対
話

集
会

9
9

9
土

四
国

高
専

大
会

火
試

験
返

却
日

○
試

験
返

却
日

○
金

9

1
0

日
火

4
5

金
大

掃
除

9
9

1
0

日
四

国
高

専
大

会
水

試
験

返
却

日
○

試
験

返
却

日
○

土
電

気
工

作
物

点
検

(停
電

及
び

断
水

)
1
0

1
1

月
1

身
体

計
測

1
水

4
5

土
入

試
（
専

攻
科

学

力
）

1
1

月
1
3

1
3

木
夏

季
休

業

閉
寮

　
山

の
日

日
1
1

1
2

火
尿

検
査

1
尿

検
査

1
木

5
4

日
1
2

火
1
4

1
4

金
月

1
2

1
3

水
尿

検
査

1
尿

検
査

1
金

大
掃

除
5

5
月

9
9

1
3

水
1
4

1
4

土
火

1
3

1
4

木
健

康
診

断
②

2
2

土
授

業
参

観
日

【
火

曜
日

授
業

】
5

火
1
0

1
0

1
4

木
ロ

ボ
コ

ン
校

内
審

査
会

(未
定

)
1
4

1
4

日
水

1
4

1
5

金
一

斉
部

会
2

2
日

授
業

参
観

日

【
木

曜
日

授
業

】
5

水
1
0

1
0

1
5

金
試

験
発

表

大
掃

除
1
3

試
験

発
表

1
3

月
木

特
別

開
寮

1
5

1
6

土
月

6
試

験
発

表
5

木
第

１
回

ブ
ッ

ク
ハ

ン

テ
ィ

ン
グ

1
0

1
0

1
6

土
入

試
（
専

攻
科

学

力
追

試
験

）

四
国

高
専

大
会

火
金

1
6

1
7

日
火

試
験

発
表

6
6

金
1
0

1
0

1
7

日
四

国
高

専
大

会
水

特
別

開
寮

土
1
7

1
8

月
2

2
水

5
6

土
1
8

月
海

の
日

木
日

1
8

1
9

火
2

2
木

ロ
ボ

コ
ン

書
類

審
査

(未
定

)
6

学
生

総
会

6
日

1
9

火
【
月

曜
日

授
業

】
1
4

【
月

曜
日

授
業

】
1
4

金
月

敬
老

の
日

1
9

2
0

水
2

2
金

6
6

月
1
0

1
0

2
0

水
1
5

1
5

土
全

国
高

専
大

会

(サ
ッ

カ
ー

担
当

校
)

オ
ー

プ
ン

キ
ャ

ン

パ
ス

火
入

試
（
編

入
学

追
試

験
）

2
0

2
1

木
学

生
総

会
3

3
土

火
1
1

1
1

2
1

木
1
5

1
5

日
全

国
高

専
大

会

(サ
ッ

カ
ー

担
当

校
)

オ
ー

プ
ン

キ
ャ

ン

パ
ス

水
2
1

2
2

金
大

掃
除

3
3

日
水

壮
行

会
1
1

1
1

2
2

金
1
4

1
4

月
木

2
2

2
3

土
月

【
水

曜
日

授
業

】
6

6
木

1
1

壮
行

式
1
1

2
3

土
火

全
国

高
専

大
会

(サ
ッ

カ
ー

担
当

校
)

金
秋

分
の

日
2
3

2
4

日
火

7
7

金
1
1

1
1

2
4

日
水

全
国

高
専

大
会

(サ
ッ

カ
ー

担
当

校
)

土
2
4

2
5

月
3

3
水

7
7

土
プ

ロ
コ

ン
予

選
保

護
者

懇
談

会
2
5

月
1
5

1
5

木
日

開
寮

特
別

開
寮

保
護

者
懇

談
会

2
5

2
6

火
3

3
木

7
7

日
保

護
者

懇
談

会
2
6

火
1
5

1
5

金
月

補
講

日

二
輪

車
安

全
運

転

講
習

会
○

集
中

講
義

保
護

者
懇

談
会

2
6

2
7

水
3

3
金

7
7

月
1
1

1
1

2
7

水
【
金

曜
日

授
業

】
1
5

【
金

曜
日

授
業

】
1
5

土
全

国
高

専
大

会
(ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
・
柔

道
担

当
校

)
火

補
講

日
○

集
中

講
義

2
7

2
8

木
D

C
O

N
2
0
2
2

4
【
火

曜
日

授
業

】
4

土
火

成
績

通
知

1
2

1
2

2
8

木
補

講
日

○
補

講
日

○
日

全
国

高
専

大
会

(ソ
フ

ト

テ
ニ

ス
・
柔

道
担

当
校

)
水

補
講

日
○

集
中

講
義

2
8

2
9

金
昭

和
の

日

D
C

O
N

2
0
2
2

日
水

1
2

1
2

2
9

金
前

期
末

試
験

○
前

期
末

試
験

○
月

木
補

講
日

○
集

中
講

義
2
9

3
0

土
月

7
前

期
中

間
試

験
7

木
1
2

1
2

3
0

土
火

金
補

講
日

○
補

講
日

3
0

3
1

火
前

期
中

間
試

験
8

前
期

中
間

試
験

8
3
1

日
水

成
績

通
知

3
1

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

共 通

高
松

詫
間

高
松

詫
間

高
松

詫
間

高
松

詫
間

高
松

詫
間

高
松

詫
間

共 通
共 通

月
曜

日
授

業
（
1
9
日

）
金

曜
日

授
業

（
2
7
日

）

詫 間

火
曜

日
授

業
（
2
8
日

）
水

曜
日

授
業

（
2
日

）
木

曜
日

授
業

（
1
5
日

）

高 松

火
曜

日
授

業
（
1
4
日

）
水

曜
日

授
業

（
2
3
日

）
高 松

高 松

詫 間
詫 間

月
曜

日
授

業
（
1
9
日

）
金

曜
日

授
業

（
2
7
日

）
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令
和

４
年

度
　

香
川

高
専

行
事

予
定

表

1
, 
2
, 
..○

：
授

業
・
登

校
日

日
曜

共
通

曜
共

通
曜

共
通

日
曜

共
通

曜
共

通
曜

共
通

日

1
土

火
4

【
金

曜
日

授
業

】
4

木
後

期
中

間
試

験
8

後
期

中
間

試
験

8
1

日
元

旦
水

1
5

1
5

水
追

試
等

追
試

/
再

試
1

2
日

特
別

閉
寮

・
開

寮
水

5
5

金
後

期
中

間
試

験
8

後
期

中
間

試
験

8
2

月
振

替
休

日
木

1
5

1
5

木
閉

寮
卒

研
発

表
2

3
月

後
期

授
業

開
始

1
キ

ャ
ン

パ
ス

集
会

1
木

文
化

の
日

土
3

火
金

1
5

1
5

金
卒

研
発

表
3

4
火

1
1

金
皆

楽
祭

準
備

○
電

波
祭

準
備

○
日

4
水

開
寮

土
土

臨
時

休
業

閉
寮

4

5
水

1
1

土
皆

楽
祭

○
電

波
祭

○
月

後
期

中
間

試
験

8
後

期
中

間
試

験
8

5
木

授
業

開
始

【
月

曜
日

授
業

】
1
1

1
2

日
日

5

6
木

1
1

日
皆

楽
祭

○
電

波
祭

○
火

後
期

中
間

試
験

8
後

期
中

間
試

験
8

6
金

1
2

【
月

曜
日

授
業

】
1
1

月
1
5

1
5

月
6

7
金

体
育

祭
○

1
月

振
替

休
日

振
替

休
日

水
9

9
7

土
火

補
講

日
○

1
5

火
7

8
土

火
5

5
木

9
9

8
日

水
後

期
末

試
験

○
補

講
日

○
水

8

9
日

ロ
ボ

コ
ン

四
国

地

区
大

会
水

【
金

曜
日

授
業

】
4

6
金

大
掃

除
9

9
9

月
成

人
の

日
木

後
期

末
試

験
○

後
期

末
試

験
○

木
9

1
0

月
ス

ポ
ー

ツ
の

日
木

第
２

回
ブ

ッ
ク

ハ
ン

テ
ィ

ン
グ

5
学

生
総

会
5

土
デ

ザ
コ

ン

総
合

文
化

祭
1
0

火
1
1

1
1

金
後

期
末

試
験

大
掃

除
○

後
期

末
試

験
○

金
1
0

1
1

火
2

2
金

大
掃

除
5

5
日

デ
ザ

コ
ン

総
合

文
化

祭
1
1

水
1
2

1
2

土
建

国
記

念
の

日
土

1
1

1
2

水
2

2
土

入
試

（
専

攻
科

社

会
人

）
月

9
9

1
2

木
1
2

冬
季

体
育

大
会

○
日

入
試

（
本

科
学

力
）

日
1
2

1
3

木
2

2
日

四
国

高
専

大
会

(ラ

グ
ビ

ー
フ

ッ
ト

ボ
ー

ル
)

火
9

9
1
3

金
大

掃
除

1
3

1
2

月
臨

時
休

業
月

1
3

1
4

金
体

育
祭

予
備

日
1

体
育

祭
○

月
5

5
水

1
0

1
0

1
4

土
火

臨
時

休
業

火
1
4

1
5

土
プ

ロ
コ

ン
本

選
火

6
6

木
学

生
総

会
1
0

1
0

1
5

日
入

試
（
本

科
推

薦
）

水
後

期
末

試
験

○
後

期
末

試
験

○
水

1
5

1
6

日
プ

ロ
コ

ン
本

選
水

試
験

発
表

6
試

験
発

表
7

金
1
0

1
0

1
6

月
1
2

1
2

木
後

期
末

試
験

試
験

返
却

日
○

後
期

末
試

験
○

木
特

別
開

寮
1
6

1
7

月
2

2
木

6
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担当係 連絡先 内容

授業，試験，成績に関すること

欠席に関すること

住所等の変更に関すること

在学証明書，学生証に関すること

留学に関すること

進学に係る各種証明書の発行

入試係 087-869-3866 入学者選抜個人成績開示に関すること

通学に関すること，学割証･通学証明書の発行

課外活動に関すること

入学料･授業料免除及び徴収猶予に関すること

就学支援金及び修学支援新制度に関すること

各種奨学金に関すること

落とし物に関すること

財務係 087-869-3821 授業料等の納入に関すること

就職･インターシップに関すること

就職に係る各種証明書の発行

健康面に関すること

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関すること

図書館 087-869-3813 図書館に関すること

学生生活係 087-869-3835 清雲寮に関すること

学生相談室

いじめ連絡窓口
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XYP-
cpVeEkWK4KezivJfyLgF90nb11FKmr8EN4nfRlFUQUhCNlFDVzlF
MERHOTg0R0RYMFI1MDQ2OS4u

学校代表番号　087-869-3811

　　　087-869-3834
　　　soudan@t.kagawa-nct.ac.jp

香川高等専門学校の連絡先(学生関係)

087-869-3833学生支援係

学務係 087-869-3832

087-869-3834保健室

キャリアサポートセンター 087-869-3958

メンタルヘルス関すること
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